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東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
と
音
声
メ
デ
ィ
ア
の
植
民
地
近
代
的
編
制

―
漢
文
脈
の
政
治
文
化
と
帝
国
日
本
の
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
検
閲

―

山
内
文
登

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
東
ア
ジ
ア
の
地
域
伝
統
的
な
政
治
文
化
を
主
軸
に
、
複
製
技
術
時
代
の
音
声
記
録
と
統
制
を
副
軸
と
し
て
、
帝
国
日
本
に
お

け
る
両
者
の
植
民
地
近
代
的
編
制
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る）

1
（

。「
漢
字
文
化
圏
」
と
呼
ば
れ
る
歴
史
空
間
に

お
け
る
文
書
記
録
と
政
治
支
配
の
強
固
な
結
び
つ
き
と
そ
の
音
声
統
制
と
の
関
わ
り
を
参
照
枠
と
し
て
議
論
し
つ
つ
、
一
九
三
〇
年
代
前

後
の
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
事
例
を
大
き
く
文
脈
付
け
て
検
討
す
る）

2
（

。

　

新
聞
、
雑
誌
、
映
画
、
レ
コ
ー
ド
と
い
っ
た
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
の
近
代
的
な
構
成
と
普
及
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
向
は
、
帝
国
列
強

の
台
頭
に
後
押
し
さ
れ
つ
つ
、
二
〇
世
紀
転
換
期
の
東
ア
ジ
ア
の
都
市
部
を
軸
に
不
均
衡
か
つ
同
時
代
的
に
立
ち
現
れ
た
。
そ
れ
に
相
関

す
る
形
で
メ
デ
ィ
ア
統
制
の
た
め
の
法
制
度
も
成
立
し
て
い
く
が
、
そ
の
時
期
は
場
所
や
種
類
に
よ
っ
て
様
々
で
、
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
に
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関
し
て
は
比
較
的
遅
く
一
九
三
〇
年
代
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
三
一
年
九
月
に
国
民
党
統
治
下
の
中
国
上
海
市
で
施
行
さ
れ
た
の

を
筆
頭
に
、
続
い
て
帝
国
日
本
の
各
法
域
、
す
な
わ
ち
一
九
三
三
年
六
月
に
朝
鮮
、
一
九
三
四
年
八
月
に
日
本
国
内
（
以
下
、
主
に
日
本）

3
（

）、

一
九
三
五
年
七
月
に
関
東
州
、
一
九
三
六
年
七
月
に
台
湾
と
続
い
て
い
る）

4
（

。
帝
国
日
本
に
お
け
る
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
法
制
化
の
実
現
は
朝

鮮
が
最
初
で
あ
っ
た
。

　

帝
国
日
本
の
圏
域
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
検
閲
は
国
家
、
よ
り
具
体
的
に
は
警
察
機
構
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
、
時
に
広
範
な
民
間

の
支
持
基
盤
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
新
聞
紙
法
と
出
版
法
の
並
列
と
い
う
特
有
の
二
元
的
な
法
制
度
の
も
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
メ

デ
ィ
ア
を
掌
握
す
る
い
わ
ゆ
る
「
出
版
警
察
」
と
い
う
統
制
機
構
を
中
心
に
具
現
化
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
帝
国
規
模
の
出
版
警

察
体
制
と
音
の
複
製
技
術
の
考
察
を
二
つ
の
主
題
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
政
治
文
化
と
音
声
記
録
の
歴
史
的
諸
相
を
め
ぐ
る
概
念
的
な
論

考
と
、
帝
国
日
本
・
植
民
地
朝
鮮
の
事
例
に
照
準
し
た
具
体
的
な
実
証
を
交
互
に
組
み
合
わ
せ
つ
つ
論
ず
る
。
そ
の
方
法
論
的
な
狙
い
は
、

検
閲
主
体
の
耳
と
検
閲
対
象
の
音
の
相
互
作
用
の
検
討
を
通
じ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
・
文
化
研
究
に
お
け
る
「
方
法
と
し
て
の
音
・
耳
」

の
意
義
の
一
端
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

　

ま
ず
検
閲
主
体
に
関
し
て
注
目
す
る
点
は
、
出
版
警
察
体
制
が
、
物
理
的
な
強
制
力
を
支
え
に
し
つ
つ
、
文
書
行
政
に
基
づ
く
官
僚
制

の
形
態
を
取
っ
て
立
ち
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
研
究
は
、
そ
の
体
制
の
性
格
と
音
声
統
制
の
諸
相
を
検
討
す
る
た
め
に
「
文
書
権
力
」

と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
本
文
で
詳
論
す
る
が
、
そ
の
理
論
的
な
狙
い
は
以
下
の
諸
相
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
、「
漢
字
文

化
圏
」
と
呼
び
う
る
地
域
秩
序
を
構
成
す
る
政
治
文
化
の
一
側
面
、
す
な
わ
ち
漢
字
漢
文
を
規
範
と
し
た
文
書
の
記
録
行
為
を
介
し
て
統

治
体
制
を
構
築
、
管
理
し
、
言
説
的
に
支
配
を
正
当
付
け
る
文
治
的
伝
統
で
あ
る
。
次
に
、
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
の
文
治
制
と
も
い
う
べ

き
支
配
形
態
が
、
西
洋
近
代
の
合
理
的
な
官
僚
制
に
接
続
さ
れ
部
分
的
に
維
持
、
再
編
さ
れ
る
側
面
で
あ
る）

5
（

。
最
後
に
、
本
稿
に
と
っ
て
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特
に
重
要
な
の
は
、
帝
国
日
本
の
植
民
地
経
営
が
、
暴
力
装
置
の
威
圧
と
出
動
を
伴
う
一
方
で
、
近
代
官
僚
制
的
な
支
配
形
態
を
形
式
的

に
取
り
つ
つ
、
そ
の
上
で
東
ア
ジ
ア
の
文
治
的
な
言
説
実
践
を
流
用
し
て
い
く
様
相
で
あ
る
。
や
や
図
式
的
に
い
え
ば
、
文
書
権
力
と
い

う
概
念
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
西
洋
の
エ
ン
パ
イ
ア
、
中
華
の
帝
国
、
そ
し
て
日
本
の
皇
国
と
い
う
三
つ
の
政
治
文
化
が
い
か
に
重
層

化
し
つ
つ
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
に
作
用
し
て
い
た
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

本
研
究
で
は
、
政
治
権
力
・
文
化
に
関
す
る
昨
今
の
植
民
地
近
代colonial m

odernity

研
究
を
批
判
的
に
踏
ま
え
た
上
で
、
文
書
権

力
の
植
民
地
近
代
的
編
制
と
い
う
視
座
を
提
示
す
る
。
筆
者
が
論
じ
た
い
課
題
の
一
つ
は
、
漢
文
脈
が
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
解
体
傾
向

を
見
せ
つ
つ
も
、
翻
訳
を
通
じ
て
近
代
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
観
念
的
に
媒
介
し
、
旧
来
か
ら
の
地
域
的
な
威
信
を
潜
在
的
な
が
ら
更
新
さ
せ

て
い
く
過
程
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
漢
文
脈
の
断
片
化
か
ら
「
近
代
訓
読
体
」
が
生
成
す
る
中
で
権
威
性
や
政
治
性
が
後
者
へ
と

継
承
さ
れ
、
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
中
心
の
同
文
秩
序
を
構
築
せ
ん
と
す
る
言
説
実
践
の
下
支
え
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
過

程
と
効
果
を
本
稿
で
は
「
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
と
呼
ん
で
考
察
す
る
。
朝
鮮
に
つ
い
て
い
え
ば
、
植
民
地
権
力
が
近
代
的
に
改
編
さ

れ
た
文
治
的
な
装
い
を
統
治
手
段
と
し
て
意
識
的
に
活
用
し
始
め
る
の
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る
文
化
政
治
期
以
降
で
あ
る
。
本

稿
は
、
こ
う
し
て
本
格
的
に
胎
動
す
る
植
民
地
朝
鮮
の
文
書
権
力
が
、
い
か
に
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
眼
差
し
を
特
徴
づ
け
、
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
を
通
じ
て
統
制
主
体
を
拡
散
的
に
構
成
し
、
さ
ら
に
自
ら
の
「
聴
力
」
強
化
の
問
題
に
取
り
組
む
か
、
と
い
っ
た
問
い
を
立
て
つ

つ
考
察
す
る
。

　

一
方
、
検
閲
対
象
に
つ
い
て
注
目
す
る
の
は
、
音
の
複
製
技
術
に
ま
つ
わ
る
諸
特
性
と
出
版
統
制
の
法
制
度
に
お
け
る
位
置
づ
け
で
あ

る
。
帝
国
日
本
の
出
版
警
察
体
制
下
に
お
け
る
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
対
象
は
一
義
的
に
レ
コ
ー
ド
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
手
順
を

見
る
と
も
っ
と
重
層
的
で
あ
っ
た
。
ま
ず
検
閲
機
構
は
大
き
く
二
種
類
の
対
象
、
す
な
わ
ち
物
と
そ
れ
を
扱
う
人
を
対
象
と
し
、
前
者
に
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関
し
て
「
行
政
処
分
」、
後
者
に
関
し
て
「
司
法
処
分
」
を
科
し
た
。
こ
う
し
た
二
重
処
分
、
そ
し
て
物
自
体
の
統
制
を
焦
点
と
す
る
行

政
処
分
の
存
在
と
そ
の
優
勢
（
逆
に
司
法
処
分
の
回
避
）
は
帝
国
日
本
の
出
版
統
制
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る）

6
（

。
人
す
な
わ
ち
各

種
業
者
に
対
し
て
は
、
歌
詞
等
の
録
音
内
容
に
関
す
る
「
解
説
書
」
の
届
出
を
義
務
付
け
た
。
整
理
す
る
と
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
は
物
と
人

と
い
う
二
種
類
の
対
象
を
設
定
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
レ
コ
ー
ド
と
い
う
音
声
記
録
と
そ
れ
に
関
す
る
文
書
記
録
の
二
種
類
を
取
り
扱
っ

た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
う
ち
物
の
取
締
り
を
主
軸
と
し
、
そ
れ
と
の
連
関
に
お
い
て
人
に
ま
つ
わ
る
課
題
を
論
ず
る）

7
（

。
そ
の
上
で
、

レ
コ
ー
ド
検
閲
に
内
在
し
た
音
声
性
と
書
記
性
の
二
重
性
と
い
う
問
題
を
主
題
化
し
つ
つ
、
特
に
出
版
警
察
が
音
声
的
な
次
元
を
ど
の
よ

う
に
取
り
扱
っ
た
か
と
い
う
問
い
を
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
。
こ
の
た
め
に
、
本
文
で
は
音
声
記
録
に
特
徴
的
な
属
性
を
「（
無
）
媒
介

的
上
演
性
」
と
概
念
化
し
て
理
論
的
、
実
証
的
に
検
討
を
加
え
て
い
く
。

　

こ
こ
で
音
に
関
す
る
本
稿
の
用
語
法
に
一
言
触
れ
て
お
く
。
日
本
語
に
は
、
音
・
お
と
・
オ
ン
、
声
・
こ
え
、
音
声
、
音
響
、
サ
ウ
ン

ド
な
ど
、
含
意
の
異
な
る
多
様
な
語
彙
や
表
記
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
韓
国
語
の
「
ソ
リ
」（
소
리
）
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
込
め
つ
つ
「
音
」、

ま
た
表
記
上
の
前
後
関
係
に
よ
っ
て
（
あ
る
い
は
言
語
音
を
指
す
場
合
に
）「
音
声
」
と
い
う
用
語
を
主
に
使
い
、
特
に
人
間
主
体
を
含

意
す
る
場
合
に
は
「
声
」
も
併
用
す
る
。
録
音
技
術
関
係
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
専
門
的
か
つ
煩
雑
で
あ
る
た
め
、
第
一
節
で
改

め
て
論
ず
る
。

　

本
稿
は
二
部
構
成
か
ら
な
る
。
第
Ⅰ
部
（
第
一
〜
三
節
）
は
、
音
声
メ
デ
ィ
ア
と
文
書
権
力
と
い
う
二
つ
の
主
題
を
め
ぐ
る
鍵
概
念
や

研
究
課
題
を
歴
史
的
に
論
述
し
、
本
稿
全
体
に
関
わ
る
問
題
意
識
を
示
し
た
上
で
、
帝
国
日
本
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
事
例
に
沿
っ
て
議
論

を
具
体
化
す
る
。
第
Ⅱ
部
（
第
四
〜
七
節
）
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
書
権
力
の
近
代
的
再
編
と
そ
の
植
民
地
的
展
開
と
い
う
主
題
に

照
準
し
て
、
音
声
メ
デ
ィ
ア
と
の
取
り
組
み
か
ら
浮
か
び
上
が
る
検
閲
主
体
の
諸
相
を
検
討
す
る
。
各
部
の
構
成
お
よ
び
議
論
の
展
開
に
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つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
部
分
で
説
明
す
る
。

第
Ⅰ
部　

複
製
技
術
時
代
の
音
声
記
録
と
「
漢
字
文
化
圏
」
の
政
治
文
化

　
　
―
歴
史
的
編
制
か
ら
帝
国
日
本
・
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
邂
逅
ま
で

　

複
製
技
術
時
代
の
新
た
な
音
声
記
録
と
帝
国
日
本
の
政
治
権
力
は
い
か
に
出
会
い
、
特
に
植
民
地
支
配
の
文
脈
に
お
い
て
ど
う
い
っ
た

相
互
関
係
を
示
し
た
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
を
深
く
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
第
一
節
で
近
代
西
洋
と
東
ア
ジ
ア
の
長
期
的
な
文
脈
の

中
に
出
会
い
の
歴
史
的
な
条
件
を
探
り
つ
つ
、続
く
二
つ
の
節
の
事
例
分
析
と
論
文
全
体
の
議
論
の
た
め
の
諸
概
念
や
課
題
を
論
述
す
る
。

そ
の
上
で
、
い
か
に
音
声
メ
デ
ィ
ア
が
出
版
警
察
体
制
の
統
制
下
に
編
入
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
日
本
と
朝
鮮
の
歴
史
を
互
い
に
連
関
さ

せ
つ
つ
対
比
さ
せ
る
「
相
関
比
較）

8
（

」
の
方
法
を
通
じ
て
論
じ
（
第
二
節
）、
次
に
植
民
地
朝
鮮
の
検
閲
当
局
が
レ
コ
ー
ド
の
媒
介
的
上
演

性
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
処
理
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
そ
の
聴
取
検
閲
の
実
態
を
よ
り
細
か
く
見
て
い
く
（
第

三
節
）。

第
一
節　

近
代
西
洋
の
表
音
・
録
音
文
化
、
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
と
文
書
権
力

　

本
節
で
は
、
ま
ず
近
代
西
洋
に
お
け
る
録
音
技
術
・
産
業
の
生
成
に
関
し
て
、
表
音
的
な
書
記
文
化
と
楽
譜
出
版
、
音
楽
聴
取
の
消
費

文
化
と
の
連
関
に
お
い
て
整
理
し
つ
つ
、
新
た
な
音
声
記
録
と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
の
特
性
の
輪
郭
を
描
く
。
続
い
て
、
東
ア
ジ
ア
の
「
漢
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字
文
化
圏
」
に
お
け
る
政
治
文
化
と
音
声
記
録
・
統
制
と
の
歴
史
的
な
関
係
を
考
察
し
つ
つ
「
文
書
権
力
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
、
そ

の
上
で
新
た
に
台
頭
す
る
音
声
メ
デ
ィ
ア
と
伝
統
的
な
書
記
・
出
版
文
化
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
ず
る
。
最
後
に
、〈
補
論
〉
と
し
て

帝
国
日
本
の
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
議
論
に
お
い
て
必
要
と
な
る
基
本
情
報
や
論
点
を
付
す
。

１　

近
代
西
洋
の
表
音
文
化
と
録
音
文
化

―
複
製
さ
れ
る
声
と
レ
コ
ー
ド
産
業
の
誕
生

　

ま
ず
は
一
般
的
な
問
い
か
ら
始
め
た
い
。
そ
も
そ
も
生
起
し
て
は
直
ち
に
消
え
去
る
「
音
」
が
検
閲
の
対
象
に
な
る
と
は
ど
の
よ
う
な

事
態
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
ど
う
い
っ
た
条
件
が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
精
査
す
る
に
は
、
発
生
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
音

自
体
」
と
い
う
今
日
で
は
自
明
に
思
え
る
観
念
の
近
代
性
と
そ
の
成
立
要
件
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
最
近
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る

音
や
聴
覚
の
文
化
史
・
社
会
史
的
な
研
究
は
、
自
律
的
な
物
理
現
象
と
し
て
定
義
付
け
ら
れ
る
音sound

の
概
念
が
、
人
間
主
体
と
そ

の
言
語
・
音
楽
行
為
に
結
び
つ
い
た
声voice
、
話
し
言
葉speech

、
楽
音m

usical tone

と
い
っ
た
諸
観
念
の
延
長
に
お
い
て
成
立
し

た
と
い
う
よ
り
、
音
や
耳
を
科
学
的
な
知
識
や
実
験
の
対
象
と
し
て
起
源
や
文
脈
か
ら
切
り
離
す
一
九
世
紀
西
洋
の
文
化
的
諸
相
の
磁
場

に
お
い
て
誕
生
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
音
を
人
為
／
自
然
、
楽
音
／
雑
音
の
よ
う
に
範
疇
分
け
せ
ず
記
録
す
る
機
械
的
な
録
音
技
術

は
、
そ
う
し
た
音
概
念
を
め
ぐ
る
脱
人
間
化
、
脱
書
記
化
、
脱
文
脈
化
と
い
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
下
敷
き
と
し
つ
つ）

9
（

、
音
響
学
や
耳

医
学
と
い
っ
た
諸
科
学
、
聴
診
や
人
体
保
存
の
思
想
や
技
術
、
ろ
う
文
化
と
教
育
な
ど
の
連
関
の
中
で
育
ま
れ
、
そ
の
発
明
が
促
さ
れ

た）
10
（

。
実
の
と
こ
ろ
録
音
は
、
技
術
そ
れ
自
体
と
し
て
は
さ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
発
明
に
は
新
た
な
文
化
編
制
が
必

要
だ
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
議
論
の
掘
り
下
げ
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
か
な
り
単
純
化
さ
れ
た
前
提
を
確
認
す
る
に
留
め
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る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
と
円
筒
型
シ
リ
ン
ダ
ー
に
代
表
さ
れ
る
録
音
技
術
の
黎
明
、
続
い
て
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
と
円
盤
型
レ
コ
ー

ド
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
創
案
が
、
音
の
検
閲
の
た
め
の
基
本
条
件
を
準
備
し
た
こ
と
で
あ
る）

12
（

。
後
者
の
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
・
レ
コ
ー
ド

は
現
在
日
本
で
「
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
」
や
「
Ｓ
Ｐ
盤
」、
韓
国
で
「
留
声
機
音
盤
」（
유
성
기
음
반
）
や
「
古
音
盤
」（
고
음
반
）
な
ど
と
呼

ば
れ）

13
（

、
最
初
期
の
フ
ィ
ー
ル
ド
録
音
の
事
例
を
除
く
と
、
植
民
地
期
ま
で
の
朝
鮮
関
係
の
録
音
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
包
括
す
る）

14
（

。
以
下
、
本

稿
で
い
う
「
レ
コ
ー
ド
」
は
こ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
意
味
に
限
定
し
、
も
っ
と
広
義
の
文
脈
や
含
意
に
お
い
て
「
録
音
（
物
）」
や
「
音

声
記
録
」、
さ
ら
に
そ
の
媒
介
的
側
面
を
強
調
し
て
「
音
声
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
っ
た
概
念
を
併
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
と

グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
の
最
大
の
違
い
は
、
前
者
が
録
音
・
再
生
兼
用
機
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
が
再
生
専
用
機
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
使
用

さ
れ
る
ソ
フ
ト
に
関
し
て
、
前
者
の
円
筒
型
シ
リ
ン
ダ
ー
が
大
量
複
製
に
向
か
な
い
の
に
対
し
、
後
者
の
円
盤
型
レ
コ
ー
ド
は
そ
れ
が
技

術
的
に
容
易
で
あ
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
般
消
費
者
か
ら
自
ら
録
音
す
る
技
術
を
取
り
上
げ
「
聴
取
者
」
に
仕
立
て
た
後
者

こ
そ
が
、
一
分
間
七
八
回
転
と
い
う
世
界
規
格
を
も
た
ら
し
、
レ
コ
ー
ド
産
業
の
資
本
主
義
的
な
発
展
と
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
法
制
度
的
な

展
開
に
と
っ
て
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
音
を
物
理
的
な
モ
ノ
に
捕
捉
、
固
定
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
記
録
物
を
機
械

的
に
大
量
生
産
し
広
く
流
通
さ
せ
、
消
費
者
を
し
て
繰
り
返
し
再
生
、
聴
取
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た）

15
（

。
そ
し
て
統
制
の
対
象
と
も
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
整
理
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
録
音
と
書
記
お
よ
び
出
版
と
い
う
二
方
向
の
関
係
性
で
あ
る
。
ま

ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
録
音
技
術
が
、
そ
れ
を
「
音
声
書
記
」
と
概
念
化
す
る
西
洋
の
特
異
な
言
説
空
間
に
お
い
て
考
案
さ
れ
た
こ
と
に

留
意
し
た
い
。
こ
れ
は
、
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
や
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
な
ど
、
初
期
の
発
明
品
の
す
べ
て
が
ギ
リ
シ
ャ
語
で
音
・
声
を
表
す
フ
ォ
ー

ネ
ー
と
書
記
に
関
わ
る
グ
ラ
フ
ォ
ス
を
組
み
合
わ
せ
た
新
造
語
で
命
名
さ
れ
た
事
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
そ
う
し
て
書
か
れ
た
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音
の
痕
跡
と
い
う
べ
き
フ
ォ
ノ
グ
ラ
ムphonogram

が
、
一
種
の
「
文
字
」、
す
な
わ
ち
究
極
の
「
表
音
文
字
」phonogram

と
み
な

さ
れ
る
よ
う
な
文
化
的
脈
絡
に
配
置
さ
れ
た
点
に
特
に
関
心
を
持
っ
て
い
る）

16
（

。
前
述
の
如
く
録
音
技
術
の
発
明
に
は
人
間
主
体
と
そ
の
書

記
行
為
か
ら
の
音
概
念
の
分
離
が
不
可
欠
だ
っ
た
が
、
そ
の
命
名
に
お
い
て
録
音
は
表
音
と
い
う
書
記
的
概
念
に
連
関
付
け
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
通
底
す
る
の
は
思
惟
や
言
語
の
本
体
を
「
声
」
と
み
な
す
音
声
中
心
主
義
的
な
形
而
上
学
的
伝
統
で
あ
り）

17
（

、（
影
と
し
て
の
）

書
記
に
対
し
て
音
声
へ
の
規
範
的
で
有
契
的
な
関
係
性
を
要
請
す
る
表
音
主
義）

18
（

的
な
欲
望
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
表
音
性
」
と
「
表
意
性
」

の
二
元
論
を
立
て
つ
つ
前
者
を
上
位
に
お
く
近
代
言
語
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
土
台
と
も
な
っ
た
（
後
述
）。
こ
う
し
た
い
わ
ば
表
音
文
化

的
な
洋
文
脈
に
お
い
て
、
録
音
は
後
の
メ
デ
ィ
ア
論
に
い
う
「
刻
印
」inscription

の
書
記
メ
デ
ィ
ア
の
系
譜
の
新
生
児
と
し
て
登
記
、

編
入
さ
れ
、
技
術
的
に
は
三
つ
子
で
あ
り
な
が
ら
公
共
の
「
放
送
」
や
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
「
通
信
」
と
い
っ
た
異
な
る
社
会
的
機
能
を
付
与

さ
れ
た
ラ
ジ
オ
や
電
話
か
ら
相
互
に
分
立
さ
れ
て
い
っ
た）

19
（

。
こ
う
し
て
、
機
械
的
な
音
声
記
録
も
ま
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
一
種
と
す
る

言
説
編
制
は
、
一
九
世
紀
西
洋
に
お
い
て
音
盤
上
に
刻
ま
れ
た
機
械
的
な
「
溝
文
字
」groove-script

を
「
読
解
」
せ
ん
と
欲
望
す
る
発

明
家
や
科
学
者
の
よ
う
な
主
体
の
形
成
と
相
関
的
で
あ
っ
た）

20
（

。

　

と
は
い
え
、
こ
の
新
た
な
表
音
文
字
な
ら
ぬ
「
録
音
文
字
」
は
、
従
来
の
文
字
の
特
性
や
書
記
行
為
の
社
会
関
係
に
回
収
し
得
な
い
属

性
を
は
ら
ん
で
い
た
点
が
本
稿
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
。
録
音
の
持
つ
様
々
な
特
徴）

21
（

の
う
ち
で
も
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
音
に

関
す
る
表
象representation

で
は
な
く
、
文
字
通
り
音
が
自
ら
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
い
わ
ば
無
媒
介
的
＝
直
接
的im

m
ediate

な
媒
体
と
し
て
機
能
す
る
事
実
で
あ
る）

22
（

。
こ
の
点
で
、
録
音
は
表
音
の
究
極
の
実
現
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
超
越
し
て
い
る
。
録

音
は
記
録
す
る
主
体
よ
り
も
記
録
さ
れ
る
客
体
を
前
面
に
押
し
出
し
、
客
体
の
音
を
人
為
／
自
然
、
楽
音
／
雑
音
な
ど
と
分
け
隔
て
ず
に

記
す
こ
と
で
書
記
の
人
間
中
心
性
ま
で
も
相
対
化
す
る
。
た
だ
し
、
人
間
に
と
っ
て
の
録
音
の
最
も
顕
著
な
特
性
は
、
記
録
者
よ
り
も
被
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録
者
の
「
声
」
を
あ
た
か
も
無
媒
介
で
あ
る
か
の
よ
う
に
現
出
さ
せ
る
こ
と
で
、
記
録
行
為
の
主
客
関
係
を
揺
さ
ぶ
り
顛
倒
さ
せ
る
力
に

現
れ
る
。
録
音
に
お
け
る
客
体
は
、「
被
写
体
」
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
身
体
的
で
物
質
的
な
「
肉
声
」
を
持
っ
た
実
演
す
る
主
体
の
如

く
現
象
す
る
。
筆
者
は
こ
う
し
た
録
音
の
特
性
を
「
客
体
の
主
体
化
」
と
と
ら
え
、「
多
声
的
民
族
誌
」
の
理
念
や
実
践
と
の
関
連
で
特

に
重
視
し
て
い
る）

23
（

。
以
上
の
論
点
は
、
レ
コ
ー
ド
産
業
と
検
閲
の
諸
相
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
後
に
事
例
に
即
し
て
「（
無
）
媒
介
的

上
演
性
／
音
声
性
」
と
い
う
概
念
を
通
じ
て
再
論
す
る
（
第
三
節
）。

　

次
に
、
第
二
の
論
点
で
あ
る
録
音
と
出
版
と
の
関
係
に
つ
い
て
略
述
し
よ
う
。
重
要
な
の
は
、
近
代
西
洋
に
お
け
る
録
音
と
書
記
の
理

念
的
な
接
合
が
、
結
果
と
し
て
の
「
録
音
物
」
を
一
種
の
印
刷
・
出
版
物
と
み
な
す
基
盤
と
な
り
、
ま
た
そ
の
あ
り
方
を
水
路
付
け
た
点

で
あ
る
。「
出
版
」publication
と
い
う
概
念
は
、
一
八
、
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
社
会
や
産
業
資
本
の
形
成
と
い
う
歴
史
的
文

脈
に
お
い
て
文
学
的
・
視
覚
的
対
象
を
「
公
衆
」
へ
と
開
放
す
る
実
践
を
支
え
た
が
、
そ
こ
で
確
立
さ
れ
た
枠
組
み
が
聴
覚
的
対
象
に
も

及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
録
音
物
」
が
、
元
々
書
記
の
審
級
で
構
成
さ
れ
た
著
作
権
や
検
閲
な
ど
の
「
出
版
物
」
関
連
の
法

制
度
へ
と
押
し
込
ま
れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
音
が
自
ら
語
る
「
無
媒
介
的
な
媒
体
」
と
し
て
の
録
音
物
の
特
性
は
、
そ
う

し
た
非
聴
覚
的
な
取
り
扱
い
の
限
界
や
矛
盾
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
流
れ
で
重
要
な
の
が
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
音
楽
産
業

と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
産
業
の
展
開
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
ま
で
の
音
楽
産
業
は
、
楽
譜
と
い
う
「
書
か
れ
た
も
の
」
の
位
相
で
音
楽
を
と
ら
え
る
西
洋
音
楽
文
化
の
核
心
部
に
お
い
て

発
展
し
た）

24
（

。
表
音
的
な
書
記
文
化
と
共
振
し
あ
う
記
譜
の
磁
場
は
、
次
第
に
言
語
か
ら
の
自
律
度
を
高
め
る
音
楽
特
有
の
記
号
体
系
と
、

そ
れ
を
駆
使
す
る
作
曲
家
と
い
う
書
記
主
体
の
形
成
を
促
し
た
。
作
曲
家
の
書
き
物
は
、「
芸
術
」
と
し
て
の
「
作
品
」
と
し
て
昇
華
さ

れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
「
商
品
」
と
し
て
流
通
さ
せ
る
印
刷
楽
譜
の
資
本
主
義
的
な
産
業
化
や
大
衆
化
の
流
れ
に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
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く
。
既
存
の
音
楽
出
版
事
業
は
、
作
曲
家
と
い
う
主
体
に
支
え
ら
れ
、
ま
た
逆
に
働
き
か
け
て
、
公
衆
（
特
に
ア
マ
チ
ュ
ア
音
楽
家
）
に

売
り
込
み
、
両
者
の
共
同
体
形
成
を
橋
渡
し
す
る
仲
介
業
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る）

25
（

。
音
楽
に
関
す
る
著
作
権
や
検
閲
と
い
っ
た

法
制
度
も
ま
た
、
楽
譜
と
い
う
書
記
的
審
級
の
枠
組
み
に
基
づ
い
て
形
作
ら
れ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
録
音
技
術
に
端
を
発
す
る
新
興
の
音
楽
産
業
は
、
む
し
ろ
前
述
し
た
実
演
者
と
い
う
主
体
の
発
す
る
音
・
声
の
無
媒
介

性
を
喧
伝
し
つ
つ
、
と
り
わ
け
歌
う
「
ス
タ
ー
」
の
身
体
的
な
「
肉
声
」
を
主
力
商
品
と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
実
の
と
こ

ろ
、
こ
う
し
た
録
音
と
音
楽
の
結
び
つ
き
は
当
初
か
ら
の
必
然
で
は
な
く
、「
音
声
書
記
」
の
新
た
な
ツ
ー
ル
と
し
て
、
速
記
術
の
代
替

と
い
っ
た
事
務
的
用
途
、
民
族
学
・
人
類
学
、
比
較
言
語
学
、
比
較
音
楽
学
に
お
け
る
学
術
的
用
途
な
ど
も
推
奨
、
実
践
さ
れ
て
い
た）

26
（

。

し
か
し
、
録
音
は
、
音
楽
を
聴
く
大
衆
の
欲
望
に
支
え
ら
れ
、
ま
た
逆
に
そ
れ
を
創
出
、
操
作
す
る
新
興
の
音
楽
産
業
と
し
て
最
も
顕
著

な
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
レ
コ
ー
ド
の
「
音
楽
聴
取
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
社
会
的
誕
生
で
あ
る）

27
（

。

　

こ
う
し
て
、
声
を
消
費
す
る
欲
望
主
体
と
し
て
の
聴
衆
は
、
脱
人
間
化
し
た
録
音
技
術
に
再
び
人
間
主
体
を
呼
び
戻
す
よ
う
な
新
た
な

文
脈
の
立
ち
上
げ
に
深
く
関
与
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で
レ
コ
ー
ド
業
界
の
側
で
は
記
譜
の
審
級
に
お
け
る
「
音
楽
」
の
枠

組
み
に
準
拠
し
た
従
来
ど
お
り
の
「
著
作
物
」
概
念
を
拡
張
さ
せ
、
そ
こ
に
録
音
物
を
登
記
さ
せ
る
方
向
で
自
ら
を
「
音
楽
産
業
」
と
し

て
定
立
し
て
い
っ
た）

28
（

。
さ
ら
に
、
こ
の
新
種
の
レ
コ
ー
ド
＝
音
楽
出
版
産
業
の
伸
張
は
、
政
治
権
力
や
市
民
社
会
を
し
て
複
製
さ
れ
拡
散

す
る
「
声
」
を
管
理
せ
ん
と
す
る
状
況
を
生
み
出
し
た
が
、
そ
の
法
制
度
的
展
開
も
ま
た
従
来
の
「
出
版
物
」
の
書
記
的
位
相
に
沿
う
も

の
だ
っ
た
。
音
の
複
製
技
術
時
代
は
そ
の
「
統
制
技
術
」
の
新
時
代
の
幕
開
け
で
も
あ
っ
た
一
方
で
、
そ
こ
に
は
少
な
か
ら
ぬ
齟
齬
が
潜

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
以
降
で
帝
国
日
本
と
植
民
地
朝
鮮
の
文
脈
に
沿
っ
て
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。
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２　

東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
、
文
書
権
力
、
音
声
編
制

　

そ
れ
で
は
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
な
書
記
・
出
版
文
化
は
、
音
と
い
か
な
る
関
係
を
取
り
結
ん
だ
か
。
そ
れ
は
、
近
代
西
洋
の
表
音
や

録
音
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
出
会
い
を
い
か
に
文
脈
付
け
た
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
対
す
る
十
全
な
検
討
は
本

稿
の
射
程
を
越
え
る
が
、
こ
こ
で
は
当
該
地
域
に
お
い
て
長
期
に
わ
た
り
甚
大
な
影
響
力
を
行
使
し
た
漢
字
と
音
の
独
特
な
関
係
性
に
論

点
を
絞
っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
の
出
発
点
は
、
音
を
表
し
伝
え
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
な
い
文
字
が
、
一
九
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
極
め

て
長
期
に
わ
た
っ
て
汎
地
域
的
に
高
度
の
規
範
性
や
権
威
性
を
維
持
し
続
け
た
と
い
う
、
世
界
史
的
に
唯
一
の
例
と
も
い
え
る
特
異
な
事

実
で
あ
る
。
文
字
・
書
記
に
関
わ
る
紙
と
印
刷
の
各
種
技
術
を
世
界
に
先
駆
け
て
開
発
し
、
ま
た
関
連
史
料
や
遺
物
を
多
く
残
す
当
該
地

域
が
、
前
述
の
と
お
り
技
術
自
体
と
し
て
は
シ
ン
プ
ル
と
も
い
え
る
録
音
を
な
ぜ
「
自
生
的
」
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
問
い
を
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
支
配
的
な
書
記
文
化
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
く
る
。

　

ま
ず
留
意
し
た
い
の
は
、
漢
字
も
ま
た
音
を
随
伴
す
る
事
実
で
あ
る
。
現
在
の
言
語
学
の
一
般
的
な
分
類
に
よ
れ
ば
、
漢
字
は
表
意
文

字ideogram

で
は
な
く
、
形
・
音
・
義
の
三
位
一
体
か
ら
な
る
表
語
文
字logogram

と
さ
れ
る）

29
（

。
加
え
て
、
伝
統
的
な
造
字
原
理
で

あ
る
「
六
書
」
の
う
ち
で
も
、「
形
声
」
の
原
理
に
基
づ
く
「
形
声
文
字
」、
す
な
わ
ち
「
声
符
」（
例
え
ば
「
符
」「
府
」「
附
」
の
「
付
」）

を
備
え
、
そ
の
た
め
未
知
で
あ
っ
て
も
音
の
連
想
が
あ
る
程
度
可
能
な
漢
字
は
比
率
的
に
最
も
多
い）

30
（

。
さ
ら
に
、
漢
字
・
漢
文
は
、
東
ア

ジ
ア
の
記
譜
法
に
お
い
て
も
規
範
的
な
構
成
原
理
を
提
供
し
た
。
す
な
わ
ち
、
固
定
的
・
相
対
的
な
「
音
高
」
の
漢
字
表
記
、「
奏
法
」

の
諸
相
に
関
す
る
漢
字
ま
た
は
そ
の
変
形
に
よ
る
表
記
、
音
楽
的
な
時
間
軸
の
右
縦
書
き
表
記
な
ど
、
漢
文
的
な
特
性
や
形
態
は
極
め
て

広
範
か
つ
深
遠
な
影
響
力
を
持
ち）

31
（

、
漢
文
脈
的
な
文
字
譜
以
外
の
可
視
化
は
限
ら
れ
て
い
る）

32
（

。
録
音
以
前
は
、
漢
字
が
音
の
最
も
重
要
な
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「
刻
印
」
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
様
々
に
流
用
さ
れ
つ
つ
、
限
定
的
な
が
ら
言
語
音
か
ら
楽
音
ま
で
も
表
す
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
漢
字
と
音
と
の
関
係
は
表
音
文
字
の
場
合
と
そ
の
理
念
的
な
志
向
性
に
お
い
て
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
表
音
文
字
が

音
と
の
単
声
的
な
関
係
を
志
向
す
る
の
に
対
し
て
、
漢
字
は
音
と
多
声
的
に
関
わ
る）

33
（

。
漢
字
は
体
系
的
な
音
の
形
象
化
を
求
め
ず
、
そ
の

た
め
音
は
漢
字
に
対
し
て
恣
意
的
か
つ
従
属
的
に
関
係
す
る
。
音
の
「
再
生
」
は
読
者
の
参
与
的
役
割
に
委
ね
ら
れ
、
読
者
は
学
ぶ
文
字

の
数
だ
け
音
の
習
得
を
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
特
徴
こ
そ
が
政
治
的
統
合
や
支
配
の
た
め
の
利
点
の
一
つ
と
し
て
、
東
ア
ジ

ア
の
治
者
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
考
え
た
い
音
声
統
制
の
論
点
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

一
方
、
東
ア
ジ
ア
の
文
字
文
化
に
も
非
漢
字
の
系
譜
は
厳
然
と
し
て
存
在
し
、
中
に
は
朝
鮮
の
ハ
ン
グ
ル
や
日
本
の
仮
名
な
ど
異
な
る

種
類
の
表
音
文
字
の
系
列
も
並
存
し
て
き
た）

34
（

。
漢
字
の
本
家
中
国
で
も
、
い
わ
ゆ
る
非
漢
族
の
支
配
す
る
征
服
王
朝
に
お
い
て
新
文
字
の

制
定
や
使
用
の
例
が
あ
り
、
と
り
わ
け
元
朝
（
大
元
ウ
ル
ス
）
の
パ
ス
パ
文
字
や
清
朝
（
大
清
グ
ル
ン
）
の
満
州
文
字
な
ど
、「
国
字
」

と
し
て
創
製
・
指
定
さ
れ
公
文
書
等
で
の
使
用
を
規
範
付
け
ら
れ
た
表
音
文
字
の
存
在
は
注
目
に
値
す
る）

35
（

。
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
の
表
音

文
字
の
系
譜
は
、
大
半
が
イ
ン
ド
や
い
わ
ゆ
る
西
域
へ
と
遡
る
も
の
で
、
大
局
的
に
は
漢
字
中
心
の
「
中
華
秩
序
」
を
内
か
ら
相
対
化
す

る
よ
う
な
「
声
」
の
現
出
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う）

36
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
当
該
地
域
の
「
非
漢
文
脈
」
は
、
文
書
行
政
に
お
け
る
漢
字

の
利
便
性
や
規
範
性
、
権
威
性
の
前
に
（
上
の
「
国
字
」
で
す
ら
最
終
的
に
は
）「
周
縁
化
」
さ
れ
た）

37
（

。
し
た
が
っ
て
、
支
配
的
な
政
治

文
化
と
い
う
観
点
に
限
定
す
る
な
ら
、「
漢
字
文
化
圏
」（
以
下
カ
ッ
コ
略
）
と
い
う
漢
字
中
心
的
な
地
域
秩
序
概
念
で
東
ア
ジ
ア
の
歴
史

の
一
端
を
と
ら
え
る
方
法
が
有
効
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
漢
字
文
化
圏
と
い
う
概
念
を
東
ア
ジ
ア
の
政
治
的
な
支
配
文
化

と
の
連
関
性
に
お
い
て
用
い
る
。

　

本
研
究
が
冒
頭
で
触
れ
た
「
文
書
権
力
」（
以
下
カ
ッ
コ
略
）
と
い
う
概
念
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
漢
字
文
化
圏
に
特
徴
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的
な
政
治
権
力
の
支
配
論
理
と
特
に
そ
の
音
声
編
制
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
政
治
空
間
に
お
い
て
、
音
・
声
の
差

異
性
や
個
別
性
（
代
表
的
に
は
「
方
言
」）
を
超
越
し
て
「
同
文
」
の
領
域
を
構
築
す
る
こ
と
で
文
書
行
政
の
効
率
性
と
支
配
体
制
の
正

統
性
の
担
保
を
は
か
る
と
い
う
志
向
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
異
な
る
音
・
声
を
「
礼
」
的
秩
序
に
即
し
て
「
和
」
す
る
こ
と
で
全
き

「
楽
」
の
政
治
的
理
想
郷
を
自
己
実
現
さ
せ
る
と
い
う
志
向
性
と
連
動
し
て
い
た）

38
（

。「
同
文
」
の
統
合
論
理
は
、
先
立
つ
戦
国
時
代
に
多
様

化
し
た
諸
国
の
文
字
を
自
国
の
隷
書
に
よ
っ
て
統
べ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
文
字
統
一
」）
す
る
こ
と
で
文
書
行
政
の
便
宜
を
図
り
東
ア
ジ
ア

的
な
官
僚
制
の
基
礎
を
築
い
た
と
さ
れ
る
秦
の
始
皇
帝
以
来
の
政
治
理
念
で
あ
り）

39
（

、
常
に
現
実
と
の
乖
離
を
は
ら
み
つ
つ
も
様
々
な
形
で

地
域
的
に
流
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
歴
史
の
「
連
続
性
」
自
体
が
、
漢
字
に
よ
っ
て
自
演
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
漢
字
・
漢

文
に
は
、
そ
れ
を
読
み
書
き
す
る
人
を
し
て
天
下
・
国
家
を
論
ず
る
よ
う
な
政
治
主
体
へ
と
作
り
変
え
る
よ
う
な
力
が
あ
る
。
人
は
ま
ず

「
文
」
の
客
体
と
な
る
こ
と
で
「
士
」
の
意
識
を
持
っ
た
知
者
＝
治
者
と
し
て
奮
い
立
つ
。
そ
う
し
た
伝
統
の
薄
い
と
さ
れ
る
日
本
で
も
、

江
戸
時
代
後
半
か
ら
は
武
士
が
士
人
に
比
せ
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
が
徐
々
に
広
ま
っ
て
い
る）

40
（

。
こ
う
し
て
、
物
質
的
な
生
命
力
と
言
説
的

な
構
成
力
を
備
え
た
漢
字
・
漢
文
は
、
古
代
中
国
以
来
の
伝
統
と
い
う
歴
史
意
識
を
人
間
主
体
に
植
え
付
け
、
超
歴
史
的
な
「
連
続
性
」

を
仮
構
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
が
従
来
の
伝
統
と
の
対
峙
を
促
さ
れ
た
際
、
真
っ
先
に

「
漢
字
廃
止
論
」
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る
理
由
の
一
端
も
こ
こ
に
あ
る
。
筆
者
の
問
題
意
識
は
、
こ
う
し
た
「
同
文
」「
和
音
」
の
政
治
的

理
想
郷
に
向
け
て
作
動
す
る
文
書
権
力
が
、
異
な
る
音
・
声
の
自
然
な
調
律
か
ら
な
る
「
楽
」
の
秩
序
編
制
と
し
て
支
配
体
制
を
演
出
し
、

そ
こ
に
雅
俗
・
貴
賎
・
高
低
・
上
下
な
ど
と
形
容
さ
れ
る
文
化
序
列
を
内
在
さ
せ
、
よ
っ
て
被
治
の
自
発
性
と
治
者
の
施
恵
性
を
当
為
化

す
る
こ
と
で
、「
支
配
」
の
現
実
や
自
ら
の
「
権
力
性
」
の
事
実
そ
の
も
の
を
認
識
不
能
に
す
る
一
方
、
実
際
に
は
秩
序
を
乱
す
「
異
音
」

に
対
し
て
法
的
な
統
制
を
行
い
、
さ
ら
に
は
物
理
的
な
暴
力
の
行
使
を
も
正
当
化
す
る
よ
う
な
言
説
実
践
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
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そ
れ
は
社
会
的
雑
音
を
批
評
し
断
罪
す
る
数
多
く
の
特
徴
的
な
語
彙
や
表
現
を
生
み
出
し
、汎
地
域
的
な
流
用
を
促
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
様
相
の
一
端
は
後
に
具
体
例
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

　

前
述
し
た
近
代
西
洋
の
表
音
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
列
強
の
帝
国
主
義
的
な
覇
権
を
後
ろ
盾
に
、
漢
字
文
化
圏
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み

へ
の
解
体
傾
向
を
促
し
つ
つ
、
漢
文
脈
的
な
書
記
文
化
に
支
え
ら
れ
た
文
書
権
力
に
重
大
な
改
編
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
早
く
か
ら
西
洋

人
は
東
ア
ジ
ア
世
界
の
「
同
文
性
」
が
も
た
ら
す
秩
序
維
持
や
地
域
内
交
流
と
い
っ
た
機
能
に
対
し
て
関
心
を
寄
せ
、
漢
字
の
「
表
意
性
」

と
い
う
概
念
を
作
り
出
し
て
ラ
テ
ン
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
「
表
音
性
」
と
の
本
質
主
義
的
な
東
西
二
元
論
を
立
て
て
い
た）

41
（

。
表
意
性
と

解
さ
れ
た
同
文
性
に
対
す
る
西
洋
の
評
価
は
、
当
初
一
七
世
紀
に
は
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
と
し
て
の
ラ
テ
ン
語
の
権
威
の
衰
退
と
キ
リ
ス

ト
教
共
同
体
の
解
体
を
憂
え
る
イ
エ
ズ
ス
会
人
士
ら
に
よ
っ
て
「
言
語
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
し
て
羨
望
さ
れ
も
し
た
が
、
帝
国
主
義
時
代
の

一
九
世
紀
半
ば
以
降
に
は
「
表
音
」「
表
意
」
の
対
概
念
に
「
文
明
」「
野
蛮
」
の
二
分
法
を
重
ね
た
文
字
進
化
論
に
基
づ
い
て
「
後
進
性
」

の
象
徴
へ
と
転
落
す
る
こ
と
に
な
る）

42
（

。
第
四
節
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、
後
者
こ
そ
は
二
〇
世
紀
転
換
期
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
為
政
者
や
知

識
人
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
東
ア
ジ
ア
の
書
記
文
化
に
お
け
る
「
音
声
論
的
転
回
」
と
も
い
え
る
変
革
と
、
そ
れ
に
呼
応
し
た
政
治

文
化
に
お
け
る
民
の
声
＝
民
主
へ
の
方
向
転
換
の
理
念
的
な
契
機
を
も
た
ら
す
が）

43
（

、
文
書
権
力
は
一
方
的
に
破
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む

し
ろ
帝
国
日
本
の
台
頭
過
程
を
通
じ
て
植
民
地
近
代
的
な
再
生
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
詳
細
は
第
Ⅱ
部
の
テ
ー
マ
と
な
る
。

　

こ
こ
で
録
音
の
話
題
に
議
論
を
移
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
文
脈
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
関
し
、
前
項
に
な
ら
い
書
記
お
よ
び
出
版

と
の
関
係
か
ら
整
理
す
る
。
ま
ず
前
者
に
関
し
て
述
べ
る
と
、
表
音
的
な
意
志
を
周
縁
化
さ
せ
た
漢
文
脈
の
書
記
文
化
は
録
音
技
術
を
自

生
的
に
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
受
容
の
過
程
に
あ
っ
て
も
当
初
そ
れ
を
何
ら
か
の
「
文
字
」
と
み
な
す
余
地
を
持
た
な
か
っ

た
。
録
音
が
文
字
や
書
記
と
の
意
味
連
関
で
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
録
音
技
術
関
連
の
翻
訳
語
が
手
が
か
り
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に
な
る
。
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
は
、
音
を
「
蓄
」
わ
え
、「
留
」
め
、「
写
」
し
、「
蘇
」
ら
す
と
い
っ
た
概
念
と
の
合
成
語
で
表
現
さ
れ
（
蓄

音
器
、
留
声
器
、
写
声
器
、
蘇
言
器
な
ど）

44
（

）、
円
盤
型
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
、
日
本
で
導
入
当
初
「
平
円
盤
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
後
に
帝

国
の
版
図
で
「
音
盤
」
や
特
に
英
語
の
表
音
表
記
の
「
レ
コ
ー
ド
」
と
な
り
（
他
に
朝
鮮
で
は
「
ソ
リ
盤
」、
台
湾
で
は
「
曲
盤
」
な
ど

も
用
い
ら
れ
た
）、
中
国
で
は
「
唱
片
」
と
な
る）

45
（

。
い
ず
れ
も
文
字
や
書
記
と
の
関
連
度
が
低
い
概
念
で
あ
っ
た
。

　

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
レ
コ
ー
ド
を
文
字
や
書
物
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
語
る
言
説
は
事
後
的
に
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、
書
記
の
審
級

で
規
定
さ
れ
た
西
洋
式
の
著
作
権
関
連
の
法
制
度
の
理
念
的
な
移
植
と
同
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
に
い
う
「
文
字
」
と
は
漢

文
脈
の
延
長
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
レ
コ
ー
ド
を
め
ぐ
る
新
た
な
文
脈
の
立
ち
上
げ
を
意
味
し
た
。
最
初
の
事
例
は
、
一
九
一
〇
年
代
の

日
本
で
レ
コ
ー
ド
業
者
が
無
断
複
製
（「
複
写
盤
」）
の
隆
盛
に
法
的
に
対
応
し
て
い
く
過
程
で
あ
る）

46
（

。
複
製
業
者
を
合
法
と
し
た
一
九
一

四
年
の
大
審
院
判
決
に
よ
り
打
撃
を
受
け
た
既
成
業
界
は
、
翌
年
創
刊
の
『
蓄
音
器
世
界
』
と
そ
の
主
催
者
（
横
田
昇
一
）
を
通
じ
て
、

「
平
円
盤
」
の
代
わ
り
に
「
音
譜
」
や
「
楽
譜
」
と
い
う
概
念
を
用
い
つ
つ
、
書
物
と
重
ね
合
わ
せ
た
著
作
権
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
業
界
側
の
「
レ
コ
ー
ド
の
文
字
化
」
と
も
い
う
べ
き
論
理
は
、
一
九
二
〇
年
の
著
作
権
法
改
正
に
結
実
し
、
レ
コ
ー

ド
の
法
的
な
定
義
と
そ
の
保
護
の
シ
ス
テ
ム
を
初
め
て
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
次
節
以
降
で
述
べ
る
よ
う
に
、
日
本
の
出
版

警
察
が
レ
コ
ー
ド
を
「
図
書
」
と
み
な
す
参
照
枠
と
な
り
、
一
九
三
〇
年
代
の
改
正
出
版
法
に
も
反
映
さ
れ
る
点
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
従
来
の
書
か
れ
た
出
版
物
に
回
収
さ
れ
な
い
録
音
物
の
音
声
的
次
元
と
、
理
念
的
に
移
植
さ
れ
た
法
制
度
の
書
記
的
次
元
と
の

間
に
は
乖
離
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
文
字
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
業
界
の
実
践
や
社
会
の
通
念
に
お
い
て
広
く
浸
透
し
た
わ
け
で
は
な
く）

47
（

、

そ
の
後
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
業
界
用
語
も
ま
た
「
音
譜
」
や
「
楽
譜
」
で
は
な
く
、
前
述
ど
お
り
「
音
盤
」
や
特
に
「
レ
コ
ー
ド
」
に
収

斂
し
、
帝
国
日
本
の
言
説
空
間
に
お
い
て
支
配
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
録
音
と
出
版
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
が
独
自
の
出
版
文
化
を
長
ら
く
発
達
さ
せ
た
一
方
で
、
商

業
活
動
と
し
て
の
「
音
楽
出
版
」
と
い
う
観
念
や
実
践
を
育
ま
な
か
っ
た
事
実
に
留
意
し
た
い
。
歌
集
の
出
版
は
古
く
か
ら
多
彩
に
存
在

し
て
も
、
文
字
譜
の
磁
場
か
ら
相
対
的
に
自
律
し
た
楽
譜
を
主
力
商
品
と
す
る
営
利
的
な
出
版
事
業
と
し
て
は
大
き
く
展
開
さ
れ
な
か
っ

た
。
前
述
の
如
く
西
洋
に
お
け
る
楽
譜
産
業
の
形
成
に
は
、
音
楽
に
お
け
る
書
く
主
体
＝
作
曲
家
の
自
律
性
の
確
立
、
市
民
社
会
と
楽
譜

市
場
の
成
立
、仲
介
者
と
し
て
の
印
刷
業
の
登
場
や
著
作
権
制
度
の
整
備
、さ
ら
に
楽
譜
自
体
の
標
準
化
や
楽
譜
印
刷
の
技
術
革
新
と
い
っ

た
要
素
が
複
合
的
に
作
用
し
た
。
そ
も
そ
も
「
音
楽
」
概
念
か
ら
異
な
っ
て
い
た
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
作
曲
家
と
い
う
書
記
主
体
の

分
立
が
求
め
ら
れ
ず
、
楽
器
・
種
目
・
地
域
毎
の
局
所
的
ル
ー
ル
を
跨
ぐ
記
譜
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
も
志
向
さ
れ
ず
、
ま
た
既
存
の
楽
譜

の
機
能
も
、「
楽
」
的
秩
序
の
正
当
化
や
権
威
付
与
の
外
、
演
奏
家
の
備
忘
録
や
稽
古
の
補
助
と
い
っ
た
限
定
的
な
も
の
が
主
で
、
何
よ

り
「
口
伝
」
に
よ
る
音
楽
の
実
践
や
伝
承
を
中
心
に
音
楽
史
的
な
発
展
を
遂
げ
た）

48
（

。
し
た
が
っ
て
、
総
じ
て
当
該
地
域
の
音
楽
生
活
は
楽

譜
の
出
版
事
業
と
疎
遠
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
レ
コ
ー
ド
産
業
は
楽
譜
出
版
業
者
と
い
う
媒
介
項
な
し
に
音
楽
産
業
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
次
第
に
構
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
東
ア
ジ
ア
で
著
作
権
ビ
ジ
ネ
ス
の
核
と
な
る
い
わ
ゆ
る
「
音
楽
出
版
社
」
が
主
要
な
行
為
者
と
し
て
台
頭
し
始
め

る
二
〇
世
紀
後
半
ま
で）

49
（

、
長
き
に
わ
た
っ
て
レ
コ
ー
ド
会
社
が
（
ラ
ジ
オ
や
映
画
と
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
も
含
み
つ
つ
）
音
楽
市
場
を

掌
握
す
る
状
況
が
続
く
。
そ
れ
は
、
従
来
文
字
や
楽
譜
と
は
縁
遠
か
っ
た
類
の
伝
統
芸
能
・
音
楽
を
も
選
択
的
に
記
録
・
伝
達
す
る
の
み

な
ら
ず
、
西
洋
音
楽
の
主
要
媒
体
と
い
う
社
会
的
に
高
く
価
値
づ
け
ら
れ
た
役
割
を
部
分
的
に
担
い
、
そ
し
て
レ
コ
ー
ド
歌
謡
と
い
う
新

た
な
大
衆
音
楽
を
発
信
す
る
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
展
開
し
て
い
く）

50
（

。
こ
れ
は
、
漢
文
脈
の
書
記
・
出
版
文
化
が
従
来
手
を
染
め
る
こ

と
の
な
か
っ
た
非
文
字
的
な
領
域
へ
と
時
に
踏
み
込
み
、
そ
の
変
容
に
関
わ
り
、
さ
ら
に
独
自
の
領
域
を
切
り
拓
き
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
「
肉
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声
」
を
伝
え
始
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

　

こ
う
し
た
新
種
の
音
声
記
録
の
生
産
と
拡
散
と
い
う
状
況
は
、
そ
の
統
制
の
主
張
を
喚
起
す
る
に
至
る
。
そ
の
一
方
で
、
楽
譜
出
版
産

業
の
不
在
は
、
依
拠
す
べ
き
既
成
の
統
制
枠
組
み
の
不
在
で
も
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
政
治
権
力
は
、
書
記
的
位
相
に
準
拠
し

た
出
版
統
制
の
法
制
度
を
立
ち
上
げ
る
と
同
時
に
、
そ
の
枠
組
み
に
収
ま
り
切
ら
な
い
レ
コ
ー
ド
と
い
う
音
声
記
録
を
い
か
に
取
り
扱
う

か
、
と
い
う
二
重
の
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
Ⅰ
部
の
残
り
二
節
で
は
、
そ
の
具
体
相
の
一
端
に
つ
い
て
、
帝
国
日

本
、
特
に
植
民
地
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
事
例
を
中
心
に
細
か
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

〈
補
論
〉

―
帝
国
日
本
の
レ
コ
ー
ド
産
業
と
「
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
」
の
生
産
と
統
制

　

本
節
の
最
後
に
、
次
節
以
降
の
議
論
の
た
め
に
、〈
補
論
〉
と
し
て
日
本
と
朝
鮮
を
ま
た
ぐ
帝
国
日
本
の
レ
コ
ー
ド
産
業
に
関
し
て
必

要
最
低
限
の
基
本
情
報
と
分
析
概
念
を
提
示
す
る
。
ラ
ジ
オ
放
送
事
業
と
異
な
り
当
該
業
界
は
民
間
企
業
中
心
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
消
長

遷
移
や
相
互
関
係
の
様
相
は
極
め
て
煩
雑
で
あ
り
、
こ
こ
で
詳
細
を
示
す
の
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
韓
国
語
で
多
く
の
関
連
研
究

が
あ
る
が
、
個
別
の
会
社
や
レ
コ
ー
ド
、
ア
ー
チ
ス
ト
、
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
に
照
準
し
た
事
例
研
究
が
大
半
で
、
理
論
的
・
方
法
論
的
に
枠

付
け
ら
れ
た
形
で
全
体
を
見
通
せ
る
よ
う
な
成
果
は
ほ
と
ん
ど
な
い）

51
（

。
以
下
、
一
九
三
〇
年
代
前
後
の
レ
コ
ー
ド
産
業
の
帝
国
秩
序
と
い

う
べ
き
不
均
衡
構
造
に
お
け
る
日
朝
関
係
を
軸
に
ご
く
手
短
に
ま
と
め
る
。

　

ま
ず
日
本
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
外
資
投
下
に
よ
る
業
界
再
編
の
波
を
経
て
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
六
大
会
社
が
成
立
し
て
い

る
（
コ
ロ
ム
ビ
ア
、
ビ
ク
タ
ー
、
ポ
リ
ド
ー
ル
、
太
平
、
帝
蓄
、
キ
ン
グ
）。
大
ま
か
に
前
者
三
つ
が
外
資
系
、
後
者
三
つ
が
日
本
系
だ
が
、

資
本
や
業
務
の
提
携
な
ど
複
雑
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
分
析
的
に
「
メ
ジ
ャ
ー
」
と
呼
び
う
る
が
、
そ
の
理
由
は
製
作
か
ら
流
通
ま
で
の
基
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本
的
な
機
能
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

52
（

。
こ
の
他
、
製
作
機
能
を
主
軸
に
し
た
多
く
の
小
規
模
会
社
（
マ
イ
ナ
ー
）
が
あ
っ
た

が
、
通
常
メ
ジ
ャ
ー
と
何
ら
か
の
業
務
提
携
を
結
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。

　

朝
鮮
で
は
、
植
民
地
化
以
前
は
米
国
の
会
社
、
以
後
は
日
本
の
会
社
が
市
場
開
拓
を
摸
索
し
つ
つ
寡
占
状
態
を
成
し
た
後
、
一
九
三
〇

年
代
に
は
六
大
会
社
が
成
立
す
る
（
コ
ロ
ム
ビ
ア
、
ビ
ク
タ
ー
、
ポ
リ
ド
ー
ル
、
太
平
、
オ
ー
ケ
ー
、
シ
エ
ロ
ン
）。
名
前
の
と
お
り
、

多
く
は
日
本
に
拠
点
を
置
く
大
規
模
会
社
の
朝
鮮
に
お
け
る
事
業
展
開
だ
っ
た
。
メ
ジ
ャ
ー
の
う
ち
キ
ン
グ
だ
け
が
朝
鮮
で
積
極
的
に
活

動
し
た
形
跡
が
な
く
、
逆
に
シ
エ
ロ
ン
は
日
本
人
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
朝
鮮
向
け
に
レ
コ
ー
ド
を
作
っ
た
中
規
模
と
い
う
べ
き
会
社
で
あ

る
。
帝
蓄
と
オ
ー
ケ
ー
は
早
く
か
ら
緊
密
な
業
務
上
の
提
携
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
関
係
性
は
レ
コ
ー
ド
業
界
の
植
民
地
的
構
造
と
被
植
民

者
の
歴
史
的
主
体
性
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て
重
要
な
係
争
点
と
な
っ
て
い
る）

53
（

。
こ
の
他
、
純
粋
に
朝
鮮
資
本
だ
け
で
設
立
さ
れ
た
と
さ

れ
る
ほ
ぼ
唯
一
の
会
社
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
コ
リ
ア
（
後
に
ニ
ュ
ー
コ
リ
ア
）
を
は
じ
め
、
一
定
数
の
小
規
模
会
社
が
あ
っ
た
が
、

総
じ
て
い
え
ば
、
民
族
資
本
に
よ
る
会
社
設
立
を
困
難
に
す
る
帝
国
経
済
的
な
不
均
衡
構
造
が
生
産
・
流
通
を
特
徴
付
け
て
い
た
。

　

本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
朝
鮮
向
け
の
レ
コ
ー
ド
が
、
帝
国
日
本
の
レ
コ
ー
ド
業
界
に
お
い
て
異
な
る
番
号
体
系
を
与
え
ら
れ
、

日
本
向
け
や
台
湾
向
け
な
ど
と
明
確
に
「
識
別
」
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
「
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
」（
以
下
カ
ッ
コ
略
）

と
い
う
分
析
概
念
で
把
握
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
輪
郭
は
、「
朝
鮮
語
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
概
念
に
か
な
り
重
な
る
が
、
一
致
す
る
わ

け
で
は
な
く
、「
朝
鮮
」
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て
複
雑
に
揺
れ
て
い
る）

54
（

。
人
的
な
越
境
性
に
つ
い
て
一
言
述
べ
る
と
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
最

も
重
要
な
特
徴
と
し
て
メ
イ
ン
の
実
演
者
が
主
に
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
一
方
で
、
作
曲
や
編
曲
、
演
奏
な
ど
の
製
作
過
程

に
は
日
本
人
そ
の
他
が
多
く
関
与
し
て
い
た）

55
（

。
ま
た
空
間
的
な
越
境
性
に
関
し
て
言
え
ば
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
は
主
に
朝
鮮
で
流
通
し
享
受

さ
れ
た
が
、
そ
の
多
く
は
日
本
で
録
音
・
製
作
さ
れ
、
さ
ら
に
事
実
上
す
べ
て
の
原
盤
が
日
本
に
の
み
設
置
さ
れ
た
メ
ジ
ャ
ー
各
社
の
プ
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レ
ス
工
場
を
介
し
て
最
終
加
工
さ
れ
出
荷
さ
れ
て
い
る）

56
（

。こ
こ
で
は
、朝
鮮
レ
コ
ー
ド
が
当
時
の
レ
コ
ー
ド
業
界
に
お
い
て
、「
洋
楽
レ
コ
ー

ド
」
や
「
邦
楽
レ
コ
ー
ド
」（
朝
鮮
に
あ
わ
せ
て
「
日
本
レ
コ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
）
と
い
っ
た
範
疇
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
点
を
確
認

し
て
お
く
。

　

朝
鮮
レ
コ
ー
ド
は
、
植
民
地
期
の
終
わ
り
ま
で
に
六
五
〇
〇
枚
以
上
の
新
譜
（
再
販
等
含
む
）
が
発
売
さ
れ
た
。
一
九
一
三
年
以
降
の

新
譜
の
ほ
と
ん
ど
は
一
枚
が
二
面
（
い
わ
ゆ
る
Ａ
、
Ｂ
面
）
か
ら
な
る
両
面
盤
で
あ
り
、
よ
っ
て
一
三
〇
〇
〇
面
分
以
上
の
分
量
と
な

る）
57
（

。
こ
の
規
模
は
同
時
代
の
日
本
レ
コ
ー
ド
の
一
〇
分
の
一
以
下
と
考
え
ら
れ
る）

58
（

。
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
一
枚
の
価
格
は
一
九
二
〇
年
代
ま
で

一
．
五
円
か
ら
二
円
程
度
を
基
準
と
し
た
の
が
、
三
〇
年
代
に
は
一
枚
一
円
の
廉
売
を
謳
っ
て
登
場
し
た
オ
ー
ケ
ー
の
活
動
な
ど
に
よ
り

下
落
傾
向
を
見
せ
る
。
再
生
機
は
種
類
に
よ
っ
て
偏
差
が
大
き
い
が
、
最
低
価
格
は
一
九
一
〇
年
代
の
二
〇
円
以
上
か
ら
三
〇
年
代
の
四

円
（
ポ
ー
タ
ブ
ル
型
）
へ
と
推
移
し
て
い
る）

59
（

。
朝
鮮
市
場
で
の
レ
コ
ー
ド
販
売
規
模
は
統
計
が
公
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
推
移
の
詳
細
を
追
い

が
た
い
が
（
こ
れ
は
登
録
制
と
聴
取
料
の
徴
収
の
た
め
に
聴
取
者
の
数
的
把
握
が
必
要
と
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
と
異
な
る
点
で
あ
る
）、
概
略

的
に
は
一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
一
年
間
で
合
計
一
二
〇
万
か
ら
二
〇
〇
万
枚
の
販
売
高
が
あ
り
、
う
ち
三
、
四
分
の
一
に
あ
た
る
四
、
五

〇
万
枚
が
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
だ
っ
た）

60
（

。
こ
こ
で
、
朝
鮮
の
市
場
で
は
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
数
の
日
本
レ
コ
ー

ド
が
出
回
り
、加
え
て
洋
楽
レ
コ
ー
ド
、ま
た
少
数
な
が
ら
中
国
や
ソ
連
そ
の
他
の
レ
コ
ー
ド
が
流
通
し
て
い
た
点
、そ
し
て
特
に
日
本
・

洋
楽
レ
コ
ー
ド
は
購
買
力
の
高
い
在
朝
日
本
人
に
よ
る
消
費
が
少
な
く
な
か
っ
た
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
の
レ
コ
ー
ド

市
場
は
「
洋
楽
」「
邦
楽
」
の
二
大
範
疇
で
構
造
化
さ
れ
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
販
売
高
は
無
視
で
き
る
程
度
で
あ
っ
た）

61
（

。

　

朝
鮮
に
お
け
る
レ
コ
ー
ド
検
閲
は
、
こ
う
し
た
市
場
構
造
に
よ
っ
て
枠
付
け
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
で
禁
止
さ
れ
た
の
は
朝

鮮
レ
コ
ー
ド
だ
け
で
な
く
、
数
量
的
に
は
日
本
レ
コ
ー
ド
が
最
も
多
く
、
そ
の
他
、
中
国
や
ソ
連
、
さ
ら
に
太
平
洋
戦
争
期
に
は
英
米
の
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レ
コ
ー
ド
も
含
ま
れ
た
。
英
米
の
レ
コ
ー
ド
を
除
い
た
総
数
は
約
二
八
〇
種
類
（
う
ち
詳
細
を
確
認
で
き
る
の
は
約
一
六
五
種
類
）
で
あ

る）
62
（

。
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
以
外
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
で
独
自
に
検
閲
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
帝
国
規
模
の
出
版
警
察
体
制
に
お
い
て
連
携
的
に

処
理
さ
れ
た
も
の
が
多
数
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
処
分
件
数
は
約
七
〇
種
類
（
一
種
類
は
両
面
一
枚
の
場
合
と
片

面
の
み
の
場
合
の
両
方
を
含
む
）
で
あ
り）

63
（

、
こ
れ
は
前
述
の
総
数
の
三
、
四
分
の
一
に
相
当
す
る
。
内
容
は
ほ
と
ん
ど
が
歌
も
の
で
あ
っ

た
。
以
下
、
本
稿
の
主
た
る
研
究
対
象
は
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
で
あ
る
。
た
だ
し
、
帝
国
日
本
の
全
般
的
な
状
況
に
お
い
て
検
討
す
る

た
め
の
補
助
線
と
し
て
、
日
本
レ
コ
ー
ド
等
の
検
閲
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
節　

帝
国
日
本
の
出
版
警
察
体
制
に
お
け
る
音
声
記
録
の
両
義
的
位
相

　

帝
国
日
本
の
各
法
域
に
お
い
て
レ
コ
ー
ド
と
い
う
音
声
メ
デ
ィ
ア
は
出
版
警
察
体
制
と
い
か
に
出
会
い
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る

に
至
る
だ
ろ
う
か
。
前
節
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
帝
国
の
領
土
に
お
い
て
最
初
に
レ
コ
ー
ド
の
統
制
を
構
想
し
た
諸
主
体
が
共
通
し

て
直
面
し
た
の
は
、
楽
譜
出
版
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
法
制
度
の
歴
史
的
文
脈
を
欠
く
政
治
空
間
に
あ
っ
て
、
機
械
的
な
音
声
記
録
で
あ
る
レ

コ
ー
ド
を
出
版
物
の
一
種
と
み
な
せ
る
か
と
い
う
極
め
て
基
本
的
な
問
い
だ
っ
た
。そ
う
し
て
最
初
に
取
り
組
ま
れ
た
実
際
的
な
課
題
が
、

出
版
法
と
そ
の
関
連
法
令
の
レ
コ
ー
ド
へ
の
適
用
可
能
性
で
あ
る
。
当
初
、
出
版
法
は
レ
コ
ー
ド
に
添
付
さ
れ
た
歌
詞
カ
ー
ド
の
よ
う
な

書
か
れ
た
記
録
物
の
み
を
対
象
と
し
、
録
音
物
自
体
に
は
安
易
に
適
用
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
よ
っ
て
、
新
た
に
法
制
的
基
盤
を
整

え
る
こ
と
で
、
音
声
記
録
を
正
当
に
取
り
扱
う
方
法
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
日
本
と
朝
鮮
の
検
閲
当
局
は
こ
う
し
た
課
題
を
共

有
し
て
い
た
が
、
植
民
地
の
異
法
域
性
に
よ
っ
て
、
連
関
し
な
が
ら
も
相
異
な
る
形
で
制
度
化
が
展
開
し
た
。
以
下
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
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て
相
関
比
較
の
方
法
で
検
討
し
つ
つ
朝
鮮
の
特
徴
の
考
察
へ
と
論
を
進
め
る
。
未
だ
既
存
研
究
の
成
果
に
限
り
が
あ
る
が）

64
（

、
各
種
資
料
を

用
い
て
本
稿
に
関
連
す
る
未
解
明
な
問
題
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

１　

日
本
に
お
け
る
「
聴
く
検
閲
官
」

　

日
本
で
は
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
来
、
レ
コ
ー
ド
規
制
が
一
貫
し
て
出
版
法
の
改
正
と
い
う
方
向
性
で
議
論
さ
れ
た
後
、
一
九
三
四
年

八
月
に
検
閲
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
か
ら
、
時
に
応
じ
て
問
題
視
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
は
処
分
を
受
け
た
が
、
そ
の
法
的

な
基
盤
は
不
十
分
だ
っ
た
。
最
も
頻
繁
に
適
用
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
〇
年
公
布
の
治
安
警
察
法
で
、
そ
の
第
一
六
条
が
公
衆
の
聴
取
し
得

る
場
所
で
の
「
不
穏
」
レ
コ
ー
ド
の
「
街
頭
演
奏
」、
す
な
わ
ち
宣
伝
等
の
た
め
公
共
の
場
所
で
レ
コ
ー
ド
を
再
生
す
る
行
為
の
禁
止
に

用
い
ら
れ
た
も
の
の
、
発
売
や
頒
布
な
ど
の
流
通
に
対
し
て
は
効
力
を
持
た
な
か
っ
た
。
一
方
、
従
来
の
出
版
法
は
文
字
メ
デ
ィ
ア
で
あ

る
歌
詞
カ
ー
ド
の
類
（
行
政
用
語
で
「
解
説
書
」
と
呼
ば
れ
た
）
し
か
統
制
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
音
声
メ
デ
ィ
ア
の
拡

散
に
留
意
し
始
め
た
検
閲
当
局
に
と
っ
て
苛
立
た
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
一
九
二
七
年
春
に
は
レ
コ
ー
ド
検
閲
を
盛
り
込

む
こ
と
を
含
め
た
出
版
法
の
改
正
案
が
第
五
二
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
審
議
未
了
で
終
わ
っ
た）

65
（

。
以
後
も
改
正
に
向
け
て
の
検

討
が
続
け
ら
れ
、
つ
い
に
一
九
三
四
年
春
の
第
六
五
回
議
会
で
改
正
法
案
が
可
決
さ
れ
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
第
三
六
条
に
よ
っ
て
出
版

法
の
音
声
記
録
へ
の
準
用
が
明
記
さ
れ
る
に
至
る）

66
（

。
新
条
項
で
は
、
録
音
物
に
対
す
る
法
的
な
定
義
、
す
な
わ
ち
「
音
ヲ
機
械
的
ニ
複
製

ス
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ル
機
器
ニ
音
ノ
写
調
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
」（
旧
字
体
改
め
、
引
用
文
は
断
り
の
な
い
限
り
以
下
同
様
）
と
い
う
説
明
が

与
え
ら
れ
た）

67
（

。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
「
写
調
」
と
い
っ
た
概
念
や
論
理
は
、
前
述
し
た
一
九
二
〇
年
の
改
正
著
作
権
法
を
め
ぐ
る
審
議
内

容
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
出
版
法
改
正
を
推
進
し
た
核
心
主
体
は
内
務
省
で
あ
り
、
そ
の
警
保
局
図
書
課
が
レ
コ
ー
ド
検
閲
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を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
該
部
局
の
名
称
が
示
す
と
お
り
、
音
声
記
録
は
大
枠
に
お
い
て
一
種
の
「
図
書
」、
す
な
わ
ち
文
字
記
録

と
み
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
法
制
の
条
文
レ
ベ
ル
で
音
声
記
録
は
出
版
警
察
体
制
に
組
み
込
ま
れ
、
日
本
に
お
け
る
レ
コ
ー
ド
検
閲
制
度

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
運
用
の
実
際
に
お
い
て
は
、
音
声
メ
デ
ィ
ア
が
他
の
一
般
的
な
出
版
物
と
は
異
な
る
性
格
を
兼
備
し
、
し
た
が
っ
て

特
別
の
注
意
と
処
置
が
必
要
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
九
三
五
年
三
月
の
『
出
版
警
察
報
』
第
七
八
号
に
付
記
さ

れ
た
「
参
考
資
料
」
に
は
、「
レ
コ
ー
ド
検
閲
上
配
慮
す
べ
き
事
項
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

更
に
又
重
要
な
点
は
、
レ
コ
ー
ド
自
体
の
持
つ
特
質
が
音
の
変
化
に
よ
り
て
内
容
の
感
覚
を
立
体
的
に
発
表
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
先
づ
考
慮
す
る
と
共
に
、
レ
コ
ー
ド
を
聴
受
す
る
場
合
に
於
て
之
を
聴
か
ん
と
す
る
一
人
若
は
数
人
の
み
に
限
ら
ず
、
音
波
の

及
び
得
る
範
囲
に
於
て
は
関
心
の
有
無
に
拘
ら
ず
聴
覚
を
通
じ
て
内
容
が
伝
播
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
伝
播
さ
れ
た

る
内
容
が
聴
受
者
に
認
識
さ
る
ゝ
限
り
に
於
て
は
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
他
方
、
レ
コ
ー
ド
は
何
時
に
て

も
之
を
反
復
聴
用
に
供
す
る
こ
と
が
出
来
て
而
か
も
其
都
度
同
一
感
覚
度
に
於
て
内
容
を
発
表
し
得
る
と
い
ふ
性
質
を
も
具
備
しマ
マ居

る
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る）

68
（

。

　

こ
う
し
て
、
統
制
当
局
は
、
レ
コ
ー
ド
自
体
の
「
立
体
的
」
な
感
覚
伝
達
と
い
う
特
質
と
、
公
衆
に
与
え
る
集
団
的
、
反
復
的
影
響
と

い
っ
た
側
面
か
ら
、
音
声
メ
デ
ィ
ア
が
他
の
書
記
・
印
刷
メ
デ
ィ
ア
と
ま
っ
た
く
同
列
に
は
扱
え
な
い
と
考
え
て
い
た
。
特
に
聴
取
過
程

に
つ
い
て
は
（
条
件
反
射
的
に
同
一
反
応
を
繰
り
返
す
）「
パ
ブ
ロ
フ
の
犬
」
の
命
題
に
も
通
じ
る
先
行
判
断
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
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か
る
。
そ
の
上
で
、「
以
上
の
如
き
レ
コ
ー
ド
の
特
質
は
、
普
通
の
出
版
と
相
違
す
る
主
要
な
点
で
あ
つ
て
、
内
容
の
影
響
力
を
出
版
物

よ
り
も
重
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
結
ん
だ
。
こ
の
「
特
質
」
の
中
身
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
論
す
る
。

　

こ
う
し
た
考
慮
か
ら
実
際
に
取
ら
れ
た
方
策
は
、
レ
コ
ー
ド
を
一
枚
一
枚
「
聴
取
」
し
て
中
身
を
確
か
め
る
こ
と
を
検
閲
官
の
職
務
と

す
る
こ
と
だ
っ
た
。「
改
正
出
版
報
ノ
施
行
ニ
関
ス
ル
通
牒）

69
（

」
は
、
レ
コ
ー
ド
の
製
作
者
と
販
売
者
（
そ
れ
ぞ
れ
「
発
行
者
」「
印
刷
者
」

と
表
記
）
に
対
し
て
、
他
の
必
要
書
類
と
共
に
「
製
品
二
部
」
す
な
わ
ち
レ
コ
ー
ド
の
実
物
二
部
を
添
え
て
内
務
大
臣
（
実
質
は
内
務
省

の
警
保
局
図
書
課
）
に
届
出
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。
製
品
の
届
出
義
務
と
は
す
な
わ
ち
レ
コ
ー
ド
に
対
す
る
「
納
本
制
度
」
の
適
用

で
あ
り
（
い
わ
ば
「
納
盤
制
度
」）、
検
閲
を
通
っ
た
場
合
は
出
荷
用
の
レ
コ
ー
ド
盤
上
に
「
納
付
済
」
の
文
字
が
刻
印
さ
れ
た
。

　

日
本
に
お
い
て
レ
コ
ー
ド
検
閲
を
担
当
し
た
責
任
者
は
、
内
務
省
官
僚
の
小
川
近
五
郎
だ
っ
た）

70
（

。
彼
は
、
雑
誌
『
音
楽
世
界
』
が
企
画

し
た
一
九
三
六
年
公
刊
の
「
座
談
会
」
に
お
い
て
、
検
閲
室
の
状
況
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
年
間
に
約
一
万

枚
に
の
ぼ
る
レ
コ
ー
ド
が
納
付
さ
れ
、
一
日
約
三
〇
枚
を
「
試
聴
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
り
様
だ
と
い
う）

71
（

。
こ
れ
は
、
レ
コ
ー
ド
一

枚
の
両
面
再
生
や
交
換
等
の
所
要
時
間
を
長
く
取
っ
て
約
一
〇
分
と
す
れ
ば
、
単
純
計
算
で
一
日
五
時
間
か
か
る
換
算
で
あ
る
。
検
閲
現

場
の
作
業
が
時
に
か
な
り
の
重
労
働
で
あ
っ
た
こ
と
は
他
の
出
版
物
に
関
し
て
も
伝
え
ら
れ
る
が
、
一
枚
一
枚
再
生
さ
せ
て
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
レ
コ
ー
ド
検
閲
は
骨
の
折
れ
る
独
特
の
作
業
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
作
業
を
総
轄
し
た
小
川
は
、
あ
る
意
味
帝
国

日
本
で
最
も
レ
コ
ー
ド
を
聴
い
て
い
た
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
単
純
に
検
閲
係
官
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
公
文
書
で
も
か
な
り
饒
舌
に
レ

コ
ー
ド
を
論
評
し
た
り
、
自
ら
単
著
も
出
す
な
ど
、
内
務
省
官
僚
の
「
職
務
」
を
越
え
る
「
レ
コ
ー
ド
批
評
家
」
の
よ
う
な
活
動
ぶ
り
を

み
せ
た）

72
（

。
日
本
に
お
け
る
こ
う
し
た
検
閲
官
の
知
識
生
産
者
と
し
て
の
立
ち
位
置
や
、
民
間
の
評
論
家
や
音
楽
家
、
レ
コ
ー
ド
業
界
の
人

士
な
ど
の
交
流
や
討
論
、
そ
れ
に
対
す
る
新
聞
や
雑
誌
の
文
字
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
な
ど
の
様
相
は
、
後
述
す
る
朝
鮮
と
の
比
較
に
お
い
て
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留
意
し
て
お
き
た
い
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
て
実
施
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
納
付
制
度
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、

膨
大
な
納
付
レ
コ
ー
ド
の
山
を
有
効
利
用
し
て
日
本
初
の
音
楽
図
書
館
を
作
ろ
う
と
い
う
構
想
を
生
む
が
、
戦
時
色
が
強
ま
る
時
代
の
中

で
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る）

73
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
出
版
警
察
の
レ
コ
ー
ド
に
対
す
る
取
り
組
み
を
分
析
し
て
い
く
と
、
録
音
物
を
通
常
の
出
版
物
と
同

様
の
法
制
的
枠
組
み
に
取
り
込
む
一
方
で
、
特
別
の
注
意
を
払
っ
て
処
置
を
施
す
と
い
う
矛
盾
し
た
状
況
が
露
わ
に
な
っ
て
く
る
。
通
常

の
文
書
業
務
に
加
え
て
、「
聴
く
検
閲
官
」
が
自
ら
の
手
・
耳
作
業
に
よ
っ
て
複
製
さ
れ
る
「
声
」
に
日
々
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

２　

朝
鮮
に
お
け
る
「
読
む
検
閲
官
」

　

一
方
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
レ
コ
ー
ド
検
閲
を
総
轄
し
た
の
は
朝
鮮
総
督
府
の
警
務
局
で
あ
る
。
法
制
化
の
開
始
は
、
一
九
三
三
年

五
月
二
二
日
に
府
令
第
四
十
七
号
と
し
て
公
布
、
翌
月
一
五
日
に
施
行
さ
れ
た
「
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
取
締
規
則
」（
以
下
、「
取
締
規

則
」）
に
よ
る）

74
（

。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
日
本
に
お
け
る
出
版
法
改
正
よ
り
一
年
以
上
先
立
ち
、
法
制
化
と
し
て
は
帝
国
の
領
土
内
で
最
初

の
事
例
で
あ
っ
た）

75
（

。
日
本
と
同
じ
く
、
こ
れ
以
前
か
ら
明
確
な
取
締
法
規
を
欠
い
た
ま
ま
「
便
宜
処
分
を
以
て
其
演
奏
頒
布
を
阻
止
す
る
」

こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
大
き
く
み
れ
ば
「
警
察
視
察
の
圏
外
に
在
つ
て
、
こ
の
取
締
は
余
り
重
視
せ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
」
状
態
だ
っ

た）
76
（

。
そ
れ
が
、「
取
締
規
則
」
の
公
布
に
よ
っ
て
、「
放
任
」
の
姿
勢
を
改
め
、「
警
察
が
こ
の
方
面
に
耳
を
傾
け
は
じ
め
」
た
の
で
あ

る）
77
（

。
重
要
な
の
は
、
検
閲
制
度
の
構
想
段
階
に
お
い
て
、
朝
鮮
で
も
ま
た
レ
コ
ー
ド
を
出
版
物
と
し
て
取
り
扱
え
る
か
、
も
し
そ
う
な
ら

出
版
法）

78
（

は
適
用
可
能
な
の
か
、
と
い
っ
た
前
述
の
日
本
と
同
様
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る）

79
（

。
結
果
は
、
一
九
二
六
年
の
設
立

以
来
す
で
に
朝
鮮
に
お
け
る
出
版
統
制
の
核
心
機
構
と
し
て
稼
働
し
て
い
た
警
務
局
図
書
課
が
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
統
括
部
署
と
な
り
、
そ
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の
組
織
名
の
如
く
朝
鮮
で
も
音
声
記
録
は
一
種
の
「
図
書
」
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
レ
コ
ー
ド
は
帝
国
規
模
の
出
版
警
察
体
制
の
朝
鮮
版

と
も
い
う
べ
き
図
書
課
体
制
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
民
地
権
力
は
出
版
法
の
拡
大
解
釈
に
関
し
て
日
本
の
内
務
省
と
は
異
な
る
見
解
を
取
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
法
律
を
レ
コ
ー
ド
に
準
用
す
る
の
は
不
適
当
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
図
書
課
の
日
本
人
官
僚
・
岡
田
順
一
が

『
警
務
彙
報
』
に
書
い
た
「
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
取
締
に
就
い
て
」
の
説
明
を
検
討
し
て
み
る
。

　

そ
れ
は
ま
ず
、
レ
コ
ー
ド
が
出
版
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
図
書
課
の
管
轄
下
に
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
記
す
。

蓄
音
機
「
レ
コ
ー
ド
」
が
出
版
物
に
包
含
せ
ら
る
ゝ
や
否
に
関
し
て
は
議
論
の
存
す
る
所
で
あ
る
が
、
虫
眼
鏡
を
以
て
漸
﹇
よ
う
や
﹈く
見
る
こ

と
を
得
る
細
字
の
如
き
或
は
影
写
に
依
り
て
見
る
活
動
写
真
「
フ
イ
ル
ム
」
の
如
き
も
一
定
の
要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
一
の
文
書

で
あ
り
図
書
で
あ
る
。
従
つ
て
又
機
械
的
方
法
に
依
り
て
聞
く
こ
と
を
得
る
「
レ
コ
ー
ド
」
も
そ
の
要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
同
様

に
論
じ
て
差
支
は
な
き
も
の
と
思
ふ）

80
（

。

　

こ
の
説
明
に
お
い
て
、
レ
コ
ー
ド
は
、
フ
ィ
ル
ム
と
共
に
、「
虫
眼
鏡
を
以
て
漸
く
見
る
こ
と
を
得
る
細
字
の
如
き
」
も
の
と
並
ん
で

言
及
さ
れ
、「
一
の
文
書
で
あ
り
図
書
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
「
具
備
」
す
べ
き
「
一
定
の
要
件
」
が
何
で
あ
る
か
、

当
該
資
料
や
そ
の
他
の
関
連
資
料
の
説
明
で
は
判
然
と
し
な
い
の
だ
が
、「
細
字
」
と
共
に
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
一
節
で
述
べ

た
音
盤
上
の
「
溝
跡
」
を
あ
る
種
の
文
字
と
み
な
す
よ
う
な
思
想
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
文
字
と
の
「
並
列
」
あ
る
い
は
「
類
比
」
で
あ
っ
て
、
近
代
西
洋
の
言
説
空
間
の
よ
う
に
録
音
を
表
音
の
「
延
長
」
あ
る
い
は
究
極
の
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「
具
現
」
す
な
わ
ち
音
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
如
く
明
言
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
録
音
と
文
字
の
類
比
が
、
朝
鮮
に
お
い
て

レ
コ
ー
ド
を
出
版
警
察
の
管
理
下
に
置
く
新
し
い
登
記
シ
ス
テ
ム
の
概
念
的
根
拠
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
同
じ
警
察
文
書
は
、
上
の
引
用
の
後
に
次
の
如
く
説
明
を
続
け
て
い
る
。

然
し
乍
ら
取
締
上
の
見
地
よ
り
見
る
と
き
は
蓄
音
機
「
レ
コ
ー
ド
」
は
一
般
出
版
物
と
著
し
い
差
異
が
あ
る
。
従
つ
て
直
に
之
に
対

し
て
現
行
出
版
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。
本
令
制
定
の
趣
旨
は
略
こ
ゝ
に
在
る
の
で
あ
る）

81
（

。

　

ひ
と
ま
ず
レ
コ
ー
ド
を
出
版
物
の
一
種
と
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
「
取
締
上
の
見
地
」
に
お
け
る
通
常
の
出
版
物
と
の
「
差
異
」
を
強

調
し
て
い
る
。
そ
れ
を
根
拠
に
、
出
版
法
を
改
正
す
る
代
わ
り
に
新
た
に
「
取
締
規
則
」
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。
当
該
文
書
に
お
い
て

説
明
さ
れ
な
い
「
著
し
い
差
異
」
と
そ
れ
を
支
え
る
「
取
締
上
の
見
地
」
に
関
し
て
は
後
に
検
討
す
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の

は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
日
本
の
ケ
ー
ス
と
同
様
、
朝
鮮
の
警
察
当
局
も
ま
た
音
声
記
録
が
通
常
の
出
版
物
と
似
て
非
な
る
も
の
と
い

う
よ
う
な
両
義
的
な
見
解
を
示
す
一
方
で
、
そ
の
法
的
対
応
（「
取
締
規
則
」
の
制
定
）
は
日
本
の
事
例
（
出
版
法
の
改
正
）
と
異
な
っ

た
点
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
制
度
の
内
容
を
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
法
の
運
用
面
に
お
け
る
複
雑
さ
が
明
ら
か
に
な
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
レ
コ
ー
ド
業
者
に
対
し
て
前
述
の
納
付
制
度
、
す
な
わ
ち
レ
コ
ー
ド
の
現
物
届
出
を
義
務
付
け
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
う
少
し
細
か
く
い
う
と
、
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
は
そ
の
直
接
の
対
象
を
「
レ
コ
ー
ド
『
其
の
物
』」
と
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
統

制
上
の
必
要
か
ら
関
連
業
者
を
「
取
締
の
客
体
即
ち
責
任
者
」
と
み
な
し
、「
製
造
業
者
」、「
輸
入
業
者
」、「
移
入
業
者）

82
（

」、「
販
売
業
者
」、
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「
其
の
他
の
者
」
と
分
類
、
定
義
し
た）

83
（

。
そ
の
上
で
、
前
四
者
に
は
営
業
の
届
出
（「
取
締
規
則
」
第
一
条
）、
前
三
者
に
は
製
品
の
「
種
類
」、

「
名
称
」、「
分
量
」、
そ
し
て
内
容
に
関
す
る
「
解
説
書
」
二
部
の
届
出
（
同
第
二
条
）
を
義
務
付
け
た
の
だ
が
、
レ
コ
ー
ド
の
現
物
の
届

出
は
求
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

急
い
で
付
記
す
る
と
、
前
述
の
日
本
に
お
け
る
内
務
省
へ
の
現
物
納
付
義
務
は
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、

前
節
の
〈
補
論
〉
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
原
盤
の
多
く
が
日
本
に
拠
点
を
置
く
レ
コ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

メ
ジ
ャ
ー
各
社
の
保
有
す
る
日
本
所
在
の
プ
レ
ス
工
場
に
お
い
て
ほ
ぼ
す
べ
て
製
品
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
生
産
構
造
の
帝
国
経

済
的
な
分
業
体
制
の
不
均
衡
性
は
、
植
民
地
向
け
の
レ
コ
ー
ド
も
ま
た
日
本
に
お
い
て
出
版
法
の
対
象
と
み
な
さ
れ
る
状
況
を
も
た
ら
し

た
。
前
述
の
小
川
近
五
郎
は
、
雑
誌
企
画
の
座
談
会
で
、「
朝
鮮
語
台
湾
語
の
レ
コ
ー
ド
は
内
地
で
販
売
さ
れ
な
い
で
、
台
湾
な
り
朝
鮮

な
り
支
那
で
発
売
頒
布
さ
マ

マ

れ
て
る
の
が
多
い
」
に
し
て
も
、「
日
本
の
領
土
内
に
於
て
製
作
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
か
ら
「
出
版
法
の
解

釈
に
従
つ
て
納
付
の
義
務
が
あ
る
も
の
と
見
る
」
と
述
べ
て
い
る）

84
（

。
上
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
朝
鮮
・
台
湾
レ
コ
ー
ド
も
日
本

で
納
付
さ
せ
て
お
り
（
そ
の
検
閲
の
実
態
は
後
述
）、
植
民
地
で
改
め
て
納
付
さ
せ
る
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、
基
本
情
報
の

申
告
と
と
も
に
「
解
説
書
」
の
届
出
を
必
要
十
分
と
定
め
た
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
植
民
地
警
察
は
音
声
記
録
の
検
閲
を
文
字
記

録
の
そ
れ
で
代
替
す
る
こ
と
を
成
文
化
し
て
公
示
し
た
と
い
え
る
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
日
本
と
朝
鮮
の
検
閲
機
構
の
構
造
の
違
い
に
言
及
し
て
お
く
。
日
本
で
は
内
務
大
臣
へ
の
届
出
（
図
書
課
宛
）
が

規
定
さ
れ
た
の
に
対
し
、
朝
鮮
で
は
図
書
課
で
は
な
く
当
該
業
者
の
所
在
地
管
轄
の
警
察
署
長
を
経
由
し
て
道
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
（「
取
締
規
則
」
第
三
条
）
そ
の
代
わ
り
図
書
課
は
道
知
事
の
処
分
権
限
の
行
使
に
関
し
て
「
経
伺
」
す
な
わ
ち
伺
い
立
て
を

受
け
て
最
終
決
定
を
下
し
た）

85
（

。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
当
局
は
、
地
方
警
察
に
権
限
の
一
部
を
委
任
し
た
分
散
構
造
を
成
し



東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
百
六
十
五
册

― 28 ―

つ
つ
、
図
書
課
が
統
括
す
る
体
制
を
敷
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
で
図
書
課
の
係
官
が
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
多
大
な
再
生
・
聴
取
時

間
を
か
け
た
の
と
異
な
り
、
朝
鮮
で
は
検
閲
機
構
の
分
散
体
制
に
よ
っ
て
解
説
書
等
の
文
字
記
録
の
処
理
を
分
担
す
る
と
い
う
、
そ
の
意

味
で
「
負
担
度
」
の
低
い
文
書
業
務
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
、
処
分
の
実
際
に
関
し
て
幾
つ
か
重
要
な
点
を
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、
日
本
で
出
版
法
を
レ
コ
ー
ド
に
適
用
し

た
重
要
な
狙
い
の
一
つ
が
、
禁
止
し
た
出
版
物
を
「
差
押
」
あ
る
い
は
「
押
収
」
で
き
る
権
限
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
内

務
省
が
検
閲
し
て
処
分
を
決
定
し
た
後
は
、
差
押
権
限
を
委
任
さ
れ
た
警
察
組
織
（
東
京
の
警
視
庁
、
全
国
の
警
察
部
）
が
全
国
的
に
動

い
た
。
日
本
で
検
閲
と
い
う
と
「
発
禁
」
す
な
わ
ち
発
売
頒
布
禁
止
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
理
由
も
、
こ
う
し
た
出
版
法
の
処
分
の
あ
り
方

に
関
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
出
版
法
と
は
別
に
制
定
さ
れ
た
朝
鮮
の
「
取
締
規
則
」
で
は
、
レ
コ
ー
ド
自
体
を
差
押
処
分
に
付
す
法
的
根

拠
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
警
察
機
構
内
で
は
「
説
明
書
を
附
与
し
て
任
意
に
廃
棄
せ
し
め
或
は
提
出
せ
し
め
、
又
は
請
書
を
徴
し
て
保

管
を
命
じ
以
て
其
の
販
売
・
授
与
・
演
奏
又
は
製
造
を
阻
止
す
る
等
の
方
法
を
講
ず
べ
き
」
と
い
っ
た
対
処
が
奨
励
さ
れ
て
い
た）

86
（

。
と
こ

ろ
が
、
処
分
の
実
際
を
み
る
と
、
こ
こ
に
も
法
令
の
文
面
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
三
年
六
月
の
レ
コ
ー
ド
検

閲
制
度
の
施
行
後
、
朝
鮮
各
地
の
レ
コ
ー
ド
販
売
店
で
は
警
察
官
の
立
ち
入
り
検
査
が
行
わ
れ
、
一
斉
に
「
不
法
レ
コ
ー
ド
」
の
「
押
収
」

が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
は
朝
鮮
語
新
聞
を
賑
わ
し
、
一
時
的
な
が
ら
「
レ
コ
ー
ド
の
恐
怖
時
代
」
と
書
き
た
て
ら
れ
る
よ

う
な
状
況
が
現
出
し
た）

87
（

。
文
書
上
、「
取
締
規
則
」
に
定
め
ら
れ
た
届
出
義
務
等
の
法
的
拘
束
力
は
販
売
店
の
よ
う
な
「
第
二
次
的
の
者

に
は
及
ば
な
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
同
時
に
「
店
舗
に
臨
検
し
て
不
穏
『
レ
コ
ー
ド
』
の
発
見
に
努
む
る
等
は
必
要
な
こ
と

で
あ
ら
う
」
と
薦
め
ら
れ
て
も
い
た）

88
（

。
こ
う
し
た
点
は
、
出
版
警
察
に
お
い
て
文
書
行
政
と
強
制
力
が
公
然
と
並
存
し
て
お
り
、
必
要
に

応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
あ
る
い
は
、
第
一
節
で
提
起
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
文
書
権
力
は
そ
も
そ
も
物
理
的
な
暴
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力
の
行
使
を
正
当
化
す
る
言
説
実
践
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
以
上
の
論
点
は
後
に
再
論
す
る
。

　

一
方
、
日
本
の
改
正
出
版
法
は
公
衆
の
場
で
の
レ
コ
ー
ド
再
生
行
為
に
対
し
て
適
用
で
き
ず
、
代
わ
り
に
治
安
警
察
法
が
援
用
さ
れ
た

が）
89
（

、
朝
鮮
の
「
取
締
規
則
」
は
そ
れ
を
制
限
あ
る
い
は
禁
止
す
る
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
の
法
令
は
レ
コ
ー
ド
の
「
差

押
」
の
権
限
を
明
記
し
な
か
っ
た
一
方
で
、
そ
の
「
発
売
頒
布
」
と
「
街
頭
演
奏
」
と
い
う
性
格
を
異
に
す
る
二
つ
の
行
為
を
シ
ー
ム
レ

ス
に
統
制
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
日
本
と
朝
鮮
に
お
け
る
蓄
音
機
の
普
及
度
の
違
い
や
、
そ
れ
に
よ
る
享

受
形
態
の
違
い
な
ど
も
想
定
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
蓄
音
機
が
家
庭
に
よ
り
広
く
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
で
は
蓄
音
機

を
購
入
し
な
い
（
で
き
な
い
）
人
々
も
宣
伝
用
の
レ
コ
ー
ド
を
集
団
的
に
聴
取
す
る
状
況
が
し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
て
い
た）

90
（

（
第
五
節
）。

朝
鮮
の
図
書
課
体
制
が
、
こ
う
し
た
集
団
的
聴
取
と
そ
れ
に
よ
る
聴
覚
的
共
同
体
の
形
成
を
牽
制
し
取
締
ま
る
の
を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ

ム
を
志
向
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
、
日
本
と
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
相
関
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
重
層
的
な
状
況
を
整
理
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
第
一
に
、
日
本
と
朝
鮮
の
出
版
警
察
は
録
音
物
が
出
版
物
の
一
形
態
で
あ
り
つ
つ
も
通
常
の
出
版
物
と
は
異
な
る
と
い
っ
た
両
義
的

な
見
解
を
共
有
し
て
い
た
。
第
二
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
制
度
上
の
取
り
扱
い
に
は
重
大
な
相
違
が
見
ら
れ
、
日
本
で
は
出
版

法
が
改
正
さ
れ
て
機
械
的
な
音
声
記
録
に
対
し
て
も
準
用
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
一
方
、
朝
鮮
で
は
出
版
法
を
改
正
す
る
代
わ
り
に
新

た
な
府
令
が
公
布
さ
れ
た
。
第
三
に
、
法
制
度
の
運
用
レ
ベ
ル
を
み
る
と
、
む
し
ろ
日
本
に
お
い
て
は
検
閲
機
構
が
音
声
記
録
の
特
性
に

留
意
し
て
現
物
の
「
試
聴
」
を
行
っ
た
一
方
、
朝
鮮
で
は
文
字
記
録
で
あ
る
「
解
説
書
」
の
届
出
・
検
査
と
い
う
既
成
の
形
式
的
な
文
書

行
政
に
依
拠
す
る
側
面
が
強
く
、
さ
ら
に
検
閲
機
構
の
構
造
に
よ
っ
て
関
連
業
務
は
分
散
化
さ
れ
た
。
第
四
に
、
日
本
で
は
出
版
法
と
治

安
警
察
法
が
そ
れ
ぞ
れ
発
売
頒
布
と
街
頭
演
奏
を
取
締
ま
る
二
元
構
造
を
維
持
し
つ
つ
、
前
者
に
よ
っ
て
レ
コ
ー
ド
の
差
押
・
押
収
を
可
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能
に
す
る
体
制
を
敷
い
た
一
方
、
朝
鮮
で
は
「
取
締
規
則
」
が
発
売
頒
布
と
街
頭
演
奏
の
両
方
を
取
締
ま
る
一
元
構
造
を
取
り
、
代
わ
り

に
書
面
上
は
現
物
の
差
押
・
押
収
権
限
を
明
記
し
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
場
合
に
応
じ
て
暴
力
装
置
を
発
動
さ
せ
「
不
穏
」
レ
コ
ー
ド

を
押
収
す
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
た
。
以
上
、
帝
国
日
本
の
全
域
に
お
い
て
、
音
声
記
録
は
両
義
的
な
出
版
物
と
し
て
出
版
警
察
体
制
の
管

理
下
に
入
っ
た
が
、
確
認
す
べ
き
は
、
植
民
地
朝
鮮
の
法
域
に
お
け
る
レ
コ
ー
ド
検
閲
が
、
平
時
に
お
い
て
は
分
散
的
な
官
僚
体
制
に
よ

る
文
字
記
録
の
処
理
業
務
を
優
先
さ
せ
て
い
た
点
で
あ
る）

91
（

。

第
三
節　

複
製
技
術
時
代
の
音
声
メ
デ
ィ
ア
編
制
と
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
聴
取
検
閲

　

朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
事
例
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
と
、
現
物
の
届
出
規
定
の
欠
如
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
民
地
権
力
の
眼
差
し

も
時
に
応
じ
て
レ
コ
ー
ド
を
「
監
聴
」
し
、
実
際
に
行
政
処
分
に
付
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
朝
鮮
の
出

版
警
察
が
音
声
記
録
の
特
質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
考
察
を
加
え
た
上
で
、
検
閲
当
局
が
実
際
に
聴
取
し
た

と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
検
討
す
る
。

１　

音
声
記
録
の
「（
無
）
媒
介
的
上
演
性
」

　

周
知
の
ご
と
く
、
帝
国
日
本
に
お
け
る
出
版
警
察
体
制
は
社
会
秩
序
を
規
定
す
る
二
重
の
鍵
概
念
で
あ
る
「
治
安
」「
風
俗
」
と
そ
の

類
語
（「
安
寧
秩
序
」、「
公
安
」、「
風
紀
」
な
ど
）
に
よ
り
枠
付
け
ら
れ
て
い
た
。
明
治
日
本
に
お
い
て
出
版
統
制
が
強
化
さ
れ
始
め
る

一
八
八
〇
年
代
に
生
ま
れ
一
九
四
五
年
ま
で
使
用
さ
れ
続
け
た
こ
の
双
子
の
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
思
想
警
察
」
と
「
風
紀
警
察
」
に
対
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応
す
る
が
、
実
際
の
運
用
に
お
い
て
こ
の
区
別
は
し
ば
し
ば
曖
昧
で
あ
り
、
日
本
社
会
に
お
け
る
「
タ
ブ
ー
」
の
領
域
を
創
出
す
る
思
想

の
抑
圧
シ
ス
テ
ム
と
し
て
相
補
的
に
機
能
し
た）

92
（

。
朝
鮮
で
は
、「
治
安
」
対
策
上
の
特
殊
事
情
と
し
て
「
民
族
意
識
」
の
問
題
が
特
に
留

意
さ
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
清
水
重
夫
図
書
課
長
は
、
レ
コ
ー
ド
検
閲

開
始
か
ら
七
ヶ
月
半
後
の
『
京
城
日
報
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
に
お
い
て
、「
民
族
意
識
を
煽
り
又
は
現
制
度
に
呪
詛
の
念
を
生
ぜ
し

む
が
如
き
過
激
な
る
内
容
を
吹
込
ん
だ
も
の
」
に
論
及
し
て
い
る）

93
（

。

　

以
上
の
二
つ
の
規
制
コ
ー
ド
は
各
種
メ
デ
ィ
ア
に
等
し
く
適
用
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
運
用
に
お
い
て
は
メ
デ
ィ
ア
毎
の
異
な
る
特

質
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
レ
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
検
閲
官
の
説
明
が
以
下
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

レ
コ
ー
ド
に
お
い
て
は
、
劇
や
映
画
と
同
じ
く
、
人
の
言
葉
で
演
る
も
の
で
あ
り
、
聴
く
人
に
感
激
と
刺
激
を
与
え
る
と
こ
ろ
が
他

の
小
説
や
絵
画
の
よ
う
な
も
の
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
文
字
で
表
す
分
に
は
あ
る
程
度
ま
で
検
閲
に
何
ら
問
題
が
な
い
と
し
て

も
、
一
度
レ
コ
ー
ド
盤
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
現
れ
出
る
際
に
は
、
上
に
述
べ
た
二
つ
の
制
限
網
﹇
治
安
妨
害
と
風
俗
壊
乱
﹈
に
か
か

る
場
合
が
な
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

94
（

。

　

こ
の
引
用
文
は
、
通
常
の
出
版
物
と
録
音
物
の
違
い
（
前
節
で
引
い
た
「
著
し
い
差
異
」）
を
も
た
ら
す
後
者
の
特
性
に
つ
い
て
当
局

が
い
か
に
認
識
し
て
い
た
か
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
人
の
言
葉
で
演
る
も
の
」
が
「
レ
コ
ー
ド
盤
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ

現
れ
出
る
」
た
め
に
、「
聴
く
人
に
感
激
と
刺
激
を
与
え
る
と
こ
ろ
が
他
の
小
説
や
絵
画
の
よ
う
な
も
の
と
は
違
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
後
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
が
音
の
複
製
技
術
に
関
し
て
概
念
化
す
る
こ
と
に
な
る
属
性
を
、
統
制
の
必
要
性
か
ら
実
務
レ
ベ
ル
で
先
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取
り
し
て
い
た
よ
う
な
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
オ
ン
グ
が
「
二
次
的
音
声
性
」secondary o

）
95
（

rality 

と
呼
び
、

細
川
周
平
が
レ
コ
ー
ド
に
関
し
て
「
二
次
的
聴
覚
性
」secondary a

）
96
（

urality

と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
属
性
で
あ
る
。「
音
声
性
」
あ
る
い

は
「
聴
覚
性
」
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
「
口
承
性
」、「
口
頭
性
」、（「
文
字
の
文
化
」
に
対
す
る
）「
声
の
文
化）

97
（

」、（「
楽
音
レ
イ
ヤ
ー
」

に
対
す
る
）「
サ
ウ
ン
ド
レ
イ
ヤ
ー）

98
（

」
な
ど
様
々
な
訳
語
や
類
語
が
あ
り
得
る
が
、
本
稿
で
は
「
音
声
性
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
。
そ

の
上
で
、
当
局
も
レ
コ
ー
ド
を
演
劇
や
映
画
と
並
列
に
述
べ
て
い
る
点
、
ま
た
当
時
レ
コ
ー
ド
の
再
生
行
為
を
し
ば
し
ば
「
演
奏
」
と
呼

ん
で
い
た
点
な
ど
を
鑑
み）

99
（

、「
上
演
性
」
と
い
う
上
位
概
念
で
包
括
的
に
把
握
す
る
。

　

一
方
、
オ
ン
グ
が
「
二
次
的
」
と
し
た
の
は
、
こ
の
「
音
声
性
」
が
す
で
に
浸
透
し
た
「
書
記
性
」literacy

を
土
台
に
成
立
す
る
と

し
た
か
ら
で
あ
る）

100
（

。
し
か
し
、
こ
の
「
一プ
ラ
イ
マ
リ
ー

次
的
」「
二
次
的
」
の
オ
ン
グ
の
区
別
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
心
霊
主
義
に
お
け
る
聴
覚
＝
心

霊
／
視
覚
＝
文
字
と
い
う
枠
組
み
に
基
づ
く
「
一
次
的
音
声
性
」
へ
の
神
学
的
な
関
心
が
濃
厚
に
反
映
さ
れ
て
お
り）

101
（

、
ま
た
長
期
に
わ
た

る
文
字
伝
統
を
持
つ
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
純
粋
な
「
一
次
的
音
声
性
」
を
峻
別
、
抽
出
す
る
こ
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
操
作
抜
き
で
は
困

難
で
あ
る
点
か
ら
も
（
第
四
節
で
日
本
の
国
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
音
声
中
心
主
義
に
関
し
て
再
論
す
る
）、
問
題
な
し
と
し
な
い
。
む
し

ろ
「
音
声
性
」
と
「
書
記
性
」
は
二
項
対
立
で
は
な
く
重
層
的
な
関
係
に
あ
る
と
捉
え
て
分
析
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、

「
副
次
的
」
を
含
意
し
え
る
「
二
次
的
」
と
い
う
価
値
判
断
的
な
修
飾
語
を
留
保
し
、
代
わ
っ
て
「
媒
介
的
」
と
い
う
用
語
を
使
う
。
こ

う
し
て
本
稿
は
「
媒
介
的
音
声
性
」、
す
な
わ
ち
音
声
記
録
の
「
媒
介
的
上
演
性
」
を
主
題
化
し
、
検
閲
主
体
と
の
関
係
性
を
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
音
声
記
録
の
最
大
の
特
性
は
、
そ
れ
が
音
自
ら
に
語
ら
せ
る
無
媒
介
的
な
媒
体
と
し
て
透
明
化

す
る
事
実
、
よ
っ
て
記
録
の
客
体
が
実
際
に
は
媒
介
さ
れ
つ
つ
も
あ
た
か
も
リ
ア
ル
な
「
肉
声
」
の
主
体
の
如
く
現
象
す
る
主
客
転
倒
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
稿
は
媒
介
的
上
演
性
の
う
ち
最
も
媒
介
度
が
低
い
と
喧
伝
、
錯
覚
さ
れ
る
も
の
を
扱
う
。
音
の
複
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製
技
術
は
、
い
わ
ば
「
上
演
的
近
代
」
の
音
声
的
次
元
を
伝
え
る
無
媒
介
的
な
媒
体
と
し
て
作
用
す
る
。

　

重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
レ
コ
ー
ド
の
上
演
的
審
級
が
、
盤
上
に
刻
ま
れ
た
機
械
的
な
溝
跡
を
「
読
む
」（
そ
れ
が
そ
も
そ
も
可
能
だ

と
し
て
も
）
こ
と
で
は
立
ち
現
れ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
の
検
閲
当
局
も
ま
た
、
日
本
の
よ
う
に
徹
底
し
な
か
っ

た
に
せ
よ
、
レ
コ
ー
ド
に
媒
介
さ
れ
た
上
演
性
を
捕
捉
す
る
た
め
に
「
聴
取
検
閲
」
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。

２　

上
演
的
審
級
に
よ
る
レ
コ
ー
ド
禁
止

　

で
は
、
実
際
に
ど
う
い
っ
た
レ
コ
ー
ド
が
社
会
秩
序
を
撹
乱
す
る
「
雑
音
」
と
み
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
三
三
年
六
月
に
レ
コ
ー

ド
検
閲
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
三
年
ほ
ど
の
処
分
状
況
に
つ
い
て
は
警
察
文
書
の
体
系
的
な
記
録
が
今
の
と
こ
ろ
残
っ
て
お
ら
ず
、
代
わ
り

に
月
刊
誌
『
三
千
里
』
一
九
三
六
年
四
月
号
の
記
事
「
い
か
な
る
『
レ
コ
ー
ド
』
が
禁
止
さ
れ
る
か
」
が
最
も
詳
細
な
内
容
を
伝
え
て
い

る）
102
（

。
頻
繁
に
「
検
閲
当
局
」「
検
閲
当
局
者
達
」
の
言
葉
を
伝
聞
調
で
交
え
る
こ
の
記
事
は
、
独
自
の
取
材
に
基
づ
い
た
内
容
が
少
な
く

な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、〈
ア
リ
ラ
ン
〉（
コ
ロ
ム
ビ
ア
社
）、〈
故
国
恋
し
〉（
シ
エ
ロ
ン
社
）、〈
鍾
路
四ネ
ゴ
リ
叉
路
〉（
コ
ロ
ム
ビ
ア
社
）、
そ

し
て
〈
杵バ
ン
ア打
令
〉（
ビ
ク
タ
ー
社
）
の
四
種
類
の
レ
コ
ー
ド
は
以
下
の
理
由
で
禁
止
さ
れ
た
。

文
字
で
表
れ
た
分
に
は
何
と
も
な
い
が
、
口
で
歌
わ
れ
流
れ
出
ず
る
節）

103
（

に
は
、
あ
ま
り
に
懐
古
的
で
哀
傷
的
な
点
が
あ
る
と
い
っ
て

禁
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う）

104
（

。

　

加
え
て
、〈
ごボ
ム
ボ
ク

っ
た
煮
打
令
〉（
シ
エ
ロ
ン
社
）
と
〈
新
家
庭
生
活）

105
（

〉（
シ
エ
ロ
ン
社
）
の
二
種
類
の
レ
コ
ー
ド
は
以
下
の
理
由
で
処
分
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さ
れ
た
。

文
字
で
表
現
す
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
言マ
ル葉
で
表
現
さ
れ
る
時
に
は
到
底
そ
の
ま
ま
放
置
で
き
な
い
風
紀
上
良
か
ら
ぬ
種
類
の
歌
で

あ
っ
た
と
い
う）

106
（

。

　

前
者
の
四
種
類
は
「
治
安
妨
害
」、
後
者
の
二
種
類
は
「
風
俗
壊
乱
」
を
理
由
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
六
種
す

べ
て
が
「
文
字
」
と
の
対
比
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
口
で
歌
わ
れ
流
れ
出
ず
る
」
や
「
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
た
属
性
、
す
な

わ
ち
レ
コ
ー
ド
の
媒
介
的
上
演
性
に
よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
も
う
少
し
限
定
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
レ
コ
ー
ド
の
う
ち
男
女
の

対
話
を
中
心
と
し
た
〈
新
家
庭
生
活
〉
を
除
く
五
種
は
歌
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
口
」
や
「
言
葉
」
と
い
う
用
語
で
示
さ
れ
た
「
上
演

性
」
の
問
題
と
は
主
に
「
歌
唱
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
録
音
さ
れ
た
歌
唱
と
い
う
問
題
と
そ
の
朝
鮮
に
お
け
る
性
格
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
再
び
日
本
の
状
況
を
見
て
よ
う
。

歌
唱
は
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
お
い
て
も
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
台
頭
し
て
い
た
。
そ
の
公
論
化
の
発
端
は
、

武
蔵
野
音
楽
学
校
出
身
の
女
性
歌
手
、
渡
辺
は
ま
子
が
歌
い
一
九
三
六
年
三
月
に
発
売
さ
れ
た
〈
忘
れ
ち
ゃ
い
や
よ
〉（
ビ
ク
タ
ー
社
）

を
め
ぐ
る
日
本
レ
コ
ー
ド
史
上
よ
く
知
ら
れ
た
出
来
事
で
あ
る
。
渡
辺
は
、
ス
タ
ジ
オ
録
音
の
際
に
作
曲
家
に
説
得
さ
れ
、
文
字
上
は
た

わ
い
の
な
い
「
ね
ぇ
、
忘
れ
ち
ゃ
い
や
よ
」
と
い
う
歌
詞
の
部
分
を
「
官
能
的
」
な
歌
い
方
で
吹
き
込
ん
だ
。
当
初
そ
れ
は
出
版
法
に
基

づ
く
検
閲
を
通
っ
た
が
、
ひ
と
た
び
人
気
に
火
が
つ
く
と
、
他
社
も
「
ね
ぇ
」
の
間
投
詞
を
強
調
し
た
模
造
品
を
量
産
し
て
「
ネ
エ
小
唄
」

ブ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
社
会
現
象
が
巻
き
起
こ
る
に
至
っ
た
。
し
か
る
に
、
内
務
省
の
小
川
は
、
ま
ず
二
ヵ
月
後
の
五
月
に
ビ
ク
タ
ー
の
文
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芸
部
の
当
事
者
と
直
接
「
懇
談
」
し
て
宣
伝
等
の
街
頭
演
奏
を
「
遠
慮
」
し
て
も
ら
う
こ
と
を
「
お
願
ひ
」
し
、
そ
れ
で
も
効
果
が
薄
か
っ

た
た
め
、
さ
ら
に
六
月
に
は
ビ
ク
タ
ー
に
対
し
て
当
該
原
盤
の
破
棄
と
販
売
店
か
ら
の
製
品
回
収
を
改
め
て
「
懇
談
」
し
、
さ
ら
に
発
売

頒
布
済
み
の
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
治
安
警
察
法
第
十
六
条
を
適
用
し
て
「
街
頭
演
奏
」
を
禁
じ
た
と
い
う）

107
（

。
こ
れ
は
、
一
九
三
六
年
の

夏
に
雑
誌
『
音
楽
世
界
』
が
内
務
省
の
二
人
の
担
当
検
閲
官
（
も
う
一
人
は
石
倉
俊
雄
）
と
音
楽
専
門
家
を
招
き
、「
流
行
歌
の
傾
向
と

検
閲
の
問
題
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
座
談
会
を
開
い
た
際
の
本
人
談
で
あ
る
が
、
当
の
座
談
会
の
狙
い
に
つ
い
て
主
催
者
の
鹽
入
は
以
下
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

最
近
ま
た
流
行
歌
が
色
々
と
ヂ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
扱
は
れ
る
や
う
に
な
つ
て
来
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
以
前
の
も
の
と
は
大
分
違
つ
た

観
点
で
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
の
で
す
。
今
ま
で
流
行
歌
で
は
歌
詞
な
ど
割
合
に
簡
単
な
も
の
が
多
か
つ
た
が
、
最
近
問
題
に

な
つ
た
「
忘
れ
ち
や
い
や
よ
」
で
は
歌
ひ
方
が
エ
ロ
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
、
今
度
は
音
楽
的
の
問
題
に
な
つ
て
来
て
、
大

分
流
行
歌
が
複
雑
な
面
を
持
つ
て
来
た
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る）

108
（

。

　

こ
の
引
用
文
は
、「
歌
ひ
方
」と
い
う
問
題
に
関
す
る
当
時
の
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
報
道
の
特
徴
の
一
つ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

後
に
小
川
本
人
も
「
し
な
だ
れ
か
か
っ
て
エ
ロ
を
満
喫
さ
せ
よ
う
と
す
る
手
法
」
と
そ
の
歌
い
方
を
表
現
し
た
よ
う
に）

109
（

、「
エ
ロ
」
を
一

つ
の
鍵
概
念
と
し
つ
つ
、
流
行
歌
と
風
俗
壊
乱
を
し
ば
し
ば
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
結
び
付
け
て
問
題
視
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の

恣
意
的
な
三
位
一
体
は
、
戦
時
体
制
の
強
化
に
し
た
が
っ
て
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
強
化
と
そ
の
正
当
化
の
論
理
に
活
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

統
制
当
局
は
〈
忘
れ
ち
ゃ
い
や
よ
〉
の
一
件
を
叩
き
台
と
し
て
、
国
家
目
的
に
奉
仕
す
る
「
健
全
な
歌
謡
」
の
創
作
と
普
及
を
進
め
る
こ
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と
に
な
る）

110
（

。

　

こ
う
し
た
日
本
の
状
況
と
相
関
比
較
す
る
と
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
特
徴
が
幾
つ
か
浮
か
び
上
が
る
。
ま
ず
、

上
の
六
種
類
は
す
べ
て
一
九
三
四
年
八
月
ま
で
の
禁
止
事
例
で
あ
り
、
日
本
で
の
公
論
化
に
先
立
っ
て
い
た
。
ま
た
、
う
ち
四
種
類
に
つ

い
て
は
禁
止
理
由
と
し
て
「
風
俗
壊
乱
」
で
は
な
く
「
治
安
妨
害
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
四
人
の
歌
手
の
う
ち
の
三
人

が
男
性
で）

111
（

、
そ
の
歌
唱
が
「
エ
ロ
」
で
あ
る
と
い
っ
た
非
難
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
朝
鮮
で
も
「
風
俗
壊
乱
」
に
つ
い
て
は
、

同
じ
く
「
エ
ロ
」
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
女
性
歌
手
に
批
判
の
矛
先
に
向
け
ら
れ
る
の
も
一
般
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、〈
ご
っ
た
煮
打
令
〉

は
前
述
の
シ
エ
ロ
ン
盤
を
含
め
て
各
社
競
作
と
な
っ
た
が
、
歌
手
は
す
べ
て
妓
生
出
身
で
あ
り
、「
極
め
て
『
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
』
な
も
の
」

と
も
形
容
さ
れ
て
い
る）

112
（

。
漢
字
文
化
圏
の
音
楽
批
評
の
源
流
に
あ
る
「
風
俗
」
概
念
に
関
し
て
は
第
五
節
で
再
論
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、

「
風
俗
壊
乱
」
を
通
俗
性
や
女
性
歌
手
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
視
線
が
帝
国
規
模
の
出
版
警
察
体
制
を
貫
い
て
い
た
一
方
で
、
朝
鮮
に
お

い
て
「
治
安
妨
害
」
が
男
性
の
歌
手
と
歌
唱
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
た
点
に
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い）

113
（

。
こ
こ
に
は
、

前
述
の
と
お
り
日
本
と
朝
鮮
の
メ
デ
ィ
ア
統
制
の
最
大
の
違
い
で
あ
る
「
治
安
妨
害
」
の
一
項
目
と
し
て
の
「
民
族
意
識
」
の
「
煽
動
」

と
い
う
問
題
も
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
の
勃
発
を
前
後
し
て
、
膨
張
を
続
け
る
帝
国
領
内
で
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
は
強
化
さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
一

九
三
八
年
に
は
朝
鮮
で
検
閲
に
か
か
っ
た
レ
コ
ー
ド
の
件
数
が
顕
著
に
増
加
す
る
が（
一
七
種
）、翌
年
に
は
再
び
減
少
に
転
じ
て
い
る（
二

種）
114
（

）。
こ
れ
は
当
局
側
の
指
導
や
内
閲
と
レ
コ
ー
ド
業
界
側
の
自
己
検
閲
の
さ
ら
な
る
強
化
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

115
（

。『
朝
鮮
出

版
警
察
月
報
』
所
収
の
「
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
行
政
処
分
目
録
」
は
現
在
の
と
こ
ろ
一
九
三
六
年
一
〇
月
の
第
九
七
号
（
九
月
分
目
録
）
か

ら
確
認
で
き
る
が
、
一
九
三
八
年
初
頭
か
ら
は
発
売
元
の
み
を
記
し
た
従
来
の
「
摘
要
」
欄
が
そ
の
他
の
情
報
を
含
む
「
備
考
」
欄
に
変
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更
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
街
頭
演
奏
禁
止
」
と
「
発
売
頒
布
禁
止
」
の
区
別
が
明
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ご
く
た
ま
に
朝
鮮
レ
コ
ー
ド

の
処
分
の
理
由
が
短
く
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
し
ば
し
ば
「
歌
調
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
用
例
を
み

る
と
音
声
記
録
の
媒
介
的
上
演
性
に
漠
然
と
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
文
書
上
の
初
出
は
同
年
六
月
の
第
一
一
七
号
（
五

月
分
目
録
）
に
記
さ
れ
た
ビ
ク
タ
ー
社
の
〈
男
の
歩
む
道
〉（
金
海
松
歌
唱
）
に
関
す
る
も
の
で）

116
（

、
同
曲
は
「
歌
調
頽
廃
的
ニ
シ
テ
時
節

柄
不
穏
当）

117
（

」
と
さ
れ
、
治
安
妨
害
の
か
ど
で
「
街
頭
演
奏
」
が
禁
止
さ
れ
た
。
同
年
九
月
の
第
一
二
〇
号
（
八
月
分
目
録
）
で
は
、
オ
ー

ケ
ー
社
の
〈
他
郷
の
酒
屋
〉（
金
貞
九
歌
唱
）
と
〈
誰
が
知
ら
う
〉（
李
鳳
龍
歌
唱
）
が
、「
歌
調
哀
傷
頽
廃
的
ニ
シ
テ
戦
時
体
制
下
ニ
於

ケ
ル
銃
後
国
民
ノ
士
気
ニ
影
響
ア
ル
」
と
の
か
ど
で
や
は
り
「
街
頭
演
奏
」
の
禁
止
処
分
を
受
け
て
い
る）

118
（

。
翌
月
の
第
一
二
一
号
（
九
月

分
目
録
）
で
は
、
コ
ロ
ム
ビ
ア
社
（
文
書
上
は
日
本
蓄
音
器
商
会
）
の
〈
人
生
酒
慕
〉（
朴
響
林
歌
唱
）
が
治
安
妨
害
と
し
て
行
政
処
分

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
「
歌
調
頽
廃
的
ニ
シ
テ
銃
後
ノ
緊
張
ヲ
弛
○
﹇
緩
﹈
ス
ル
」
を
憂
慮
し
て
の
こ
と
と
さ
れ
た）

119
（

。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
た
ケ
ー
ス
は
す
べ
て
音
声
記
録
の
上
演
性
の
位
相
に
対
す
る
検
閲
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
検
閲
主
体
が
レ
コ
ー
ド

を
「
演
奏
」
し
「
聴
取
」
す
る
こ
と
で
初
め
て
ア
ク
セ
ス
し
え
た
も
の
で
あ
る
。
法
令
上
は
現
物
の
届
出
規
定
を
欠
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
聴
取
検
閲
が
必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す）

120
（

。
で
は
、
そ
の
聴
取
の
性
格
は
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を

考
え
る
に
は
、
ま
ず
音
の
意
味
が
、
そ
れ
自
体
に
予
め
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
特
定
の
文
化
的
脈
絡
に
置
か
れ
た
聴

取
主
体
に
よ
っ
て
投
与
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
、
そ
の
過
程
を
探
究
す
る
音
楽
人
類
学
や
音
楽
記
号
論
の
知
見
の
蓄
積
が
重
要
な
参
照
枠
と

な
る）

121
（

。
こ
れ
を
レ
コ
ー
ド
に
即
し
て
換
言
す
れ
ば
、
再
生
さ
れ
る
音
は
物
理
的
に
同
一
で
も
、
そ
の
意
味
は
、
対
象
自
体
の
領
域
に
客
観

的
に
存
在
し
、
よ
っ
て
毎
回
反
復
さ
れ
る
（
前
述
の
警
察
文
書
の
「
パ
ブ
ロ
フ
の
犬
」
的
解
釈
の
如
く
）
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
音
の
意
味
は
、
再
生
す
る
者
が
文
化
的
に
条
件
付
け
ら
れ
た
自
己
の
働
き
か
け
を
通
じ
て
聴
取
の
度
に
立
ち
上
げ
る
も
の）

122
（

、
あ
る
い
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は
、
音
と
い
う
物
理
的
対
象
に
あ
る
種
の
主
体
性
を
認
め
る
な
ら
、
音
と
耳
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
間
主
体
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し

て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
レ
コ
ー
ド
の
聴
取
検
閲
と
は
、
自
ら
の
付
与
す
る
特
定
の
意
味
を
脱
文
脈
的
に
絶
対
化
す
る
一
方

で
、
そ
の
他
の
可
能
性
を
排
除
す
る
特
権
的
・
超
越
的
な
耳
の
所
有
者
と
し
て
自
己
定
位
す
る
主
体
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
特
殊
な
聴
取
類

型
と
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
上
演
性
の
検
閲
へ
の
問
い
は
、
検
閲
主
体
と
音
声
記
録
の
相
互
関
係
と
前
者
の
性
格
に
対
す
る
さ

ら
な
る
問
い
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
、
文
書
行
政
が
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
レ
コ
ー
ド
検
閲
を
担
当
し
た
出
版
警
察
を
特
徴
付
け
る
主
要
な
一
側
面
だ
っ
た
こ
と
を

想
起
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
各
種
文
書
の
作
成
を
通
じ
て
視
覚
的
に
事
物
を
登
記
し
関
連
事
項
を
処
理
す
る
よ
う
な
一
連
の
合
理
的
な
手
続

き
を
要
求
す
る
。
す
る
と
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
音
声
記
録
の
検
閲
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
一
連
の
問
い
が
浮
か
び
上
が
る
。
出
版

警
察
は
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
関
し
て
い
か
に
文
書
化
を
遂
行
し
た
か
。
と
り
わ
け
そ
の
聴
取
検
閲
に
お
け
る
上
演
的
審
級
を
い
か
に
文
書
処

理
に
適
応
さ
せ
た
か
。
そ
の
実
践
は
、
植
民
地
権
力
の
政
治
的
正
当
性
や
権
威
性
の
構
築
や
維
持
と
ど
う
関
係
し
、
い
か
な
る
統
治
主
体

の
構
成
と
関
わ
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
次
な
る
課
題
は
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
関
す
る
文
字
記
録
を
、
検
閲
対
象
に
関
す
る
客
体
的
・

客
観
的
な
記
録
と
い
う
よ
り
も
、
検
閲
主
体
に
関
す
る
主
体
的
・
主
観
的subjective

な
「
文
書
」
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
第
一
節
で
論
じ
た
東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
の
概
念
、
そ
し
て
そ
の
植
民
地
近
代
的
編
制
と
い
う
テ
ー
マ
へ
と
改
め
て
導
か
れ
る
。
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第
Ⅱ
部　

文
書
権
力
の
植
民
地
近
代
的
編
制
と
統
制
主
体
の
視
聴
覚
的
諸
相

―
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
検
閲

　

帝
国
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
統
制
関
連
の
文
書
の
分
析
に
は
、
東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
と
い
う
地
域
史
的
視
点
を
踏
ま
え
た

上
で
、
そ
の
近
代
的
再
編
と
そ
の
植
民
地
的
展
開
と
い
う
視
座
が
必
要
と
な
る
。
第
Ⅱ
部
で
は
、
既
存
研
究
が
主
題
化
し
て
こ
な
か
っ
た

こ
の
課
題
に
焦
点
を
移
し
て
、検
閲
主
体
の
言
説
実
践
か
ら
浮
か
び
上
が
る
広
域
的
な
歴
史
性
と
植
民
地
的
な
特
徴
の
諸
相
を
考
察
す
る
。

筆
者
が
文
書
権
力
の
植
民
地
近
代
的
編
制
と
呼
ぶ
過
程
は
、
近
代
西
洋
の
表
音
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
台
頭
と
、
そ
れ
に
対
す
る
皇
国
日
本
の

国
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
共
振
、
こ
れ
ら
二
つ
の
音
声
中
心
主
義
の
狭
間
で
更
新
さ
れ
る
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
い
っ
た
諸
側
面
を
巻
き

込
み
つ
つ
進
行
し
た
。
第
四
節
は
、
そ
の
重
畳
的
な
再
編
過
程
を
歴
史
的
に
整
理
し
つ
つ
論
述
し
、
後
半
部
の
議
論
の
た
め
の
分
析
枠
組

み
を
提
示
す
る
。
続
く
各
節
は
文
書
権
力
と
検
閲
主
体
の
諸
相
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
例
を
も
と
に
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
、
文
書
権
力

の
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
、植
民
地
権
力
と
朝
鮮
知
識
人
に
よ
る
統
制
主
体
の
連
合
的
な
構
成
の
様
相
を
分
析
す
る（
第

五
節
）。
次
に
、
文
書
権
力
の
客
観
性
や
科
学
性
と
い
っ
た
新
た
な
自
己
主
張
と
、
そ
の
形
式
主
義
や
状
況
依
存
性
、
非
一
貫
性
と
い
っ

た
実
態
に
つ
い
て
論
ず
る
（
第
六
節
）。
最
後
に
、
植
民
地
的
な
異
文
化
接
触
の
状
況
に
お
い
て
、
検
閲
主
体
の
眼
差
し
が
い
か
に
自
ら

の
通
文
化
的
な
「
難
聴
」
に
対
処
し
た
か
と
い
う
問
い
を
考
え
る
（
第
七
節
）。
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第
四
節　

二
重
の
音
声
中
心
主
義
と
文
書
権
力
の
植
民
地
近
代
的
編
制

　
　
　
　

―
エ
ン
パ
イ
ア
・
帝
国
・
皇
国

　

本
節
は
、
東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
に
つ
い
て
歴
史
的
に
概
論
し
た
第
一
節
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
、
帝
国
日
本
の
台
頭
と
い
う
文
脈

に
お
け
る
文
書
権
力
の
植
民
地
近
代
的
な
改
編
の
具
体
像
へ
と
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
政
治
権
力
・
文
化
に
関
す
る
植
民
地
近
代
性

colonial m
odernity

の
議
論
を
批
判
的
に
踏
ま
え
た
上
で
、
従
来
見
過
ご
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
汎
地
域
的
な
政
治
文
化
の
持

続
や
変
容
と
い
う
重
要
課
題
に
対
す
る
考
察
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。
そ
こ
で
着
目
す
る
の
が
、
近
代
西
洋
の
表
音
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
東

ア
ジ
ア
の
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
連
携
に
よ
り
漢
文
秩
序
が
断
片
化
す
る
過
程
で
生
成
す
る
「
近
代
訓
読
体
」
と
、
そ
れ
が
当
該
地
域

の
「
漢
訳
的
近
代
」
の
構
成
に
お
い
て
果
た
し
た
媒
介
的
な
役
割
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
に
お
け
る
「
漢

文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
と
い
う
新
た
な
分
析
概
念
の
有
用
性
と
射
程
に
つ
い
て
論
ず
る
。

１　

植
民
地
近
代
の
東
ア
ジ
ア
地
域
史
的
再
考

　

植
民
地
権
力
と
政
治
支
配
に
関
す
る
昨
今
の
研
究
は
、
旧
来
の
民
族
史
学
が
し
ば
し
ば
前
提
と
し
た
観
点
、
す
な
わ
ち
西
洋
近
代
の
模

範
的
原
型
に
対
置
さ
せ
る
形
で
日
本
の
朝
鮮
支
配
の
「
特
異
性
」
を
論
ず
る
立
場
に
対
し
、
当
の
近
代
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
的
・
省

察
的
な
立
場
か
ら
異
議
を
唱
え
て
き
た）

123
（

。
こ
こ
に
は
、
唯
一
の
「
非
西
洋
」
植
民
地
帝
国
と
し
て
の
「
特
異
性
」
と
い
う
観
念
や）

124
（

、
そ
れ

を
通
じ
た
朝
鮮
の
植
民
地
経
験
の
「
特
殊
性
」
と
い
っ
た
観
念
へ
の
留
保
が
あ
り
、
代
わ
っ
て
暴
力
的
な
近
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
浸
透
を
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促
す
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
い
う
意
味
で
日
本
と
西
洋
諸
国
の
植
民
地
支
配
の
共
通
性
や
共
役
性
が
含
意
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
植
民
地
統
治

の
政
治
権
力
に
つ
い
て
、「
伝
統
的
な
朝
鮮
の
国
家
に
よ
っ
て
は
不
可
触
だ
っ
た
生
の
細
部
に
至
る
ま
で
国
家
が
そ
の
権
力
と
統
制
を
拡

張
で
き
る
よ
う
法
律
・
政
治
シ
ス
テ
ム
が
組
織
、
履
行
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
﹇
権
力
の
﹈
近
代
化
が
起
こ
っ
た）

125
（

」
と
い
っ
た
議
論
を
展

開
す
る
。
こ
う
し
た
植
民
地
国
家
や
権
力
に
関
す
る
捉
え
方
は
、
米
国
の
東
ア
ジ
ア
研
究
の
分
業
体
制
や
脱
政
治
化
に
対
す
る
省
察
に
端

を
発
し）

126
（

、
フ
ー
コ
ー
の
「
規
律
権
力
」
を
は
じ
め
、
グ
ラ
ム
シ
の
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
公
共
性
」
と
い
っ
た
幾
つ
か

の
概
念
を
流
用
し
つ
つ
展
開
す
る
植
民
地
近
代
研
究
の
一
部
を
な
し
て
い
る）

127
（

。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
植
民
地
支
配
体
制
に
関
す
る
新
た
な

視
座
や
方
法
を
も
た
ら
し
、
例
え
ば
被
治
者
の
主
体
性subjectivity

や
同
一
性identity

と
い
っ
た
課
題
に
つ
い
て
、
規
律
を
身
体
化
・

内
面
化
す
る
こ
と
で
自
律
す
る
近
代
主
体
＝
客
体subject

の
錬
成
や
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
地
域
、
階
級
、
地
位
、
年
齢
な
ど
「
民
族
」
に

回
収
さ
れ
な
い
属
性
を
基
礎
と
す
る
多
元
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
発
現
な
ど
、
注
目
す
べ
き
一
定
の
成
果
を
も
た
ら
し
て
き
た）

128
（

。

　

筆
者
は
、
こ
う
し
た
研
究
の
問
題
意
識
や
射
程
を
評
価
す
る
一
方
、
西
洋
の
近
代
的
支
配
体
制
の
台
頭
に
お
け
る
歴
史
的
経
験
、
と
り

わ
け
国
民
国
家
形
成
に
ま
つ
わ
る
批
判
的
省
察
か
ら
生
ま
れ
た
諸
概
念
を
日
本
の
植
民
地
支
配
と
い
う
異
な
る
文
脈
に
適
用
す
る
中
で
、

共
有
さ
れ
た
時
空
間
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
で
切
断
し
、
東
ア
ジ
ア
の
地
域
内
的
な
連
関
の
諸
相
、
特
に
そ
の
伝
統
的
な
政
治
文
化
の

持
続
や
競
合
と
い
っ
た
側
面
を
相
対
的
に
軽
視
す
る
傾
向
に
疑
念
を
感
じ
て
い
る
。
確
か
に
、
近
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
の
胎
動
（
あ

る
い
は
む
し
ろ
「
東
ア
ジ
ア
」
の
誕
生
自
体
）
が
、
従
来
の
中
華
秩
序
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
へ
の
解
体
と
相
関
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

そ
の
過
程
は
予
定
調
和
で
も
一
方
通
行
で
も
な
く
、
ロ
ー
カ
ル
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
ま
で
の
多
様
な
レ
ベ
ル
で
近
代
と
伝
統
（
前
者
に
よ
っ

て
そ
う
名
指
し
さ
れ
、
あ
る
い
は
作
り
出
さ
れ
た
も
の
を
含
め
）
が
生
成
、
並
存
し
交
錯
す
る
重
層
的
か
つ
動
態
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

筆
者
は
捉
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
の
問
題
意
識
は
、
近
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
拡
散
あ
る
い
は
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
編
制
と
い
う
主
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題
を
両
輪
と
す
る
視
座
か
ら
は
み
出
し
て
し
ま
う
東
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
的
経
験
の
層
域
に
留
意
し
、
そ
れ
を
一
度
媒
介
さ

せ
た
上
で
植
民
地
支
配
と
い
う
課
題
を
捉
え
な
お
す
こ
と
に
あ
る
。

　

本
節
で
検
討
し
た
い
の
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
を
構
成
す
る
文
治
制
と
も
呼
ぶ
べ
き
政
治
支
配
の
近
代
的
な

再
編
と
植
民
地
的
な
展
開
で
あ
る
。
日
本
の
植
民
地
統
治
下
に
お
け
る
政
治
権
力
の
作
用
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
日
本
の
支
配
体
制
の

特
殊
性
や
、
西
洋
的
な
支
配
様
式
の
受
容
だ
け
で
な
く
、
地
域
的
な
文
治
制
を
支
え
た
文
書
権
力
の
流
用
や
改
編
と
い
う
べ
き
論
点
を
導

入
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
図
式
的
に
は
、
西
洋
の
エ
ン
パ
イ
ア
、
中
華
の
帝
国
、
日
本
の
皇
国
と
い
う
三
つ
の
政
治
文
化
が
近
代

日
本
の
植
民
地
支
配
と
帝
国
経
営
の
あ
り
方
を
複
合
的
に
構
成
し
た
様
相
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
把
握
し
た
上
で
、
植
民
地
社
会
の
政
治
文
化

と
の
相
互
作
用
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
「
帝
国
日
本
」
と
い
う
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
以
上
三
つ
の
含
意
を
包
括

す
る
も
の
と
し
て
扱
う
。
そ
の
上
で
、
帝
国
日
本
の
文
書
権
力
と
い
う
視
座
か
ら
特
に
考
え
た
い
の
は
、
統
治
対
象
と
な
る
人
や
物
に
関

す
る
文
書
化
、
す
な
わ
ち
一
定
の
形
式
や
文
体
、
語
彙
等
を
備
え
た
文
書
の
作
成
や
伝
達
等
の
処
理
を
通
じ
て
、
支
配
秩
序
の
正
当
性
や

権
威
性
を
担
保
し
よ
う
と
す
る
漢
字
文
化
的
な
伝
統
の
持
続
や
流
用
と
い
っ
た
側
面
で
あ
る
。
本
稿
の
事
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
一
九
二

〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る
「
文
化
政
治
」
以
降
の
朝
鮮
統
治
に
お
い
て
持
ち
出
さ
れ
た
文
治
的
な
装
い
の
諸
相
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
概
念
的

な
焦
点
は
、
す
で
に
優
れ
た
関
連
研
究
の
あ
る
社
会
の
制
度
や
構
造
の
物
質
的
、
具
体
的
な
水
準
よ
り
も）

129
（

、
社
会
関
係
を
組
織
付
け
政
治

支
配
を
正
当
付
け
る
言
説
実
践
の
水
準
に
あ
り
、
特
に
政
治
権
力
が
い
か
に
音
や
声
を
聞
き
書
き
す
る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
権
力
の
聴
力

と
も
い
う
べ
き
次
元
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
。

　

日
本
の
帝
国
統
治
に
お
け
る
文
書
権
力
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
検
討
し
た
い
具
体
的
な
対
象
は
、「
近
代
訓
読
体
」
の
成
立
と
地
域
的

な
展
開
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
は
、
漢
文
の
書
き
下
し
文
、
す
な
わ
ち
原
文
と
し
て
の
漢
文
に
復
さ
れ
る
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可
能
性
を
常
に
含
む
「
訳
文
」
と
さ
れ
て
い
た
「
訓
読
文
」
に
範
を
取
り
つ
つ
、「
訓
読
体
」（
当
時
、
普
通
文
・
今
体
文
・
新
聞
体
な
ど

様
々
に
呼
称
さ
れ
た
）
と
い
う
新
た
な
文
体
が
生
ま
れ）

130
（

、
江
戸
時
代
に
広
く
用
い
ら
れ
た
候
文
や
規
範
的
な
漢
文
に
代
わ
る
公
用
文
と
し

て
の
地
位
を
得
て
、
勅
令
や
法
律
、
教
育
、
報
道
な
ど
の
領
域
に
お
け
る
文
書
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
五
箇
条
の
御
誓
文
に
始
ま

り
、
大
日
本
帝
国
憲
法
、
教
育
勅
語
と
い
っ
た
近
代
日
本
の
国
体
を
規
定
す
る
「
聖
典
」
は
す
べ
て
訓
読
体
で
書
か
れ
て
い
る）

131
（

。
そ
し
て
、

こ
の
訓
読
体
こ
そ
が
植
民
地
行
政
に
お
い
て
「
国
語
」
と
し
て
の
日
本
語
の
公
文
書
に
用
い
ら
れ
た
主
た
る
文
体
で
あ
り
、
特
に
朝
鮮
で

は
日
本
の
政
治
的
影
響
力
の
深
化
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
共
役
性
の
高
い
「
国
漢
文
体
」（
国
文
・
漢
文
混
合
体
）
の
形
成
を
も
た
ら
す

重
要
な
契
機
と
な
る
。
訓
読
体
は
、
古
典
的
な
漢
文
世
界
か
ら
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
個
別
の
「
国
（
民
）
文
体
」
の
分
立
へ
の
契
機

を
も
た
ら
す
一
方
で）

132
（

、
そ
れ
ら
を
跨
ぐ
「
同
文
秩
序
」
を
日
本
中
心
に
再
構
築
す
る
役
割
を
も
担
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
文
体
の
中
に
住

ま
う
漢
字
は
、
近
代
の
翻
訳
を
通
じ
て
、
そ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
新
た
に
身
に
ま
と
い
、
旧
来
か
ら
の
威
信
を
残
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
本
節
は
、
そ
れ
が
具
体
的
に
植
民
地
朝
鮮
の
社
会
に
お
い
て
ど
う
い
っ
た
効
果
を
持
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
事

例
に
即
し
て
検
討
す
る
た
め
の
概
念
的
な
下
準
備
で
あ
る
。
文
体
や
翻
訳
に
関
わ
る
研
究
の
蓄
積
は
膨
大
で
、
そ
れ
を
網
羅
的
に
論
ず
る

こ
と
は
本
稿
の
任
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
文
書
と
権
力
、
文
字
と
音
・
声
の
関
係
へ
の
関
心
を
軸
に
幾
つ
か
の
論
点
を
抽
出
す
る
こ
と

で
、
音
・
声
に
関
わ
る
問
題
が
東
ア
ジ
ア
の
植
民
地
近
代
を
特
徴
付
け
る
核
心
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
出
発
点
に
な
る
の
が
、
近
代
日
本
に
お
け
る
訓
読
体
の
形
成
に
お
け
る
洋
文
脈
、
漢
文
脈
、
和
文
脈
の
三
つ
の
政
治
文
化
の
せ
め
ぎ

あ
い
と
、
そ
の
音
声
的
な
表
現
と
し
て
の
表
音
、
音
読
、
そ
し
て
訓
読
の
三
つ
巴
の
力
学
で
あ
る
。
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２　

文
書
権
力
の
近
代
的
再
編

―
二
重
の
音
声
中
心
主
義
と
漢
文
脈
の
応
答

　

西
洋
近
代
の
文
明
論
は
、
音
声
を
言
語
の
本
体
と
み
な
す
近
代
言
語
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
表
音
文
字
の
優
位
性
を

唱
え
る
文
字
進
化
論
を
携
え
て
き
た
。
特
徴
的
な
の
は
、
漢
字
文
化
の
影
響
下
に
あ
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
各
国
に
お
い
て
、「
表
音
文
字
論
」

が
「
漢
字
廃
止
論
」
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
点
で
あ
る）

133
（

。
日
本
で
は
、
一
八
六
六
年
に
前
島
密
に
よ
っ
て
最
初
に
唱
え
ら
れ
る
と

と
も
に
い
わ
ゆ
る
「
国
語
国
字
問
題
」
が
幕
を
開
け
、
洋
学
者
を
主
と
し
た
ロ
ー
マ
字
論
や
仮
名
文
字
論
な
ど
の
主
張
が
交
差
す
る
中
で
、

明
治
三
〇
年
代
ま
で
に
は
「
表
音
文
字
化
」
が
国
の
方
針
と
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
文
字
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
そ
れ
に
従
属
し
て
い
た
「
言

文
一
致
」
と
い
う
文
体
に
関
わ
る
課
題
へ
と
次
第
に
引
き
継
が
れ
つ
つ
、「
国
語
」
の
理
念
と
政
策
が
確
立
し
て
い
く）

134
（

。
こ
の
よ
う
に
、

表
音
文
字
化
＝
漢
字
廃
止
か
ら
言
文
一
致
へ
と
向
か
う
明
治
日
本
の
「
言
語
的
近
代
」
の
流
れ
の
中
で
、
一
見
そ
れ
に
逆
行
す
る
か
の
よ

う
に
、
公
用
文
等
に
お
い
て
権
威
あ
る
位
置
を
占
め
る
に
い
た
る
の
が
（
漢
文
調
や
文
語
調
と
も
呼
ば
れ
る
）
訓
読
体
で
あ
る
。

　

近
代
訓
読
体
は
近
世
ま
で
の
訓
読
文
に
範
を
取
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
「
訓
読
」
と
い
え
ば
、
し
ば
し
ば
日
本
独
自
の
、
そ
し
て
卓
越

し
た
歴
史
を
持
つ
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
統
は
、
日
本
が
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
唯
一
「
近
代
化
」（
あ
る
い
は
近
代
の
翻
訳
）
に

成
功
し
た
と
い
う
語
り
に
お
い
て
、
そ
の
知
的
原
動
力
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い）

135
（

。
こ
う
し
た
歴
史
意
識
の
基
底
に
は
、

訓
読
自
体
に
付
与
さ
れ
た
皇
国
の
思
想
、
と
り
わ
け
漢
字
・
漢
文
に
対
す
る
日
本
固
有
の
「
声
」
の
先
行
性
と
優
越
性
を
主
張
す
る
皇
国

意
識
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
る
。
近
世
日
本
の
皇
国
の
立
ち
上
げ
に
は
、
漢
字
に
日
本
古
来
の
「
言
」
と
い
う
声
を
「
上
書
き
」
す
る

こ
と
で
文
化
的
に
「
中
国
」
を
脱
中
心
化
す
る
構
え
が
深
く
介
在
し
た
。
漢
字
書
記
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
古
事
記
』
か
ら
「
皇み

く
に
こ
と
ば

国
言
」
を

訓
み
出
し
「
和
文
」
へ
と
変
換
さ
せ
た
本
居
宣
長
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
御
国
の
固
有
言
語
・
や
ま
と
こ
と
ば



東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
と
音
声
メ
デ
ィ
ア
の
植
民
地
近
代
的
編
制

― 45 ―

の
表
記
文
字
（
仮
り
字
・
借
り
字
）
と
し
て
漢
字
を
扱
い）

136
（

、
漢
語
に
字
訓
を
与
え
て
「
日
本
語
」
の
「
内
部
」
へ
と
取
り
込
む）

137
（

。
さ
ら
に
、

訓
読
さ
れ
な
い
漢
語
に
対
し
て
も
字
音
の
規
範
化
を
試
み
（
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
字
音
仮
名
遣
い
）、
そ
こ
で
も
中
国
の
中
古
音
等
で
は
な

く
日
本
の
古
言
を
正
し
く
美
し
い
音
声
と
し
て
評
価
し
規
範
と
す
る
意
識
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た）

138
（

。
そ
れ
は
、
漢
字
漢
文
に
固
有
言
語

の
音
声
を
事
後
的
に
訓
み
込
む
「
新
訓
」
の
作
業
で
あ
っ
た
が
、
先
験
的
な
古
言
を
聴
き
取
る
「
旧
訓
」
の
作
業
と
し
て
仮
装
さ
れ
た）

139
（

。

皇
国
の
思
想
は
、
字
義
を
志
向
す
る
「
漢
文
脈
」
に
対
し
て
過
去
の
音
声
を
志
向
す
る
「
和
文
脈
」
を
立
ち
上
げ
た
上
で
、
両
者
の
文
化

序
列
を
顛
倒
す
る
よ
う
な
国
学
的
音
声
中
心
主
義
に
支
え
ら
れ
た）

140
（

。
こ
う
し
た
意
味
で
、
訓
読
文
に
は
日
本
の
古
来
か
ら
の
「
声
」
が
宿

り
、
そ
れ
は
視
覚
的
に
前
景
化
さ
れ
、
ま
た
身
体
的
に
再
生
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
辺
り
に
訓
読
が
日
本
独
自
の
文
化

伝
統
と
し
て
称
揚
さ
れ
て
き
た
理
由
が
あ
り
、
逆
に
そ
れ
を
東
ア
ジ
ア
規
模
で
ズ
レ
な
が
ら
も
共
有
さ
れ
た
現
象
と
し
て
検
討
し
な
お
す

こ
と
が
昨
今
の
研
究
課
題
の
一
つ
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
要
因
も
あ
る）

141
（

。

　

以
上
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
明
治
期
に
な
っ
て
生
成
し
た
近
代
訓
読
体
は
、
一
方
で
近
代
西
洋
の
表
音
主
義
（
現
在
の
俗
語
と
そ
の
規
範

化
へ
と
向
か
う
近
代
主
義
）、
他
方
で
皇
国
日
本
の
言
霊
主
義
（
古
代
の
雅
言
と
そ
の
権
威
化
へ
と
向
か
う
復
古
主
義
）
と
い
う
、
い
わ

ば
「
二
重
の
音
声
中
心
主
義
」
の
磁
場
の
中
で）

142
（

、
漢
文
脈
か
ら
の
離
脱
と
そ
の
継
承
の
両
面
性
を
備
え
た
文
体
と
し
て
成
立
し
た
、
と
い

う
風
に
本
稿
で
は
整
理
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
西
洋
の
言
語
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
日
本
の
国
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
複
合
的
な
影
響
を

受
け
つ
つ
も
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域
と
そ
の
近
世
と
近
代
を
め
ぐ
る
注
目
す
べ
き
諸
特
徴
を
具
備
し
つ
つ
生

成
し
発
展
を
遂
げ
た
。

　

ま
ず
第
一
に
、
近
代
訓
読
体
は
漢
語
に
字
訓
を
あ
て
て
和
語
と
せ
ず
に
主
に
字
音
で
読
む
訓
読
法
の
実
践
を
土
台
に
し
て
い
た
。
齋
藤

希
史
は
、
日
本
に
お
い
て
字
音
読
み
を
中
心
に
定
型
化
さ
れ
た
直
訳
調
の
訓
読
リ
ズ
ム
が
、
近
世
後
半
に
は
声
に
出
し
て
読
む
「
素
読
」
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等
を
通
じ
て
付
随
的
な
も
の
か
ら
中
心
的
な
も
の
へ
徐
々
に
移
行
し
、
そ
の
身
体
性
が
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
を
つ
と
に
指
摘
し
て
い

る）
143
（

。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
訓
読
体
に
お
け
る
再
音
読
化
と
も
い
う
べ
き
過
程
が
、
和
文
脈
的
な
「
古
言
」
か
ら
漢
文
脈
的
な

「
漢
音）

144
（

」
へ
の
転
換
に
大
き
く
依
拠
し
た
こ
と
で
（「
文
書
」
の
例
で
い
え
ば
「
ふ
み
が
き
」
で
は
な
く
「
ぶ
ん
し
ょ
」）、
近
代
日
本
語
に

大
量
の
同
音
異
義
語
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
一
方）

145
（

、
後
述
す
る
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
の
地
域
的
普
遍
性
を
備
え
る
下
支
え
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
皇
国
の
「
声
」
は
、「
大
和
民
族
」
を
中
心
と
し
た
「
国
民
」
の
心
性
の
形
成
や
そ
の
表
現
に
お
い
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
も
、
そ
れ
を
越
え
た
帝
国
的
な
射
程
を
持
つ
に
は
限
界
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

146
（

。

　

次
に
、
訓
読
体
は
近
代
の
翻
訳
の
主
要
な
受
け
皿
と
な
っ
た
。
二
〇
世
紀
の
転
換
期
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
近
代
語
彙
の
受
容
が
翻
訳
＝

漢
訳
を
介
し
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

147
（

。
こ
こ
で
、
近
代
訓
読
体
が
「
大
量
の
漢
語
を
配
置
す
る
た
め
の
文
体）

148
（

」 

と
し

て
機
能
し
え
た
重
要
な
理
由
と
し
て
、
近
代
語
彙
の
翻
訳
が
前
述
ど
お
り
漢
音
を
中
心
と
し
て
字
音
読
み
さ
れ
る
漢
語
に
依
拠
し
て
な
さ

れ
た
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
新
た
な
語
彙
を
和
語
で
翻
訳
、
受
容
す
る
こ
と
は
端
的
に
困
難
で
あ
っ
た）

149
（

。
ま
た
、
こ
の
新
し
い

文
体
は
、
も
と
も
と
読
売
新
聞
の
「
中
新
聞
」
路
線
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
よ
う
に
、
近
代
的
な
文
字
メ
デ
ィ
ア
と
の
相
関
性
や
親
和
性

が
高
く
、
そ
れ
が
口
演
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
「
演
説
」
と
も
共
振
し
つ
つ
、
公
文
書
の
よ
う
な
領
域
を
超
え
て
「
公
衆
」
へ
と
広
く

浸
透
し
た）

150
（

。
つ
ま
り
、
訓
読
体
は
、
和
文
脈
を
引
き
ず
る
訓
読
文
の
単
な
る
延
長
と
い
う
よ
り
も
、
漢
訳
・
漢
音
を
媒
介
に
し
つ
つ
、
洋

文
脈
を
新
た
に
移
植
す
る
文
明
開
化
・
国
民
国
家
の
時
代
の
文
体
で
あ
り
、
啓
蒙
の
文
体
で
あ
り
、
翻
訳
の
文
体
で
あ
り
、
新
メ
デ
ィ
ア

の
文
体
と
し
て
ひ
と
ま
ず
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
本
稿
が
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
新
た
な
時
代
の
文
体
と
し
て
登
場
し
た
は
ず
の
訓
読
体
が
、
さ
ら
に
口
語
へ
の
接
近
が
図
ら

れ
た
い
わ
ゆ
る
言
文
一
致
体
の
分
離
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
漢
文
脈
的
な
権
威
性
と
政
治
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
事
実
で
あ
る
。
訓
読
体
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は
、
本
来
分
離
し
た
と
こ
ろ
の
漢
文
に
由
来
す
る
儒
教
的
な
道
徳
性
や
精
神
性
を
改
め
て
織
り
込
む
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
訓
読
体
と

「
政
治
＝
公
」
の
関
わ
り
は
、「
文
学
＝
私
」
の
領
域
の
分
立
を
も
た
ら
し
、「
訓
読
体
の
威
信
」
が
成
立
し
て
い
く）

151
（

。
五
箇
条
の
御
誓
文

に
始
ま
り
、
大
日
本
帝
国
憲
法
や
教
育
勅
語
を
経
て
、
各
種
法
令
を
占
有
し
、
い
わ
ゆ
る
「
玉
音
放
送
」
と
し
て
朗
読
さ
れ
た
「
終
戦
の

詔
勅
」
か
ら
、
さ
ら
に
は
「
天
皇
の
人
間
宣
言
」（
正
式
に
は
「
新
日
本
建
設
に
関
す
る
詔
書
」）
に
至
る
ま
で）

152
（

、
近
代
訓
読
体
と
そ
の
政

治
的
威
信
は
明
治
日
本
か
ら
帝
国
日
本
の
成
立
と
膨
張
、
そ
し
て
終
焉
ま
で
の
命
運
を
共
に
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
稿
が

日
本
の
帝
国
統
治
に
お
け
る
文
書
権
力
の
具
象
と
し
て
ま
ず
訓
読
体
を
想
定
す
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　

訓
読
体
の
「
格
調
」
の
高
さ
が
、
音
声
性
と
書
記
性
の
重
層
性
を
含
ん
で
い
た
点
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
字
音
を
重
視

し
た
訓
読
体
は
、
黙
読
時
の
み
な
ら
ず
朗
読
時
の
独
特
の
語
感
ゆ
え
に
日
常
語
か
ら
一
定
の
距
離
を
保
持
し
た
。
柳
父
章
は
、
近
代
漢
訳

語
彙
の
多
く
が
「
中
味
が
何
か
分
か
ら
な
く
て
も
、
人
を
魅
了
し
、
惹
き
つ
け
る
も
の
」
と
し
て
機
能
す
る
と
し
、
そ
れ
を
「
カ
セ
ッ
ト

効
果
」
と
呼
ん
で
つ
と
に
論
じ
て
き
た
が）

153
（

、
さ
ら
に
そ
れ
を
音
読
の
問
題
に
拡
張
さ
せ
、
字
音
語
の
響
き
が
「
よ
く
は
分
か
ら
な
い
け
れ

ど
、
と
に
か
く
そ
の
響
き
が
い
い
。
そ
の
意
味
は
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
素
敵
で
あ
る
」
と
い
っ
た
理
由
で
「
音
読
翻
訳
語
」
の
愛

用
と
そ
の
意
味
の
空
し
さ
を
招
い
た
と
論
じ
る）

154
（

。
こ
う
し
て
、
聞
い
て
分
か
る
こ
と
が
当
為
と
さ
れ
た
皇
国
言
（
字
訓
）
で
は
な
く
、
耳

で
聞
い
て
も
目
で
読
ん
で
も
判
然
と
し
な
い
漢
語
・
漢
音
交
じ
り
の
訓
読
体
が
、
政
府
の
布
告
や
法
令
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
中
に
は
、「
奉
読
」
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
教
育
勅
語
の
よ
う
に）

155
（

、
意
味
の
把
握
よ
り
も
読
む
実
践
す
な
わ
ち
身
体
に
よ
る
「
機

械
的
」
な
音
の
「
反
復
再
生
」
そ
の
も
の
が
儀
礼
化
さ
れ
、
聖
別
化
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
国
家
の
方
針
で
あ
る
「
漢

字
廃
止
」
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
の
「
漢
字
制
限
」
が
適
用
さ
れ
な
い
「
聖
域
」
が
生
ま
れ
る）

156
（

。
こ
う
し
て
、「
明
確
な
意
味
の
理
解
を
も

と
め
る
よ
り
は
、
理
性
を
麻
痺
さ
せ
、
無
条
件
の
服
従
を
要
求
す
る
よ
う
な
呪
術
的
文
体
が
生
み
出
さ
れ
」
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
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れ
が
「
日
本
だ
け
で
な
く
、
植
民
地
と
な
っ
た
漢
字
文
化
圏
に
も
そ
の
ま
ま
輸
出
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
イ･

ヨ
ン
ス
ク
が
書
く
よ
う
な
状

況
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る）

157
（

。

３　

文
書
権
力
の
植
民
地
的
構
成

―
「
同
文
」
の
政
治
性
と
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

　

訓
読
体
と
そ
の
東
ア
ジ
ア
的
な
展
開
は
、
日
本
の
帝
国
的
膨
張
や
植
民
地
支
配
の
性
格
、
そ
し
て
そ
の
文
化
秩
序
や
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
等
の

問
題
を
考
え
る
上
で
極
め
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
従
来
、
近
代
語
彙
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
江
戸
日
本
の
漢
学
や
蘭
学
に
お
け

る
翻
訳
文
化
の
意
義
や
そ
れ
を
継
承
し
た
明
治
日
本
の
役
割
が
強
調
さ
れ
、「
和
製
漢
語
」
の
概
念
が
広
く
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

最
近
で
は
日
本
に
先
立
っ
て
中
国
の
上
海
等
に
お
け
る
宣
教
活
動
と
共
同
的
な
翻
訳
作
業
の
重
要
性
と
、
そ
れ
が
「
明
治
漢
文
ル
ネ
サ
ン

ス
」
を
も
た
ら
し
た
事
実
が
論
じ
ら
れ
る
な
ど
、
漢
訳
の
担
い
手
が
よ
り
複
合
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る）

158
（

。
こ
れ
は
、
東
ア

ジ
ア
に
お
け
る
「
翻
訳
的
近
代
」
の
連
関
的
構
成
と
も
い
う
べ
き
観
点
を
示
唆
す
る
も
の
で
、
そ
の
文
体
的
な
契
機
が
日
本
で
い
う
訓
読

体
で
あ
る
と
捉
え
直
す
必
要
性
を
喚
起
す
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
翻
訳
的
近
代
の
間
主
体
的
な
構
成
へ
の
参
与
度
は
、
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
下
の
社
会
に
お
い
て
非
常
に
低
い

も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
で
は
「
和
製
漢
語
」
と
み
な
さ
れ
る
語
彙
や
そ
れ
を
運
ぶ
訓
読
体
が
前
述
の
如
く
「
そ
の
ま

ま
輸
出
」
さ
れ
た
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
訓
読
体
は
、
帝
国
日
本
に
お
け
る
「
同
文
秩
序
」

の
構
築
を
遂
行
す
る
核
心
的
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
作
用
し
、
よ
っ
て
近
代
的
に
再
編
さ
れ
た
文
書
権
力
の
植
民
地
的
な
構
成
を
考
え

る
上
で
重
要
な
糸
口
と
な
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
中
国
と
台
湾
の
状
況
を
補
助
線
と
し
て
簡
略
に
述
べ
た
上
で
、
朝
鮮
に

お
け
る
訓
読
体
の
展
開
に
即
し
て
議
論
を
深
め
る
。
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ま
ず
、
清
朝
末
期
の
中
国
に
お
い
て
新
た
な
啓
蒙
と
国
民
の
文
体
と
な
っ
た
の
は
、
訓
読
体
に
よ
る
日
本
の
政
治
小
説
の
翻
訳
文
体
を

土
台
と
し
て
梁
啓
超
が
中
心
的
に
展
開
し
た
「
新
文
体
」（
新
民
体
）
で
あ
る）

159
（

。
そ
の
重
要
な
特
徴
は
、
訓
読
体
の
漢
文
直
訳
調
と
そ
の
「
同

文
」
の
利
便
性
が
意
識
的
に
活
用
さ
れ
、
旧
来
の
漢
文
脈
か
ら
す
れ
ば
原
文
と
訳
文
が
顛
倒
し
た
よ
う
な
「
和
文
漢
読
」
の
方
法
に
拠
っ

た
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
漢
訳
を
通
じ
た
近
代
知
の
日
本
へ
の
「
中
国
ル
ー
ト
」
は
中
国
へ
の
「
日
本
ル
ー
ト
」
へ
と
転
換
し
、「
和
製
漢
語
」

と
さ
れ
る
語
彙
が
大
量
に
流
入
す
る
状
況
が
生
ま
れ
た）

160
（

。
し
か
し
、
そ
れ
も
長
続
き
せ
ず
、
辛
亥
革
命
、
民
国
建
国
、
五
四
運
動
を
経
る

過
程
で
、「
日
本
ル
ー
ト
」
は
世
紀
初
頭
の
隆
盛
ぶ
り
を
失
う）

161
（

。「
新
文
体
」
も
ま
た
同
時
期
の
「
文
学
革
命
」
と
そ
の
言
文
一
致
の
理
念

に
沿
う
形
で
さ
ら
に
改
良
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
白
話
文
」
と
呼
ば
れ
る
現
代
中
国
語
の
文
体
の
基
礎
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し

て
独
自
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
「
言
語
的
近
代
」
が
分
節
化
さ
れ
て
い
く）

162
（

。

　

一
方
、
日
本
の
植
民
地
支
配
下
の
台
湾
で
は
、
こ
う
し
た
「
祖
国
」
中
国
の
新
文
体
や
白
話
文
と
「
宗
主
国
」
日
本
の
訓
読
体
と
い
う

い
わ
ば
「
二
重
の
同
文
関
係）

163
（

」
の
磁
場
に
お
い
て
文
体
・
翻
訳
問
題
が
展
開
し
た
。
訓
読
体
は
初
期
的
な
導
入
を
通
じ
て
混
成
的
な
「
植

民
地
漢
文
」
生
成
の
契
機
と
な
り）

164
（

、
そ
れ
は
当
初
中
国
の
新
文
体
と
の
三
つ
巴
の
類
似
性
を
示
す
こ
と
に
な
る）

165
（

。
し
か
し
、
一
九
二
〇
年

代
以
降
は
言
文
一
致
を
理
念
的
に
模
索
し
た
台
湾
式
「
中
国
白
話
文
」
の
構
築）

166
（

、
さ
ら
に
三
〇
年
代
に
は
そ
れ
を
批
判
し
つ
つ
台
頭
し
た

「
台
湾
話
文
」
の
模
索
等
を
通
じ
て
、
台
湾
の
文
体
は
次
第
に
独
自
性
を
深
め
て
い
く）

167
（

。
重
要
な
の
は
、
日
中
と
の
「
二
重
の
同
文
関
係
」

の
利
便
性
が
近
代
の
翻
訳
作
業
を
不
要
に
す
る
、
あ
る
い
は
疎
外
す
る
功
罪
を
も
た
ら
し
た
点
で
あ
る）

168
（

。
漢
訳
を
介
し
た
近
代
知
が
い
わ

ば
日
本
ル
ー
ト
と
中
国
ル
ー
ト
の
両
方
に
よ
り
寡
占
的
に
媒
介
さ
れ
る
一
方
、
台
湾
の
漢
文
は
「
俗
話
」
へ
と
近
接
し
て
い
く
。
結
果
と

し
て
、
そ
れ
は
一
口
に
「
漢
文
」
と
言
え
ど
も
次
第
に
「
異
文
性
」
を
顕
わ
に
し
、
植
民
地
統
治
者
を
排
除
す
る
よ
う
な
「
解
釈
共
同
体
」

が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
う
し
て
異
化
を
強
め
た
台
湾
の
植
民
地
漢
文
は
出
版
警
察
に
よ
っ
て
統
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
く）

169
（

。
こ
こ
に
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は
帝
国
日
本
の
文
書
権
力
に
埋
め
込
ま
れ
た
「
同
文
性
」
へ
の
意
志
の
一
端
が
現
れ
て
い
る
。

　

朝
鮮
の
議
論
に
戻
る
と
、
そ
の
漢
字
・
漢
文
中
心
の
文
化
秩
序
の
転
換
は
、
む
し
ろ
近
世
に
発
現
し
た
「
異
文
性
」
を
土
台
に
し
た
と

い
う
意
味
で
台
湾
と
出
発
点
か
ら
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
「
異
音
性
」
を
形
象
化
す
る
自
前
の
表
音
文
字

で
あ
る
「
訓
民
正
音
」（
後
の
ハ
ン
グ
ル
）
の
存
在
を
前
提
条
件
と
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
意
識
転
換
を
通
じ
て
ネ
ー
シ
ョ
ン
単
位
の
「
言

語
的
近
代
」
の
構
築
が
牽
引
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
に
は
、
従
来
「
諺
文
」
と
卑
下
さ
れ
た
「
訓
民
正
音
」
が
「
国
文
」
へ
と

格
上
げ
さ
れ
、「
漢
文
」「
諺
文
」
の
序
列
の
転
覆
が
開
始
さ
れ
る）

170
（

。
そ
れ
は
、
漢
字
が
、
中
華
秩
序
に
お
け
る
宗
主
国
で
は
な
く
国
際
社

会
に
お
け
る
対
等
な
一
主
権
国
家
の
文
字
と
し
て
「
国
籍
」
付
与
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
中
国
の
脱
中
心
化
と
表
裏
一
体
だ
っ
た）

171
（

。
三

ツ
井
崇
は
、
朝
鮮
で
の
国
字
を
め
ぐ
る
課
題
が
表
記
法
（
맞
춤
법
：
当
時
の
行
政
用
語
で
綴
字
法
）
の
規
範
化
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
、

植
民
地
化
後
に
も
総
督
府
の
言
語
政
策
と
朝
鮮
知
識
人
の
言
語
運
動
の
葛
藤
や
協
調
を
は
ら
む
重
層
的
な
政
治
力
学
を
通
じ
て
継
続
さ
れ

つ
つ
言
語
支
配
の
構
造
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
諸
相
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る）

172
（

。
そ
の
過
程
で
、
当
初
「
近
代
」
を
表
象
し
た
「
国
字
」
は
、

一
九
三
〇
年
代
に
は
朝
鮮
の
「
伝
統
」
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が）

173
（

、
こ
れ
は
他
方
で
漢
文
脈
的
「
伝
統
」
か
ら
の
離
脱
の
深
化

を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
。

　

本
節
に
お
い
て
重
要
な
点
は
、
以
上
の
流
れ
を
汲
む
ハ
ン
グ
ル
専
用
の
「
国
文
（
体
）」
で
は
な
く
、
ハ
ン
グ
ル
と
漢
字
を
混
用
す
る
「
国

漢
文
（
体
）」（
以
下
、
国
漢
文
）
が
、
朝
鮮
に
お
け
る
国
民
と
啓
蒙
の
文
体
の
主
流
と
な
り
、
さ
ら
に
日
本
の
訓
読
体
と
の
共
役
性
を
高

め
て
い
く
移
行
過
程
で
あ
る
。
国
漢
文
は
、「
十
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
の
近
代
啓
蒙
期
を
文
体
的
に
主
導
し
」、「
文
明
進
歩
に
有

益
な
内
容
の
受
け
皿
」
と
し
て
機
能
し
た）

174
（

。
な
ぜ
国
文
で
は
な
く
国
漢
文
か
、
と
い
う
問
い
に
関
し
て
は
、
漢
字
の
混
用
が
、
表
記
法
の

未
整
備
な
状
況
を
隠
せ
る
こ
と
、
新
旧
両
方
の
人
々
に
文
明
を
伝
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
漢
文
は
捨
て
て
も
漢
字
は
使
う
」
と
い
っ
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た
道
具
論
的
な
考
え
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
日
本
の
政
治
的
な
影
響
力
の
深
化
に
伴
う
訓
読

体
の
浸
透
を
重
視
し
た
い）

175
（

。
し
ば
し
ば
、
両
言
語
間
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
の
類
似
性
が
前
提
さ
れ
た
上
で
、
そ
れ
が
朝
鮮
に
お
け
る
訓
読
体

の
流
用
を
促
し
た
と
い
う
言
辞
が
聞
か
れ
る
。
し
か
し
文
書
上
の
相
互
共
役
性
は
「
所
与
」
と
い
う
よ
り
、
日
本
の
影
響
下
に
あ
っ
て
次

第
に
「
強
化
」
さ
れ
、
あ
る
い
は
事
後
的
に
「
形
成
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り）

176
（

、
ま
た
朝
鮮
社
会
に
少
な
か
ら
ぬ
「
混
乱
」
を
も
た
ら
し
た

と
い
っ
た
批
判
的
な
歴
史
構
築
主
義
的
視
点
が
重
要
と
考
え
る）

177
（

。
事
実
、
統
監
府
時
代
の
文
書
行
政
に
お
い
て
は
日
本
人
官
吏
の
た
め
に

訓
読
体
の
法
令
の
逐
語
訳
調
が
奨
励
さ
れ
、
植
民
地
化
以
後
は
「
国
語
」
と
し
て
の
日
本
語
表
記
の
公
用
化
と
と
も
に
訓
読
体
の
公
的
な

出
番
が
一
気
に
増
大
す
る
一
方
、
国
漢
文
も
ま
た
教
育
勅
語
や
官
報
な
ど
の
朝
鮮
語
訳
文
、『
毎
日
申
報
』
の
朝
鮮
語
版
な
ど
に
活
用
さ

れ
る
よ
う
な
状
況
が
続
い
て
い
く
中
で）

178
（

、
相
互
共
役
性
は
深
化
し
て
い
っ
た
。
近
代
的
に
再
編
さ
れ
た
文
書
権
力
の
植
民
地
的
な
構
成
は
、

朝
鮮
に
あ
っ
て
は
こ
う
し
た
訓
読
体
と
国
漢
文
の
関
係
性
を
重
要
な
媒
介
項
と
し
て
進
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
の
問
題
意
識
に
お
い
て
重
視
し
た
い
の
は
、こ
う
し
た
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
近
代
的
文
書
が
、「
和
文
」対「
国
文
」と
い
う
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
枠
組
み
に
お
け
る
排
他
的
関
係
で
は
な
く
、訓
読
体
と
国
漢
文
の
共
振
的
関
係
と
し
て
展
開
す
る
中
で
、両
者
を
貫
く
よ
う
に「
漢

語
」
を
介
在
さ
せ
た
事
実
で
あ
る
。
漢
字
は
、
日
本
と
朝
鮮
そ
れ
ぞ
れ
の
表
音
文
字
が
形
象
化
し
て
し
ま
う
「
異
音
性
」
を
回
避
す
る
上

で
こ
の
上
な
い
歴
史
的
な
利
便
性
を
原
初
よ
り
備
え
て
い
た
。
い
わ
ば
、「
お
ん
」
と
「
음
」、
さ
ら
に
は
「
お
と
」
と
「
소
리
」
を
「
音
」

が
仲
立
ち
す
る
形
で
あ
る
。
こ
う
し
て
漢
字
は
、
言
語
間
に
お
け
る
意
味
の
等
価
性
の
担
保
を
目
的
と
し
た
「
音
声
変
換
」
と
し
て
の
翻

訳
を
不
要
に
す
る
形
で
、
訓
読
体
と
国
漢
文
を
取
り
結
ん
だ
。
し
か
し
、
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
は
、
そ
の
取
り
結
ば

れ
方
は
極
め
て
不
均
衡
で
あ
り
、「
和
製
漢
語
」
と
さ
れ
る
語
彙
の
一
方
的
な
流
入
と
い
う
状
況
を
も
た
ら
し
た）

179
（

。
そ
れ
ら
は
、
行
政
空

間
の
み
な
ら
ず
、
朝
鮮
語
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
広
く
通
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
漢
文
脈
は
、
近
代
朝
鮮
に
お
け
る
「
韓
文
脈
」
の
立
ち
上
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げ
に
お
い
て
一
旦
意
識
的
に
「
外
部
化
」
さ
れ
つ
つ
も
、
帝
国
日
本
の
文
書
権
力
と
そ
の
訓
読
体
の
植
民
地
的
介
入
に
よ
っ
て
日
朝
双
方

の
近
代
文
体
へ
と
「
内
在
化
」
を
遂
げ
、
そ
の
同
文
性
の
命
脈
を
一
定
程
度
保
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
は
、
複
数
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
近
代
の
分
立
の
う
ち
に
漢
文
「
脈
」
が
「
断
片
化
」
さ
れ
る
過
程
で
歴
史

的
な
岐
路
に
立
ち
つ
つ
も）

180
（

、
帝
国
日
本
の
訓
読
体
と
い
う
媒
体
を
得
て
そ
の
近
代
的
再
生
を
遂
げ
、
さ
ら
に
植
民
地
支
配
に
お
い
て
固
有

の
政
治
的
効
能
を
改
め
て
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
漢
字
は
規
範
的
な
漢
文
と
い
う
文
体
か
ら
離
れ
な
が
ら
も
、
漢
語
と
い
う
断
片
と

し
て
新
た
な
通
用
文
体
の
中
に
宿
り
、
と
り
わ
け
近
代
語
彙
の
翻
訳
に
お
い
て
大
量
に
流
用
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
必
ず
し
も
人
間
主

体
の
意
識
に
上
ら
ず
と
も
威
信
や
権
威
を
維
持
し
、
植
民
地
に
お
け
る
社
会
秩
序
の
統
制
に
お
い
て
も
一
定
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な

る
。
よ
っ
て
、
本
稿
は
訓
読
体
と
い
う
文
体
よ
り
も
、
漢
語
自
体
に
宿
る
言
説
的
な
構
成
力
に
注
目
し
て
論
を
進
め
る
。

　

こ
う
し
た
翻
訳
的
近
代
に
お
け
る
漢
文
脈
の
残
存
的
な
威
信
と
そ
の
政
治
的
効
果
を
、本
稿
で
は「
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」（
以
下
カ
ッ

コ
略
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
の
作
用
と
射
程
を
分
析
す
る
上
で
重
要
な
の
は
、
翻
訳
を
通
じ
て
漢
語
が
近
代
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
観
念

的
に
受
肉
す
る
こ
と
で
威
信
を
更
新
す
る
こ
と
、
と
同
時
に
漢
訳
を
通
じ
て
近
代
概
念
が
漢
字
文
化
圏
の
意
味
場
に
代
入
さ
れ
、
旧
来
の

漢
文
脈
的
な
意
味
が
「
上
書
き
」
さ
れ
た
り
、
新
旧
の
字
義
が
混
淆
や
葛
藤
を
起
こ
し
、
複
雑
に
意
味
を
拡
散
さ
せ
る
と
い
う
二
点
で
あ

る
。
後
者
の
事
態
は
、「
原
義
」
に
対
す
る
未
熟
な
理
解
や
誤
解
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
翻
訳
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
は
ら
む
根

源
的
な
限
界
性
や
逸
脱
性
あ
る
い
は
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
」
で
あ
る
が）

181
（

、
加
え
て
漢
文
脈
な
ら
で
は
の
い
わ
ば
「
音
の
戯
れ
」
を
示

す
場
合
が
あ
る
点
に
も
留
意
し
た
い
。
例
え
ば
、「
主
体
」
は
、subject
と
の
対
応
関
係
を
離
れ
て
、「
体
」
の
付
い
た
様
々
な
漢
字
語

彙
（
国
体
、
身
体
、
物
体
な
ど
）
と
も
結
び
つ
き
つ
つ
、
新
た
に
政
治
思
想
や
運
動
の
鍵
概
念
と
な
る）

182
（

。「
倫
理
」
は
、ethics

の
訳
語

と
し
て
転
用
さ
れ
た
後
、改
め
て
儒
教
的
な
人
倫
の
道
と
し
て
再
構
築
さ
れ
る）

183
（

。よ
り
複
合
的
な
の
は
和
語
の
声
が
付
加
さ
れ
戯
れ
る
ケ
ー
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ス
で
あ
り
、
そ
れ
は
帝
国
日
本
の
支
配
下
に
あ
る
植
民
地
社
会
に
「
皇
国
言
」
を
響
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。「
国
語
」
は
、national 

language

の
訳
語
の
役
割
を
担
う
べ
き
漢
音
の
「
こ
く
ご
」
に
、「
く
に
こ
と
ば
」
の
字
訓
が
交
差
し
、
そ
れ
ぞ
れ
西
洋
の
言
語
学
と
日

本
の
国
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
含
意
を
引
き
受
け
葛
藤
す
る）

184
（

。「
公
」
は
、public

の
訳
語
に
あ
て
ら
れ
つ
つ
も
、
旧
来
の
漢
語
と
し
て

の
字
義
は
も
ち
ろ
ん
、
近
世
日
本
の
「
お
ほ
や
け
」
の
意
味
を
も
帯
び
た
多
義
的
な
政
治
用
語
と
な
る）

185
（

。
こ
う
し
た
議
論
は
、
日
本
の
近

代
政
治
思
想
史
的
な
課
題
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
漢
字
文
化
圏
を
ま
た
ぐ
翻
訳
的
近
代
の
一
般
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
植
民
地
権
力
の
分
析
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
と
な
る
。
以
下
、
近
代
的
に
編
制
さ
れ
た
文
書
権
力
の
漢
文
脈
的

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
そ
の
植
民
地
的
な
様
相
に
関
し
て
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
事
例
に
立
ち
返
っ
て
検
討
し
て
い
く
。

第
五
節　

文
書
権
力
の
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
検
閲
主
体
の
複
合
的
構
成

　

帝
国
日
本
の
文
書
権
力
の
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
重
要
な
論
点
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
国
家
権
力

と
植
民
地
社
会
の
部
分
的
な
協
調
に
よ
る
統
制
主
体
の
連
合
的
構
成
に
及
ぼ
し
た
効
果
で
あ
る
。
本
節
は
、
こ
う
し
た
視
座
か
ら
検
閲
当

局
の
文
書
行
政
に
お
け
る
漢
語
表
現
を
見
た
上
で
、
一
九
三
〇
年
代
の
朝
鮮
知
識
人
の
レ
コ
ー
ド
歌
謡
浄
化
運
動
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、

「
風
俗
」「
文
化
」「
教
化
」
な
ど
の
鍵
概
念
を
軸
に
、
日
本
語
の
公
文
書
と
朝
鮮
語
の
文
字
メ
デ
ィ
ア
の
間
の
言
説
的
な
共
振
関
係
の
性

格
と
射
程
に
つ
い
て
論
ず
る
。
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１　

漢
字
の
残
存
的
な
文
化
威
信
と
音
声
批
評
の
政
治
学

　

ま
ず
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
に
お
け
る
文
書
行
政
に
関
し
て
確
認
す
べ
き
点
は
、
出
版
警
察
が
音
声
記
録
の
上
演
的
審
級
の
検
閲
を
含

む
処
分
結
果
を
文
書
化
す
る
に
あ
た
り
、
要
と
な
る
語
彙
や
表
現
を
漢
語
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
成
さ
れ

た
文
書
は
、
漢
字
に
よ
る
古
典
語
や
そ
の
転
用
語
、
そ
し
て
特
に
漢
字
の
高
度
の
造
語
能
力
を
活
用
し
た
近
代
語
彙
の
新
た
な
翻
訳
語
を

組
み
合
わ
せ
つ
つ
書
か
れ
て
い
た
。

　

最
も
重
要
な
例
は
、
出
版
統
制
に
お
け
る
二
つ
の
規
制
コ
ー
ド
自
体
、
す
な
わ
ち
「
治
安
」
と
「
風
俗
」、
そ
し
て
「
公
安
」
や
「
安

寧
秩
序
」「
風
紀
」
と
い
っ
た
類
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
字
音
の
違
い
を
超
え
て
朝
鮮
や
台
湾
を
含
む
帝
国
日
本
の
文
書
に
お

い
て
遍
く
用
い
ら
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん）

186
（

、
法
制
度
を
異
に
す
る
中
国
で
も
「
公
安
」
と
「
風
化
」
と
い
う
一
対
の
類
語
が
レ
コ
ー
ド
を
含

む
メ
デ
ィ
ア
統
制
の
鍵
概
念
と
し
て
通
用
し
て
い
た）

187
（

。
そ
れ
は
、
社
会
秩
序
や
公
共
空
間
に
ま
つ
わ
る
西
洋
の
諸
概
念
の
翻
訳
語
と
し
て

の
側
面
を
持
つ
と
同
時
に
、漢
字
文
化
圏
の
磁
場
に
お
け
る
旧
来
か
ら
の
複
数
の
字
義
を
複
合
的
に
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。前
述
の「
公
」

に
加
え
て
言
え
ば
、「
治
」（
治
世
・
治
国
・
治
人
）
へ
の
志
向
は
、「
学
」
へ
の
そ
れ
と
結
合
し
た
士
人
的
エ
ト
ス
の
最
た
る
表
現
で
あ

り）
188
（

、
文
書
権
力
の
核
心
を
成
す
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
「
風
俗
」
概
念
は
、
古
代
中
国
の
「
楽
」
を
め
ぐ
る
論
述
に
お
け
る
最
重
要
概
念

の
一
つ
と
し
て
登
記
さ
れ
て
以
来）

189
（

、
長
き
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
つ
つ
文
人
的
伝
統
に
お
い
て
社
会
秩
序
や
歴
史
変
遷
を
把
握
し
記
述
す

る
た
め
の
鍵
概
念
と
な
り）

190
（

、
以
下
に
見
る
よ
う
に
朝
鮮
知
識
人
の
レ
コ
ー
ド
批
評
に
お
い
て
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
た
。

　

検
閲
当
局
の
文
書
権
力
が
漢
文
脈
的
な
性
格
を
最
も
顕
著
に
現
す
の
は
、
漢
語
で
音
声
的
位
相
を
形
容
す
る
局
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

レ
コ
ー
ド
に
政
治
的
、
道
徳
的
非
難
や
叱
責
を
加
え
る
際
に
は
、
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
漢
語
調
の
ク
リ
ッ
シ
ェ
が
繰
り
返
し
動
員
さ
れ
た
。
第
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三
節
の
引
用
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
最
も
頻
用
さ
れ
た
の
は
、「
懐
古
」、「
哀
傷
」、「
頽
廃
」、「
低
俗
」、「
低
劣
」、「
刹
那
」
と
い
っ
た
新

旧
の
字
義
が
入
り
混
じ
っ
た
一
連
の
語
彙
で
あ
る
。
一
般
的
な
文
字
メ
デ
ィ
ア
の
領
域
で
は
非
漢
語
的
な
形
容
詞
も
あ
る
程
度
登
場
し
、

特
に
前
述
し
た
「
エ
ロ
」
と
い
う
日
式
英
語
も
ま
た
幅
広
く
用
い
ら
れ
た
が
、
権
威
や
格
調
を
求
め
る
文
書
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
漢
字
語

彙
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
。音
声
記
録
の
上
演
的
次
元
に
つ
い
て
書
き
記
そ
う
と
す
る
検
閲
主
体
の
表
現
は
、「
あ
ま
り
に
懐
古
的
で
哀
傷
的
」

「
歌
調
哀
傷
頽
廃
的
」の
よ
う
に
、漢
語
に
よ
る
形
容
を
多
用
し
た
反
復
表
現
に
帰
結
す
る
場
合
が
大
半
で
あ
っ
た
。そ
の
用
法
の
特
徴
は
、

具
体
的
に
指
し
示
す
と
こ
ろ
の
対
象
や
用
語
の
定
義
、
論
理
の
説
明
等
の
提
示
を
欠
い
た
ま
ま
、
反
論
し
よ
う
の
な
い
断
定
口
調
で
決
め

言
葉
の
よ
う
に
繰
り
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

出
版
警
察
の
文
書
化
に
お
け
る
こ
う
し
た
漢
字
語
彙
の
濫
用
は
、
書
面
上
の
権
威
性
や
正
当
性
と
い
う
側
面
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
換

言
す
れ
ば
、
植
民
地
警
察
は
、
自
ら
の
音
声
表
象
を
権
威
付
け
る
に
あ
た
り
、
具
体
的
で
論
理
的
な
説
明
に
よ
る
よ
り
も
、
東
ア
ジ
ア
の

文
人
的
伝
統
に
深
く
根
を
張
っ
た
漢
字
の
残
存
的
な
文
化
威
信
と
そ
の
視
覚
的
な
効
果
に
依
拠
す
る
傾
向
を
示
し
た
。
植
民
地
朝
鮮
に
お

け
る
漢
字
の
威
信
と
い
う
主
題
自
体
は
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
な
観
点
は
朝
鮮
社
会
に
お
け
る
正
則
的
な
「
漢
文
」

の
伝
統
と
の
関
係
に
引
き
つ
け
つ
つ
考
察
す
る
も
の
だ
っ
た）

191
（

。
本
稿
は
む
し
ろ
「
漢
語
」
が
断
片
化
さ
れ
つ
つ
も
日
本
と
朝
鮮
を
ま
た
ぐ

近
代
文
体
に
お
い
て
密
か
に
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
威
信
と
い
う
、
新
た
な
分
析
視
角
を
前
景
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一

端
は
、
多
く
の
漢
語
概
念
が
、
地
域
規
模
の
漢
文
脈
的
な
政
治
文
化
の
再
編
過
程
に
お
い
て
、
字
義
の
ズ
レ
を
は
ら
み
つ
つ
も
特
定
の
階

層
に
よ
っ
て
事
前
あ
る
い
は
事
後
的
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
植
民
地
に
あ
っ
て
も
、
行
政
的
な
言
説
空
間
を
越
え
た
範
囲
で
、

支
配
者
と
被
支
配
者
の
双
方
を
通
じ
て
音
声
批
評
に
広
く
動
員
さ
れ
た
点
に
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
治
的
な
共
有
財
産
は
、
植
民
地
政

府
が
朝
鮮
知
識
人
か
ら
レ
コ
ー
ド
統
制
に
対
す
る
一
定
の
「
同
意
」
を
引
き
出
す
た
め
の
媒
体
と
し
て
も
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
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限
定
的
な
が
ら
総
督
府
と
朝
鮮
知
識
人
社
会
の
協
調
に
よ
る
統
制
主
体
の
複
合
的
構
成
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
植
民
地
近
代
性
に
関

す
る
昨
今
の
議
論
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
の
「
近
代
的
知
識
人
」
が
近
代
を
内
面
化
し
た
が
ゆ
え
に
植
民
地
体
制
と
協
調
し
た
と
い
う
側
面

が
主
に
注
目
さ
れ
分
析
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
総
督
府
権
力
と
朝
鮮
知
識
人
に
よ
る
「
近
代
の
連
合
戦
線
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る）

192
（

。
し
か

し
、「
連
合
戦
線
」
に
お
け
る
地
域
的
な
「
伝
統
」
の
作
用
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
近
代
的
再
編
を
遂
げ
た
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
様

相
が
も
っ
と
留
意
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

２　

朝
鮮
知
識
人
の
歌
謡
浄
化
運
動
と
レ
コ
ー
ド
＝
流
行
歌
批
判

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
特
に
三
〇
年
代
に
か
け
て
朝
鮮
語
の
文
字
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
た
「
歌
謡
浄
化
」

と
も
い
う
べ
き
運
動
を
、
特
に
漢
字
語
彙
や
語
法
に
注
目
し
て
分
析
す
る
。
詳
細
な
検
討
は
別
稿
を
要
す
る
が
、
当
時
「
文
化
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム）

193
（

」
と
大
ま
か
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
朝
鮮
語
新
聞
や
雑
誌
は
、
し
ば
し
ば
流
行
歌
と
そ
の
主
要
な
音
声
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
レ
コ
ー

ド
の
規
制
や
教
化
の
必
要
性
を
強
く
訴
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
歌
謡
浄
化
運
動
の
嚆
矢
的
な
核
心
団
体
の
一
つ
は
、
一
九
二
九
年
に
設
立

さ
れ
た
朝
鮮
歌
謡
協
会
で
あ
る
。同
会
は
綱
領
と
し
て「
我
々
は
健
全
な
朝
鮮
歌
謡
の
民
衆
化
を
期
す
」、ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て「
一
．我
々

は
あ
ら
ゆ
る
頽
廃
的
悪
種
歌
謡
を
排
撃
し
よ
う
、
二
．
朝
鮮
民
衆
は
進
取
的
う
た
を
歌
お
う
」
を
掲
げ
た
。
各
紙
が
成
立
を
伝
え
る
中
、

『
東
亜
日
報
』
は
一
九
二
九
年
二
月
二
六
日
付
の
社
説
で
「
朝
鮮
歌
謡
協
会
創
立
、
そ
の
主
義
主
張
に
徹
底
せ
よ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
と
い
う
見
出
し
を
掲

げ
て
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る）

194
（

。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

同
社
説
は
、
ま
ず
日
本
を
含
め
た
他
国
と
の
比
較
の
あ
と
、「
朝
鮮
は
李
朝
五
百
年
以
来
、
專
制
的
君
主
統
治
の
も
と
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
自
由
が
剥
奪
さ
れ
、
人
民
に
は
た
だ
頽
廃
的
な
精
神
と
自
暴
自
棄
的
失
望
だ
け
が
支
配
し
た
た
め
、
そ
の
感
情
な
い
し
思
想
と
し
て
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表
現
さ
れ
た
の
が
、
愁
心
歌
、
ア
リ
ラ
ン
打
鈴
、
秋
風
感
別
曲
、
春
香
伝
な
ど
の
俗
曲
悖
歌
で
あ
る
」（
漢
語
は
字
体
を
改
め
た
外
は
原

文
通
り
で
ハ
ン
グ
ル
部
分
は
仮
名
表
記
。
本
節
の
引
用
は
以
下
同
様
）
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
現
在
の
「
頽
廃
的
、
哀
怨
的
、
世
紀
末
的

亡
国
歌
謡
」
の
蔓
延
は
「
朝
鮮
人
の
責
任
で
あ
り
羞
恥
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
「
撲
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
宣
言
す
る
。
そ
し

て
、
朝
鮮
歌
謡
協
会
が
初
の
組
織
的
な
「
悪
歌
謡
」
撲
滅
の
運
動
で
あ
る
と
祝
辞
を
送
っ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た

伝
統
歌
謡
へ
の
非
難
の
文
章
が
、
近
代
概
念
の
翻
訳
に
当
て
ら
れ
た
漢
語
（
専
制
的
君
主
統
治
、
自
由
、
人
民
、
進
取
、
精
神
、
感
情
、

思
想
、
世
紀
末
な
ど
）
と
共
に
、
従
来
の
漢
文
脈
的
な
意
味
を
よ
り
強
く
引
き
継
ぐ
言
葉
や
表
現
に
依
拠
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
俗
曲
悖
歌）

195
（

」、「
頽
廃
」、「
哀
怨
」
と
い
っ
た
語
彙
を
は
じ
め
、
漢
字
文
化
圏
の
「
楽
」
論
に
お
い
て
極
め
て
長
い
歴
史
を
も
つ
「
亡

国
歌
謡
」
と
い
っ
た
発
想
が
そ
の
典
型
で
あ
る）

196
（

。
書
き
手
の
「
羞
恥
」
や
「
責
任
」
を
述
べ
る
表
現
方
式
も
ま
た
、
文
人
伝
統
に
お
け
る

「
風
俗
」
批
評
の
枠
組
み
を
濃
厚
に
引
き
ず
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
の
ト
ー
ン
は
、
一
九
世
紀
以
前
の
朝
鮮
に
お
け
る
民
間
音
楽
に

対
す
る
文
人
の
批
評
と
通
じ
て
い
る）

197
（

。

　

近
代
に
再
演
さ
れ
る
こ
う
し
た
「
移
風
易
俗
」
の
論
理
が
、
総
督
府
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
よ
る
「
伝
統
歌
謡
」
の
処
分
理
由
と
形
式
的

に
共
鳴
し
合
っ
て
い
た
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
約
七
〇
種
の
検
閲
事
例
の
う
ち
約
一
六
種
類
あ
っ
た
伝
統
音
楽
は
、
す

べ
て
「
風
俗
壊
乱
」
を
理
由
に
処
分
さ
れ
た
の
で
あ
る）

198
（

。
た
だ
し
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
レ
コ
ー
ド
産
業
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
「
流
行
歌
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
確
立
し
、
そ
れ
に
伴
い
レ
コ
ー
ド
の
生
産
と
消
費
、
そ
し
て
そ
の
検
閲
も
次
第
に
流
行
歌
へ
と
重
心
を
移
し
て
い

く
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
朝
鮮
語
の
文
字
メ
デ
ィ
ア
で
も
レ
コ
ー
ド
と
流
行
歌
を
等
値
し
た
「
レ
コ
ー
ド
＝
流
行
歌
浄
化
」

の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
形
を
取
る
よ
う
に
な
る
。

　
『
東
亜
日
報
』
は
一
九
三
四
年
四
月
二
三
日
に
「『
レ
コ
ー
ド
』
と
流
行
歌
謠
、
そ
の
浄
化
を
期
そ
う
」
と
い
う
社
説
を
掲
載
し
た）

199
（

。
作
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詞
の
経
験
も
あ
る
文
筆
家
と
思
わ
れ
る
筆
者
は）

200
（

、
ま
ず
レ
コ
ー
ド
と
ラ
ジ
オ
は
共
に
近
代
科
学
の
「
も
っ
と
も
か
わ
い
い
」
贈
り
物
の
一

つ
で
あ
る
が
、
ラ
ジ
オ
が
「
教
化
、
報
道
、
娯
楽
」
の
三
つ
の
機
能
を
満
た
す
こ
と
で
「
文
化
機
関
」
と
し
て
の
任
務
と
健
全
な
「
ラ
ジ

オ
文
化
」
の
造
成
に
成
功
し
て
い
る
の
に
対
し
、
レ
コ
ー
ド
は
「
教
化
的
」
な
一
面
を
忘
れ
て
「
趣
味
的
」
な
側
面
の
み
を
追
求
し
、「
民

衆
の
趣
味
と
嗜
好
を
さ
ら
に
低
俗
な
ほ
う
へ
と
下
向
さ
せ
る
危
険
」
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。「
諸
外
国
の
名
曲
」
の
鑑
賞
を
居
な
が
ら
に

可
能
に
す
る
こ
と
で
生
活
の
「
内
容
」
を
豊
富
に
す
る
の
は
「『
レ
コ
ー
ド
』
の
功
徳
」
で
あ
り
「
レ
コ
ー
ド
会
社
の
社
会
的
、
文
化
的

貢
献
」
で
あ
る
が
、
各
社
が
争
っ
て
「
低
俗
卑
猥
な
流
行
歌
と
ナ
ン
セ
ン
ス
も
の
を
ふ
き
こ
み
、
多マ
マ量
生
産
と
誇
大
広
告
を
も
っ
て
利
益

の
お
お
さ
の
み
を
図
謀
し
」
て
い
る
の
に
対
し
、「
民
衆
の
良
心
を
代
表
し
て
こ
れ
に
抗
議
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
。
そ
の
上
で
、

レ
コ
ー
ド
と
い
う
「
科
学
の
利
器
」
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
愚
行
に
走
ら
ず
に
、「
こ
れ
を
善
導
し
利
用
し
て
啓
蒙
運
動
乃な
い
し至
文
化
運
動

の
よ
き
同
伴
者
」
と
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
実
態
は
、（
本
人
作
も
含
む
）「
よ
き
歌
詞
」
を
提
供
し
て
も
、
各
社
の
営
利
競
争
に
よ
っ

て
従
前
の
方
針
が
変
わ
ら
な
い
た
め
、「
優
秀
な
も
の
」
を
一
つ
出
し
て
は
「
低
劣
な
も
の
」
を
十
個
も
出
す
よ
う
な
状
況
で
、「
こ
れ
は

『
一
暴
十
寒）

201
（

』
の
微
々
た
る
効
果
し
か
な
く
、
民
衆
の
情
緒
を
涵
養
し
、
趣
味
を
上
向
さ
せ
る
に
は
ま
だ
前
途
が
暗
然
と
し
て
い
る
」
と

述
べ
る
。
最
後
に
、
筆
者
は
検
閲
当
局
と
レ
コ
ー
ド
会
社
に
対
し
て
流
行
歌
の
浄
化
の
必
要
性
を
訴
え
る
。
前
者
に
対
し
て
は
「
そ
の
取

締
方
針
を
も
っ
と
厳
正
に
」
す
る
こ
と
を
求
め
、
後
者
に
対
し
て
は
自
己
検
閲
の
勧
め
、
す
な
わ
ち
「『
レ
コ
ー
ド
』
会
社
が
た
ん
に
ひ

と
つ
の
営
利
会
社
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
機
関
と
し
て
の
存
在
と
そ
の
機
能
を
自
覚
し
た
な
ら
、
当
局
か
ら
の
取
締
を
ま
つ
こ
と
な
く
、

ま
た
他
機
関
か
ら
の
協
力
を
ま
つ
こ
と
な
く
、
自
進
し
て
よ
き
歌
詞
と
よ
き
曲
調
を
広
求
し
、
流
布
さ
せ
る
こ
と
に
努
力
し
つ
つ
、
同
時

に
収
益
を
も
と
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う
「
一
言
の
忠
告
」
を
送
り
、「
各
会
社
は
自
進
し
て
流
行
歌
謡
の
浄
化
を
期
せ
よ
」
と

結
ぶ
。
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３　
「
文
化
機
関
」
と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
産
業
、「
文
化
政
治
／
運
動
」
の
同
床
異
夢

　

以
上
の
朝
鮮
知
識
人
の
レ
コ
ー
ド
歌
謡
浄
化
の
言
説
を
、
改
め
て
出
版
警
察
関
連
の
文
書
と
比
べ
て
み
よ
う
。
す
る
と
そ
の
異
同
が
よ

り
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
ま
ず
共
通
点
に
つ
い
て
何
よ
り
重
要
な
の
は
、「
文
化
機
関
」
と
い
う
鍵
概
念
の
共
有
と
、
そ
れ
に
よ
る
レ
コ
ー

ド
業
界
の
意
義
づ
け
、
そ
の
善
導
者
と
し
て
の
自
己
の
位
置
づ
け
と
い
っ
た
側
面
で
あ
る
。「
文
化
機
関
」
な
る
用
語
は
、
そ
も
そ
も
「
文

化
」
概
念
自
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
近
代
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
伝
統
的
な
「
文
」
の
字
義

が
序
列
意
識
や
優
越
意
識
の
形
で
発
現
し
て
い
る
。
同
様
の
新
旧
の
意
味
の
混
淆
や
葛
藤
は
、
一
足
先
に
普
及
し
た
「
文
明
」
概
念
か
ら

す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
た
だ
し
そ
れ
は
近
代
西
洋
の
社
会
進
化
論
が
振
り
か
ざ
す
文
明
序
列
の
論
理
に
翻
弄
さ
れ
た
劣
等
意
識
を
基
調
と

し
て
い
た）

202
（

。
共
通
す
る
の
は
、「
文
」
を
当
て
ら
れ
た
近
代
語
彙
を
語
り
書
き
記
す
際
に
、
漢
文
脈
が
蘇
り
、
一
連
の
漢
語
が
動
員
さ
れ

て
く
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
化
に
は
「
上
下
」（「
上
向
」「
下
向
」）、「
優
劣
」（「
優
秀
」「
低
劣
」）、「
高
低
」
や
「
雅
俗
」（「
低

俗
」）
と
い
っ
た
別
が
あ
る）

203
（

。
漢
語
以
外
で
は
、
日
本
語
の
文
字
メ
デ
ィ
ア
同
様
、「
エ
ロ
」
や
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
」
と
い
う
語
の
ハ
ン
グ

ル
表
記
も
頻
用
さ
れ）

204
（

、
ま
た
「
よチ
ョ
ウ
ンい
」「
わナ
ッ
プ
ン
る
い
」
と
い
っ
た
朝
鮮
語
の
使
用
も
あ
っ
た
が）

205
（

、「
文
化
」
の
序
列
に
関
わ
る
表
現
は
漢
字
語

彙
が
他
を
圧
倒
し
た
。
流
行
歌
を
も
っ
て
「
人
々
の
耳
を
汚
す
」
行
為
に
対
し
て
「
文
化
低
劣
罪
」
を
設
け
よ
と
い
っ
た
自
称
識
者
の
主

張
も
な
さ
れ
て
い
る）

206
（

。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
文
治
的
な
修
辞
や
表
現
か
ら
、「
善
導
」
と
い
う
方
法
が
強
調
さ
れ
る
。
検
閲
当
局
側
も
「
取
締
」
と
「
指
導
」

を
二
本
柱
と
し
て
い
た
点
に
留
意
し
た
い
。
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
お
い
て
は
、「
文
化
機
関
と
し
て
の
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
が
持
つ
威マ
マ大

な
使
命
を
全
か
ら
し
め
む）

207
（

」
と
い
う
書
記
主
体
の
責
任
感
の
上
に
、「
業
者
に
適
切
な
る
指
導
を
加
へ
、
以
て
「
レ
コ
ー
ド
」
を
通
じ
て
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文
化
の
啓
発
と
思
想
の
善
導
に
盡
す
の
方
針
を
執
つ
て
居
る）

208
（

」
と
い
う
文
化
政
治
的
な
修
辞
が
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
た
。
関
連
し
て
、「
社

会
教
化
」
と
い
う
概
念
も
ま
た
、society

と
い
う
翻
訳
困
難
な
概
念
に
当
て
ら
れ
た
新
造
語
で
あ
る
「
社
会
」
に
、「
教
化
」
と
い
う
古

来
か
ら
の
核
心
的
な
儒
教
概
念
の
近
代
的
な
転
用
語
が
組
み
合
わ
さ
れ）

209
（

、総
督
府
と
朝
鮮
語
の
文
字
メ
デ
ィ
ア
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
た
。

「
悪
性
流
行
物
全
盛　

社
会
教
化
上
大
問
題
」
と
い
う
変
体
漢
文
の
よ
う
な
「
無
駄
」
の
少
な
い
見
出
し
が
朝
鮮
語
新
聞
を
飾
っ
て
も
い

る）
210
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
同
じ
よ
う
な
語
彙
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
単
純
に
そ
の
論
理
や
心
情
が
同
じ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ

れ
の
漢
語
は
す
で
に
漢
文
脈
か
ら
断
片
化
さ
れ
、
近
代
語
彙
の
磁
場
が
優
勢
と
な
り
、
さ
ら
に
和
文
脈
や
韓
文
脈
も
複
雑
に
錯
綜
す
る
中

で
、
書
き
手
や
読
み
手
に
よ
る
意
味
付
け
は
多
元
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、「
文
化
」
と
い
う
鍵
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、

そ
れ
が
「
文
治
」
の
義
を
引
き
受
け
つ
つ
共
振
し
な
が
ら
も
、
総
督
府
の
「
文
化
政
治
」
と
朝
鮮
社
会
の
「
文
化
運
動
」
の
志
向
性
の
違

い
と
し
て
最
も
典
型
的
に
現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
検
閲
当
局
の
教
化
の
重
心
が
「
治
安
妨
害
」
す
な
わ
ち
「
思
想
的
、
民
族
的
色
彩
を
織

り
込
み
た
る
も
の）

211
（

」
の
統
制
に
置
か
れ
た
の
に
対
し
て
、
朝
鮮
語
メ
デ
ィ
ア
の
善
導
の
関
心
が
流
行
歌
謡
＝
レ
コ
ー
ド
の
「
風
俗
壊
乱
」

の
批
判
と
健
全
な
る
新
歌
謡
の
建
設
に
向
け
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
思
想
警
察
と
風
紀
警
察
の
境
界
が
か
な
り
曖
昧
だ
っ
た

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
朝
鮮
に
お
い
て
は
近
代
と
伝
統
の
交
錯
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
漢
語
の
多
義
性
が
、
そ
の
間
隙
を
も
っ
と

明
確
化
す
る
よ
う
機
能
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
風
俗
壊
乱
」
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
積
極
的
に
、
そ
の
「
弾
圧
」
を
図
書
課
へ
と
直
訴
す
る
朝
鮮
人
の
声
す
ら
あ
っ
た
。
そ

の
最
も
激
烈
な
表
現
と
し
て
、
朝
鮮
歌
謡
協
会
と
同
じ
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
三
千
里
』
に
創
刊
者
本
人
の
金
東
煥
が
寄
せ
た
内
容
が
あ

る）
212
（

。
新
設
さ
れ
た
編
集
後
記
欄
の
冒
頭
を
飾
っ
た
そ
の
短
文
は
、「
悪
種
歌
謡
を
弾
圧
さ
れ
よ

―
総
督
府
清
水
図
書
課
長
へ
」（
本
節
の
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以
下
の
引
用
の
み
原
文
で
ハ
ン
グ
ル
表
記
さ
れ
た
漢
語
お
よ
び
朝
鮮
語
の
一
部
を
漢
字
表
記
）
と
題
さ
れ
て
い
る
。
批
判
の
矛
先
は
、
前

述
し
た
公
衆
の
場
に
お
け
る
「
街
頭
演
奏
」
の
問
題
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。

夕
方
鍾
路
の
交
差
点
を
と
お
り
す
ぎ
る
と
、
店
舗
の
ま
え
に
数
十
名
も
む
ら
が
っ
て
蓄
音
機
と
ラ
ジ
オ
を
き
く
群
衆
が
い
る
の
を
み

か
け
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
の
大
部
分
を
み
る
と
、
厭
世
、
淫
逸
、
虚
無
思
想
を
高
潮
さ
せ
る
痛
恨
な
る
悪
種
歌
謡
で
、
こ
う

し
た
歌
が
日
夜
阿
片
の
よ
う
な
勢
力
で
健
全
な
人
民
の
頭
脳
を
侵
蝕
し
て
い
ま
す
。
万
一
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
鍾
路
の
道
端
を
と
お
っ
て

こ
の
光
景
を
み
た
な
ら
、
彼
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
社
会
民
衆
の
元
気
の
振
作
の
た
め
に
」
ナ
チ
ス
を
も
っ
て
一
挙
に
蓄
音

機
を
た
た
き
こ
わ
し
群
衆
を
駆
逐
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か）

213
（

。

　

漢
文
脈
的
な
風
俗
批
評
と
ナ
チ
ズ
ム
礼
賛
の
結
合
し
た
こ
の
文
章
の
末
尾
は
、「
も
っ
と
も
影
響
力
の
お
お
き
な
こ
の
歌
謡
に
対
し
、

あ
な
た
は
そ
の
権
力
と
誠
意
を
も
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
以
上
の
大
弾
圧
を
く
だ
し
、半
島
社
会
か
ら
こ
の
悪
種
歌
謡
を
根
絶
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

頽
廃
的
な
こ
の
哀
調
を
お
び
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
我
々
の
耳
も
と
に
な
が
れ
る
の
を
と
め
て
く
れ
る
な
ら
、
ど
れ
だ
け
こ
の
社
会
が
明
朗
と

な
り
生
気
が
う
ま
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
痛
烈
な
叫
び
で
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
も
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
朝
鮮
歌
謡

協
会
の
中
で
も
強
硬
路
線
と
い
う
べ
き
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、「
厭
世
」「
淫
逸
」「
虚
無
思
想
」
と
い
っ
た
言
葉
に
結
び
付
け
ら
れ

た
「
痛
恨
な
る
悪
種
歌
謡
」
が
排
撃
さ
れ
、
そ
れ
は
「
健
全
な
人
民
の
頭
脳
を
侵
蝕
」
す
る
「
阿
片
」
と
ま
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
新
旧

の
漢
字
語
彙
を
音
声
形
容
の
た
め
の
核
心
用
語
と
し
て
散
り
ば
め
つ
つ
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
必
要
性
と
当
為
性
を
強
く
訴
え
る
文
章
が
構

成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）
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以
上
の
よ
う
に
、
漢
文
脈
的
な
共
通
語
彙
や
教
養
体
系
は
、
異
な
る
解
釈
や
含
意
（
そ
し
て
字
音
）
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
植
民
地
権
力

が
社
会
統
制
上
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
構
築
す
る
上
で
の
言
説
的
道
具
と
し
て
機
能
す
る
側
面
が
あ
っ
た
。
植
民
地
朝
鮮
の
文
書
権
力
は
、
こ

う
し
た
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
介
す
こ
と
で
、
一
部
の
朝
鮮
知
識
人
と
協
調
し
、
レ
コ
ー
ド
の
統
制
主
体
を
複
合
的
に
構
成
し
た
。
こ

れ
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
問
題
が
、
植
民
地
「
近
代
」
に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
域
的
「
伝
統
」
に
関
わ
る
問
い
で
も
あ
る
こ

と
を
注
意
深
く
探
求
す
る
必
要
性
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
帝
国
日
本
の
支
配
論
理
が
こ
う
し
た
地
域
伝
統
的
な
文
化
秩
序
の
磁
場
に
沿
っ

て
機
能
し
、
そ
の
統
治
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
構
築
も
ま
た
漢
文
脈
の
威
信
に
拠
っ
た
側
面
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
漢
文
脈
的
に

定
義
さ
れ
る
と
こ
ろ
の「
文
化
」的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
射
程
に
は
自
ず
と
限
り
が
あ
っ
た
と
い
う
議
論
に
つ
な
が
る
。こ
う
し
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

の
類
別
や
範
囲
に
つ
い
て
は
結
論
で
再
び
述
べ
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
時
に
「
近
代
メ
デ
ィ
ア
」
と
一
括
り
に
さ
れ
る
文

字
メ
デ
ィ
ア
と
音
声
メ
デ
ィ
ア
も
ま
た
こ
う
し
た
文
化
秩
序
の
布
置
の
中
に
あ
り
、
前
者
と
後
者
の
間
、
そ
し
て
後
者
の
中
で
も
ラ
ジ
オ

と
レ
コ
ー
ド
の
間
に
序
列
が
画
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
朝
鮮
語
の
文
字
メ
デ
ィ
ア
が
レ
コ
ー
ド
業
界
を
「
文
化
機
関
」
と
し
て
奮

い
立
た
せ
る
役
割
を
自
認
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
総
督
府
中
心
に
編
制
さ
れ
た
文
書
権
力
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
六
節　

レ
コ
ー
ド
検
閲
の
主
観
性
、
非
一
貫
性
、
書
記
／
音
声
の
二
元
性

　

前
節
は
植
民
地
朝
鮮
の
文
書
権
力
に
お
け
る
漢
文
脈
の
持
続
的
な
側
面
に
比
重
を
置
い
て
考
察
し
た
が
、
本
節
で
は
そ
の
近
代
的
な
改

編
と
い
う
側
面
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
検
閲
主
体
の
性
格
に
対
す
る
議
論
を
続
け
る
。
出
発
点
は
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
「
客
観
性
」
と
い

う
文
書
権
力
の
自
己
主
張
の
検
討
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
実
際
に
は
検
閲
が
状
況
依
存
的
で
一
貫
性
を
欠
く
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
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と
を
実
証
的
に
示
す
。
そ
う
し
た
統
制
主
体
の
諸
相
が
、
文
書
行
政
と
聴
取
検
閲
の
間
の
非
互
換
性
、
そ
し
て
書
記
／
音
声
の
二
元
性
と

い
っ
た
問
題
と
深
く
関
連
す
る
こ
と
を
論
ず
る
。

１　

文
書
の
「
客
観
性
」
言
説 

　

ま
ず
は
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
規
準
の
適
用
に
関
す
る
文
書
表
現
か
ら
調
べ
て
み
よ
う
。
レ
コ
ー
ド
の
「
行
政
処
分
」
に
関
し
て
以
下
の

よ
う
な
公
的
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。

何
を
以
て
治
安
を
害
し
風
俗
を
紊
す
の
虞
あ
り
と
な
す
や
は
全
く
解
釈
上
の
問
題
で
あ
る
。
要
は
其
の
時
々
の
社
会
環
境
に
従
つ
て

客
観
的
に
之
を
定
む
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ）
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。

　

こ
の
文
字
テ
キ
ス
ト
か
ら
二
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、「
客
観
的
」
と
い
う
概
念
の
使
用
で
あ
る
。
こ
の
漢

字
語
は
、
文
書
行
政
を
権
威
付
け
る
最
も
重
要
な
近
代
的
概
念
の
翻
訳
語
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
言
説
的
な
力
は
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る

古
典
的
な
権
威
性
よ
り
も
新
式
知
識
の
科
学
性
に
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
論
理
的
な
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
処
分
の
決
定
が

「
其
の
時
々
の
社
会
環
境
に
従
つ
て
」、
つ
ま
り
状
況
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
と
明
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
之
を
定
む
」
の
行
為
主
体
＝
主

語
が
あ
た
か
も
「
社
会
環
境
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
文
面
上
省
略
さ
れ
た
検
閲
当
局
が
主
観
的
・
主
体
的

に
定
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
大
事
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
「
主
語
」
が
発
言
さ
れ
ず
に
陰
に
隠
れ
て
秘
匿
さ
れ
る
の
は
、
近
代
日
本
の
翻

訳
文
体
に
継
承
さ
れ
た
「
秘
の
文
化
」
の
一
大
特
徴
で
あ
る）
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。
言
表
さ
れ
た
客
観
性
と
隠
蔽
さ
れ
た
主
観
性
の
こ
う
し
た
論
理
的
亀
裂
は
、
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検
閲
主
体
の
重
要
な
性
格
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
客
観
性
」
と
い
う
漢
訳
的
近
代
の
概
念
装
置
を
、
そ
の
論
理
や
内
実
と

は
別
に
い
わ
ば
呪
文
的
に
借
用
す
る
こ
と
で
、
場
当
た
り
的
で
恣
意
的
な
主
観
性
を
覆
い
隠
し
、
政
治
的
な
正
統
性
を
担
保
す
る
よ
う
な

志
向
性
で
あ
る
。

　

客
観
性
や
科
学
性
と
の
連
関
に
お
い
て
、
政
治
権
力
の
近
代
的
様
式
を
過
去
の
そ
れ
と
区
別
す
る
重
要
な
特
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
論
及

さ
れ
る
の
は
、
統
制
の
客
体
を
匿
名
の
集
合
と
み
な
し
て
関
連
情
報
を
体
系
的
に
収
集
し
統
計
的
に
掌
握
、
操
作
す
る
マ
ク
ロ
な
人
口
管

理
技
術
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
官
僚
制
の
文
書
主
義
と
重
層
し
つ
つ
も
、
異
な
る
社
会
理
論
の
系
譜
に
お
い
て
批
判
的
に
析
出
さ
れ
た

新
種
の
近
代
性
の
指
標
で
あ
る
。
筆
者
が
東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
と
い
う
概
念
を
通
じ
て
着
目
す
る
の
は
、
近
代
官
僚
制
的
な
文
書
行
政

に
お
け
る
漢
文
脈
的
な
文
治
言
説
の
持
続
や
再
編
と
い
っ
た
様
相
で
あ
る
が
、
人
口
統
計
学
や
医
学
・
生
物
学
と
い
っ
た
科
学
的
学
知
を

も
っ
て
理
論
武
装
す
る
こ
の
権
力
編
制
は
、
地
域
伝
統
的
な
政
治
文
化
と
の
よ
り
明
確
な
非
親
和
性
を
示
す）
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。
植
民
地
近
代
性
に
関
す
る

議
論
に
お
い
て
も
同
様
の
視
点
か
ら
の
問
題
提
起
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
植
民
地
化
以
前
の
朝
鮮
国
家
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情

報
の
幅
広
さ
と
正
確
さ
は
、
植
民
地
国
家
が
成
し
遂
げ
た
そ
れ
の
比
で
は
な
か
っ
た）
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」
と
い
っ
た
主
張
は
、
後
者
が
統
計
そ
の
他
の
科
学

的
手
法
を
活
用
し
た
点
を
重
視
し
て
い
る
。
以
上
は
西
洋
的
な
近
代
の
ま
た
別
の
側
面
に
準
拠
し
た
立
論
と
い
え
る
が
、
植
民
地
朝
鮮
に

お
け
る
検
閲
主
体
の
「
客
観
性
」
と
い
う
自
己
主
張
を
検
討
す
る
上
で
は
有
用
な
視
点
だ
ろ
う
。
植
民
地
権
力
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
は
客
観

性
を
主
張
し
得
る
よ
う
な
何
ら
か
の
科
学
的
手
続
き
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

帝
国
規
模
の
検
閲
の
眼
差
し
が
音
声
統
制
の
た
め
に
科
学
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
、
採
用
し
た
と
い
う
よ
う
な
形
跡
は
今
の
と
こ
ろ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
出
版
警
察
は
レ
コ
ー
ド
を
監
督
す
る
た
め
の
専
門
の
諜
報
機
関
を
設
置
し
た
り
、
科
学
的
な
「
音
の
犯
罪
捜
査
官
」

を
養
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
、
既
述
の
と
お
り
レ
コ
ー
ド
や
関
連
業
者
に
関
す
る
公
式
の
統
計
的
な
把
握
す
ら
も
体
系
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的
に
文
書
化
さ
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
点
で
、
帝
国
日
本
の
文
書
権
力
は
、「
客
観
性
」
と
い
っ
た
近
代
的
な
漢
訳
概
念

を
修
辞
的
に
織
り
込
ん
で
文
書
作
成
す
る
一
方
で
、
現
場
の
実
際
と
し
て
は
具
体
的
な
戦
略
を
欠
い
た
ま
ま
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
対
応
し
て
い

た
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

こ
う
し
た
文
面
上
の
理
念
と
実
際
の
乖
離
傾
向
は
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
と
り
わ
け
顕
著
に
現
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
前
述
の
如
く
手
作

業
・
耳
作
業
の
聴
取
検
閲
で
す
ら
日
本
に
比
べ
て
ご
く
限
定
的
に
の
み
実
施
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
図
書
課
は
所
轄
警
察
署
を
介
し
た
道

知
事
へ
の
「
解
説
書
」
の
届
出
に
ひ
と
ま
ず
依
拠
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
登
記
と
検
査
の
全
過
程
を
分
散
的
か
つ
効
率
的
に

処
理
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
植
民
地
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
お
け
る
文
書
行
政
の
形
式
的
性
格
の
優
勢
は
、
処
分
決
定
の
「
客
観

性
」
と
い
う
自
己
主
張
か
ら
懸
け
離
れ
た
実
態
を
露
呈
す
る
。

　

留
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
文
書
業
務
の
形
式
主
義
が
、
音
声
記
録
自
体
の
上
演
的
な
性
格
に
よ
っ
て
複
合
的
に
深
化
さ
れ
た
点
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
音
に
対
す
る
人
間
の
知
覚
は
紙
面
上
の
安
易
な
言
語
化
が
困
難
な
一
方
で
、
文
書
ベ
ー
ス
の
官
僚
制
は
書
か
れ
た
も

の
、
視
覚
的
な
も
の
を
通
じ
て
レ
コ
ー
ド
検
閲
を
処
理
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
文
書
体
制
と
聴
取
検
閲
の
深
い
非
互
換
性

は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
判
断
の
状
況
依
存
性
や
文
書
処
理
の
形
式
主
義
を
助
長
す
る
重
要
な
契
機
と
し
て
作
用
し
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
処
理
結
果
に
お
け
る
非
一
貫
性
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
点
を
具
体
例
に
即
し
て
検
討
し
て
み
る
。

２　

検
閲
の
非
一
貫
性
（
１
）

―
禁
止
と
放
置

　

合
計
で
約
七
〇
種
に
な
る
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
処
分
事
例
を
よ
り
詳
細
に
調
べ
る
と
、
文
字
や
記
譜
の
審
級
に
還
元
し
た
場
合
に
は
大
同

小
異
の
歌
で
も
、
あ
る
レ
コ
ー
ド
は
禁
止
さ
れ
別
の
レ
コ
ー
ド
は
放
置
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
禁
止
さ
れ
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た
事
例
に
絞
っ
て
も
、
ほ
ぼ
同
一
内
容
の
レ
コ
ー
ド
が
異
な
る
理
由
で
処
分
さ
れ
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
二
種
類
の
非

一
貫
性
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
考
え
て
み
る
。

　

前
者
の
非
一
貫
性
を
示
す
最
も
重
要
な
例
が
、
植
民
地
期
を
通
じ
て
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
録
音
さ
れ
た
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
で
あ
る
。
現

在
最
も
広
く
知
ら
れ
、
韓
国
で
「
本
調
」
と
呼
ば
れ
る
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
は
、
羅
雲
奎
が
監
督
・
出
演
し
た
一
九
二
六
年
の
同
名
映
画
に
用

い
ら
れ
た
新
し
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。〈
ア
リ
ラ
ン
〉（
映
画
に
せ
よ
歌
に
せ
よ
）
が
植
民
地
支
配
下
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
抵
抗
や
苦
悩

を
描
い
て
全
面
的
に
抑
圧
、
禁
止
さ
れ
た
と
い
っ
た
従
来
の
支
配
的
な
解
釈
は
、
昨
今
の
朝
鮮
史
の
実
証
研
究
に
よ
っ
て
大
き
く
脱
神
話

化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
・
ア
ト
キ
ン
ス
は
、〈
ア
リ
ラ
ン
〉
に
照
準
し
て
朝
鮮
と
日
本
の
連
環
す
る
歴
史
を

追
究
し
た
論
文
に
お
い
て
、
最
近
の
修
正
主
義
的
な
映
画
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
つ
つ
「
全
面
禁
止
」
の
語
り
を
批
判
し
て
い
る）
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。
レ
コ
ー

ド
に
つ
い
て
も
、
様
々
な
新
作
を
含
む
各
種
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
が
日
朝
双
方
で
数
多
く
レ
コ
ー
ド
化
さ
れ
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
に
限
っ
て
も
連

作
や
重
複
を
含
む
一
五
〇
面
分
以
上
が
発
行
さ
れ
た
が）

220
（

、
大
部
分
は
規
制
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
最
初
期
で
あ
る

一
九
三
三
年
九
月
ま
で
に
三
種
類
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
「
治
安
妨
害
」
の
か
ど
で
禁
止
さ
れ
、「
本
調
」
を
吹
き
込
ん
だ
一
九
三
〇
年
二
月

発
行
の
コ
ロ
ム
ビ
ア
盤
（
蔡
東
園
歌
唱
）
が
レ
コ
ー
ド
検
閲
制
度
の
実
施
前
に
処
分
さ
れ
た
禁
止
レ
コ
ー
ド
第
一
号
で
あ
っ
た
点
は
押
さ

え
て
お
き
た
い）

221
（

。

　

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
相
異
な
る
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
レ
コ
ー
ド
に
対
す
る
植
民
地
政
府
の
矛
盾
し
た
取
り
扱
い
で
あ
る
。
一
五
〇
面

以
上
の
各
種
レ
コ
ー
ド
の
う
ち
前
述
の
三
面
分
だ
け
が
処
分
さ
れ
た
事
実
か
ら
し
て
す
で
に
そ
う
だ
が
、
最
も
重
要
な
例
と
し
て
、
前
述

の
コ
ロ
ム
ビ
ア
盤
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
売
さ
れ
、
内
容
的
に
も
「
本
調
」
を
ベ
ー
ス
に
歌
詞
、
旋
律
、
さ
ら
に
は
編
曲
ま
で
書
記
・
記
譜

レ
ベ
ル
で
非
常
に
類
似
し
て
い
る
ビ
ク
タ
ー
盤
（
金
蓮
実
歌
唱）

222
（

）
が
処
分
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
李
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埈
煕
の
論
及
が
あ
る）

223
（

。
李
は
「
同
じ
曲
調
の
ア
リ
ラ
ン
が
以
後
数
多
く
の
レ
コ
ー
ド
と
し
て
登
場
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
禁
止
さ
れ
た

ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
曲
調
よ
り
は
歌
詞
に
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
だ
」
と
指
摘
し
、
歌
詞
の
内
容
を

検
討
す
る）

224
（

。
そ
の
結
果
、「
三
番
ま
で
の
歌
詞
を
す
べ
て
見
て
も
、
特
に
問
題
に
な
り
そ
う
な
部
分
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

あ
え
て
一
点
挙
げ
る
な
ら
、
三
番
の
最
後
の
部
分
﹇「
う
ち
の
暮
ら
し
に
ゃ　

も
め
ご
と
も
多
い
」﹈
を
日
帝
植
民
地
統
治
に
対
す
る
消
極

的
な
批
判
と
み
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
る）

225
（

。
し
か
し
、
ビ
ク
タ
ー
盤
も
ま
た
歌
詞
内
容
が
類
似
し
て
お
り
、
特
に
当
該
部
分
は

完
全
に
同
じ
だ
が）

226
（

、
検
閲
に
か
か
っ
た
形
跡
が
な
い
。
李
も
こ
の
点
に
つ
い
て
「
こ
う
し
て
み
る
と
、
歌
詞
自
体
だ
け
で
直
接
的
な
禁
止

理
由
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
」
と
指
摘
し
、
今
度
は
そ
れ
を
受
け
止
め
る
「
民
衆
の
感
情
に
対
す
る
憂
慮
」
と
い
う
枠
組
み

で
結
論
付
け
た
。
そ
の
後
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
照
準
し
た
論
文
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
歌
唱
」
と
い
う
枠
組
み
を
加
え
て
解
釈
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ほ
ぼ
同
じ
歌
詞
で
、
似
た
時
期
に
発
売
さ
れ
た
ビ
ク
タ
ー
レ
コ
ー
ド
の
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
が
禁
止
さ
れ
な
か
っ
た

の
を
み
る
と
、
蔡
東
園
の
歌
唱
が
問
題
に
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る）

227
（

。

　

同
種
の
非
一
貫
性
を
示
す
別
の
事
例
は
、
植
民
地
期
の
代
表
的
な
ヒ
ッ
ト
曲
で
あ
る
〈
荒
城
の
跡
〉（
李
ア
リ
ス
歌
唱
）
と
、
や
は
り

歌
詞
や
記
譜
の
書
記
的
位
相
で
類
似
す
る
〈
古
城
の
夜
〉（
李
景
雪
歌
唱
）
で
あ
る
。
う
ち
後
者
の
み
検
閲
に
か
か
っ
た
と
い
う
文
字
記

録
が
伝
わ
る
が）

228
（

、
李
埈
煕
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
李
ア
リ
ス
と
は
質
感
が
異
な
る
李
景
雪
の
歌
唱
が
問
題
に
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
李
景
雪
は
俳
優
兼
歌
手
と
し
て
活
動
し
た
が
、『
涙
の
女
王
』
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
悲
劇
に
卓
越
し
た
才
能

を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
悲
劇
俳
優
と
し
て
優
れ
た
感
情
表
現
を
込
め
て
歌
っ
た
場
合
、
聴
く
者
を
し
て
際
立
っ
た
感
覚
を
惹

き
起
こ
し
た
可
能
性
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

229
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
李
は
「
歌
唱
」
と
い
う
重
要
な
争
点
に
論
及
し
た
の
だ
が
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
お
け
る
歌
詞
の
重
要
性
を
指
摘
し
、「
内
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容
分
析
」
の
方
法
か
ら
ど
の
箇
所
が
検
閲
に
か
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
た
た
め
に
、
そ
の
問
題
自
体
に
は
こ
れ
以
上
深
く
切
り

込
ん
で
い
な
い）

230
（

。
こ
こ
で
、〈
ア
リ
ラ
ン
〉
の
コ
ロ
ム
ビ
ア
盤
に
つ
い
て
は
、
検
閲
官
が
「
文
字
で
表
れ
た
分
に
は
何
と
も
な
い
が
、
口

で
歌
わ
れ
流
れ
出
ず
る
節
に
は
、
あ
ま
り
に
懐
古
的
で
哀
傷
的
な
点
が
あ
る
」
と
い
う
理
由
で
「
治
安
妨
害
」
と
し
た
点
を
改
め
て
想
起

し
よ
う）

231
（

。
こ
の
文
字
記
録
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
歌
詞
の
書
記
性
よ
り
も
歌
唱
な
ど
の
音
声
性
が
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
盤
に
関
し
て
、
こ
れ
以
上
の
詳
し
い
処
分
理
由
は
文
書
上
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
他
、
シ
エ
ロ
ン
盤
と
ビ
ク
タ
ー
盤
の
異
な

る
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
処
分
理
由
に
関
し
て
は
同
時
代
の
文
書
記
録
が
存
在
せ
ず
、
李
埈
煕
は
当
時
の
歌
詞
資
料

（
そ
れ
ぞ
れ
歌
集
と
歌
詞
カ
ー
ド
）
を
用
い
て
分
析
し
た
上
で
、
両
者
共
に
歌
詞
に
問
題
が
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る）

232
（

 

。

　

以
上
、
禁
止
の
理
由
を
書
面
で
記
し
た
同
時
代
資
料
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
研
究
の
難
点
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
問
題
は
単
純
に
資
料
の
有
無
に
留
ま
ら
な
い
。
よ
り
根
本
的
に
重
要
な
の
は
、
そ
も
そ
も
朝
鮮
の
文
書
行
政
に
お
い
て
、「
懐
古
的
」

や
「
哀
傷
的
」
と
い
っ
た
観
念
的
な
漢
語
に
よ
る
形
容
や
非
難
を
越
え
て
、
音
声
的
側
面
の
ど
こ
が
い
か
に
問
題
で
あ
る
の
か
、
具
体
的

に
文
字
化
さ
れ
る
こ
と
自
体
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
様
の
出
版
警
察
文
書
で
あ
っ
て
も
、
日
々
の
聴
取
検
閲
を

土
台
と
し
て
、
時
に
処
分
理
由
を
事
細
か
に
記
し
た
日
本
の
文
書
処
理
と
対
照
的
で
あ
っ
た）

233
（

。
本
稿
が
論
じ
て
き
た
文
書
権
力
の
植
民
地

近
代
的
編
制
と
い
う
命
題
に
お
い
て
、
特
に
「
植
民
地
」
の
側
面
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
結
論
で
再
度
触
れ
る
。

　

以
前
の
研
究
は
、「
日
本
人
は
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
と
い
う
言
葉
を
『
耳
』
に
す
る
度
に
『
不
穏
思
想
』
だ
と
言
っ
た）

234
（

」
と
い
う
単
純
な
仮

定
に
し
ば
し
ば
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、〈
ア
リ
ラ
ン
〉
や
〈
荒
城
の
跡
〉
の
事
例
は
、
む
し
ろ
実
際
の
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
が
も
っ

と
混
乱
し
た
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
深
く
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
錯
綜
し
た
様

相
は
、
そ
も
そ
も
特
定
の
歌
の
「
作
品
性
」
や
そ
の
録
音
の
「
同
一
性
」
が
誰
に
よ
っ
て
い
か
に
立
ち
上
げ
ら
れ
同
定
さ
れ
る
の
か
、
と
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い
う
音
楽
的
近
代
に
ま
つ
わ
る
本
質
的
な
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る）

235
（

。
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
歌
詞
や
楽
音
と
い
う
書
記
の

位
相
に
還
元
せ
ず
、
上
演
の
位
相
に
照
準
す
れ
ば
、
例
え
ば
同
じ
「
本
調
」
の
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
で
あ
っ
て
も
、
異
な
る
レ
コ
ー
ド
の
録
音

内
容
は
そ
も
そ
も
同
一
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
前
述
の
異
な
る
処
分
結
果
も
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
録
音
物
の
検
閲
の
起
源
を
た
ど
る
な
ら
、
も
と
よ
り
レ
コ
ー
ド
に
対
す
る
出
版
警
察
の
文
書

行
政
と
検
閲
制
度
の
枠
組
み
自
体
が
書
記
の
位
相
で
分
節
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
レ
コ
ー
ド
の
上
演
的
審
級
と
の
間
に
は
深
い

溝
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、〈
ア
リ
ラ
ン
〉
レ
コ
ー
ド
を
代
表
例
と
し
て
露
呈
し
た
検
閲
の
非
一
貫
性
の
問
題
は
、
書

記
性
と
音
声
性
の
重
層
性
な
ら
び
に
文
書
行
政
と
聴
取
検
閲
の
非
親
和
性
と
い
う
観
点
か
ら
さ
ら
に
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

３　

検
閲
の
非
一
貫
性
（
２
）

―
歌
詞
／
音
声
の
二
重
性
と
そ
の
間
隙

　

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
検
閲
の
非
一
貫
性
の
別
の
側
面
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
。〈
ご
っ
た
煮
打
令
〉
は
、
前
述
の
事
例
と
同

じ
く
禁
止
と
放
置
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
の
に
加
え
て
、
禁
止
さ
れ
た
場
合
で
も
処
分
理
由
に
齟
齬
が
見
ら
れ
る
事
例
の
代
表
で
あ
る
。「
本

調
」
に
対
す
る
「
旧
調
」
の
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
と
同
様
、
現
在
の
韓
国
音
楽
学
に
お
い
て
京
畿
道
「
通
俗
民
謡
」
に
分
類
さ
れ
る
そ
の
伝
統

歌
謡
は）

236
（

、
そ
の
大
衆
性
に
目
を
つ
け
た
レ
コ
ー
ド
各
社
（
コ
ロ
ム
ビ
ア
、
オ
ー
ケ
ー
、
ビ
ク
タ
ー
、
シ
エ
ロ
ン
、
太
平
、
ト
ン
ボ
な
ど
）

に
よ
っ
て
競
っ
て
録
音
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
三
年
半
ば
ま
で
に
発
売
さ
れ
た
大
同
小
異
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
七
種
類

九
面
分
（
両
面
続
き
の
二
枚
を
含
む
）
は
、
そ
の
す
べ
て
が
行
政
処
分
を
受
け
る
と
い
う
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
検
閲
上
の
大
記
録
を
作
る
の
だ

が
、
文
面
上
の
説
明
は
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
。

　

前
述
し
た
と
お
り
、
シ
エ
ロ
ン
盤
に
つ
い
て
は
「
文
字
で
表
現
す
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
時
に
は
到
底
そ
の
ま
ま
放
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置
で
き
な
い
」
と
い
う
理
由
で
「
風
俗
壊
乱
」
の
処
分
を
受
け
て
い
る
。
検
閲
官
の
言
葉
を
引
く
こ
の
文
字
資
料
は
、
レ
コ
ー
ド
の
上
演

的
位
相
に
お
け
る
非
道
徳
性
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
ビ
ク
タ
ー
盤
（
金
順
紅
歌
唱
）
は
文
書
上
異
な

る
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
の
出
版
警
察
文
書
に
記
録
が
残
っ
た
珍
し
い
事

例
で
あ
る）

237
（

（
朝
鮮
雑
歌
〈
白
酒
の
唄
〉
ま
た
は
〈
草
餅
打
令
〉
と
表
記
）。「
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
並
ニ
解
説
書
行
政
処
分
ニ
関
ス
ル
件
」

と
題
さ
れ
た
そ
の
文
書
は
、
朝
鮮
総
督
府
警
務
局
長
名
義
の
一
九
三
三
年
九
月
一
五
日
付
「
朝
図
秘
」
す
な
わ
ち
秘
密
文
書
の
写
し
で
あ

る）
238
（

。
案
件
を
記
し
た
一
枚
の
報
告
書
に
、
出
版
用
の
朝
鮮
語
歌
詞
カ
ー
ド
、
そ
し
て
手
書
き
の
日
本
語
訳
と
短
い
メ
モ
が
添
え
ら
れ
て
い

る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
文
書
に
お
い
て
問
題
が
「
歌
詞
」
に
あ
り
と
さ
れ
、「
解
説
書
」
す
な
わ
ち
歌
詞
カ
ー
ド
も
ま
た
出
版
法
に

よ
り
「
発
売
頒
布
禁
止
」
と
「
差
押
・
押
収
」
の
処
分
を
受
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
全
般
的
に
性
的
な
含
意
に
満
ち
た
歌
詞
内
容
の
う
ち
、

特
に
問
題
と
さ
れ
た
部
分
は
日
本
語
訳
の
横
に
傍
点
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
菖
蒲
の
池
の
金
鯉
魚
の
遊
び
ゆ
っ
た
り
ゆ
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た
り
と
仲
良
く
遊
ん
で
居
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
の
箇
所
で
、「
・
・
・
・
が
最
も
風
壊
の
点
で
す
」
と
い
う
手
書
き
の
メ
モ
が
添
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、

〈
ご
っ
た
煮
打
令
〉
に
関
す
る
書
面
上
の
証
拠
は
検
閲
の
非
一
貫
性
の
も
う
一
つ
の
側
面
を
露
わ
に
す
る）

239
（

。
す
な
わ
ち
、
レ
コ
ー
ド
の
音

声
性
を
問
題
視
す
る
記
録
（
シ
エ
ロ
ン
盤
に
つ
い
て
）
と
、
歌
詞
の
書
記
性
を
問
題
視
す
る
記
録
（
ビ
ク
タ
ー
盤
に
つ
い
て
）
の
間
の
矛

盾
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
不
整
合
性
は
レ
コ
ー
ド
の
伝
え
る
歌
詞
／
音
声
の
二
重
性
と
そ
の
間
隙
に
対
応
し
て
い
る）

240
（

。

　

レ
コ
ー
ド
検
閲
の
文
書
行
政
に
お
け
る
非
一
貫
性
は
、〈
ア
リ
ラ
ン
〉
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
歌
詞
／
音
声
の
間
隙
に
の
み
還
元
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
研
究
上
の
も
っ
と
一
般
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
一
貫
性
や
因
果
性
、
意

図
性
を
重
視
し
、
歴
史
叙
述
に
投
影
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
検
閲
の
非
一
貫
性
は
、
枝
葉
末
節
で
偶
発
的
な
出
来
事
な
い
し

は
資
料
読
解
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
筆
者
は
注
意
深
く
受
け
止
め
る
に
値
す
る
論
点
と
み
な
す
。
な
ぜ
な
ら
、
非
一
貫
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性
や
不
整
合
性
は
、
そ
れ
自
体
が
音
声
記
録
と
い
う
対
象
を
め
ぐ
っ
て
あ
ぶ
り
出
さ
れ
た
検
閲
主
体
（
さ
ら
に
は
歴
史
自
体
）
の
根
源
的

な
一
面
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
い
に
つ
い
て
は
後
に
再
論
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
〈
ご
っ
た
煮
打
令
〉
の
事
例
を

通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
お
け
る
文
字
／
音
声
の
重
層
性
と
い
う
論
点
に
即
し
て
も
う
少
し
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
出
版
警
察
に
と
っ
て
は
、
歌
詞
を
も
っ
て
視
覚
的
に
文
書
処
理
す
る
方
が
、
レ
コ
ー
ド
の
上
演
性
と
取
り
組
ん
で
そ
れ
を
言
語

化
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
簡
便
で
効
率
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
歌
詞
に
お
け
る
「
問
題
」
の
「
所
在
」
を
空
間
的
、
具
体
的
に
提
示
し
、

解
説
書
を
「
物
証
」
と
し
て
添
付
す
る
と
い
う
限
定
的
な
意
味
に
お
け
る
「
近
代
的
」
な
処
理
方
法
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
反
面
、
出
版

警
察
に
よ
る
音
声
性
の
記
述
は
、
そ
れ
自
体
が
稀
で
あ
る
上
に
、
多
く
の
場
合
は
漢
語
の
観
念
的
な
決
ま
り
文
句
（
前
述
の
「
頽
廃
的
」、

「
懐
古
的
」、「
哀
傷
的
」
な
ど
）
に
回
収
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
も
文
書
権
力
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
近
代
と
伝
統
の
交
錯
と
混
合

が
見
ら
れ
、
か
つ
文
書
権
力
の
漢
文
脈
を
引
き
継
ぐ
よ
う
な
性
格
が
音
声
統
制
の
側
面
に
お
い
て
よ
り
顕
著
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
文
字
／
音
声
の
二
重
性
は
、
検
閲
主
体
が
そ
の
恣
意
的
な
性
格
を
覆
い
隠
す
二
重
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
し
た
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。「
其
の
時
々
の
社
会
環
境
に
従
つ
て
」
処
分
し
つ
つ
も
、
あ
る
時
は
歌
詞
の
問
題
箇
所
を
視
覚
的
に
提
示
し
、
ま
た
あ
る
時
は

音
に
関
す
る
漢
字
語
的
な
紋
切
り
型
の
表
現
に
訴
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
レ
コ
ー
ド
の
意
味
を
一
方
的
か
つ
恣
意
的
に
決
定
す
る
検
閲
当
局
の
戦
略
は
、
常
に
成
功
す
る
わ
け
で
も
、
あ
る
い
は
完
全

と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
内
在
す
る
歌
詞
／
音
声
の
二
重
性
は
、
被
治
者
に
と
っ
て
そ
の
迂
回
の
た
め

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
も
機
能
し
得
た
側
面
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
検
閲
空
間
に
反
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な
戦
術
の
可

能
性
を
切
り
開
く
よ
う
な
「
亀
裂
」
と
も
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
当
時
を
代
表
す
る
女
性
歌
手
の
一
人
で
あ
る
李
蘭
影
の
代
表
作
〈
木
浦

の
涙
〉（
一
九
三
五
年
発
行
）
を
め
ぐ
る
韓
国
歌
謡
史
上
よ
く
知
ら
れ
た
逸
話
が
そ
の
最
も
重
要
な
事
例
で
あ
る
。
オ
ー
ケ
ー
社
の
制
作
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し
た
そ
の
歌
の
レ
コ
ー
ド
は
、
植
民
地
警
察
に
よ
っ
て
歌
詞
の
一
部
が
問
題
視
さ
れ
た）

241
（

。
オ
ー
ケ
ー
社
が
検
閲
当
局
に
届
出
し
て
後
に
出

版
さ
れ
た
歌
詞
カ
ー
ド
上
の
当
該
箇
所
は
、「
三サ
ム
ベ
ン
ニ
ョ
ン

佰
淵　

願ウ
ォ
ナ
ン
プ
ン
ウ
ン

安
風
は　

露
積
峰
の
下
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
る）

242
（

。
こ
の
意
図
的
に
作
り
上
げ

た
フ
レ
ー
ズ
は
解
説
書
の
検
閲
で
ひ
と
ま
ず
事
な
き
を
得
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
し
て
レ
コ
ー
ド
会
社
の
社
長
以
下
数
名
は
警
察
署
に

呼
び
出
さ
れ
事
情
聴
取
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
当
の
フ
レ
ー
ズ
が
実
際
に
は
「
三サ
ム
ベ
ン
ニ
ョ
ン

百
年　

恨ウ
ォ
ナ
ン
プ
ム
ン

み
抱
き
し　
露
積
峰
の
下
」

で
あ
り）

243
（

、
一
六
世
紀
末
の
日
本
の
朝
鮮
侵
略
に
対
す
る
哀
歌
、
さ
ら
に
は
反
植
民
地
感
情
の
隠
喩
で
あ
る
と
い
っ
た
指
摘
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
事
前
に
届
出
を
し
て
出
版
さ
れ
た
歌
詞
が
正
し
い
と
釈
明
す
る
こ
と
で）

244
（

、
検
閲
の
眼
差
し
を
し
て
当
該
レ
コ
ー
ド
に
目
を
瞑
ら
せ
る

の
に
成
功
し
た
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
、
歌
詞
／
音
声
の
二
重
性
は
、
植
民
地
行
政
の
検
閲
と
そ
の
文
書
処
理
に
お
け
る
二
種
類
の
弁
明
戦
略
と
し
て
活
用
さ
れ
る

一
方
、
被
植
民
者
に
よ
っ
て
も
検
閲
の
迂
回
戦
術
の
た
め
に
流
用
さ
れ
る
事
例
が
見
ら
れ
た
。
た
だ
し
、〈
木
浦
の
涙
〉
は
か
な
り
例
外

的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
抵
抗
」
の
事
例
と
し
て
過
度
に
一
般
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
時
期
の
文
学
等
と
比
べ
た
時
、

レ
コ
ー
ド
業
界
に
お
い
て
こ
の
種
の
試
み
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
例
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る）

245
（

。
そ
し
て
、
検
閲
主
体

の
眼
差
し
が
、
自
ら
の
「
聴
力
」
の
拡
張
と
強
化
に
取
り
組
む
に
従
い
、
そ
う
し
た
迂
回
空
間
は
切
り
詰
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
七
節　

検
閲
主
体
の
眼
差
し
と
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
耳
」
の
移
植

１　

異
文
化
接
触
と
文
化
的
難
聴

　
〈
木
浦
の
涙
〉
の
逸
話
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
警
察
の
取
調
べ
に
至
っ
た
理
由
が
、
事
前
に
届
出
さ
れ
た
「
書
か
れ
た
歌
詞
」
を
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読
ん
だ
か
ら
で
は
な
く
、
レ
コ
ー
ド
に
お
い
て
「
歌
わ
れ
た
歌
詞
」
を
聴
い
た
こ
と
に
よ
る
点
で
あ
る
。
当
の
フ
レ
ー
ズ
の
ト
リ
ッ
ク
は
、

提
出
さ
れ
た
文
字
テ
キ
ス
ト
上
の
漢
字
の
「
表
意
」
的
側
面
を
隠
れ
蓑
に
し
た
上
演
性
の
位
相
で
機
能
し
た
の
で
あ
り
、
漢
字
文
化
に
お

け
る
音
の
従
属
性
を
逆
手
に
取
っ
た
「
音
の
戯
れ
」
を
よ
く
示
す
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
朝
鮮
レ

コ
ー
ド
と
そ
の
検
閲
に
お
け
る
「
聴
覚
的
な
る
も
の
」
の
次
元
が
、
検
閲
す
る
主
体
の
身
体
に
対
し
て
特
別
な
「
耳
」
の
獲
得
を
要
求
し

た
点
で
あ
る
。
こ
の
際
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
執
り
行
わ
れ
た
政
治
空
間
が
、
植
民
地
支
配
の
非
対
称
な
構
造
的
文
脈
に
お
い
て
異
な
る
言

語
・
音
楽
文
化
の
相
互
作
用
す
る
「
接
触
領
域
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
よ
う）

246
（

。
こ
れ
は
、
上
演
的
審
級
に
お
い
て
、
日
本
人
植
民
者

が
ど
れ
だ
け
有
効
に
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
聴
取
検
閲
を
実
行
で
き
た
か
、
と
い
う
問
題
を
召
喚
す
る
。

　

こ
こ
で
日
本
の
内
務
省
が
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
を
い
か
に
取
り
扱
っ
た
か
と
い
う
問
題
か
ら
検
討
し
よ
う
。
前
述
の
と
お
り
、
出
版
法
に
よ

る
内
務
省
へ
の
現
物
の
納
付
義
務
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
植
民
地
向
け
レ
コ
ー
ド
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
レ
コ
ー
ド
検
閲
主
任

の
小
川
近
五
郎
は
、
雑
誌
上
の
座
談
会
で
、
実
際
に
は
そ
う
し
た
レ
コ
ー
ド
が
日
本
で
ほ
と
ん
ど
販
売
さ
れ
な
い
事
実
を
述
べ
つ
つ
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
。

鹽
入　

朝
鮮
語
や
台
湾
語
の
レ
コ
ー
ド
は
そ
の
言
葉
の
分
る
方
が
や
る
の
で
す
か
。 

小
川　

い
や
、
私
が
更
に
各
国
語
の
も
や
つ
て
居
る
訳
で
す
。﹇
略
﹈
日
本
の
領
土
内
に
於
て
製
作
さ
れ
た
も
の
が
日
本
の
取
締
官

庁
の
手
に
与
ら
な
い
と
い
ふ
の
で
は
、
国
家
的
体
面
に
か
ゝ
る
関
係
上
、
出
版
法
の
解
釈
に
従
つ
て
納
付
の
義
務
が
あ
る
も
の
と
見

る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
内
地
に
於
て
発
売
頒
布
さ
れ
て
居
る
と
い
ふ
認
定
を
さ
れ
て
居
る
訳
で
、
そ
れ
が
通
常
の
解
釈
で
す
。
し

か
し
、
納
付
し
マ

マ

ぱ
な
し
で
居
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
詰
り
朝
鮮
に
は
朝
鮮
総
督
府
が
あ
り
、
台
湾
に
は
台
湾
総
督
府
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
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そ
れ
等
が
必
要
に
応
じ
て
や
つ
て
居
る
訳
で
あ
り
ま
す）

247
（

。

　

こ
こ
で
小
川
は
、「
国
家
的
体
面
」
の
た
め
に
関
連
業
者
に
対
し
て
植
民
地
向
け
レ
コ
ー
ド
の
届
出
を
義
務
付
け
て
い
る
が
、
同
時
に

そ
れ
が
完
全
に
形
式
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
レ
コ
ー
ド
の
聴
取
検
閲
と
異
な
り
、
自
ら
の
耳
で
そ
れ

ら
の
レ
コ
ー
ド
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
能
力
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
朝
鮮
と
台
湾
双
方
の
植
民
地
行
政
府
に
そ
の
作
業
を
委
任

し
て
い
た
の
で
あ
る）

248
（

。
質
問
者
は
「
言
葉
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
が
、
す
で
に
見
た
と
お
り
聴
取
検
閲
は
そ
れ
に
還
元
で
き
な
い
音
声

性
の
諸
相
へ
の
取
り
組
み
が
要
さ
れ
る
。
帝
国
日
本
に
お
け
る
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
最
高
責
任
者
が
認
め
た
と
お
り
、
植
民
地
に
お
け
る
レ

コ
ー
ド
検
閲
に
は
特
別
な
「
聴
力
」
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

２　

中
間
的
な
検
閲
機
関
・
器
官
と
し
て
の
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
耳
」
の
限
定
的
な
移
植

　

そ
れ
で
は
、
朝
鮮
総
督
府
が
総
轄
す
る
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
は
特
別
な
「
聴
力
」
が
予
め
備
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
植

民
地
権
力
も
ま
た
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
た
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
検
閲
体
制
は
警
務
局
の
図
書
課
が
主
管
し
道
知
事

が
委
任
を
受
け
る
分
散
構
造
を
取
っ
て
い
た
が
（
第
二
節
）、
そ
こ
で
も
ま
た
日
本
人
の
官
僚
や
警
察
官
が
主
要
部
を
占
め
、
と
り
わ
け

処
分
実
行
に
関
す
る
最
終
決
定
を
行
う
べ
き
図
書
課
の
組
織
が
そ
う
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
異
な
る
音
声
文
化
の
接
触
領
域
に
お
け
る
聴

取
検
閲
の
徹
底
に
は
、
前
述
ど
お
り
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
と
聞
い
て
「
不
穏
思
想
」
と
済
ま
す
よ
う
な
単
純
作
業
で
は
対
応
で
き
ず
、
被
植
民

者
に
よ
っ
て
音
に
投
与
さ
れ
る
意
味
を
捉
え
る
文
脈
化
さ
れ
た
聴
力
の
獲
得
や
育
成
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
条
件
に
お
い
て
、
検
閲

す
る
眼
差
し
が
自
ら
の
通
文
化
的
な
「
難
聴
」
を
克
服
す
る
に
は
、「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
耳
」
の
移
植
が
最
も
効
果
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
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れ
る
。
で
は
、
そ
の
実
際
は
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。

　

出
版
警
察
に
お
け
る
朝
鮮
人
検
閲
官
に
関
す
る
研
究
は
、
検
閲
が
植
民
地
支
配
者
の
専
売
特
許
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
る
間
は
あ
ま

り
進
展
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
植
民
地
経
営
の
入
り
組
ん
だ
諸
相
の
解
明
が
進
み
つ
つ
あ
り
、
検
閲
の
執
行
に
関
与
し
た
被

植
民
者
の
具
体
像
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
検
閲
機
構
と
検
閲
官
の
変
動
に
関
す
る
鄭
根
埴
の
詳
細
な
整

理
に
よ
る
と）

249
（

、
朝
鮮
人
検
閲
官
に
は
大
き
く
二
種
類
の
タ
イ
プ
が
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
警
察
官
あ
る
い
は
官
僚
と
し
て
働
い
た
後
、

昇
進
し
て
転
出
す
る
前
に
検
閲
官
を
務
め
た
タ
イ
プ
と
、
当
時
最
高
レ
ベ
ル
の
高
等
教
育
を
受
け
た
後
、
労
働
市
場
の
植
民
地
的
構
造
の

中
で
適
職
に
就
け
ず
一
時
的
に
検
閲
機
構
に
行
き
着
い
た
タ
イ
プ
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
高
学
歴
エ
リ
ー
ト
の
流
入
は
一
九
三
〇
年
代
に

増
加
し
、
検
閲
過
程
の
体
系
化
や
専
門
化
を
あ
る
程
度
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る）

250
（

。

　

レ
コ
ー
ド
検
閲
に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
節
で
見
た
と
お
り
、
科
学
捜
査
や
諜
報
機
関
を
云
々
す
る
ほ
ど
の
専
門
化
の
形
跡
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。
ま
た
、
映
画
な
ど
の
他
分
野
と
異
な
り
、
図
書
課
の
組
織
に
は
朝
鮮
人
の
レ
コ
ー
ド
専
門
係
官
の
恒
常
的
な
存
在
も
確
認
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
検
閲
の
中
枢
機
構
に
対
す
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
耳
の
編
入
は
、
か
な
り
限
定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

総
じ
て
い
え
ば
、
植
民
地
官
僚
制
に
お
い
て
、
聴
取
検
閲
の
必
要
性
が
朝
鮮
人
の
採
用
を
も
た
ら
し
た
主
因
で
は
な
く
、
効
率
的
な
植
民

地
支
配
の
た
め
の
媒
介
的
な
中
心
・
中
堅
人
物
作
り
が
よ
り
大
き
な
構
造
的
要
因
で
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
述
の
と
お
り
、

朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
制
度
は
、
内
務
省
に
よ
る
納
付
レ
コ
ー
ド
の
聴
取
検
閲
が
徹
底
さ
れ
た
日
本
と
違
っ
て
、
解
説
書
の
届
出
に
強
く

依
存
し
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
、
異
な
る
音
声
文
化
の
混
在
と
序
列
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
植
民
地
状
況
、
そ
し
て
レ
コ
ー
ド
の
検

閲
機
構
に
お
け
る
朝
鮮
人
参
与
の
限
定
性
に
相
関
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

251
（

。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
主
体
の
検
閲
組
織
に
と
っ
て
は
、
書

か
れ
た
提
出
物
を
目
で
処
理
す
る
方
が
、
録
音
物
を
耳
で
処
理
す
る
よ
り
ず
っ
と
容
易
か
つ
効
率
的
な
作
業
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

252
（

。
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と
は
い
え
、
前
述
の
〈
木
浦
の
涙
〉
の
よ
う
に
、
重
要
な
案
件
に
つ
い
て
は
朝
鮮
人
検
閲
官
が
レ
コ
ー
ド
の
聴
取
業
務
を
遂
行
し
た
事

例
が
知
ら
れ
て
い
る）

253
（

。
さ
ら
に
、
植
民
地
朝
鮮
を
特
徴
づ
け
た
検
閲
機
構
の
分
散
体
制
は
、「
監
聴
」
す
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
耳
の
拡
張
を

促
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
警
察
署
や
販
売
店
な
ど
様
々
な
現
場
に
お
け
る
申
告
や
試
聴
な
ど
の
行
為
も
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た）

254
（

。
加
え
て
、
第

五
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
朝
鮮
語
の
文
字
メ
デ
ィ
ア
上
で
は
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
朝
鮮
人
知
識
人
に
よ
る
流
行
歌
や
レ
コ
ー
ド
の
浄

化
運
動
が
展
開
さ
れ
、
総
督
府
と
共
に
統
制
主
体
の
連
合
的
な
構
成
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
言
う
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の

耳
の
移
植
と
い
う
問
題
は
、「
同
文
」
の
理
想
郷
に
向
け
て
作
動
し
て
き
た
東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
の
伝
統
を
部
分
的
に
継
承
す
る
植
民

地
権
力
に
と
っ
て
、
複
製
さ
れ
る
異
質
で
多
様
な
「
声
」
の
拡
散
と
い
う
未
曾
有
の
状
況
に
対
す
る
萌
芽
的
な
対
応
の
一
局
面
と
し
て
重

大
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
検
閲
す
る
主
体
＝
身
体
が
、
音
声
記
録
に
関
連
す
る
書
記
的
審
級
を
眼
差
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
演
的

審
級
す
な
わ
ち
実
演
す
る
主
体
＝
肉
声
を
「
聞
き
治
め
る
」
の
に
不
可
欠
と
な
る
一
大
手
術
だ
っ
た
。
そ
の
執
行
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と

は
い
え
、
複
製
技
術
時
代
の
「
上
演
的
近
代
」
が
促
す
こ
と
に
な
る
政
治
権
力
の
視
聴
覚
構
成
の
再
編
と
い
う
歴
史
的
な
一
般
過
程
の
植

民
地
的
な
展
開
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結
論
に
代
え
て

―
植
民
地
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
、
視
覚
的
物
証
性
、
歴
史
的
因
果
性

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
論
点
や
事
実
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
、
互
い
に
関
連
す
る
三
つ
の
歴
史
叙
述
上
の
問
題
系
を
め
ぐ
っ
て
整
理

し
、
今
後
の
課
題
や
展
望
の
一
旦
を
示
す
こ
と
で
結
論
と
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
支
配
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
暴
力
性
、
視
覚
的
な
痕

跡
性
と
沈
黙
性
、
そ
し
て
歴
史
の
因
果
性
と
偶
発
性
の
三
つ
で
あ
る
。
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第
一
に
、
近
代
的
に
再
編
さ
れ
た
文
書
権
力
の
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
植
民
地
性
と
い
う
問
題
と
の
関
係
か
ら
述
べ
た
い
。
植
民
地

近
代
性
の
概
念
に
対
し
て
は
、
植
民
地
性
へ
の
問
い
が
近
代
性
へ
の
そ
れ
へ
と
解
消
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
つ
と
に
な
さ
れ
て
き

た）
255
（

。
そ
の
正
当
な
懸
念
を
本
稿
の
課
題
設
定
に
つ
い
て
変
換
す
る
な
ら
、
植
民
地
特
有
の
問
題
が
東
ア
ジ
ア
あ
る
い
は
帝
国
日
本
の
広
域

性
へ
と
回
収
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
本
論
で
も
留
意
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
筆
者

の
考
え
と
大
ま
か
な
見
通
し
を
記
す
。
焦
点
は
、
文
書
権
力
の
植
民
地
的
構
成
の
性
格
と
そ
の
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
射
程
や
包
摂
性

と
い
う
べ
き
課
題
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
一
部
の
朝
鮮
知
識
人
が
特
に
「
風
俗
壊
乱
」
と
い
う
文
治
的
な
共
有
概
念
に
お
い
て
レ
コ
ー

ド
の
規
制
に
「
合
意
」
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
総
督
府
の
取
締
ま
り
の
「
生
ぬ
る
さ
」
を
「
叱
咤
」
す
る
よ
う
な
状
況
が
あ
っ

た
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
が
論
理
的
・
合
理
的
な
説
明
や
説
得
と
い
っ
た
検
閲
当
局
側
の
責
任
遂
行
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も

（
そ
も
そ
も
「
取
締
規
則
」
の
解
説
で
は
「
取
締
の
客
体
」
の
方
が
「
即
ち
責
任
者
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
）、
多
分
に
観
念
的
か
つ
権
威

的
な
漢
訳
語
彙
（「
文
化
機
関
」、「
善
導
」、「
教
化
」、「
頽
廃
」
等
々
）
の
共
有
を
介
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
錯
綜
す
る
多
義
性
に
お
け

る
「
同
床
異
夢
」
を
も
可
能
と
す
る
「
漢
文
脈
的
な
連
合
戦
線
」
の
植
民
地
近
代
的
な
展
開
と
し
て
分
析
し
た
。
こ
れ
は
、
近
代
市
民
社

会
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
通
じ
た
合
意
調
達
あ
る
い
は
理
性
的
な
討
議
に
よ
る
公
共
性
の
形
成
と
い
っ
た
西
洋
モ
デ
ル
の
理
念
的
ス

キ
ー
ム
と
は
一
線
を
画
し
た
別
種
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
、
す
な
わ
ち
翻
訳
を
通
じ
て
近
代
の
諸
観
念
の
言
説
的
な
力
を
媒
介
的
に
ま
と
い
つ
つ

旧
来
か
ら
の
威
信
と
政
治
性
を
残
存
さ
せ
た
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
そ
の
作
用
と
い
う
新
た
な
地
域
史
的
・
長
期
史
的
問
題
設
定
の
有

用
性
を
示
唆
す
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
概
念
的
な
限
界
は
当
の
威
信
自
体
の
射
程
に
よ
っ
て
自
ず
と
規
定
さ
れ
る
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
文
書
権
力
の
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
は
、
自
ら
が
設
定
し
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
文
化
秩
序
の
壁
に
よ
っ
て
立
ち
は
だ
か
ら
れ
深
刻
な
自
己
撞
着
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
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端
的
な
例
が
植
民
地
教
育
体
制
に
お
け
る
識
字
と
文
盲
の
問
題
で
あ
る）

256
（

。
代
わ
っ
て
植
民
地
統
治
を
一
貫
し
て
下
支
え
た
の
は
、
和
文
脈

的
な
皇
国
の
「
武
威
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
体
制
自
体
が
、
総
督
武
官
制
の
廃
止
と
い
う
制
度
変
革
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
全
期
間
に
わ
た
っ
て
現
役
ま
た
は
予
備
役
の
武
官
（
主
に
陸
軍
大
将
）
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
た
周
知
の
事
実
を
改
め
て
持
ち
出

す
ま
で
も
な
く
、「
こ
の
統
治
の
正
統
性
原
理
は
何
な
の
か
」
と
い
う
問
い
自
体
を
不
問
と
す
る
、
そ
の
意
味
で
ほ
と
ん
ど
剝
き
出
し
の

暴
力
と
そ
れ
へ
の
畏
怖
の
喚
起
を
基
底
と
し
て
機
能
し
た）

257
（

。
植
民
地
権
力
が
近
代
的
に
改
編
さ
れ
た
文
書
権
力
と
そ
の
文
治
的
な
言
説
実

践
を
意
識
的
に
流
用
す
る
の
が
、
初
期
の
武
断
統
治
に
対
す
る
正
統
性
の
根
拠
を
担
保
し
、
日
朝
間
に
お
け
る
政
治
文
化
の
共
有
へ
の
転

換）
258
（

を
図
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
一
九
二
〇
年
代
の
「
文
化
政
治
」
期
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

帝
国
日
本
の
文
書
権
力
が
、
そ
の
文
治
的
装
い
の
影
で
常
に
出
動
可
能
な
暴
力
装
置
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
植
民
地
で
あ
る

朝
鮮
に
お
い
て
素
性
を
よ
り
露
骨
に
現
し
た
こ
と
の
一
端
は
、
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
の
文
書
行
政
の
検
討
か
ら
も
看
取
で
き
る
。「
取

締
規
則
」
に
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
現
物
の
押
収
権
限
が
、
社
会
秩
序
の
維
持
の
必
要
か
ら
警
察
に
よ
っ
て
強
権
的
に
行
使
さ
れ
た
事
実
は

そ
の
端
的
な
例
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
帝
国
日
本
の
出
版
警
察
体
制
が
文
書
ベ
ー
ス
の
官
僚
制
の
体
裁
を
取
っ
て
い
た
一
方
で
、
朝
鮮
レ

コ
ー
ド
の
検
閲
に
お
け
る
内
実
と
し
て
は
文
書
業
務
が
極
め
て
限
定
的
に
行
わ
れ
、
と
り
わ
け
そ
の
処
分
理
由
が
文
面
上
で
説
明
さ
れ
る

こ
と
自
体
が
稀
で
あ
っ
た
事
実
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
当
時
の
日
本
の
状
況
と
相
関
比
較
し
た
場
合
に
対
照
的
な
特
徴
の
一
つ
だ
っ
た

こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
「
聴
く
検
閲
官
」
が
レ
コ
ー
ド
を
一
々
再
生
さ
せ
つ
つ
検
閲
の
結
果
を
（
時

に
饒
舌
と
い
う
ほ
ど
に
）
記
録
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
一
部
が
一
般
の
文
字
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
公
開
さ
れ
た
り
、
検
閲
係
官
自
ら
が

雑
誌
の
座
談
会
に
姿
を
現
し
長
時
間
に
わ
た
っ
て
討
論
し
た
り
内
部
事
情
を
説
明
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

分
散
的
な
検
閲
体
制
に
よ
る
形
式
的
な
文
書
処
理
が
優
先
さ
れ
た
朝
鮮
で
は
、
処
分
決
定
が
よ
り
偏
在
的
か
つ
密
室
的
に
行
わ
れ
た
上
、
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理
由
の
説
明
が
欠
落
あ
る
い
は
極
め
て
断
片
的
に
の
み
文
書
化
さ
れ
、
関
連
業
者
に
は
最
終
結
果
と
し
て
「
下
達
」
さ
れ
る
形
態
が
優
勢

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る）

259
（

。

　

な
お
、
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
と
そ
の
統
治
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
構
築
が
地
域
伝
統
的
な
同
文
秩
序
の
編
制
論
理
と
そ
の
威
信
の
流
用
に

よ
っ
て
限
定
的
に
行
わ
れ
た
と
い
う
議
論
は
、
そ
の
「
文
化
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
に
大
き
な
限
界
が
あ
り
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の

間
に
甚
大
な
乖
離
が
あ
っ
た
と
い
っ
た
論
理
展
開
へ
と
収
ま
り
や
す
い）

260
（

。
し
か
し
、
そ
う
し
た
論
理
が
、
逆
に
旧
来
の
漢
文
脈
的
な
文
化

秩
序
と
そ
れ
を
支
え
る
文
書
権
力
の
支
配
論
理
の
「
追
認
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
性
に
対
し
て
は
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
こ
に
い
う｢

文
化
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー｣

と
は
、
し
ば
し
ば
無
自
覚
的
に
漢
文
脈
的
に
定
義
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
文
化
」
概
念
に
拠
っ
て

立
つ
か
ら
で
あ
る
。
植
民
地
支
配
の
問
い
を
「cultural hegem

ony

」
概
念
と
の
相
関
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
の
必
要
性
自
体
は
提

唱
さ
れ
て
久
し
い
が
、
そ
れ
は
「
下
」
か
ら
の
文
化
の
構
築
と
そ
の
実
践
を
通
じ
た
反
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
闘
争
や
交
渉
と
い
っ
た
視
点
を
重

視
す
る
昨
今
の
文
化
研
究
に
お
け
る
「culture
」
概
念
の
再
定
義
を
引
き
継
い
で
い
た）

261
（

。
す
な
わ
ち
、
以
前
で
あ
れ
ば
「
文
化
」
と
は

無
縁
と
さ
れ
た
領
域
に
そ
の
主
体
的
な
構
築
力
を
見
出
す
よ
う
な
逆
転
の
視
座
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
語
る
上

で
用
い
ら
れ
る
漢
字
語
彙
の
「
文
化
」
は
、
し
ば
し
ば
「
上
」
か
ら
構
築
・
伝
播
さ
れ
る
序
列
性
と
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
文
治
の

正
統
性
を
是
認
す
る
よ
う
な
漢
文
脈
的
含
意
に
絡
め
と
ら
れ
や
す
く
、
よ
っ
て
そ
の
概
念
自
体
の
歴
史
的
な
権
力
性
や
政
治
性
を
不
問
に

し
て
し
ま
う
効
果
を
も
た
ら
す
。
本
稿
が
漢
字
文
化
圏
の
文
書
権
力
と
い
う
視
座
を
通
じ
て
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
の
問
題
を
捉
え
な

お
そ
う
と
す
る
試
み
に
は
、
植
民
地
性
へ
の
考
察
を
通
じ
て
逆
に
こ
う
し
た
広
域
的
な
権
力
作
用
の
問
題
を
逆
照
射
し
よ
う
と
い
う
意
識

が
同
時
に
作
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
「
文
化
」
政
治
・
運
動
の
言
説
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
朝
鮮
史

と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
地
域
史
さ
ら
に
は
世
界
史
的
な
射
程
と
意
義
を
持
つ
と
考
え
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
文
書
権
力
や
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
い
っ
た
問
題
設
定
は
、
自
ず
と
植
民
地
性
へ
の
問
い
を
広
域
性
へ
の
そ
れ
へ

と
、
そ
し
て
朝
鮮
史
を
帝
国
日
本
史
や
東
ア
ジ
ア
史
へ
と
単
純
に
解
消
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
に
対
し
て
従
来
考
察
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
新
た
な
問
い
を
立
て
る
概
念
的
な
構
想
力
を
持
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
検
討
が
、
広
範
な
植
民
地
朝
鮮
社

会
の
現
実
へ
と
直
接
導
く
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
、
文
書
権
力
と
い
う
歴
史
事
象
・
分
析
概
念
の
射
程
の
真
の
限
界
が
あ
る
。
そ
う

し
た
実
態
の
一
端
に
迫
る
た
め
に
は
、
文
書
権
力
の
統
制
や
善
導
の
対
象
の
側
、
レ
コ
ー
ド
や
流
行
歌
が
一
定
程
度
「
代
弁
」
し
た
で
あ

ろ
う
民
衆
の
側
の
構
造
化
さ
れ
た
心
情
に
向
け
て
耳
を
傾
け
る
作
業
が
必
要
だ
ろ
う
。
音
声
資
料
を
扱
う
方
法
も
、
文
字
世
界
か
ら
疎
外

さ
れ
た
民
衆
の
真
正
な
る
「
肉
声
」
を
無
媒
介
的
に
伝
え
る
非
文
字
資
料
、
あ
る
い
は
逆
に
植
民
地
支
配
と
資
本
主
義
の
論
理
を
「
反
映
」

し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
所
産
と
い
っ
た
具
合
に
一
面
化
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
生
産
・
流
通
過
程
を
め
ぐ
る
複
雑
多
岐
な
媒
介
作
用

と
聴
衆
主
体
に
よ
る
参
与
的
な
意
味
投
与
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
考
慮
し
た
多
声
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
文
書
権

力
の
「
上
」
か
ら
の
目
線
と
そ
の
聴
覚
を
批
判
的
に
考
察
し
て
き
た
本
稿
で
は
十
分
主
題
化
で
き
な
か
っ
た
、
そ
し
て
筆
者
が
こ
れ
ま
で

の
研
究
に
お
い
て
特
に
関
心
を
払
っ
て
き
た
側
面
の
一
つ
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
手
薄
な
文
書
業
務
と
い
う
事
実
は
第
二
の
問
題
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
研
究
の
た
め
の
歴
史
的
痕
跡
・
物
証

evidence

の
深
刻
な
欠
如
と
い
う
問
題
へ
と
導
く
（
こ
れ
は
本
研
究
を
困
難
に
し
た
欠
如
で
も
あ
る
）。
こ
こ
に
は
、
文
字
・
視
覚
資
料

が
重
視
さ
れ
る
通
常
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
は
前
景
化
さ
れ
な
い
重
要
な
論
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
欠
如
の
問
題
が
、
一
面
に
お
い

て
録
音
技
術
の
時
代
的
な
与
件
、
す
な
わ
ち
録
音
さ
れ
た
音
の
編
集
・
操
作
不
可
能
性
と
い
う
べ
き
属
性
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
事
実
で

あ
る）

262
（

。
前
述
の
ア
ト
キ
ン
ス
は
、〈
ア
リ
ラ
ン
〉
レ
コ
ー
ド
の
「
全
面
禁
止
」
に
対
し
て
鋭
利
な
批
判
を
加
え
た
一
方
で
、
一
九
三
一
年

発
行
の
『
朝
鮮
歌
謡
集
』
所
収
の
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
に
見
ら
れ
る
「
攻
撃
的
」
な
歌
詞
の
一
部
を
黒
塗
り
に
し
た
検
閲
を
「
顕
著
な
例
外
」
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と
述
べ
る）

263
（

。
そ
の
上
で
、
こ
の
事
例
が
「
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
異
な
る
政
策
を
示
唆
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
レ
コ
ー

ド
は
よ
り
手
の
込
ん
だ
生
産
過
程
を
要
す
る
た
め
、
お
そ
ら
く
印
刷
物
よ
り
も
っ
と
効
果
的
に
監
督
さ
れ
無
害
化
さ
れ
得
た
の
だ
ろ
う）

264
（

」

と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
録
音
の
不
可
塑
性
と
い
う
重
要
な
変
数
と
そ
の
意
味
が
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
文
学
の

よ
う
な
文
字
テ
キ
ス
ト
の
検
閲
は
、
こ
う
し
た
「
黒
塗
り
」
や
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
言
葉
や
表
現
に
用
い
ら
れ
る
「
伏
字
」
の
よ
う
に
様
々

な
物
質
的
な
痕
跡
を
残
す
こ
と
が
多
い）

265
（

。
そ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
上
の
視
覚
的
な
痕
跡
は
、
皮
肉
に
も
検
閲
研
究
の
た
め
の
格
好
の
材
料
と

な
る
。
そ
れ
は
、
編
集
者
と
し
て
の
検
閲
者
、
あ
る
い
は
検
閲
過
程
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
編
集
的
次
元
と
い
っ
た
視
座
を
も
た
ら
し
、
植

民
地
期
に
お
け
る
表
現
文
化
の
近
代
的
な
形
成
を
単
純
に
「
抑
圧
」
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
に
対
し
て
（
特
定
の
方
向
へ
と
水

路
付
け
つ
つ
も
）「
構
成
」
的
に
作
用
す
る
も
の
と
し
て
検
閲
の
概
念
自
体
の
再
考
を
促
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
過
程
の
具
体
的
か
つ
詳
細

な
分
析
を
も
可
能
に
す
る）

266
（

。
他
方
、
レ
コ
ー
ド
検
閲
は
記
録
さ
れ
た
音
そ
の
も
の
（
あ
る
い
は
レ
コ
ー
ド
盤
上
）
に
「
聴
覚
的
」
な
痕
跡

を
残
す
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
。
そ
れ
は
当
時
、
音
声
記
録
の
事
後
的
な
編
集
・
操
作
が
技
術
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
手
直
し
が
必
要
な

場
合
は
ゼ
ロ
か
ら
録
音
し
直
す
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
う
し
て
作
り
直
さ
れ
た
異
な
る
「
テ
イ
ク
」
は
朝

鮮
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
も
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
し
、レ
コ
ー
ド
検
閲
の
前
と
後（
再
販
）の
違
い
を
追
跡
す
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
な
っ

て
い
る）

267
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
テ
イ
ク
も
ま
た
レ
コ
ー
ド
検
閲
＝
編
集
の
「
結
果
」
の
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
過
程
」
の
詳
細
を
刻
印

し
た
録
音
上
の
痕
跡
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
歴
史
上
の
音
や
耳
に
関
心
を
持
つ
研
究
者
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
資
料
的
制
約

と
な
る
。

　

最
後
の
論
点
と
し
て
、
検
閲
研
究
を
強
く
方
向
付
け
る
痕
跡
・
物
証
と
い
う
、
そ
れ
自
体
が
視
覚
的
な
概
念
に
加
え
、
因
果
性
や
意
図

性
へ
の
強
い
志
向
性
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
第
六
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
は
し
ば
し
ば
文
書
上
の
記
録
の
水
準
で
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重
大
な
非
一
貫
性
を
露
呈
し
、
そ
れ
は
処
分
の
状
況
依
存
性
、
文
書
行
政
の
形
式
性
、
そ
し
て
文
書
業
務
と
聴
取
検
閲
の
非
互
換
性
な
ど

と
複
合
的
に
相
関
し
て
い
た
。
歴
史
叙
述
上
の
因
果
性
は
、
支
配
主
体
に
首
尾
一
貫
性
と
意
図
性
を
備
え
た
意
識
的
な
自
我
を
付
与
す
る

傾
向
に
あ
る
が
、
因
果
律
に
従
っ
た
歴
史
の
語
り
は
、
処
分
の
決
定
を
「
其
の
時
々
の
社
会
環
境
に
従
つ
て
」
行
う
と
書
面
上
で
公
認
す

る
よ
う
な
場
当
た
り
的
主
体
性
・
主
観
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
捕
捉
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
本
研
究
の
事
例
分
析
を
踏
ま
え
て
押
さ
え

た
い
の
は
、
検
閲
の
研
究
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
最
も
困
難
か
つ
重
要
な
課
題
の
一
つ
が
、
禁
止
理
由
に
つ
い
て
の
合
理
的
で
首
尾
一

貫
し
た
因
果
的
説
明
と
い
う
よ
り
も
、
本
質
的
に
矛
盾
性
や
両
義
性
、
非
一
貫
性
や
偶
然
性
に
彩
ら
れ
た
検
閲
主
体
の
実
像
に
対
す
る
よ

り
深
い
省
察
で
あ
る
。
不
整
合
な
処
分
結
果
を
前
に
ど
れ
が
真
実
か
と
い
う
問
い
を
追
及
す
る
あ
ま
り
、
歴
史
叙
述
に
お
い
て
検
閲
の
主

体
に
過
度
の
一
貫
性
や
意
図
性
を
投
影
す
る
よ
り
も
、
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
根
底
に
お
い
て
恣
意
的
で
状
況
依
存
的
な
検
閲
が
、
そ
の

対
象
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
経
験
や
効
果
を
も
た
ら
す
か
を
認
識
す
る
こ
と
の
方
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
検
閲
が
恣
意
的
に
遂
行
さ
れ
そ

の
処
分
結
果
が
一
方
的
に
通
達
さ
れ
る
場
合
、
そ
う
し
た
状
況
自
体
が
暴
力
や
恐
怖
と
し
て
経
験
さ
れ
る
側
面
で
あ
る
。
こ
う
し
た
予
測

困
難
な
支
配
体
制
が
、
検
閲
の
対
象
を
し
て
検
閲
主
体
の
動
き
を
「
予
感
」
す
る
よ
う
学
習
さ
せ
、
検
閲
の
小
主
体
す
な
わ
ち
自
己
検
閲

主
体
へ
の
転
換
を
促
す
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る）

268
（

。
本
稿
が
朝
鮮
知
識
人
の
協
調
や
朝
鮮
人
検
閲
官
の
仲
介
と
い
っ
た
論
点
に
言
及

し
た
の
も
、
植
民
地
に
お
け
る
支
配
を
相
対
化
し
協
力
を
強
調
す
る
こ
と
よ
り
も
、
こ
う
し
た
検
閲
体
制
の
効
果
へ
と
注
意
を
促
す
こ
と

に
力
点
が
あ
っ
た
。
視
聴
覚
的
な
痕
跡
を
詳
ら
か
に
は
残
さ
な
か
っ
た
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
の
事
例
は
、
植
民
地
の
文
書
体
制
に
お
い

て
、
暴
力
の
「
傷
跡
」
が
、
い
か
に
文
面
上
に
お
い
て
不
可
視
と
な
り
、
か
つ
音
声
上
も
不
可
聴
た
り
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
一
端
を

示
し
て
い
る
。
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1　

本
稿
は
、『
韓
国
朝
鮮
の
文
化
と
社
会
』
第
一
二
号
の
特
集
論
文
と
し
て
執
筆
し
た
草
稿
を
基
に
す
る
。
同
上
誌
に
は
投
稿
規
定
に
沿
っ
て
分
量

を
半
分
に
減
ら
し
た
特
集
版
が
掲
載
さ
れ
た
（
拙
稿
「
植
民
地
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
と
ア
リ
ラ
ン
の
位
相

―
複
製
技
術
時
代
の
上
演
的
近
代
と

音
声
統
制
」
二
〇
一
三
年
、
一
九
―
六
八
頁
）。
本
稿
は
、
特
集
版
で
予
告
し
て
あ
っ
た
「
完
全
版
」
に
相
当
す
る
。
特
集
枠
に
即
し
た
内
容
の
一

部
を
縮
約
・
削
除
し
た
外
は
、
特
集
版
の
大
部
分
を
全
体
の
議
論
の
中
に
位
置
づ
け
再
構
成
し
て
あ
る
。
長
文
と
な
っ
た
本
稿
の
掲
載
に
ご
助
力
い

た
だ
い
た
大
木
康
教
授
と
、
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
韓
国
・
朝
鮮
文
化
研
究
会
編
集
委
員
会
に
謝
意
を
表
す
る
。
な
お
、
本
稿
は
台
湾
の
行
政

院
国
家
科
学
委
員
会
の
個
人
研
究
助
成
テ
ー
マ
「
東
亞
的
殖
民
現
代
性
、
錄
音
文
化
與
音
樂
聯
結
（
１
）」（N

SC
101-2410-H

-002-152

）、「
同
（
２
）」

（N
SC

102-2410-H
-002-133-M

Y
2

）
の
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。
本
文
中
の
翻
訳
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。

2　

な
お
、
レ
コ
ー
ド
の
「
統
制
」
と
い
え
ば
、
推
薦
レ
コ
ー
ド
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
録
音
と
い
っ
た
側
面
を
含
む
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
は
検
閲
の
問

題
に
焦
点
を
絞
る
。
文
部
省
の
レ
コ
ー
ド
推
薦
制
度
と
内
務
省
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
制
度
を
相
互
連
関
に
お
い
て
捉
え
つ
つ
植
民
地
朝
鮮
で
の
展
開
を

考
察
し
た
試
論
と
し
て
、
拙
稿
「
일
제
시
기 

음
반
통
제
의 

제
도
형
성
과 

작
동
기
제
」﹇
帝
国
日
本
の
レ
コ
ー
ド
統
制
の
制
度
形
成
と
作
動
機
制
﹈（
성

균
관
대
학
교
　
동
아
시
아
학
술
원 

국
제
학
술
회
의
『
근
대
검
열
과
　
동
아
시
아
』
予
稿
集
、
二
〇
一
〇
年
一
月
二
二
日
、
三
七
―
七
一
頁
）
の
第
一

節
参
照
。

3　
「
日
本
」
の
領
域
や
境
界
は
動
態
的
・
相
関
的
・
係
争
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
な
考
察
対
象
と
な
る
が
、
さ
し
あ
た
り

本
稿
に
お
け
る
「
日
本
」
の
語
は
、
植
民
地
帝
国
と
な
る
以
前
に
つ
い
て
、（
同
様
に
構
築
的
な
）「
中
国
」
や
「
朝
鮮
」
の
各
王
朝
と
画
さ
れ
る
国

家
領
域
を
示
し
、
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
、
本
国
内
の
法
域
を
指
す
こ
と
と
し
、
植
民
地
朝
鮮
等
を
含
め
た
「
帝
国
日
本
」
の
語
と
区
別
す
る
。
後

者
の
区
別
を
導
入
す
る
理
由
は
、「
帝
国
日
本
」
に
お
い
て
「
日
本
」
と
「
朝
鮮
」
を
比
較
し
つ
つ
述
べ
る
際
、
分
析
的
に
最
低
限
必
要
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
文
脈
以
外
で
、「
日
本
の
帝
国
統
治
」「
日
本
の
植
民
地
支
配
」「
日
本
の
朝
鮮
統
治
」
の
よ
う
に
「
帝
国
日
本
」

を
示
す
こ
と
が
明
ら
か
な
表
現
に
つ
い
て
は
、
冗
長
さ
を
避
け
て
「
帝
国
」
を
省
略
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
特
に
植
民
地
近
代
性
に
関
連
し
て
「
西

洋
」
と
「
日
本
」
と
の
比
較
に
論
及
す
る
第
四
節
に
こ
の
類
の
表
現
が
多
い
こ
と
を
予
め
付
記
し
て
お
く
。
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4　

中
国
に
つ
い
て
は
葛
涛
『
唱
片
与
近
代
上
海
社
会
生
活
』（
上
海
世
纪
出
版
集
团
、
二
〇
〇
九
年
）
の
第
四
章
参
照
。
上
海
特
別
市
政
府
が
一
九

三
一
年
九
月
一
六
日
に
頒
布
実
施
し
た
「
上
海
市
教
育
局
審
査
戯
曲
・
唱
片
規
則
」
の
制
定
と
改
定
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
台
湾
に
つ
い
て

は
昭
和
十
一
年
台
湾
総
督
府
令
「
台
湾
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
取
締
規
則
」
一
九
三
六
年
六
月
二
八
日
公
布
（
七
月
一
日
施
行
）。
関
東
州
に
つ
い
て
は

鈴
木
利
茂
（
警
務
局
保
安
課
）「
台
湾
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
取
締
規
則
略
解
（
一
）」（『
台
湾
警
察
時
報
』
第
二
四
八
号
、
一
九
三
六
年
七
月
一
日
）
八

四
頁
。
日
本
と
朝
鮮
に
つ
い
て
は
本
文
で
詳
述
す
る
。

5　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
用
語
に
な
ら
え
ば
「
家
産
官
僚
制
」
か
ら
「
近
代
官
僚
制
」
へ
の
移
行
と
な
る
が
、
彼
の
支
配
の
三
類
型
の
静
態
的
な
定
式
化
に

お
い
て
家
産
制
は
伝
統
的
支
配
の
典
型
と
さ
れ
、
よ
っ
て
官
僚
制
に
お
け
る
伝
統
か
ら
近
代
へ
の
動
態
的
な
移
行
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
限
定
的
な
二
次
資
料
に
基
づ
き
中
国
を
論
じ
た
の
は
一
九
一
〇
年
代
で
あ
り
、そ
の
時
代
的
制
約
も
あ
っ
て
、東
ア
ジ
ア
の「
近
代
的
」

官
僚
制
の
台
頭
は
も
と
よ
り
、
そ
の
植
民
地
的
展
開
な
ど
は
射
程
外
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
家
産
官
僚
制
」
概
念
と
そ
の
「
非
合
理
性
」
を

め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
議
論
や
論
争
も
あ
る
が
、
批
判
的
考
察
の
一
例
と
し
てR

obert M
. M

arsh, “W
eber ’s M

isunderstanding of T
raditional 

C
hinese Law

” (A
m

erican Journal of Sociology 106 (2), 2000, 281-302)

参
照
。
最
近
で
は
帝
国
日
本
の
植
民
地
官
僚
制
に
関
す
る
実
証
研
究

が
進
ん
で
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
本
文
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

6　

山
室
信
一｢

出
版
・
検
閲
の
態
様
と
そ
の
遷
移

―
日
本
か
ら
満
州
国
へ｣

『
東
洋
文
化
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
）
第
八
六
号
、
二
〇
〇

六
年
、
九
頁
、
二
〇
頁
。

7　

具
体
的
に
は
、
レ
コ
ー
ド
業
界
側
の
自
己
検
閲
や
反
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
交
渉
、
植
民
地
知
識
人
の
中
間
検
閲
や
体
制
協
力
と
い
っ
た
問
題
だ
が
、
人

に
関
す
る
研
究
課
題
の
体
系
的
な
考
察
は
別
稿
を
要
す
る
。

8　
「
相
関
比
較
」
の
方
法
は
、
研
究
対
象
の
「
相
互
参
照
」
と
い
う
特
性
そ
の
も
の
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
出
版
警

察
が
帝
国
内
の
異
法
域
に
分
散
し
つ
つ
も
相
互
に
参
照
し
合
っ
て
い
た
こ
と
、
レ
コ
ー
ド
業
界
も
ま
た
日
本
所
在
の
本
社
を
中
心
に
緊
密
な
相
互
連

絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
以
外
に
も
レ
コ
ー
ド
を
め
ぐ
る
文
字
メ
デ
ィ
ア
等
を
介
し
た
複
雑
な
相
互
作
用
が
あ
っ
た
状
況
を
想
定
し
た
方
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法
で
あ
る
。
こ
う
し
て
互
い
に
参
照
し
共
振
し
合
う
複
数
の
社
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
分
析
単
位
と
み
な
し
て
比
較
す
る
方
法
で
は
扱
い
き
れ

な
い
諸
相
を
含
む
。
本
稿
に
お
け
る
日
本
と
朝
鮮
の
相
関
比
較
は
、
朝
鮮
史
の
自
律
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
史
も
ま
た
朝
鮮

史
と
相
関
的
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
朝
鮮
史
の
特
徴
を
広
域
的
な
文
脈
で
動
態
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
点
に
力
点
が
あ
る
。

9　

メ
デ
ィ
ア
史
研
究
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
は
、機
械
的
な
音
の
複
製
技
術
の
発
明
に
つ
い
て
、そ
れ
を
も
た
ら
す
一
九
世
紀
の「
周
波
数
」

の
概
念
が
音
楽
的
な
「
楽
音
」
や
「
和
音
」
と
は
異
な
る
「
音
響
＝
雑
音
」
の
系
譜
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
「
非
音
楽
的
」
な
技
術
の
発

明
の
起
源
に
い
わ
ば
「
聴
覚
障
害
」（
エ
ジ
ソ
ン
）
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
い
っ
た
論
争
的
な
主
張
を
い
ち
早
く
提
示
し
て
い
る
。
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
『
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
ル
ム
・
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
』
石
光
泰
夫
・
石
光
輝
子
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
〔
一
九
九
九
〕

年
、
六
三
―
六
八
頁
。

10　

Jonathan Sterne, T
he A

udible Past: C
ultural O

rigins O
f Sound R

eproduction, D
urham

 and London: D
uke U

niversity Press, 2003.

11　

キ
ッ
ト
ラ
ー
は
録
音
の
技
術
的
と
い
う
よ
り
思
想
的
な
画
期
性
に
つ
い
て
例
え
ば
次
の
よ
う
に
記
す
。「
音
声
の
記
録
は
、
最
初
は
ご
く
単
純
な

機
械
で
〔
一
八
三
〇
年
に
筆
跡
を
残
す
音
叉
を
発
明
し
た
〕
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
豚
の
毛
の
よ
う
に
原
始
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
が
、
と
に
も

か
く
に
も
こ
れ
が
発
明
さ
れ
る
た
め
に
は
、自
然
科
学
に
お
い
て
魂
と
い
う
も
の
が
消
え
去
っ
て
し
ま
う
必
要
が
あ
っ
た
」（
前
掲『
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
・

フ
ィ
ル
ム
・
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
』
七
六
頁
）。

12　

録
音
技
術
関
係
の
用
語
の
煩
雑
さ
は
、
一
九
世
紀
末
以
来
の
欧
米
業
界
の
慣
行
に
も
起
因
す
る
。
そ
れ
は
、「
命
名
」
の
行
為
が
個
人
の
「
発
明
」

と
い
う
観
念
と
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
特
許
争
い
等
の
産
業
的
利
害
と
絡
ん
で
、
発
明
者
を
自
称
す
る
人
の
数
だ
け
異
な
る
用
語
が
生
ま
れ
る
傾
向
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
で
述
べ
た
エ
ジ
ソ
ン
の
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
と
ベ
ル
リ
ナ
ー
の
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
が
最
も
代
表
的
で
あ
る
。
加
え
て
、
同
時
代

の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
翻
訳
語
は
、
宣
伝
上
の
「
目
新
し
さ
」
を
売
り
に
す
る
輸
入
業
者
側
の
計
算
や
競
争
も
手
伝
っ
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
た
（
拙

稿
「
일
제
시
기 

한
국 

녹
음
문
화
의 

역
사
민
족
지: 

제
국
질
서
와 

미
시
정
치
」﹇
植
民
地
朝
鮮
の
録
音
文
化
の
歴
史
民
族
誌

―
帝
国
秩
序
と
微
視
政

治
﹈
한
국
학
중
앙
연
구
원 

한
국
학
대
학
원 

박
사
학
위
논
문
、
二
〇
〇
九
年
、
三
八
―
五
三
頁
）。
円
盤
型
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
同
時
代
の
翻
訳
語
に
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絞
れ
ば
、
日
本
語
の
行
政
文
書
で
は
し
ば
し
ば
「『
蓄
音
機
』
レ
コ
ー
ド
」
と
鍵
括
弧
付
き
で
表
記
さ
れ
、
一
般
に
も
「
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
カ
タ

カ
ナ
表
記
が
最
も
広
く
用
い
ら
れ
た
（「
音
譜
」
と
い
う
訳
語
と
そ
の
含
意
は
後
述
）。
朝
鮮
語
メ
デ
ィ
ア
で
は
日
本
式
の
行
政
用
語
の
ハ
ン
グ
ル
表

記
（
長
音
記
号
―
と
鍵
括
弧
「
」『
』
付
き
が
多
い
）
と
共
に
、
音
・
声
を
包
括
す
る
ソ
リ
（
소
리
）
と
い
う
朝
鮮
語
を
用
い
た
「
ソ
リ
盤
」（「
소

리
반
」「
소
리
판
」）
も
広
く
使
わ
れ
た
。
中
国
で
は
「
唱
片
」、
台
湾
で
は
日
中
の
用
語
以
外
に
「
曲
盤
」
と
い
う
用
語
が
流
布
し
て
い
る
。

13　
「
Ｓ
Ｐ
」
と
はStandard Playing

の
略
語
で
Ｌ
Ｐ
＝Long Playing

の
規
格
が
登
場
し
て
か
ら
事
後
的
に
普
及
し
た
。「
留
声
機
」
は
、
日
本
の

蓄
音
機
に
相
当
し
、
共
に
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
を
意
味
す
る
が
、
広
く
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
な
ど
を
包
括
す
る
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
蓄

音
機
」「
留
声
機
」
に
つ
い
て
は
、
器
と
機
と
い
う
表
記
上
の
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
道
具
か
ら
機
械
へ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
変
化
と
と
も
に
後
者
が
優
勢

に
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
、「
古
音
盤
」
と
は
「
古
文
書
」
と
い
う
用
語
に
な
ら
っ
た
表
現
と
い
え
、「
音
盤
学
」（discology

）
と
い
う
研
究
分
野

が
提
唱
さ
れ
て
ジ
ャ
ー
ナ
ル
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

14　

拙
稿
「
復
刻
さ
れ
た
韓
国
朝
鮮
『
最
初
』
の
音
声
記
録
」『
韓
国
朝
鮮
の
文
化
と
社
会
』
第
七
号
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
三
―
二
一
〇
頁
。

15　

こ
う
し
た
音
の
物
質
化
と
対
象
化
、
そ
れ
が
可
能
た
ら
し
め
た
レ
コ
ー
ド
の
「
収
集
」
行
為
、
さ
ら
に
レ
コ
ー
ド
独
自
の
美
学
の
確
立
と
ス
タ
ジ

オ
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
役
割
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、E

van E
isenberg, T

he R
ecording A

ngel: M
usic, R

ecords and C
ulture from

 

A
ristotle to Zappa (Second E

dition) (N
ew

 H
aven: Yale U

niversity Press, 2005 [1987])

参
照
。

16　

拙
稿
「
東
ア
ジ
ア
音
響
記
録
史
序
説

―
漢
字
文
化
・
録
音
文
化
」（『
東
아
시
아 

古
音
盤 

研
究
의 

現
況
과 

課
題
』
予
稿
集
、
한
국
음
반
아
카
이

브
연
구
단
、
동
국
대
학
교
、
二
〇
一
一
年
一
月
二
八
日
、
九
六
―
一
〇
八
頁
、
韓
国
語
版
五
七
―
七
〇
頁
）
で
初
め
て
こ
の
点
を
提
起
し
た
。
業
界

用
語
と
し
て
のphonogram

に
つ
い
て
は
、John Shepherd, D

avid H
orn and D

ave Laing eds., C
ontinuum

 E
ncyclopedia of Popular 

M
usic of the W

orld (London: C
ontinuum

, 2003-2005)

の
第
一
巻
に
あ
る
当
該
項
目
参
照
。

17　

デ
リ
ダ
の
音
声
＝
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
と
し
て
の
形
而
上
学
と
い
う
観
念
と
、
そ
れ
を
軸
に
展
開
さ
れ
た
現
象
学
批
判
の
出
発
点
と
し
て
、
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
『
声
と
現
象
』（
林
好
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。
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18　

こ
こ
に
規
定
し
た
表
音
主
義
の
内
に
も
、
現
在
的
な
音
声
の
忠
実
な
表
記
を
求
め
る
（
狭
義
の
）
表
音
主
義
と
、
歴
史
的
な
音
声
の
残
響
の
保
持

に
努
め
る
（
よ
っ
て
実
際
の
発
音
と
は
乖
離
の
大
き
い
）
語
源
主
義
と
い
っ
た
立
場
の
違
い
が
あ
る
。
本
稿
で
論
ず
る
表
音
主
義
は
両
者
を
包
括
す

る
広
義
の
用
法
で
、
音
声
表
記
の
忠
実
性
と
い
う
よ
り
規
範
性
を
追
求
す
る
志
向
性
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。

19　

刻
印inscription

と
放
送
・
通
信transm

ission

の
重
要
な
区
別
は
、D

ouglas K
ahn, “A

rt and Sound ” (M
ark M

. Sm
ith ed., H

earing 

H
istory: A

 R
eader, A

thens: U
niversity of G

eorgia Press, 2004), 45-49. 

こ
の
三
種
類
の
メ
デ
ィ
ア
の
歴
史
社
会
的
誕
生
に
つ
い
て
は
、
吉
見

俊
哉
『〈
声
〉
の
資
本
主
義

―
電
話
・
ラ
ジ
オ
・
蓄
音
機
の
社
会
史
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

20　

D
ouglas K

ahn

同
上
論
文
、40-41.

21　

マ
ー
ク
・
カ
ッ
ツ
は
録
音
技
術
が
音
楽
実
践
に
与
え
た
影
響
や
要
因
と
い
う
観
点
か
ら
七
つ
の
特
徴
に
ま
と
め
て
い
る
。
一
．
触
知
性

tangibility

、
二
．
携
帯
性portability
、
三
．（
不
）
可
視
性(in)visibility

、
四
．
反
復
性repeatability

、
五
．
限
時
性tem

porality

、
六
．
感

受
性receptivity

、
七
．
操
作
性m

anipulability

で
あ
る
。M

ark K
atz, C

apturing Sound: H
ow

 Technology H
as C

hanged M
usic (U

niversity 

of C
hicago Press, 2004)

の
第
一
章
参
照
。

22　

音
声
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
媒
介
性
と
直
接
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
関
す
る
理
論
的
、
人
類
学
的
議
論
に
つ
い
て
は
、Patrick E

isenlohr, 

“Technologies of the Spirit: D
evotional Islam

, Sound R
eproduction and the D

ialectics of M
ediation and Im

m
ediacy in M

auritius ” 

(A
nthropological T

heory 9 (3), 2009, 273–96)

参
照
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
録
音
・
再
生
の
技
術
や
環
境
の
諸
要
因
に
よ
り
（
例
え
ば
ス
ピ
ー

カ
ー
や
Ｍ
Ｐ
３
の
圧
縮
な
ど
）、ま
っ
た
く
無
媒
介
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。こ
う
し
た
側
面
は
忠
実
性fedelity

や
圧
縮com

pression

と
い
っ

た
概
念
を
め
ぐ
っ
て
数
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

23　

録
音
の
技
術
は
、
そ
れ
と
は
意
識
さ
れ
な
い
形
で
、「
代
案
的
民
族
誌
」
や
「
口
述
史
」
の
理
念
を
支
え
実
践
を
可
能
に
し
て
い
る
。
拙
稿
前
掲 

｢

일
제
시
기 

한
국 

녹
음
문
화
의 

역
사
민
족
지: 

제
국
질
서
와 

미
시
정
치｣

の
序
論
参
照
。

24　

岡
田
暁
生
の
一
般
向
け
西
洋
音
楽
通
史
に
お
け
る
芸
術
音
楽
の
簡
便
な
定
義
、
す
な
わ
ち
「
音
の
文エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
＝
楽
譜
で
書
か
れ
る
音
楽
」
が
分
か
り
や
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す
い
例
だ
ろ
う
（『
西
洋
音
楽
史

―
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
の
黄
昏
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
五
年
、
四
頁
）。

25　

楽
譜
や
印
刷
産
業
の
発
展
を
芸
術
音
楽
の
自
律
性
で
は
な
く
資
本
主
義
の
展
開
と
の
相
関
に
お
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、M

ichael C
hanan, 

M
usica Practica: T

he Social Practice of W
estern M

usic from
 G

regorian C
hant to Postm

odernism
 (Verso, 1994)

の
第
三
、
五
章
参
照
。
一

八
、
一
九
世
紀
西
洋
の
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
楽
譜
出
版
の
展
開
を
近
代
市
民
社
会
と
そ
の
受
容
の
役
割
と
の
相
関
と
し
て
捉
え
た
論
考
と
し
て

は
、
大
崎
滋
生
『
楽
譜
の
文
化
史
』（
音
楽
之
友
社
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

26　

例
え
ば
、
エ
ジ
ソ
ン
は
音
楽
鑑
賞
以
外
に
一
〇
種
類
近
く
の
異
な
る
用
途
を
提
起
し
て
い
る
。
事
務
的
用
途
や
そ
の
産
業
化
に
つ
い
て
は
、

D
avid M

orton, O
ff the R

ecord: T
he Technology and C

ulture of Sound R
ecording in A

m
erica (R

utgers U
niversity Press, 2000)

参
照
。

黎
明
期
の
民
族
誌
に
対
す
る
録
音
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、E

rika B
rady, A

 Spiral W
ay: H

ow
 the Phonograph C

hanged E
thnography 

(U
niversity Press of M

ississippi, 1999)

参
照
。

27　

こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
誕
生
の
観
点
か
ら
音
・
声
の
社
会
史
を
描
い
た
日
本
語
文
献
と
し
て
、
吉
見
俊
哉
前
掲
『〈
声
〉
の
資
本
主
義

―
電
話
・
ラ
ジ
オ
・
蓄
音
機
の
社
会
史
』
参
照
。
音
楽
産
業
関
係
の
文
献
量
は
膨
大
だ
が
、
二
〇
世
紀
の
展
開
に
つ
い
て
簡
明
に
論
点
を
ま
と
め

た
概
論
と
し
て
、R

eebee G
arofalo,  “From

 M
usic Publishing to M

P3: M
usic and Industry in the T

w
entieth C

entury ” (A
m

erican 

M
usic 7 (3), 1999, 318-354)

参
照
。

28　

Lisa G
itelm

an,  “R
eading M

usic, R
eading R

ecords, R
eading R

ace: M
usical C

opyright and the U
.S. C

opyright A
ct of 1909 ” (T

he 

M
usical Q

uarterly 81, 1997, 265-90)

、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
タ
リ
『
ノ
イ
ズ

―
音
楽
・
貨
幣
・
雑
音
』（
金
塚
貞
文
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
五
年
）

の
第
四
章
参
照
。

29　

音
・
義
の
セ
ッ
ト
が
「
語
」
で
、
そ
れ
を
漢
字
の
「
形
」
が
表
す
と
捉
え
る
。「
表
語
文
字
」
の
用
語
は
、
二
〇
世
紀
前
半
に
中
国
語
学
者
ピ
ー
タ
ー
・

ブ
ー
ド
バ
ー
グ
が
主
唱
し
た
も
の
で
、「
表
意
文
字
」
概
念
に
対
す
る
一
連
の
批
判
と
そ
れ
に
伴
う
論
争
を
通
じ
て
次
第
に
普
及
し
た
。
論
争
の
端

緒
は
、Peter A

. B
oodberg,  “Som

e Proleptical R
em

arks on the E
volution of A

rchaic C
hinese ” (H

arvard Journal of A
siatic Studies 2 
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(3/4), 1937, 329-372)

の
特
に
第
一
節
参
照
（logograph

と
表
記
）。
西
洋
に
お
け
る
「
表
音
性
の
神
話
」the ideographic m

yth

を
め
ぐ
る
歴

史
と
論
争
、
解
体
に
つ
い
て
は
、John D

eFrancis, T
he C

hinese Language: Fact and Fantasy (H
onolulu: U

niversity of H
aw

ai`i Press, 

1984)
の
第
三
章
が
手
際
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
で
デ
フ
ラ
ン
シ
ス
は
、「
表
意
的
」
と
い
う
形
容
に
対
す
る
代
案
と
し
て
「
表
語
的
」
と
「
形

態
素
的
」m

orphem
ic

の
二
つ
が
提
起
さ
れ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
誤
解
や
混
乱
を
招
い
た
と
述
べ
、
よ
り
厳
密
に
「
形
態
音
素
的
」

m
orphosyllabic

と
い
う
概
念
の
使
用
を
提
唱
し
た
が
、
現
在
で
も
「
表
語
文
字
」
の
概
念
が
広
く
通
用
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
に
基
づ
く
漢
字
概

論
と
し
て
、
大
西
克
也
・
宮
本
徹
編
『
ア
ジ
ア
と
漢
字
文
化
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

30　

簡
明
な
概
説
と
し
て
、
宮
本
徹
「
漢
字
と
漢
字
音
」（
大
西
克
也
・
宮
本
徹
同
上
書
）
一
八
三
―
一
八
五
頁
参
照
。

31　

一
般
に
、
東
ア
ジ
ア
の
記
譜
法
に
は
、
現
在
「
高
低
」
と
い
う
空
間
概
念
で
一
般
に
呼
び
習
わ
さ
れ
る
楽
音
の
属
性
を
表
記
す
る
「
音
高
譜
」
と
、

特
定
の
楽
器
の
発
音
機
構
（
指
孔
、
弦
な
ど
）
と
演
奏
技
法
（
指
使
い
な
ど
）
の
諸
側
面
を
表
記
す
る
「
奏
法
譜
」（
タ
ブ
譜
）
と
い
う
二
つ
の
類

型
と
そ
の
混
合
型
が
広
く
認
め
ら
れ
、
両
者
共
に
漢
字
譜
あ
る
い
は
漢
字
的
原
理
の
強
く
働
い
た
文
字
譜
を
主
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
一
方
、

通
常
「
長
短
」
と
表
現
さ
れ
る
「
音
価
」（
音
長
）、
旋
律
的
な
節
回
し
な
ど
、
文
字
よ
り
も
図
示
や
符
号
に
よ
る
可
視
化
が
適
し
て
い
る
属
性
の
表

記
は
、
こ
れ
ら
の
文
字
譜
に
付
随
す
る
形
で
現
れ
る
こ
と
が
多
い
（
次
の
注
参
照
）。
特
に
音
価
の
符
号
的
・
図
示
的
表
記
は
、
文
字
譜
の
右
縦
書

き
を
時
間
軸
と
し
て
付
加
的
に
機
能
す
る
。
中
国
の
楽
譜
に
関
し
て
、
薛
宗
明
は
「
手
法
譜
」、「
音
階
譜
」、「
手
法
音
階
混
合
譜
」、「
線
図
譜
」、「
総

譜
」、「
入
伝
楽
譜
」
の
六
つ
に
分
類
し
た
が
（『
中
國
音
樂
史
・
樂
譜
篇
』
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
九
〇
﹇
一
九
八
一
﹈
年
の
前
言
）、
う
ち
混
合

型
の
「
手
法
音
階
混
合
譜
」「
総
譜
」、
外
来
型
の
「
入
伝
楽
譜
」、
使
用
例
の
限
ら
れ
る
「
線
図
譜
」
を
除
い
た
「
手
法
譜
」
と
「
音
階
譜
」（
奏
法

譜
と
音
高
譜
に
相
当
）
の
二
つ
が
主
た
る
類
型
と
い
え
る
。
王
耀
華
ら
の
新
た
な
整
理
で
は
、
主
要
範
疇
の
「
文
字
譜
」
が
「
音
位
譜
」（
音
高
譜

に
相
当
）
と
「
奏
法
譜
」
に
二
分
さ
れ
て
い
る
（『
中
国
传
统
音
乐
乐
谱
学
』
福
建
教
育
、
二
〇
〇
六
年
、
二
五
頁
）。

　
　
「
音
高
譜
」
は
、
中
国
古
来
か
ら
の
十
二
律
（
固
定
音
高
）
を
表
す
「
律
呂
譜
」
や
五
声
・
七
声
（
相
対
音
高
）
を
記
す
「
宮
商
譜
」
の
系
列
、

近
世
以
降
に
民
間
音
楽
の
相
対
音
高
を
記
し
て
広
く
流
布
し
た
「
工
尺
譜
」
の
系
列
が
代
表
的
で
あ
る
（
後
者
は
中
国
で
「
板
眼
」
と
呼
ば
れ
る
音
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価
符
号
等
を
伴
う
こ
と
が
多
く
、
ま
た
時
期
的
・
地
域
的
偏
差
が
大
き
い
）。
い
ず
れ
も
譜
線staff

の
よ
う
な
図
示
で
は
な
く
漢
数
字
を
含
む
漢
字

で
音
高
を
表
す
。こ
れ
ら
は
朝
鮮
や
日
本
で
も
受
容
さ
れ
て
独
自
の
展
開
を
遂
げ
て
い
る
。現
在
韓
国
で
は
前
者
二
種
に
対
応
す
る
も
の
が「
律
字
譜
」

「
宮
商
字
譜
」
と
呼
ば
れ
る
。
日
本
で
は
十
二
律
を
異
な
る
漢
字
表
記
の
体
系
に
変
更
し
て
雅
楽
等
に
用
い
、
ま
た
幕
末
・
明
治
期
に
は
清
楽
の
流

行
と
共
に
「
工
尺
譜
」
が
流
布
し
て
い
る
（
日
本
で
の
音
価
表
記
の
付
加
等
の
改
良
に
つ
い
て
は
、
李
婧
慧
「
從
文
字
到
數
字
：
日
本
清
樂
工
尺
譜

的
改
變
與
衰
微
」『
關
渡
音
樂
學
刊
』（
國
立
臺
北
藝
術
大
學
音
樂
學
院
）
第
十
四
期
、
二
〇
一
一
年
、
二
七
―
四
五
頁
、
加
藤
徹
「
日
本
に
お
け
る

中
国
伝
来
音
楽
伝
承
の
特
異
性

―
清
楽
曲
『
九
連
環
』
工
尺
譜
の
音
長
表
記
を
例
に
し
て
」『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
七
〇
冊
、

二
〇
一
二
年
、
二
四
四
―
二
六
二
頁
を
参
照
）。
琉
球
で
は
「
工
工
四
」（
く
ん
く
ん
し
ー
）
と
呼
ば
れ
る
三
線
の
奏
法
譜
に
一
部
転
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
奏
法
譜
」
と
し
て
は
、
中
国
の
琴
楽
に
端
を
発
す
る
「
減
字
譜
」
が
代
表
的
で
あ
る
。
韓
国
で
は
「
合
字
譜
」
と
呼
ば
れ
る
。「
減
字
」
と
は
、

左
右
両
手
の
指
使
い
や
弾
き
方
、
楽
器
上
の
弦
名
や
徽
名
な
ど
を
漢
字
や
略
字
に
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
漢
字
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
た
も

の
を
い
う
（
六
書
で
い
う
「
会
意
」
的
発
想
に
よ
る
）。
ま
た
日
本
で
は
、
箏
の
「
弦
名
譜
」
や
三
味
線
の
「
勘
所
譜
」
な
ど
、
ジ
ャ
ン
ル
や
流
派

等
に
よ
っ
て
非
常
に
多
く
の
奏
法
譜
が
存
在
し
、
音
高
譜
を
凌
駕
し
て
い
る
。

32　

非
漢
字
的
な
記
譜
法
に
は
、
文
字
以
外
の
図
示
や
符
号
を
用
い
て
可
視
化
す
る
形
態
と
、
後
述
す
る
表
音
文
字
（
韓
国
の
ハ
ン
グ
ル
、
日
本
の
仮

名
な
ど
）
を
活
用
す
る
形
態
の
二
種
類
に
大
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

前
者
は
、
文
字
に
よ
っ
て
は
分
節
化
し
が
た
い
音
価
や
旋
律
な
ど
の
動
態
的
な
諸
相
の
表
記
に
関
わ
り
、
中
国
で
も
「
線
図
譜
」（
薛
宗
明
同
上
書
）

や
「
図
形
譜
」（
王
耀
華
等
同
上
書
）
と
し
て
析
出
さ
れ
る
諸
例
が
あ
る
が
、
大
半
は
文
字
譜
に
付
随
す
る
形
で
現
れ
る
。
代
表
例
は
、
右
縦
書
き

原
稿
用
紙
の
マ
ス
目
の
よ
う
な
図
表
を
用
い
て
拍
節
法
を
表
記
す
る
も
の
で
、
中
国
で
「
方
格
譜
」
と
呼
ば
れ
る
が
使
用
例
は
少
な
く
、
特
に
朝
鮮

で
「
井
間
譜
」
と
し
て
発
達
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
譜
字
を
均
等
な
マ
ス
目
の
空
間
に
従
っ
て
配
し
て
い
く
意
味
で
文
字
に
対
す
る
図
示
の
自

律
度
が
相
対
的
に
高
い
記
譜
法
と
い
え
、
韓
国
音
楽
学
で
は
音
価
に
関
わ
る
「
時
価
記
譜
法
」
を
単
独
の
一
類
型
と
し
て
扱
っ
て
い
る
（
김
영
운
「
한

국
의 

고
악
보 

현
황
」﹇
韓
国
の
古
楽
譜
の
現
況
﹈『
문
화
예
술
』
一
一
〇
号
、
一
九
八
七
年
、
九
二
―
一
二
〇
頁
参
照
。
改
訂
版
はK

im
 Young-
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w
oon,  “K

orean N
otational System

s, ” in M
usical N

otations of K
orea (K

orean M
usicology Series 4), Seoul: N

ational G
ugak C

enter, 

2010, 19-76

）。
そ
の
他
、
旋
律
や
リ
ズ
ム
の
輪
郭
の
曲
線
表
記
（
日
本
の
声
明
等
に
用
い
ら
れ
る
「
博
士
」）、
節
付
け
や
表
現
の
符
号
表
記
（
韓
国

の
歌
曲
の
「
連
音
譜
」、
日
本
の
謡
曲
の
「
ゴ
マ
点
」）、
上
述
し
た
「
工
尺
譜
」
に
付
さ
れ
る
丸
や
線
、
点
と
い
っ
た
符
号
に
よ
る
音
価
表
記
な
ど

が
あ
る
。

　
　

後
者
は
、
楽
器
を
学
習
す
る
際
に
旋
律
や
リ
ズ
ム
を
擬
声
語
な
ど
に
よ
っ
て
口
唱
（
韓
国
で
「
口
音
」、
日
本
で
「
唱
歌
」（
し
ょ
う
が
）
と
呼
ぶ
）

さ
れ
る
も
の
を
文
字
に
起
こ
し
た
譜
が
あ
る
。
た
だ
し
、
口
唱
行
為
は
、「
口
伝
」
に
よ
る
稽
古
や
学
習
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
の
文
字
化
は
副
次

的
で
あ
る
。
韓
国
で
「
肉
譜
」、
日
本
で
「
唱
歌
譜
」
や
「
仮
名
譜
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
の
種
の
記
譜
法
は
、
文
字
表
記
の
可
能
な
言
語
音
を
土

台
と
す
る
た
め
ハ
ン
グ
ル
や
仮
名
の
使
用
が
容
易
で
あ
り
、
こ
の
点
で
非
漢
文
脈
的
な
性
格
が
強
く
現
れ
る
こ
と
に
な
る
（
後
述
）。
な
お
、
中
国

に
も
「
状
声
字
譜
」
と
呼
ば
れ
る
同
種
の
楽
譜
が
あ
る
が
、
主
に
打
楽
器
の
学
習
に
用
い
ら
れ
（「
鑼
鼓
経
」
と
も
呼
ば
れ
る
）、
そ
の
音
声
は
漢
字

か
符
号
で
表
記
さ
れ
る
。こ
う
し
た
諸
相
を
東
ア
ジ
ア
の
文
脈
で
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、吉
川
良
和『
中
国
音
楽
と
芸
能

―
非
文
字
文
化
の
探
究
』

（
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
の
第
三
章
、
王
福
银
・
王
冰
「
状
声
字
谱
研
究
」（『
民
族
艺
术
』
二
〇
一
一
年
第
二
期
、
一
一
七
―
一
一
九
頁
）、
川
田

順
造
『
聲
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
）
の
第
五
章
、
권
도
희
『
口
音
：
들
리
는 

기
보
법
』﹇
口
音

―
聴
こ
え
る
記
譜
法
﹈（
민
속
원
、
二
〇
一

一
年
）、D

avid W
. H

ughes, “O
ral M

nem
onics in K

orean M
usic: D

ata, Interpretation, and a M
usicological A

pplication ” (B
ulletin of 

the School of O
riental and A

frican Studies, U
niversity of London, 54 (2), 1991, 307-335), 

同“N
o N

onsense: T
he Logic and Pow

er of 

A
coustic ‐Iconic M

nem
onic System

s ” (B
ritish Journal of E

thnom
usicology 9 (2), 2000, 93-120)

な
ど
の
論
考
や
事
例
を
参
照
。

33　

こ
こ
で
の
「
単
声
的
」「
多
声
的
」
は
、
酒
井
直
樹
『
過
去
の
声

―
一
八
世
紀
日
本
の
言
説
に
お
け
る
言
語
の
地
位
』（
以
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）

三
五
八
頁
か
ら
着
想
を
得
た
。
こ
こ
に
述
べ
る
の
は
本
稿
の
注
（
18
）
で
触
れ
た
広
義
の
表
音
主
義
で
あ
る
。

34　

最
も
基
本
的
な
分
類
で
は
表
音
文
字
は
音
素
文
字
と
音
節
文
字
に
分
か
れ
、
ハ
ン
グ
ル
は
前
者
、
仮
名
は
後
者
に
属
す
る
。
音
の
問
題
に
照
準
し

た
ハ
ン
グ
ル
の
概
説
と
し
て
、
野
間
秀
樹
『
ハ
ン
グ
ル
の
誕
生

―
音お
ん

か
ら
文
字
を
創
る
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
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35　

パ
ス
パ
文
字
も
満
州
文
字
も
音
素
文
字
で
、
前
者
は
チ
ベ
ッ
ト
文
字
の
、
後
者
は
ウ
イ
グ
ル
文
字
の
系
統
で
あ
る
。
中
野
美
代
子
『
砂
漠
に
埋
も

れ
た
文
字

―
パ
ス
パ
文
字
の
は
な
し
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
﹇
一
九
七
一
﹈
年
）、
特
集
「
東
ア
ジ
ア
の
文
字
文
化
」（『
言
語
』
二
〇
〇
七
年

一
〇
月
号
）
等
参
照
。

36　

西
域
伝
来
の
音
素
文
字
で
は
な
く
、
漢
字
に
由
来
す
る
音
節
文
字
が
普
及
し
た
日
本
で
も
、
イ
ン
ド
起
源
の
仏
教
と
仏
典
漢
訳
の
経
験
、
そ
し
て

イ
ン
ド
の
梵
語
と
日
本
語
の
類
似
性
の
主
張
を
通
じ
た
「
中
国
文
化
の
相
対
化
」
が
見
ら
れ
た
と
い
う
の
が
金
文
京
の
解
釈
で
あ
る
（『
漢
文
と
東

ア
ジ
ア

―
訓
読
の
文
化
圏
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
、
三
四
―
三
五
頁
）。
訓
読
の
思
想
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

37　

元
朝
の
役
人
と
パ
ス
パ
文
字
の
関
係
や
漢
族
の
「
文
化
攻
撃
」
な
ど
を
主
題
化
し
た
内
容
と
し
て
、
中
野
美
代
子
前
掲
『
砂
漠
に
埋
も
れ
た
文
字

―
パ
ス
パ
文
字
の
は
な
し
』
一
九
一
頁
、
二
〇
六
頁
参
照
。
や
は
り
領
土
拡
張
を
な
し
た
多
言
語
帝
国
の
清
朝
に
つ
い
て
も
、「
こ
れ
ま
で
の
時

代
に
比
し
て
、
非
漢
字
文
字
が
活
躍
の
場
を
広
げ
る
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
か
れ
ら
満
州
王
朝
が
実
務
に
用
い
た
道
具
は
、
や
は
り
漢
語
、

漢
字
で
あ
っ
た
」
こ
と
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
武
田
雅
哉
『
蒼
頡
た
ち
の
宴

―
漢
字
の
神
話
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
、

一
八
四
頁
）。

38　

古
代
中
国
の
「
楽
」
と
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
「
和
」
と
い
う
理
念
の
政
治
性
を
主
題
化
し
体
系
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、E

rica Fox B
rindley, 

M
usic, C

osm
ology, and the Politics of H

arm
ony in E

arly C
hina (A

lbany, N
Y: State U

niversity of N
ew

 York Press, 2012)

参
照
。
先
秦
・

前
漢
の
『
荀
子
』
楽
論
篇
や
『
礼
記
』
楽
記
篇
で
用
い
ら
れ
て
以
降
、
漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
長
ら
く
使
用
さ
れ
た
「
声
」「
音
」「
楽
」
の
三
分
法

と
そ
の
語
義
に
関
し
て
は
、Scott C

ook, “"Yue Ji "̶
R

ecord of M
usic: Introduction, T

ranslation, N
otes, and C

om
m

entary ” (A
sian 

M
usic 26(2), 1995, 1-96)

の
丁
寧
か
つ
詳
細
な
翻
訳
と
整
理
を
参
照
。な
お
、本
論
文
の
脱
稿
後
に
出
版
さ
れ
た
た
め
十
分
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、

漢
代
か
ら
唐
代
初
期
に
か
け
て
の
中
国
古
代
国
家
の
帝
国
秩
序
の
構
築
と
維
持
に
お
け
る
礼
楽
制
度
の
役
割
を
実
証
的
に
論
じ
た
日
本
語
文
献
と
し

て
、
渡
辺
信
一
郎
『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家

―
日
本
雅
楽
の
源
流
』（
文
理
閣
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

39　
「
同
文
同
軌
」
と
い
い
、「
同
」
は
動
詞
の
意
（
同
じ
く
す
る
）。
隷
書
と
い
う
書
体
で
主
に
木
簡
に
記
さ
れ
た
行
政
文
書
に
関
す
る
概
略
と
文
字
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と
政
治
の
強
固
な
結
び
つ
き
は
藤
枝
晃
『
文
字
の
文
化
史
』（
講
談
社
、
一
九
九
九
年
）
八
一
―
一
一
七
頁
、
よ
り
近
年
の
出
土
資
料
を
駆
使
し
た

研
究
と
し
て
冨
谷
至
『
木
簡
・
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代

―
書
記
の
文
化
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
本
稿
の
注
（
５
）
で
述
べ
た

よ
う
に
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
中
国
の「
家
産
官
僚
制
」の
基
礎
が
こ
こ
に
築
か
れ
た
と
し
た
。そ
の
簡
明
な
解
説
と
し
て
、森
岡
弘
通「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
に
お
け
る
中
国
研
究
」（『
研
究
年
報
』（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
第
一
八
号
）
五
三
―
五
六
頁
参
照
。

40　

齋
藤
希
史
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本

―
も
う
一
つ
の
こ
と
ば
の
世
界
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
七
年
、
二
一
―
二
九
頁
。
河
野
貴
美
子
・

W
iebke D

enecke
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
一
六
二

―
日
本
に
お
け
る
「
文
」
と
「
ブ
ン
ガ
ク
」』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
も
参
照
。
齋
藤
は
「
近

世
後
期
の
武
士
に
と
っ
て
の
文
武
両
道
な
る
も
の
は
、
行
政
能
力
が
文0

、
忠
義
の
心
が
武0

と
い
う
こ
と
」
と
ま
と
め
る
（
同
上
書
、
二
七
頁
）。「
武
威
」

あ
る
い
は
「
御
威
光
」
に
よ
る
統
治
と
い
う
皇
国
の
政
治
文
化
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

41　

こ
う
し
た
二
元
論
を
生
ん
だ
西
洋
の
「
表
意
性
の
神
話
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
注
（
29
）
参
照
。

42　

各
時
期
に
つ
い
て
、
武
田
雅
哉
前
掲
『
蒼
頡
た
ち
の
宴

―
漢
字
の
神
話
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
第
三
章
、
讃
井
唯
允
「
中
国
文
字
改
革
論
争
の
過

去
と
現
在

―
漢
字
を
め
ぐ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
遷
」（
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
現
代
中
国
文
化
の
軌
跡
』
中
央
大
学
出
版
部
、
二

〇
〇
五
年
）
参
照
。

43　

西
洋
の
音
声
中
心
主
義
に
基
づ
く
表
音
／
表
意
の
二
分
法
と
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
＝
民
主
主
義
的
、
漢
字
＝
エ
リ
ー
ト
主
義
的
と
い
っ
た
政
治
文

化
論
的
な
含
意
や
解
釈
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
オ
ン
グ
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』（
桜
井
直
文
・
林
正
寛
・
糟
谷
啓
介
訳
、
藤

原
書
店
、
一
九
九
一
年
）
一
九
一
頁
参
照
。 

44　
「
写
」
に
は
現
代
中
国
語
で
「
書
く
」
の
意
味
が
あ
る
が
、
中
国
で
広
く
用
い
ら
れ
た
の
は
「
留
声
器
・
機
」
の
語
で
あ
る
。

45　

拙
稿
前
掲
「
일
제
시
기 

한
국 

녹
음
문
화
의 

역
사
민
족
지
」
三
八
―
五
三
頁
、
同
「
東
ア
ジ
ア
音
響
記
録
史
序
説
」
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
。
本
稿

の
注
（
12
）
も
参
照
。

46　

細
川
修
一
「
著
作
権
制
度
と
メ
デ
ィ
ア
の
編
制

―
日
本
の
初
期
音
楽
産
業
を
事
例
と
し
て
」『
ソ
シ
オ
ロ
ゴ
ス
』
二
七
号
、
二
〇
〇
三
年
、
二
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四
九
―
二
六
八
頁
。

47　

も
と
も
と
レ
コ
ー
ド
を
文
字
や
書
物
に
な
ぞ
ら
え
た
の
は
、
無
断
複
製
業
者
に
対
す
る
既
成
業
者
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
奪
戦
に
お
い
て
動
員
さ
れ
た

方
便
の
色
合
い
が
強
く
、
よ
り
原
理
的
に
音
盤
の
溝
跡
が
表
音
文
字
で
あ
る
と
本
気
で
唱
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
書
物
と
異
な
り
レ

コ
ー
ド
は
音
の
複
製
メ
デ
ィ
ア
だ
が
（「
肉
声
の
楽
譜
」）、
そ
れ
で
も
商
品
と
し
て
書
物
と
似
て
い
る
と
い
っ
た
「
類
推
」
の
論
理
に
依
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
実
際
の
改
正
条
文
に
も
録
音
の
文
字
的
な
定
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
演
奏
歌
唱
」
と
い
う
音
声
的
な
位
相
の
概
念
が
追
加
さ
れ
た
。

細
川
修
一
同
上
論
文
参
照
。
ま
た
、
増
田
聡
「
音
楽
『
著
作
権
』
の
布
置

―
近
代
日
本
に
お
け
る
概
念
の
生
成
と
変
容
」（『
そ
の
音
楽
の
〈
作
者
〉

と
は
誰
か

―
リ
ミ
ッ
ク
ス
・
産
業
・
著
作
権
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
一
―
一
二
四
頁
）
も
参
照
。

48　

吉
川
良
和
前
掲
『
中
国
音
楽
と
芸
能

―
非
文
字
文
化
の
探
究
』、
권
도
희
前
掲
『
口
音

―
들
리
는 

기
보
법
』、
ま
た
注
（
32
）
で
述
べ
た
「
口

音
」
や
「
唱
歌
」
の
内
容
も
参
照
。
以
上
の
要
素
は
、
一
九
世
紀
末
以
降
、
本
質
主
義
的
な
「
東
西
文
化
比
較
」
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア

の
音
楽
文
化
に
「
欠
落
」
し
て
い
る
と
否
定
的
に
認
識
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
清
末
民
初
の
中
国
に
関
し
て
は
、H

ong-yu 

G
ong, “M

usic, N
ationalism

 and the Search for M
odernity in C

hina, 1911-1949 ” (N
ew

 Zealand Journal of A
sian Studies 10 (2), 2008, 

38-69)

参
照
。
関
連
し
て
、「
盲
目
」
の
音
楽
家
が
歴
史
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

49　

東
ア
ジ
ア
で
い
ち
早
く
西
洋
型
の
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
日
本
で
も
、
そ
の
導
入
の
時
期
は
一
九
六
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。

生
明
俊
雄
『
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
は
誰
が
作
る
の
か

―
音
楽
産
業
の
政
治
学
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
特
に
第
三
章
参
照
。

50　

日
本
に
お
け
る
「
音
楽
」
と
い
う
よ
り
「
芸
能
」
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
編
制
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
裕
「
レ
コ
ー
ド･

メ
デ
ィ
ア
と
『
語

り
』
の
近
代

―
『
映
画
説
明
』
レ
コ
ー
ド
と
そ
の
周
辺
」（『
美
学
藝
術
学
研
究
』（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
美
学
芸
術

学
研
究
室
）
第
二
四
号
、
二
〇
〇
六
年
、
三
四
―
六
五
頁
）
参
照
。
一
方
、
西
洋
芸
術
音
楽
の
聴
取
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
は
、
一
九
三
〇
年
代

ま
で
に
「
文
化
機
関
」
と
い
う
枠
組
み
で
論
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
第
五
節
）。

51　

概
要
と
し
て
배
연
형
編『
한
국
유
성
기
음
반　

一
九
〇
七
―
一
九
四
五
』﹇
韓
国
留
声
機
音
盤

―
一
九
〇
七
―
一
九
四
五
﹈（
全
五
巻
、한
걸
음
더
、
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二
〇
一
一
年
）
の
第
五
巻
所
収
の
解
題
、
事
例
研
究
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
韓
国
古
音
盤
研
究
会
が
二
〇
年
以
上
に
わ
た
り
発
行
し
て
い
る
会
誌

『
韓
国
音
盤
学
』
を
挙
げ
て
お
く
。
一
九
三
〇
年
代
の
レ
コ
ー
ド
産
業
の
帝
国
秩
序
と
植
民
地
的
構
造
に
関
す
る
概
論
は
、
拙
稿
前
掲
「
일
제
시
기 

한
국 
녹
음
문
화
의 

역
사
민
족
지: 

제
국
질
서
와 

미
시
정
치
」
の
第
三
章
第
一
節
、
拙
稿“(D

is)C
onnecting the E

m
pire: C

olonial M
odernity, 

R
ecording C

ulture and Japan-K
orea M

usical R
elations ” (the w

orld of m
usic Special Issue 1-2012: C

olonial M
odernity and E

ast A
sian 

M
usics, ed. by H

ugh de Ferranti and Yam
auchi Fum

itaka) 146-151

、
そ
の
他
の
書
誌
情
報
は
後
者
の
注
21
参
照
。

52　

生
明
俊
雄
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
は
誰
が
作
る
の
か

―
音
楽
産
業
の
政
治
学
』
の
第
二
章
参
照
。

53　

拙
稿
「
일
제
시
기 
음
반
산
업
에
서 

한
국
인 

중
개
자
의 

역
사
적 

주
체
성 

고
찰: 

접
촉
영
역
에
서 

식
민
자-

피
식
민
자
의 

상
호
적 

주
체
구
성
의 

관

점
에
서
」﹇
植
民
地
期
レ
コ
ー
ド
産
業
に
お
け
る
朝
鮮
人
仲
介
者
の
歴
史
的
主
体
性
に
関
す
る
考
察

―
接
触
領
域
に
お
け
る
植
民
者
・
被
植
民
者

の
相
互
的
主
体
構
成
の
視
座
か
ら
﹈（『
대
중
음
악
』
第
四
号
、
九
七
―
一
八
四
頁
）、
特
に
第
一
節
参
照
。

54　

詳
細
は
拙
稿
前
掲
「
일
제
시
기 

한
국 
녹
음
문
화
의 

역
사
민
족
지: 

제
국
질
서
와 

미
시
정
치
」
四
―
七
頁
、
こ
れ
を
レ
コ
ー
ド
の
登
記
シ
ス
テ
ム

と
み
な
し
て
帝
国
日
本
の
人
口
管
理
と
の
連
動
を
論
じ
た
も
の
は
、
拙
稿
前
掲“(D

is)C
onnecting the E

m
pire: C

olonial M
odernity, 

R
ecording C

ulture and Japan-K
orea M

usical R
elations, ” 149-151.

55　

朝
鮮
レ
コ
ー
ド
製
作
に
お
け
る
日
本
人
参
与
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
일
제
시
대 

유
성
기
음
반 

제
작
에
서 

일
본
인 

참
여
에 

관
한 

시
론
：
콜
럼
비

아 

음
반
의 

작
곡-

편
곡 

활
동
을 

중
심
으
로
」﹇
植
民
地
朝
鮮
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
製
作
に
お
け
る
日
本
人
参
与
に
関
す
る
試
論

―
コ
ロ
ム
ビ
ア
・
レ

コ
ー
ド
の
作
曲
・
編
曲
活
動
を
中
心
に
﹈（『
한
국
음
악
사
학
보
』
第
三
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
、
七
七
一
―
八
一
一
頁
）、
拙
稿
同
上
英
語
論
文
の
第

二
節
参
照
。
後
者
は
、
日
本
向
け
レ
コ
ー
ド
に
お
け
る
朝
鮮
人
参
与
（
主
に
歌
唱
と
作
曲
）
と
い
う
対
照
的
な
事
例
を
併
せ
て
、
日
朝
間
の
越
境
的

活
動
に
関
す
る
相
関
比
較
的
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

56　

録
音
場
所
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
李
埈
煕
「
一
九
四
五
年
以
前
の
韓
国
語
レ
コ
ー
ド
録
音
の
多
面
性

―
東
京
と
大
阪
、
そ
し
て
京
城
」（
谷
川

建
司
・
王
向
華
・
呉
咏
梅
編
著
『
サ
ブ
カ
ル
で
読
む
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム　

可
視
化
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
四
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―
一
三
一
頁
）
参
照
。

57　

朝
鮮
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
本
稿
の
書
誌
デ
ー
タ
は
、
한
국
정
신
문
화
연
구
원
編
『
한
국
유
성
기
음
반
총
목
록
』﹇
韓
国
留
声
機
音
盤
総
目
録
﹈（
민

속
원
、
一
九
九
八
年
）、
김
점
도
編
著
『
유
성
기
음
반
총
람
자
료
집
』﹇
留
声
機
音
盤
総
覧
資
料
集
﹈（
신
나
라
뮤
직
、
二
〇
〇
〇
）、
そ
し
て
集
大
成

で
あ
る
배
연
형
前
掲
『
한
국
유
성
기
음
반　

一
九
〇
七
―
一
九
四
五
』
な
ど
の
デ
ィ
ス
コ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
基
に
、
筆
者
が
長
年
に
わ
た
り
編
集
・
修

正
・
補
充
し
た
も
の
を
用
い
る
。

58　

昭
和
館
所
蔵
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
を
基
に
し
た
日
本
最
大
の
デ
ィ
ス
コ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
六
万
枚
、
一
二
万
面
分
を
収
録
す
る
（
昭
和
館
監
修
『
Ｓ
Ｐ

レ
コ
ー
ド
六
〇
、
〇
〇
〇
曲
総
目
録
』
ア
テ
ネ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。
戦
後
の
レ
コ
ー
ド
も
含
む
た
め
戦
前
の
数
値
は
さ
ら
に
限
定
さ
れ
る
が
、

昭
和
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
全
レ
コ
ー
ド
を
網
羅
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
発
行
数
は
ず
っ
と
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

59　
김
병
오
「
일
제
시
대 

레
코
드 
대
중
화 

과
정 

연
구
」﹇
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
レ
コ
ー
ド
大
衆
化
過
程
の
研
究
﹈『
낭
만
음
악
』
第
六
七
号
、
二

〇
〇
五
年
、
九
九
―
二
〇
二
頁
。

60　
「
現
在
全
鮮
に
於
け
る
『
レ
コ
ー
ド
』
の
販
売
高
一
箇
年
二
〇
〇
万
枚
に
達
す
る
で
あ
ら
う
と
称
せ
ら
れ
て
居
る
」（
岡
田
順
一
前
掲
「
蓄
音
機
『
レ

コ
ー
ド
』取
締
に
就
い
て
」一
四
二
頁
）、「
一
二
〇
万
枚
。こ
れ
が
一
年
の
間
に
朝
鮮
市
場
で
売
れ
る
レ
コ
ー
ド
の
数
で
あ
る
。こ
の
う
ち
朝
鮮
レ
コ
ー

ド
が
そ
の
一
／
三
に
は
な
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
四
、五
〇
万
枚
の
購
買
者
を
擁
し
、そ
の
歌
を
聴
い
て
楽
し
む
数
十
万
名
、数
百
万
名
を
擁
す
る
」（『
三

千
里
』
一
九
三
五
年
一
一
月
、
一
五
二
頁
）、「
総
督
府
当
局
に
行
っ
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
今
朝
鮮
で
一
年
の
間
に
売
れ
る
レ
コ
ー
ド
枚

数
は
一
五
〇
万
枚
で
、
そ
の
う
ち
三
分
の
一
の
四
、
五
〇
万
枚
が
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
だ
と
い
い
ま
す
」（『
三
千
里
』
一
九
三
六
年
一
月
、
一
三
〇
頁
）。

61　
『
音
楽
世
界
』
一
九
三
六
年
八
月
、
二
五
頁
。

62　

李
埈
煕
「
일
제
시
대 

음
반
검
열 

연
구｣

﹇
植
民
地
期
朝
鮮
の
音
盤
検
閲
研
究
﹈『
한
국
문
화
』
第
三
九
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
七
六
―
一
七
七
頁
。

63　

同
上
論
文
、
一
七
七
―
一
八
〇
頁
。

64　

既
存
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
日
本
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
に
つ
い
て
は
体
系
的
な
研
究
が
ま
だ
な
い
。
日
本
レ
コ
ー
ド
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史
の
先
導
者
で
あ
る
倉
田
善
弘
は
『
日
本
レ
コ
ー
ド
文
化
史
』（
東
京
書
籍
、
一
九
七
九
年
）
で
新
聞
記
事
を
用
い
て
多
く
の
重
要
な
事
実
に
言
及

し
た
が
包
括
的
な
扱
い
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
日
本
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
（
特
に
「
エ
ロ
歌
謡
」
の
取
締
り
）
に
照
準
し
た
唯
一
の
論
文
は
、

細
川
周
平
「
戦
前
の
レ
コ
ー
ド
検
閲

―
『
出
版
警
察
報
』
か
ら
探
る
」(Sakae M

urakam
i-G

iroux, C
hristiane Séguy et Sandra Schaal eds., 

C
ensure, A

utocensure et T
abous: A

ctes du quatrièm
e colloque d ’études japonaises de l ’U

niversité de Strasbourg, A
rles: Philippe 

Picquier, 2010, 253-75)

で
あ
る
。
戸
ノ
下
達
也
『「
国
民
歌
」
を
唱
和
し
た
時
代

―
昭
和
の
大
衆
歌
謡
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
に
も

流
行
歌
や
レ
コ
ー
ド
の
統
制
に
関
す
る
内
容
が
あ
る
。
永
原
宣
の
博
士
論
文
（H

irom
u N

agahara,  “U
npopular M

usic: T
he Politics of M

ass 

C
ulture in M

odern Japan, ” PhD
 diss., H

arvard U
niversity, 2011

）
の
第
二
章
は
検
閲
官
・
小
川
近
五
郎
を
中
心
と
し
た
レ
コ
ー
ド
・
流
行
歌

検
閲
の
分
析
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
未
刊
の
修
士
論
文
や
口
頭
発
表
が
あ
る
（
金
子
龍
司
な
ど
）。
朝
鮮
に
つ
い
て
は
、
李
埈
煕
の
同
上

論
文
が
唯
一
の
包
括
的
な
研
究
で
、
他
に
李
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
가
요
一
一
四
」（
二
〇
一
三
年
よ
り
「
퐁
키
」
に
統
合
）
に
五
〇
回
に
わ
た
っ
て

連
載
し
た
「
유
행
가
시
대
」﹇
流
行
歌
時
代
﹈（
二
〇
〇
一
年
）
に
重
要
な
内
容
が
あ
る
。
朴
燦
鎬
の
労
作
『
韓
国
歌
謡
史 

一
八
九
五
―
一
九
四
五
』

（
晶
文
社
、
一
九
八
七
年
）
に
も
新
聞
記
事
を
中
心
に
多
く
の
重
要
な
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
九
年
に
索
引
を
付
し
た
韓
国
語
訳
改

訂
版
が
出
版
さ
れ
、
解
放
後
に
関
す
る
第
二
巻
も
付
さ
れ
た
。
박
찬
호
『
한
국
가
요
사
一 

一
八
九
四
―
一
九
四
五
』
안
동
림
訳
、
미
지
북
스
、
二
〇

〇
九
年
）。

65　

小
川
近
五
郎
『
流
行
歌
と
世
相

─
事
変
下
に
お
け
る
歌
謡
の
使
命
』
日
本
警
察
新
聞
社
、
一
九
四
一
年
、
一
一
〇
頁
。

66　

内
務
省
警
保
局
『
出
版
警
察
報
』
第
七
一
号
、
一
九
三
四
年
八
月
、
二
五
三
―
二
五
七
頁
（
不
二
出
版
復
刻
、
一
九
八
三
年
）。
関
連
内
容
の
議

事
録
は
、
第
六
五
回
帝
国
議
会
貴
族
院
「
出
版
法
中
改
正
法
律
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
」
第
一
号
（
一
九
三
四
年
三
月
一
〇
日
）、
第
六
五
回

帝
国
議
会
衆
議
院
「
出
版
法
中
改
正
法
律
案
委
員
会
議
録
（
速
記
）」
第
一
号
（
一
九
三
四
年
三
月
二
二
日
）、
第
二
号
（
同
二
三
日
）、
第
三
号
（
同

二
四
日
）、
第
四
号
（
同
二
五
日
）
参
照
。
な
お
、
第
三
六
条
の
追
加
は
皇
室
の
尊
厳
に
対
す
る
冒
涜
行
為
を
禁
じ
た
第
二
六
条
の
追
加
と
同
時
で

あ
る
。
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67　

内
務
省
警
保
局
同
上
、
二
五
三
頁
。
生
悦
住
求
馬
『
出
版
警
察
法
概
論
』
松
華
堂
書
店
、
一
九
三
五
年
、
二
四
―
二
五
頁
。
細
川
周
平
前
掲
「
戦

前
の
レ
コ
ー
ド
検
閲

―
『
出
版
警
察
報
』
か
ら
探
る
」
二
五
六
頁
に
も
関
連
す
る
議
論
が
あ
る
。

68　

内
務
省
警
保
局
『
出
版
警
察
報
』
第
七
八
号
、
一
九
三
五
年
三
月
、
三
〇
九
頁
。

69　
「
改
正
出
版
報
ノ
施
行
ニ
関
ス
ル
通
牒
」（
抄
）、
内
務
省
警
保
局
前
掲
『
出
版
警
察
報
』
第
七
一
号
、
二
五
五
―
二
五
七
頁
。

70　

検
閲
室
主
任
も
務
め
た
。
レ
コ
ー
ド
検
閲
係
官
の
詳
細
に
つ
い
て
は
細
川
前
掲
「
戦
前
の
レ
コ
ー
ド
検
閲

―
『
出
版
警
察
報
』
か
ら
探
る
」
二

五
六
頁
注
二
参
照
。

71　
『
音
楽
世
界
』
第
八
巻
第
八
号
、
一
九
三
六
年
、
二
六
頁
。

72　

細
川
周
平
前
掲
「
戦
前
の
レ
コ
ー
ド
検
閲

―
『
出
版
警
察
報
』
か
ら
探
る
」
二
七
一
―
二
七
三
頁
に
「
検
閲
官
の
オ
ス
ス
メ
」
の
議
論
が
あ
る
。

文
部
省
の
レ
コ
ー
ド
推
薦
と
内
務
省
の
職
務
の
問
題
、内
務
省
の
内
部
資
料（
マ
ル
秘
資
料
）ゆ
え
の
射
程
の
限
界
な
ど
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、

H
irom

u N
agahara

前
掲“U

npopular M
usic: T

he Politics of M
ass C

ulture in M
odern Japan ”

の
第
二
章
も
参
照
。小
川
の
単
著
は
前
掲『
流

行
歌
と
世
相

─
事
変
下
に
お
け
る
歌
謡
の
使
命
』。
文
部
省
の
レ
コ
ー
ド
推
薦
制
度
と
内
務
省
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
制
度
の
連
関
に
つ
い
て
は
拙
稿

前
掲
「
일
제
시
기 

음
반
통
제
의 

제
도
형
성
과 

작
동
기
제
」
の
第
一
節
参
照
。

73　

そ
の
主
唱
者
の
一
人
は
一
九
三
七
年
に
自
ら
『
ト
リ
オ
』
と
い
う
音
楽
雑
誌
を
新
た
に
刊
行
し
て
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
普
及
、
実
現
し
よ
う
と
し

た
が
、
半
年
後
に
停
刊
し
て
い
る
。
同
年
の
日
中
戦
争
勃
発
と
い
う
時
代
状
況
と
一
定
の
関
連
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
今
後
の
課
題

で
あ
る
。
戦
中
期
と
り
わ
け
太
平
洋
戦
争
期
に
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
は
「
奢
侈
品
」
と
み
な
さ
れ
特
別
の
課
税
対
象
と
な
る
。

74　

昭
和
八
年
朝
鮮
総
督
府
令
第
四
十
七
号
、
一
九
三
三
年
五
月
二
二
日
公
布
。

75　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
일
제
시
기 

음
반
통
제
의 

제
도
형
성
과 

작
동
기
제
」
の
第
一
節
参
照
。

76　

朝
鮮
総
督
府
警
務
局
『
朝
鮮
警
察
概
要
』
一
九
四
〇
年
、
九
四
頁
。

77　
『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
三
年
六
月
一
七
日
。
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78　

朝
鮮
に
お
け
る
出
版
法
は
も
と
も
と
韓
国
併
合
前
の
一
九
〇
九
年
二
月
に
公
布
さ
れ
て
い
る
（『
大
韓
帝
国
官
報
』
第
四
三
一
一
号
）。
こ
の
出
版

法
と
一
九
〇
七
年
の
新
聞
紙
法
に
つ
い
て
は
、
鄭
根
埴
「
식
민
지
적 

검
열
의 

역
사
적 

기
원: 

一
九
〇
四
―
一
九
一
〇
」﹇
植
民
地
的
検
閲
の
歴
史
的

起
源

―
一
九
〇
四
―
一
九
一
〇
﹈（『
사
회
와 

역
사
』
第
六
四
集
、
二
〇
〇
三
年
、
五
―
四
六
頁
）
参
照
。

79　

岡
田
順
一
「
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
取
締
に
就
い
て
」『
警
務
彙
報
』
第
三
二
六
号
、
一
九
三
三
年
、
六
月
、
一
四
二
―
一
四
五
頁
。

80　

同
上
文
書
、
一
四
二
頁
。

81　

同
上
。

82　
「
輸
入
」
は
日
本
帝
国
外
か
ら
朝
鮮
へ
の
、「
移
入
」
は
日
本
国
内
か
ら
朝
鮮
へ
の
物
流
に
関
わ
る
。

83　

な
お
、
本
稿
の
焦
点
は
人
よ
り
物
の
統
制
の
分
析
に
あ
る
た
め
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、「
取
締
の
客
体
即
ち
責
任
者
」
に
実
演
者
や
作
詞
・
作

曲
者
が
入
っ
て
い
な
い
点
、
ま
た
レ
コ
ー
ド
関
連
業
者
を
除
く
「
其
の
他
の
者
」
で
も
「
不
穏
『
レ
コ
ー
ド
』
を
輸
移
入
し
て
授
受
交
換
を
為
し
、

或
は
公
衆
の
聴
取
に
供
し
、
又
は
聴
取
し
得
べ
き
場
所
に
於
て
演
奏
す
る
と
き
は
其
の
弊
害
尠
な
か
ら
ざ
る
」
と
し
て
届
出
以
外
の
責
任
を
負
う
取

締
対
象
と
さ
れ
た
点
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
後
者
は
、
第
一
節
〈
補
論
〉
で
触
れ
た
中
国
・
ソ
連
の
レ
コ
ー
ド
な
ど
、「
正
規
ル
ー
ト
」
を
経
な

い
政
治
的
流
通
の
牽
制
と
一
定
の
関
係
が
あ
っ
た
。

84　
『
音
楽
世
界
』
第
八
巻
第
八
号
、
一
九
三
六
年
、
二
五
頁
。

85　

岡
田
順
一
前
掲
「
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
取
締
に
就
い
て
」
一
四
四
頁
。

86　

同
上
。

87　
『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
三
年
一
〇
月
一
日
。
日
中
戦
争
開
始
の
前
後
に
も
押
収
関
係
の
記
事
が
現
れ
て
い
る
。『
東
亜
日
報
』
一
九
三
七
年
六
月
九

日
等
。

88　

岡
田
順
一
前
掲
「
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
取
締
に
就
い
て
」
一
四
四
頁
。

89　

た
だ
し
、
後
述
す
る
一
九
三
六
年
発
売
の
渡
辺
は
ま
子
歌
唱
の
〈
忘
れ
ち
ゃ
い
や
よ
〉
と
い
う
レ
コ
ー
ド
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
演
奏
」
し
て
も
い
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な
い
レ
コ
ー
ド
が
治
安
警
察
法
に
よ
っ
て
押
収
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
細
川
周
平
は
、「
は
ま
子
の
レ
コ
ー
ド
は
警
察
の
越
権
行
為
を
許
し
、
出

版
法
と
治
警
法
の
管
轄
と
見
解
の
違
い
を
露
わ
に
し
た
」
と
論
じ
て
い
る
（
前
掲
「
戦
前
の
レ
コ
ー
ド
検
閲

―
『
出
版
警
察
報
』
か
ら
探
る
」
二

六
八
頁
）。

90　

 「
演
奏
」
に
関
す
る
行
政
上
の
定
義
は
、「
公
衆
の
聴
取
に
供
し
、
又
は
聴
取
し
得
べ
き
場
所
に
於
て
演
奏
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
公
衆

の
聴
取
し
得
べ
き
場
所
と
謂
ふ
中
に
は
原
則
と
し
て
家
庭
に
於
て
演
奏
す
る
場
合
を
含
ま
な
い
」と
さ
れ
た（
岡
田
順
一
前
掲「
蓄
音
機『
レ
コ
ー
ド
』

取
締
に
就
い
て
」
一
四
三
―
一
四
四
頁
）。
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
聴
衆
に
つ
い
て
は
、
植
民
地
下
の
私
的
領
域
や
核
家
族
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
蓄

音
機
の
活
用
を
論
じ
た
이
상
길
「
유
성
기
의 

활
용
과 

사
적 

영
역
의 

형
성
」﹇
留
声
機
の
活
用
と
私
的
領
域
の
形
成
﹈（『
언
론
과 

사
회
』
第
九
巻
第

四
号
、
四
九
―
九
五
頁
）
が
あ
る
が
、
新
聞
雑
誌
の
広
告
や
批
評
な
ど
の
言
説
を
聴
衆
の
生
活
の
現
実
と
短
絡
さ
せ
る
よ
う
な
分
析
が
多
く
、
聴
衆

の
実
相
に
迫
る
研
究
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

91　

本
稿
は
台
湾
の
事
例
に
つ
い
て
断
片
的
に
し
か
触
れ
な
い
が
、
前
掲
「
台
湾
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
取
締
規
則
」
で
も
届
出
義
務
を
設
け
ず
に
文
書
業

務
を
優
先
さ
せ
た
点
に
お
い
て
朝
鮮
に
通
じ
る
と
い
う
点
を
一
言
付
記
し
て
お
く
。

92　

山
室
信
一
前
掲｢

出
版
・
検
閲
の
態
様
と
そ
の
遷
移｣

八
頁
、
三
四
―
三
五
頁
。
こ
れ
は
戸
坂
潤
の
提
起
し
た
議
論
に
基
づ
く
。

93　
『
京
城
日
報
』
一
九
三
四
年
二
月
二
日
。
同
日
の
『
毎
日
申
報
』
に
も
逐
語
訳
あ
り
。

94　
『
三
千
里
』
一
九
三
六
年
四
月
、
二
六
九
頁
。

95　

W
alter. J. O

ng, 1982, O
rality and Literacy: T

he Technologizing of the W
ord, N

ew
 York: M

ethuen, 136.

96　

細
川
周
平
『
レ
コ
ー
ド
の
美
学
』 

勁
草
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
六
二
―
七
一
頁
。

97　

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
オ
ン
グ
前
掲
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』（
日
本
語
訳
）。

98　

増
田
聡
・
谷
口
文
和
『
音
楽
未
来
形

―
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
音
楽
文
化
の
ゆ
く
え
』
洋
泉
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
三
九
―
二
四
〇
頁
。

99　

な
お
、「
演
奏
」
の
語
は
帝
国
日
本
で
広
く
用
い
ら
れ
た
が
、
植
民
地
台
湾
で
は
主
要
語
で
あ
る
閩
南
語
で
「
唱
」
と
い
う
動
詞
が
検
閲
当
局
に
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よ
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。

100　
W

alter. J. O
ng

前
掲O

rality and Literacy: T
he Technologizing of the W

ord, 136.
101　

聴
覚
文
化
研
究
の
牽
引
者
の
一
人
で
あ
る
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
タ
ー
ン
は
、
こ
う
し
た
枠
組
み
を
二
元
論
的
な
「
視
聴
覚
的
連
禱
＝
長
話
」

audiovisual litany

と
呼
び
、
オ
ン
グ
の
思
想
に
お
け
る
そ
の
現
代
的
な
再
現
に
対
し
て
鋭
利
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。Jonathan Sterne

前
掲

T
he A

udible Past: C
ultural O

rigins O
f Sound R

eproduction, 16-19.

102　
『
三
千
里
』
一
九
三
六
年
四
月
、「
엇
더
한 『
레
코-

드
』
가 

禁
止
를 

當
하
나
」。

103　

原
文
は
「
매
듸
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
마
디
の
方
言
「
매
디
」
の
綴
り
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
、
歌
わ
れ
る
節
回
し
や
韻
律
的
要
素
の
意
味
で
あ
る
。

104　
『
三
千
里
』
一
九
三
六
年
四
月
、
二
六
九
頁
。

105　

よ
り
正
確
な
タ
イ
ト
ル
は
〈
続
新
家
庭
生
活
〉
で
あ
る
（
李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반
검
열 

연
구｣

一
九
三
頁
）。

106　
『
三
千
里
』
一
九
三
六
年
四
月
、
二
六
九
頁
。

107　
『
音
楽
世
界
』
第
八
巻
第
八
号
、
一
九
三
六
年
、
一
五
―
一
六
頁
。
小
川
は
こ
こ
で
、
製
作
者
へ
の
二
度
の
「
懇
談
」
に
関
し
て
、
業
界
と
の
「
協

調
」
が
で
き
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た
そ
れ
が
「
極
め
て
穏
や
か
な
や
り
方
」
で
あ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
注
（
89
）
も
参
照
。

108　
『
音
楽
世
界
』
第
八
巻
第
八
号
、
一
九
三
六
年
、
一
〇
頁
。

109　

小
川
近
五
郎
前
掲『
流
行
歌
と
世
相
│
―
事
変
下
に
お
け
る
歌
謡
の
使
命
』一
三
八
頁
。
他
に
、細
川
周
平
前
掲
「
戦
前
の
レ
コ
ー
ド
検
閲

―
『
出

版
警
察
報
』
か
ら
探
る
」
二
六
九
頁
、
戸
ノ
下
達
也
前
掲
『「
国
民
歌
」
を
唱
和
し
た
時
代
』
四
八
頁
も
参
照
。

110　

戸
ノ
下
達
也
『
音
楽
を
動
員
せ
よ
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
二
〇
頁
、
同
前
掲
『「
国
民
歌
」
を
唱
和
し
た
時
代
』
四
七
―
四
八
頁
。
戸
ノ

下
は
、
こ
う
し
た
歌
を
「
国
民
歌
」
と
名
づ
け
、「
国
家
目
的
に
即
応
し
国
民
強
化
動
員
や
国
策
宣
伝
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
国
も
し
く
は
国
に
準

じ
た
機
関
に
よ
る
『
上
か
ら
』
の
公
的
流
行
歌
」
と
定
義
し
て
い
る
（『「
国
民
歌
」
を
唱
和
し
た
時
代
』
三
頁
）。「
歌
謡
」（
歌
謡
曲
）
と
い
う
概

念
自
体
が
「
流
行
歌
」
に
対
す
る
代
案
と
い
っ
た
側
面
が
あ
り
、
ラ
ジ
オ
放
送
と
の
関
係
で
広
く
用
い
ら
れ
た
。
解
放
後
の
韓
国
で
政
策
的
に
用
い
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ら
れ
た
「
健
全
歌
謡
」
の
概
念
も
こ
う
し
た
流
れ
を
引
き
継
ぐ
側
面
を
持
つ
。

111　
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
は
蔡
東
園
（
男
）、〈
故
郷
恋
し
〉
は
金
龍
煥
（
男
）、〈
鍾
路
四
叉
路
〉
は
蔡
奎
燁
（
男
）、
そ
し
て
〈
杵
打
令
〉
は
姜
石
燕
（
女
）

が
歌
っ
た
。

112　
『
東
亜
日
報
』
一
九
三
七
年
六
月
九
日
。

113　

注
（
110
）
の
「
歌
謡
」
概
念
に
続
い
て
、「
歌
唱
」
に
つ
い
て
も
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
連
続
性
・
断
続
性
と
い
う
重
要
な
争
点
に
言
及
し
て
お

く
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
解
放
後
の
韓
国
政
府
も
ま
た
検
閲
に
あ
た
り
歌
唱
と
い
う
問
題
に
注
意
を
寄
せ
た
一
方
、
そ
の
焦
点
は
「
倭

色
唱
法
」
や
「
唱
法
低
俗
」
と
い
う
項
目
に
向
け
ら
れ
た
。
문
옥
배
『
한
국 

금
지
곡
의 

사
회
사
』﹇
韓
国
の
禁
止
曲
の
社
会
史
﹈（
예
솔
、
二
〇
〇

四
年
）
一
一
四
頁
、
一
三
九
頁
参
照
。

114　

李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반
검
열 

연
구｣

一
八
一
頁
。

115　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반
검
열 

연
구｣

一
八
一
頁
、
一
九
一
頁
を
参
照
。「
自
己
検
閲
」
に
つ
い
て
は
山
室
信
一
前
掲

｢

出
版
・
検
閲
の
態
様
と
そ
の
遷
移

―
日
本
か
ら
満
州
国
へ｣

一
七
頁
も
参
照
。
少
し
時
期
は
遡
る
が
、
当
時
検
閲
主
任
の
立
場
に
あ
っ
た
岡
田

順
一
は
新
聞
の
取
材
に
対
し
て
「
最
近
朝
鮮
文
の
内
容
か
ら
な
る
も
の
の
押
収
処
分
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
の
は
、
製
作
時
に
前
も
っ
て
解
説
書
を

提
出
さ
せ
検
閲
を
受
け
る
よ
う
に
し
た
た
め
」
と
述
べ
て
い
る
（『
東
亜
日
報
』
一
九
三
七
年
六
月
九
日
）。

116　

こ
の
曲
名
は
李
埈
煕
の
調
べ
に
よ
る
（
前
掲
「
일
제
시
대 
음
반
검
열 

연
구｣

）。

117　
『
朝
鮮
出
版
警
察
月
報
』
第
一
一
七
号
、
一
九
三
八
年
六
月
。

118　

同
上
第
一
二
〇
号
、
一
九
三
八
年
九
月
。
な
お
、
こ
の
説
明
は
レ
コ
ー
ド
で
は
な
く
、
そ
れ
を
含
む
『
オ
ー
ケ
ー
レ
コ
ー
ド
九
月
新
譜
文
句
カ
ー

ド
解
説
書
集
』
を
取
り
上
げ
て
の
付
記
で
あ
る
。
ま
た
、
資
料
に
よ
っ
て
〈
誰
が
知
ろ
〉
の
題
名
も
あ
る
。

119　

同
上
第
一
二
一
号
、
一
九
三
八
年
一
〇
月
。「
街
頭
演
奏
」、「
発
売
頒
布
」
の
別
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

120　

こ
の
具
体
的
な
経
緯
は
判
然
と
し
な
い
が
、
必
要
に
応
じ
て
検
閲
当
局
が
現
物
の
提
出
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
。
朝
鮮
と
比
較
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的
似
た
レ
コ
ー
ド
検
閲
体
制
が
敷
か
れ
た
台
湾
で
は
、「
台
湾
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
取
締
規
則
」
第
五
条
に
、
現
物
を
随
時
提
出
さ
せ
る
権
限
が
明
記

さ
れ
た
。
鈴
木
利
茂
前
掲
「
台
湾
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
取
締
規
則
略
解
（
一
）」
に
も
説
明
が
あ
る
（
八
四
頁
）。
さ
ら
に
、
詳
細
は
述
べ
な
い
が
、
台

湾
の
レ
コ
ー
ド
業
界
側
で
も
、
事
前
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
本
社
へ
の
サ
ン
プ
ル
送
付
の
要
望
の
中
に
、「
試
聴
」
に
加
え
て
「
検
閲
」
が
加
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
今
の
と
こ
ろ
朝
鮮
に
は
こ
う
し
た
文
書
上
の
痕
跡
が
な
い
。

121　

音
や
音
楽
、
歌
の
意
味
が
、
テ
キ
ス
ト
自
体
の
形
式
的
な
特
徴
に
よ
る
よ
り
も
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
応
じ
て
多
様
な
が
ら
も
あ
る
程
度
パ
タ
ー
ン
化

さ
れ
て
意
味
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
論
ず
る
文
献
は
数
多
く
、
民
族
音
楽
学
・
音
楽
人
類
学
は
も
ち
ろ
ん
、
音
楽
理
論
や
西
洋
音
楽
史
研
究
に
お
い
て

も
一
般
的
な
視
座
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
類
学
的
な
古
典
と
し
て
、Steven Feld, Sound and Sentim

ent: B
irds, W

eeping, Poetics, 

and Song in K
aluli E

xpression (U
niversity of Pennsylvania Press, 2nd edition, 1990 [1982])

、
音
楽
理
論
と
し
てN

icholas C
ook, 

T
heorizing M

usical M
eaning (M

usic T
heory Spectrum

 23(2), 2001, 170-195)

を
挙
げ
る
に
留
め
る
。

122　

こ
れ
に
関
連
す
る
文
献
も
多
い
が
、
細
川
周
平
前
掲
『
レ
コ
ー
ド
の
美
学
』
の
特
に
第
三
章
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

123　

C
hul-w

oo Lee, “M
odernity, Legality, and Pow

er in K
orea U

nder Japanese R
ule, ” C

olonial M
odernity in K

orea, ed. G
i-w

ook Shin 

and M
ichael R

obinson, C
am

bridge: H
arvard U

niversity Press, 1999, 23.

124　

R
am

on H
. M

yers, M
ark R

. Peattie eds. 1984. T
he Japanese C

olonial E
m

pire, 1984-1945 (Princeton, N
.J.: Princeton U

niversity 

Press)

の
序
論
、
特
に6-15. 

そ
れ
へ
の
異
議
はLeo T. S. C

hing, B
ecom

ing  “Japanese ”: C
olonial T

aiw
an and the Politics of Identity 

Form
ation (B

erkeley and Los A
ngeles: U

niversity of C
alifornia Press, 2001), 19.

125　

C
hul-w

oo Lee

前
掲“M

odernity, Legality, and Pow
er in K

orea U
nder Japanese R

ule, ” 23. 

た
だ
し
、
こ
れ
は
い
か
に
「
国
家
権
力
と
直

接
制
裁
の
強
制
的
な
形
態
と
不
可
分
」
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
を
前
提
に
し
て
い
る
（
同
論
文
、36

）。

126　

Tani E
. B

arlow
 ed., Form

ations of C
olonial M

odernity in E
ast A

sia (D
urham

: D
uke U

niversity Press, 1997)

の
編
者
に
よ
る
序
論
参

照
。
こ
の
論
集
は
一
九
九
三
年
秋
のpositions: east asia cultures critique

創
刊
号
の
特
集
「C

olonial M
odernity

」
を
基
に
し
て
い
る
。
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127　

こ
れ
ら
の
概
念
に
対
す
る
整
理
と
そ
の
適
用
妥
当
性
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
は
、
趙
景
達
『
植
民
地
期
朝
鮮
の
知
識
人
と
民
衆

―
植
民
地
近

代
性
論
批
判
』（
有
志
社
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。
趙
は
「
植
民
地
近
代
化
論
」
と
区
別
す
る
た
め
に
「
植
民
地
近
代
性
論
」
と
い
う
用
語
を
用
い

て
い
る
。

128　

近
代
主
体
に
関
す
る
初
期
の
重
要
な
研
究
は
、
김
진
균
・
정
근
식 

編
著
『
근
대
주
체
와 

식
민
지 

규
율
권
력
』﹇
近
代
主
体
と
植
民
地
規
律
権
力
﹈

（
문
화
과
학
사
、
一
九
九
七
年
）、
ま
たC

hul-w
oo Lee

前
掲“M

odernity, Legality, and Pow
er in K

orea U
nder Japanese R

ule, ” 35-42

参
照
。

多
元
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
早
期
の
研
究
は
、G
i-W

ook Shin and M
ichael R

obinson

前
掲C

olonial M
odernity in K

orea

の
第

II
部
所
収
の
論
考
参
照
。
そ
の
他
、
植
民
地
近
代
研
究
に
関
し
て
は
数
多
く
の
論
考
や
単
著
が
出
て
い
る
が
、
本
稿
の
概
念
設
定
や
問
題
意
識
と
直

間
接
的
に
関
連
す
る
日
本
語
文
献
と
し
て
、
松
本
武
祝
『
朝
鮮
農
村
の
〈
植
民
地
近
代
〉
経
験
』（
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
植
民
地
近
代
研

究
の
動
向
を
総
括
的
に
批
判
検
討
し
た
趙
景
達
同
上
書
、
そ
し
て
比
較
的
最
近
ま
で
の
日
韓
英
語
に
よ
る
植
民
地
近
代
研
究
の
主
要
な
論
点
と
そ
の

射
程
を
手
際
よ
く
ま
と
め
た
板
垣
竜
太
・
戸
邉
秀
明
・
水
谷
智
「
日
本
植
民
地
研
究
の
回
顧
と
展
望

―
朝
鮮
史
を
中
心
に
」（『
社
会
科
学
（
同
志

社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）』
第
四
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
一
〇
年
、
二
七
―
五
九
頁
）
の
第
三
、
四
節
を
挙
げ
て
お
く
。
英
語
圏
で
は
植
民
地
主
義

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
延
命
に
つ
い
て
省
察
す
る
視
座
か
ら
植
民
地
近
代
概
念
の
有
用
性
を
論
ず
るA

rif D
irlik, “T

he E
nd of C

olonialism
? T

he 

C
olonial M

odern in the M
aking of G

lobal M
odernity ” (boundary 2 32 (1), 2005, 1-31)

、
そ
し
て
二
〇
一
二
年
のC

ultural Studies 26 (5)

誌
上
の
植
民
地
近
代
特
集
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
筆
者
の
植
民
地
近
代
概
念
と
日
朝
関
係
史
に
関
す
る
考
え
方
の
一
端
は
、
拙
稿
前
掲“(D

is)

C
onnecting the E

m
pire: C

olonial M
odernity, R

ecording C
ulture and Japan-K

orea M
usical R

elations ”

参
照
。
本
稿
の
問
題
意
識
と
植
民

地
近
代
研
究
と
の
精
緻
な
対
話
は
今
後
の
研
究
の
展
開
を
待
ち
た
い
。

129　

板
垣
竜
太
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
識
字
調
査
」（『
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
五
八
号
、
一
九
九
九
年
、
二
七

七
―
三
一
六
頁
）、
近
世
の
郷
村
社
会
に
お
け
る
文
書
往
来
の
具
体
像
に
つ
い
て
、
山
内
民
博
「
朝
鮮
後
期
郷
村
社
会
と
文
字
・
文
書

―
伝
令
と

所
志
類
を
て
が
か
り
に
」（『
韓
国
朝
鮮
の
文
化
と
社
会
』
六
号
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
―
五
九
頁
）、
帝
国
日
本
の
官
僚
制
の
諸
相
に
関
す
る
詳
細
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な
実
証
研
究
と
し
て
、
岡
本
真
希
子
『
植
民
地
官
僚
の
政
治
史

―
朝
鮮
・
台
湾
総
督
府
と
帝
国
日
本
』（
三
元
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
松
田
利
彦
・

や
ま
だ
あ
つ
し
編
『
日
本
の
朝
鮮
・
台
湾
支
配
と
植
民
地
官
僚
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

130　

こ
う
し
た
「
訓
読
文
」
と
「
訓
読
体
」
の
概
念
的
な
区
別
は
、
齋
藤
希
史
が
近
刊
の
論
文
で
新
た
に
分
節
化
し
た
も
の
に
依
る
。
齋
藤
希
史
「
近

代
訓
読
体
と
東
ア
ジ
ア
」、
沈
国
威
・
内
田
慶
市
編
著
『
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
体
の
変
遷

―
形
式
と
内
実
の
相
克
を
超
え
て
』
白
帝
社
、

二
〇
一
〇
年
、
一
一
〇
頁
。

131　

齋
藤
希
史
前
掲
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
』
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
、
加
藤
徹
『
漢
文
の
素
養

―
誰
が
日
本
文
化
を
つ
く
っ
た
の
か
？
』（
光
文
社

新
書
、
二
〇
〇
六
年
）
二
一
三
―
二
二
三
頁
。
特
に
大
日
本
帝
国
憲
法
の
訓
読
体
（
そ
の
「
悪
文
」
ぶ
り
と
「
翻
訳
」
の
影
響
や
「
主
語
」
の
出
現

と
羅
列
の
問
題
等
）
に
つ
い
て
は
、
柳
父
章
『
近
代
日
本
語
の
思
想

―
翻
訳
文
体
成
立
事
情
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）
の
第
一
章

参
照
。

132　

齋
藤
希
史
同
上
書
、
二
二
四
―
二
二
五
頁
。

133　

中
国
に
つ
い
て
は
讃
井
唯
允
前
掲
「
中
国
文
字
改
革
論
争
の
過
去
と
現
在
」、
武
田
雅
哉
前
掲
『
蒼
頡
た
ち
の
宴
―
漢
字
の
神
話
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』、

Jing T
su, Sound and Script in C

hinese D
iaspora, C

am
bridge (M

ass.: H
arvard U

niversity Press, 2010)

の
序
論
参
照
。
日
本
や
朝
鮮
に
つ

い
て
は
本
文
で
述
べ
る
。

134　

イ
・
ヨ
ン
ス
ク
『「
国
語
」
と
い
う
思
想

―
近
代
日
本
の
言
語
認
識
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
二
〔
一
九
九
六
〕
年
）
の
第
一
部
参
照
。

135　

例
え
ば
、「
残
念
な
こ
と
に
、
日
本
の
よ
う
な
漢
文
訓
読
法
が
な
か
っ
た
朝
鮮
で
は
、
純
正
漢
文
を
読
め
た
の
は
上
流
知
識
人
に
限
ら
れ
た
。
読

者
層
は
日
本
に
く
ら
べ
る
と
薄
く
、
朝
鮮
の
対
日
認
識
は
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
極
論
す
れ
ば
、
漢
文
訓
読
法
を
も
て
な
か
っ
た
こ
と
が
、

朝
鮮
が
近
代
に
お
い
て
日
本
に
圧
倒
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
遠
因
の
一
つ
と
な
っ
た
」（
加
藤
徹
前
掲
『
漢
文
の
素
養

―
誰
が
日
本
文
化
を
つ
く
っ

た
の
か
？
』
一
九
九
頁
）。
近
代
日
本
の
翻
訳
の
成
功
は
江
戸
時
代
の
「
翻
訳
文
化
」
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
と
い
っ
た
発
想
は
、
丸
山
真
男
・
加

藤
周
一
『
翻
訳
と
日
本
の
近
代
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
）
の
基
底
に
も
流
れ
て
い
る
（
同
書
、
一
八
五
、
一
八
六
頁
）。
こ
う
し
た
議
論
に
つ
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い
て
、
以
前
よ
り
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
は
日
清
戦
争
の
頃
か
ら
形
を
取
り
始
め
た
「
帝
国
意
識
」
と
し
て
批
判
し
て
い
る
（
前
掲
『「
国
語
」
と
い
う
思

想

―
近
代
日
本
の
言
語
認
識
』
八
〇
頁
）。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
意
識
が
、
近
代
の
「
帝
国
」
の
展
開
か
、
近
世
の
「
皇
国
」
の
延
長
か
、
と
い

う
と
こ
ろ
に
本
節
の
問
題
意
識
の
一
つ
が
あ
る
。

136　

子
安
宣
邦
『
漢
字
論

―
不
可
避
の
他
者
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二
六
頁
。

137　

同
上
書
、
八
七
―
八
八
頁
。
逆
に
音
読
の
ま
ま
だ
と
「
そ
ら
ご
と
」
に
留
ま
る
、
す
な
わ
ち
「
外
部
」
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
学
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
前
提
と
な
る
「
内
部
」
と
「
外
部
」
の
区
別
、
す
な
わ
ち
「
漢
文
」
と
「
和
文
」
の
区
別
と
、
そ
れ
を
土
台
に
し
た
荻
生
徂
徠
の
「
翻
訳
」

論
お
よ
び
（
内
外
を
混
合
し
た
と
さ
れ
た
）「
和
訓
」
批
判
に
つ
い
て
は
、
酒
井
直
樹
前
掲
『
過
去
の
声

―
一
八
世
紀
日
本
の
言
説
に
お
け
る
言

語
の
地
位
』
の
第
七
章
参
照
。

138　

本
居
が
漢
字
音
に
つ
い
て
も
「
皇
国
の
古
言
」
と
そ
の
五
十
音
図
の
枠
組
み
を
尊
ん
だ
こ
と
は
、
築
島
裕
『
歴
史
的
仮
名
遣
い

―
そ
の
成
立
と

特
徴
』（
中
公
新
書
、
一
九
八
六
年
）
一
二
一
頁
、
小
田
垣
太
志
「
字
音
仮
名
遣
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
ム
・
ン
」
を
め
ぐ
る
本
居
宣
長
の
評
価
に

つ
い
て
」（『
上
智
大
学
国
文
学
論
集
』
四
二
号
）
七
〇
―
七
一
頁
。

139　
「
事
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
テ
ィ

後
性
」
の
「
先ア
・
プ
リ
オ
リ
テ
ィ

行
性
・
先
験
性
」
へ
の
逆
転
に
つ
い
て
は
、
酒
井
直
樹
前
掲
『
過
去
の
声

―
一
八
世
紀
日
本
の
言
説
に
お
け
る
言
語
の
地
位
』

三
六
八
頁
、
子
安
宣
邦
前
掲
『
漢
字
論

―
不
可
避
の
他
者
』
六
二
―
六
四
頁
参
照
。
こ
れ
は
、
異
国
の
「
死
言
」
か
ら
皇
国
の
「
生
言
」
を
蘇
ら

せ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

140　

酒
井
直
樹
前
掲
『
過
去
の
声

―
一
八
世
紀
日
本
の
言
説
に
お
け
る
言
語
の
地
位
』
第
八
章
、
子
安
宣
邦
前
掲
『
漢
字
論

―
不
可
避
の
他
者
』

五
二
―
五
四
頁
。
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
は
、
国
学
を
単
純
に
「
音
声
中
心
主
義
」
と
特
徴
付
け
る
だ
け
で
は
「
国
語
」
理
念
の
十
全
な
批
判
た
り
え
な
い

点
を
指
摘
し
て
い
る
（「
正
音
」
の
帝
国
」『「
こ
と
ば
」
と
い
う
幻
影

―
近
代
日
本
の
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
一
四

九
―
一
五
〇
頁
）。
本
稿
は
、
そ
れ
が
「
い
か
な
る
」
音
声
中
心
主
義
で
あ
り
、
近
代
西
洋
の
音
声
中
心
主
義
と
ど
う
い
っ
た
関
係
に
あ
る
の
か
、

と
い
っ
た
問
題
を
自
覚
的
に
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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141　

金
文
京
前
掲
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア

―
訓
読
の
文
化
圏
』、
中
村
春
作
・
市
來
津
由
彦
・
田
尻
祐
一
郎
・
前
田
勉
編
『「
訓
読
」
論

―
東
ア
ジ
ア

漢
文
世
界
と
日
本
語
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
『
続
「
訓
読
」
論 

東
ア
ジ
ア
漢
文
世
界
の
形
成
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が

あ
る
。

142　

筆
者
が
こ
こ
で
述
べ
た
二
つ
の
型
の
音
声
中
心
主
義
は
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
が
前
掲
『「
国
語
」
と
い
う
思
想
』
の
文
庫
本
版
あ
と
が
き
の
中
で
、「
国

語
」
の
理
念
に
保
科
孝
一
型
と
山
田
孝
雄
型
の
二
つ
の
型
が
あ
る
と
新
た
に
整
理
し
た
も
の
と
対
応
す
る
だ
ろ
う
。

143　

齋
藤
希
史
前
掲
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
』
第
一
章
後
半
、
同
『
漢
文
脈
の
近
代

―
清
末
＝
明
治
の
文
学
圏
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

五
年
）二
一
九
―
二
二
〇
頁
。漢
文
か
ら
近
代
訓
読
体
が
分
離
す
る「
中
間
的
ス
テ
ッ
プ
」と
し
て
の
素
読
の
文
字
化
・
音
声
の
文
章
化
の
介
在
と
い
っ

た
問
題
系
で
あ
る
。

144　
「
漢
音
」
と
は
、
日
本
語
に
お
け
る
漢
字
音
の
呼
称
で
、
よ
り
古
層
と
さ
れ
る
「
呉
音
」
と
並
ん
で
最
も
代
表
的
な
一
体
系
を
成
し
て
い
る
。「
文
書
」

は
、
漢
音
で
「
ぶ
ん
し
ょ
」、
呉
音
で
「
も
ん
じ
ょ
」
と
な
る
。
古
来
か
ら
日
本
に
は
中
国
や
朝
鮮
の
諸
地
域
か
ら
時
々
の
漢
字
音
が
伝
わ
っ
た
が
、

「
呉
音
」「
漢
音
」
は
共
に
「
中
古
音
」
と
総
称
さ
れ
る
中
国
漢
字
音
の
う
ち
の
地
域
的
・
時
間
的
な
異
層
の
特
徴
を
限
定
的
に
保
持
す
る
こ
と
で
知

ら
れ
る
。
一
般
に
、「
漢
音
」
は
唐
の
首
都
長
安
の
北
方
標
準
音
に
基
づ
く
と
さ
れ
、
八
、
九
世
紀
に
は
「
正
音
」
と
し
て
天
皇
に
よ
る
奨
励
が
行

わ
れ
て
い
る
（
清
水
眞
澄
『
読
経
の
世
界

―
能
読
の
誕
生
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
の
第
一
章
参
照
）。
し
か
し
「
呉
音
」
は
淘
汰
さ
れ
る

こ
と
な
く
相
対
的
に
「
和
語
」
に
近
い
語
感
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
現
在
で
も
両
者
（
さ
ら
に
は
後
世
の
「
唐
音
」
な
ど
）
が
並
列
、
混
在
す
る
状

況
が
続
い
て
い
る
。
本
稿
で
論
ず
る
「
文
書
権
力
」
が
、「
も
ん
じ
ょ
ご
ん
り
き
」（
呉
音
）
で
は
な
く
「
ぶ
ん
し
ょ
け
ん
り
ょ
く
」（
漢
音
）
で
あ

る
点
は
、
後
者
の
字
音
が
漢
文
脈
的
な
概
念
性
や
抽
象
性
を
増
幅
さ
せ
る
た
め
で
、
自
ら
の
漢
文
脈
的
な
性
格
と
そ
の
近
代
的
再
編
と
い
う
主
題
を

音
声
的
に
物
語
る
も
の
だ
ろ
う
。

145　

す
な
わ
ち
音
だ
け
で
は
識
別
が
困
難
で
、
頭
の
中
で
「
漢
字
」
の
参
照
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
単
語
の
急
増
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
言
語
に
お
け
る

文
字
（
漢
字
）
の
重
視
＝
音
声
の
軽
視
で
あ
り
、
よ
っ
て
音
声
を
言
語
の
本
体
と
み
な
す
立
場
か
ら
「
本
末
転
倒
」
で
あ
る
と
い
っ
た
批
判
は
、
高
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島
俊
男
『
漢
字
と
日
本
人
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
一
年
）
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
無
意
識
的
な
「
声
調
」
の
差
異
や
変
化
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
識

別
が
行
わ
れ
る
点
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
（
例
え
ば
「
文
書
」
と
「
分
署
」）。

146　

近
代
日
本
に
お
け
る
天
皇
を
親
と
す
る「
日
本
人
」の
民
族
意
識
・
心
性
の
共
同
体
形
成
と
浪
花
節
の「
声
」の
効
果
に
つ
い
て
は
、兵
藤
裕
己『〈
声
〉

の
国
民
国
家
・
日
本

―
浪
花
節
が
創
る
日
本
近
代
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。
な
お
、
わ
ず
か
だ
が
朝
鮮
人
浪
曲
家
の
活
動

の
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
よ
り
広
く
植
民
地
に
お
け
る
日
本
の
「
邦
楽
」
の
普
及
活
動
に
つ
い
て
も
徐
々
に
関
心
が
持
た
れ
つ
つ
あ
る
が
、

そ
の
詳
細
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

147　

多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
例
え
ば
沈
国
威
編
著
『
漢
字
文
化
圏
諸
言
語
の
近
代
語
彙
の
形
成

―
創
出
と
共
有
』（
関
西
大
学
出
版
部
刊
、
二
〇

〇
八
年
）
が
あ
る
。
日
本
の
近
代
と
「
翻
訳
主
義
」（
実
際
に
は
漢
訳
主
義
）
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
丸
山
真
男
・
加
藤
周
一
前
掲
『
翻
訳
と

日
本
の
近
代
』
参
照
。

148　

齋
藤
希
史
前
掲
『
漢
文
脈
と
日
本
の
近
代
』
一
〇
五
頁
。

149　

福
沢
諭
吉
は
漢
字
あ
る
い
は
漢
音
を
極
力
避
け
て
翻
訳
し
よ
う
と
努
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
試
み
は
困
難
を
極
め
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
人
」「
一
人
の
民
」「
人
民
」
な
ど
と
訳
し
分
け
ら
れ
たindividual

（
個
人
）
の
語
に
つ
い
て
は
、
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』（
岩
波
新
書
、

一
九
八
二
年
）
の
第
二
章
参
照
。
現
在
も
こ
の
困
難
は
続
い
て
お
り
、
今
で
は
漢
字
に
よ
る
「
意
訳
」
の
代
わ
り
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
よ
る
「
音
訳
」

（
と
時
に
ル
ビ
や
原
語
の
併
用
）
が
増
え
て
い
る
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

150　

清
水
賢
一
郎
「
梁
啓
超
と
『
帝
国
漢
文
』

―
「
新
文
体
」
の
誕
生
と
明
治
東
京
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
」『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
三
号
、
二
〇
〇
〇 

年

二
月
、
二
二
―
三
七
頁
。
こ
の
た
め
「
新
聞
体
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

151　

齋
藤
希
史
は
「
言
文
一
致
体
が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
訓
読
文
﹇
訓
読
体
﹈
が
持
ち
得
て
し
ま
っ
た
政
治
性
」
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し

た
が
（
前
掲
『
漢
文
脈
と
日
本
の
近
代
』
二
二
三
頁
）、
訓
読
体
と
言
文
一
致
体
の
二
つ
の
文
体
を
漢
文
か
ら
離
脱
し
て
い
く
連
続
体
と
把
握
し
（
同

上
書
、
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
）、
ま
た
公
・
私
に
お
け
る
後
者
の
分
析
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
た
め
、
同
書
で
は
こ
の
課
題
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
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て
い
な
い
。

152　
「
口
語
調
」
の
日
本
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
る
ま
で
と
も
い
え
る
。
加
藤
徹
前
掲
『
漢
文
の
素
養

―
誰
が
日
本
文
化
を
つ
く
っ
た
の
か
？
』
二
二

一
―
二
二
三
頁
。

153　

柳
父
章
前
掲
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
三
六
頁
。
な
お
、
こ
の
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
の
用
語
は
「jew

elry box effect

」
と
英
訳
さ
れ
て
い
る
。

154　

柳
父
章
前
掲
『
近
代
日
本
語
の
思
想

―
翻
訳
文
体
成
立
事
情
』
一
九
一
頁
。

155　

そ
の
非
日
常
的
な
抑
揚
に
よ
っ
て
時
に
「
勅
語
節
」
と
も
呼
ば
れ
た
教
育
勅
語
の
「
奉
読
」
の
実
態
と
、「
暗
記
暗
誦
」
と
い
う
方
法
を
め
ぐ
る

明
治
期
の
賛
否
両
論
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
理
恵
「
教
育
勅
語
暗
記
暗
誦
の
経
緯
」（『
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要

―
教
育
科
学
』
第
五
六
号
、
一
九

九
九
年
、
四
七
―
六
一
頁
）
参
照
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
皇
国
臣
民
の
誓
詞
」
に
つ
い
て
も
示
唆
す
る
も
の
が
多
い
主
題
で
あ
る
。

た
だ
し
、
同
じ
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、「
個
々
の
単
語
の
意
味
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
漢
字
の
字
面
を
な
が
め
て
い
る
だ
け
で
、
な
ん
と
な
く
意
味

が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
て
、
問
題
の
所
在
を
漢
文
の
素
養
の
レ
ベ
ル
低
下
へ
と
転
ず
る
論
も
あ
る
（
加
藤
徹
前
掲
『
漢
文
の
素
養

―
誰
が

日
本
文
化
を
つ
く
っ
た
の
か
？
』
二
一
六
頁
）。

156　

イ
・
ヨ
ン
ス
ク
「
文
字
か
ら
文
体
へ

―
漢
字
と
言
語
的
近
代
」（
前
掲
『「
こ
と
ば
」
と
い
う
幻
影

―
近
代
日
本
の
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』）

六
一
頁
。

157　

同
上
論
文
、
六
四
頁
。

158　

劉
建
輝
『
日
中
二
百
年

―
支
え
合
う
近
代
』
武
田
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
一
二
年
。「
和
製
漢
語
」
に
つ
い
て
は
、
陳
力
衛
『
和

製
漢
語
の
形
成
と
そ
の
展
開
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。
最
近
は
中
国
側
の
寄
与
（
漢
訳
洋
書
と
英
華
字
典
な
ど
）
に
つ
い
て
の
研
究

が
進
み
、
以
前
よ
り
「
和
製
」
の
判
断
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
（
田
島
優
「
書
評

―
陳
力
衛
著
『
和
製
漢
語
の
形
成
と
そ
の
展
開
』」『
國
語
學
』

五
四
巻
一
号
、
二
〇
〇
三
年
、
九
二
―
一
〇
〇
頁
）。

159　

清
水
賢
一
郎
前
掲
「
梁
啓
超
と
『
帝
国
漢
文
』

―
「
新
文
体
」
の
誕
生
と
明
治
東
京
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
」、
劉
建
輝
前
掲
『
日
中
二
百
年

―
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支
え
合
う
近
代
』
一
一
八
―
一
二
三
頁
。
広
東
語
を
母
語
と
し
た
梁
啓
超
の
言
語
意
識
と
そ
こ
に
お
け
る
「
新
文
体
」
や
日
本
語
の
位
置
づ
け
に
つ

い
て
は
、
齋
藤
希
史
前
掲
『
漢
文
脈
の
近
代

―
清
末
＝
明
治
の
文
学
圏
』
の
第
五
章
参
照
。

160　

沈
国
威
「
中
国
に
お
け
る
近
代
知
の
受
容
と
日
本
」、
沈
国
威
前
掲
『
漢
字
文
化
圏
諸
言
語
の
近
代
語
彙
の
形
成

―
創
出
と
共
有
』
一
―
四
二
頁
。

陳
仲
奇
は
、
中
国
の
「
日
中
同
形
語
」
に
対
す
る
否
定
的
な
反
応
、
特
に
文
革
期
に
「
民
族
投
降
主
義
」「
文
化
虚
無
主
義
」
と
し
て
研
究
自
体
が

ス
ト
ッ
プ
し
た
点
を
批
判
的
に
述
べ
つ
つ
、
代
わ
り
に
「
共
同
遺
産
」
と
い
う
視
点
を
強
調
す
る
（「
魯
迅
作
品
に
お
け
る
日
本
語
的
表
現
要
素
に

つ
い
て
」『
総
合
政
策
論
叢
』
一
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
、
五
六
―
五
八
頁
）。

161　

沈
国
威
同
上
論
文
、
三
八
頁
。

162　

劉
建
輝
前
掲
『
日
中
二
百
年

―
支
え
合
う
近
代
』
一
二
三
頁
。

163　

陳
培
豊『
日
本
統
治
と
植
民
地
漢
文

―
台
湾
に
お
け
る
漢
文
の
境
界
と
想
像
』三
元
社
、
二
〇
一
二
年
、二
一
〇
頁
。
陳
は
訓
読
体
で
は
な
く「
帝

国
漢
文
」
と
い
う
清
水
賢
一
郎
（
前
掲
「
梁
啓
超
と
『
帝
国
漢
文
』

―
「
新
文
体
」
の
誕
生
と
明
治
東
京
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
」）
の
用
語
を
踏
襲

し
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
台
湾
で
「
原
住
民
」
と
総
称
さ
れ
る
非
漢
族
の
存
在
が
喚
起
す
る
「
非
漢
文
脈
」
の
問
題
に
は
論
及
し
て
い
な
い
。

164　

同
上
書
、
第
一
章
。

165　

同
上
書
、
九
〇
―
九
九
頁
。
初
期
の
名
称
の
一
つ
は
「
明
治
体
」
で
、
こ
れ
は
「
脱
清
入
日
」
を
象
徴
し
た
。

166　

中
国
の
い
わ
ゆ
る
白
話
文
と
区
別
し
て
鍵
括
弧
を
付
け
る
の
は
陳
培
豊
の
用
法
。

167　
「
郷
土
文
学
運
動
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
の
行
き
着
く
現
実
は
、
中
国
語
と
台
湾
語
を
「
雅
俗
」
で
把
握
す
る
二
重
構
造
の
形
成
、
そ
れ
ぞ
れ
「
叙

事
」
と
「
会
話
」
の
分
業
と
後
者
の
汚
い
イ
メ
ー
ジ
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
陳
培
豊
前
掲
『
日
本
統
治
と
植
民
地
漢
文

―
台
湾
に
お
け
る

漢
文
の
境
界
と
想
像
』一
八
八
―
一
九
六
頁
）。「
中
国
白
話
文
派
」と「
台
湾
話
文
派
」の
境
界
は
ま
た
植
民
地
台
湾
の
二
種
類
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
発
現
で
も
あ
っ
た
（
同
書
、
二
一
五
―
二
二
二
頁
）。

168　

同
上
書
、
第
四
章
。
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169　

同
上
書
、
第
五
章
。
陳
は
、
こ
れ
ま
で
戦
中
期
（
皇
国
化
時
期
）
の
「
漢
文
欄
廃
止
」
と
理
解
さ
れ
て
き
た
問
題
が
、
実
際
に
は
異
化
し
て
い
く
「
台

湾
語
台
湾
文
」
の
み
に
当
て
は
ま
る
一
方
、
逆
に
読
解
性
が
担
保
さ
れ
た
純
正
の
中
国
白
話
文
は
、
中
国
・
満
州
と
の
親
善
、
大
東
亜
の
新
秩
序
建

設
と
い
う
国
策
を
担
う
道
具
と
し
て
温
存
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
な
お
、
も
と
よ
り
「
異
文
性
」
の
極
め
て
高
い
「
台
湾
語
ロ
ー
マ
字
」
の
推
進
運

動
は
す
ぐ
に
弾
圧
さ
れ
て
い
る
（
同
上
書
、
二
六
八
頁
）。

170　

三
ツ
井
崇
『
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
言
語
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
七
八
―
七
九
頁
。

171　

A
ndre Schm

id, K
orea B

etw
een E

m
pires, 1895-1919 (N

ew
 York: C

olum
bia U

niversity Press, 2002)

の
第
二
章
参
照
。

172　

三
ツ
井
崇
前
掲
『
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
言
語
』。

173　

こ
の
「
伝
統
」
の
観
念
や
顕
彰
の
あ
り
方
が
一
枚
岩
で
は
な
く
、「
ハ
ン
グ
ル
派
」
と
「
正
音
派
」
の
対
立
が
あ
り
、
さ
ら
に
前
者
の
内
部
に
お

い
て
も
ハ
ン
グ
ル
の
「
古
代
性
」
あ
る
い
は
「
固
有
性
」
と
い
う
認
識
の
ズ
レ
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
三
ツ
井
崇
前
掲
『
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
言
語
』

の
第
七
章
に
詳
し
い
。

174　

林
熒
澤
「
二
〇
세
기 

전
후 

한
국
에 

있
어
서 
문
명 

개
념: 

동
아
시
아 

어
문
질
서
의 

근
대
적 

개
편
과 

관
련
해
서
」﹇
二
〇
世
紀
転
換
期
の
韓
国
に

お
け
る
文
明
概
念

―
東
ア
ジ
ア
言
文
秩
序
の
近
代
的
改
編
を
め
ぐ
っ
て
﹈、
임
형
택
・
한
기
형
・
류
준
필
・
이
혜
령 

엮
음
『
흔
들
리
는 

언
어
들: 

언
어
의 

근
대
와 

국
민
국
가
』﹇
揺
れ
る
諸
言
語

―
言
語
の
近
代
と
国
民
国
家
﹈（
성
균
관
대
학
교 

대
동
문
화
연
구
원
、
二
〇
〇
八
年
）、
三
五
頁
。

林
は
「
文
明
」
の
新
旧
の
意
味
が
混
用
・
葛
藤
し
つ
つ
多
様
化
し
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
論
理
・
立
場
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
「
文
体
」（
表
現
形
式
）

の
違
い
と
し
て
現
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

175　

三
ツ
井
崇
前
掲
『
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
言
語
』
八
一
―
八
四
頁
。

176　

イ
・
ヨ
ン
ス
ク
前
掲
「
文
字
か
ら
文
体
へ

―
漢
字
と
言
語
的
近
代
」。
安
田
敏
朗
の
議
論
も
受
け
て
い
る
。

177　

三
ツ
井
崇
前
掲
『
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
言
語
』
八
四
―
八
五
頁
。

178　

同
上
書
、
八
五
頁
、
一
三
四
頁
、
一
九
二
頁
。
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179　

そ
の
具
体
像
は
、
張
元
哉
「
現
代
日
韓
両
国
語
に
お
け
る
漢
語
の
形
成
と
語
彙
交
流
」（『
國
語
學
』
五
四
巻
三
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
五
―
一
〇

〇
頁
）
参
照
。

180　

こ
こ
に
用
い
た
「
断
片
化
」
や
「
外
部
化
」
と
い
っ
た
表
現
は
齋
藤
希
史
が
使
っ
て
い
る
（
前
掲
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
』
二
〇
七
頁
、
二
二
五
頁
）。

181　

柳
父
章
前
掲
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』、
酒
井
直
樹
前
掲
『
過
去
の
声

―
一
八
世
紀
日
本
の
言
説
に
お
け
る
言
語
の
地
位
』。「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の

戯
れ
」
の
語
は
、
小
林
敏
明
『〈
主
体
〉
の
ゆ
く
え

―
日
本
近
代
思
想
史
へ
の
一
視
角
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
頁
。

182　

小
林
敏
明
同
上
書
。

183　

子
安
宣
邦
前
掲
『
漢
字
論

―
不
可
避
の
他
者
』
第
四
章
。

184　

イ
・
ヨ
ン
ス
ク
は
、「『
国
語
』
の
理
念
の
成
立
に
あ
た
っ
て
ひ
と
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
、『
ク
ニ
コ
ト
バ
』
と
い
う
や
ま
と
こ
と
ば
が
捨
て

ら
れ
、『
コ
ク
ゴ
』
と
い
う
生
硬
な
漢
字
表
現
だ
け
が
生
き
残
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
」（
前
掲
『「
国
語
」
と
い
う
思
想
』
八
八
頁
）

と
論
じ
た
が
、
本
節
の
議
論
を
基
に
す
る
な
ら
、
む
し
ろ
い
か
に
「
ク
ニ
コ
ト
バ
」
の
字
訓
が
「
国
語
」
と
い
う
表
記
を
隠
れ
蓑
に
持
続
さ
れ
て
い

く
の
か
、
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
イ
は
、「
コ
ク
ゴ
」
を
近
代
言
語
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
等
置
し
て
、
漢
訳
や
漢
音
の

問
題
に
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
。

185　

渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史

―
十
七
〜
十
九
世
紀
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
六
〇
頁
。
江
戸
時
代
の
「
公
」
の
付
い
た
語
彙
、
例

え
ば
「
公
儀
」（
幕
府
）
を
西
洋
語
の
翻
訳
と
し
て
の
「
公
権
力
」
な
ど
と
解
す
の
は
、「
西
洋
語
のpublic

、
漢
字
の
『
公
』、
日
本
語
の
『
お
ほ
や

け
』
と
い
う
、
一
部
で
重
な
る
が
本
来
大
き
く
異
な
る
三
つ
の
語
の
意
味
を
乱
暴
に
混
同
し
た
結
果
」
だ
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
以
降
に
異
な

る
字
義
が
複
雑
に
重
層
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
以
前
の
漢
語
を
見
た
場
合
に
分
析
上
の
「
混
同
」
が
起
こ
る
こ
と

の
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
の
字
訓
に
つ
い
て
は
朝
鮮
や
台
湾
、
中
国
に
そ
の
ま
ま
通
じ
た
わ
け
で
は
な
い
点
は
注
意
を
要
す
る
。

186　

台
湾
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
利
茂
前
掲
「
台
湾
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
取
締
規
則
略
解
（
一
）」。

187　

中
国
の
「
上
海
市
教
育
局
審
査
戯
曲
・
唱
片
規
則
」
で
は
「
妨
害
風
化
及
公
安
者
」
と
表
現
さ
れ
た
（
葛
涛
前
掲
『
唱
片
与
近
代
上
海
社
会
生
活
』
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第
四
章
）。

188　

齋
藤
希
史
前
掲
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
』
五
〇
―
五
二
頁
。

189　

前
述
し
た
先
秦
・
前
漢
の
『
荀
子
』
楽
論
篇
や
『
礼
記
』
楽
記
篇
に
見
え
る
「
移
風
易
俗
」（
風
を
移
し
俗
を
易
う
）
の
善
導
論
理
が
そ
の
代
表

で
あ
る
。「
楽
」
の
社
会
的
効
用
や
「
移
風
易
俗
」
に
つ
い
て
の
儒
家
の
論
理
と
そ
の
歴
史
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
吉
川
良
和
前
掲
『
中
国
音

楽
と
芸
能

―
非
文
字
文
化
の
探
究
』
第
一
章
、Scott C

ook

前
掲“"Yue Ji "̶

R
ecord of M

usic: Introduction, T
ranslation, N

otes, and 

C
om

m
entary ”

参
照
。
特
に
「
移
風
易
俗
」
を
一
種
の
「
文
化
帝
国
主
義
」
の
核
心
言
説
と
み
な
し
て
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、E

rica Fox 

B
rindley

前
掲M

usic, C
osm

ology, and the Politics of H
arm

ony in E
arly C

hina

の56-60

参
照
。

190　

岸
本
美
緒
「
風
俗
與
歷
史
觀
」、
若
林
正
丈
・
呉
密
察
主
編
『
跨
界
的
薹
灣
史
研
究

―
與
東
亞
史
的
交
錯
』
播
種
者
文
化
有
限
公
司
、
二
〇
〇

四
年
、
三
―
二
二
頁
。
同
著
者
の
『
風
俗
と
時
代
観　

明
清
史
論
集
一
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
所
収
の
対
応
・
関
連
論
考
も
参
照
。

191　

例
え
ば
、
書
堂
で
の
漢
文
教
育
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
を
駆
使
し
た
板
垣
竜
太
の
論
考
（『
朝
鮮
近
代
の
歴
史
民
族
誌

―
慶
北
尚
州
の
植
民

地
経
験
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
三
―
二
七
六
頁
）、
そ
し
て
こ
の
板
垣
の
分
析
を
引
き
つ
つ
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
漢
字
の
威
信
と
い

う
主
題
に
触
れ
た
三
ツ
井
崇
前
掲
『
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
言
語
』
の
第
二
章
（
特
に
八
七
―
八
八
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

192　

趙
景
達
前
掲
『
植
民
地
期
朝
鮮
の
知
識
人
と
民
衆

―
植
民
地
近
代
性
論
批
判
』
三
〇
二
頁
。
趙
は
こ
こ
で
民
衆
史
の
立
場
か
ら
、
朝
鮮
知
識
人

と
民
衆
の
乖
離
お
よ
び
後
者
に
対
す
る
前
者
の
蔑
視
と
暴
力
の
問
題
を
論
ず
る
た
め
に
、
こ
の
表
現
を
批
判
的
に
用
い
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
植
民
地
主
義
を
近
代
的
な
所
産
と
し
た
上
で
両
者
の
「
敵
対
的
共
犯
関
係
」
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
趙
寛
子
『
植
民
地
朝
鮮
／
帝
国
日
本
の
文

化
連
環

―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
反
復
す
る
植
民
地
主
義
』（
有
志
舎
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

193　

M
ichael R

obinson, C
ultural N

ationalism
 in C

olonial K
orea, Seattle: U

niversity of W
ashington Press, 1988.

194　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
九
年
二
月
二
六
日
。

195　
「
悖
」
は
道
理
に
も
と
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
。
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196　

滅
亡
す
べ
き
、
あ
る
い
は
滅
亡
し
た
国
の
音
楽
を
意
味
す
る
「
亡
国
之
音
」
と
い
う
観
念
は
、『
礼
記
』
楽
記
篇
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
る
。
そ
う

し
た
観
念
の
分
析
は
、E

rica Fox B
rindley

前
掲M

usic, C
osm

ology, and the Politics of H
arm

ony in E
arly C

hina

の35-41

参
照
。

197　
권
도
희
『
한
국
근
대
음
악
사
회
사
』﹇
韓
国
近
代
音
楽
社
会
史
﹈（
민
속
원
、
二
〇
〇
四
年
）
第
一
章
、
전
지
영
『
조
선
시
대 

음
악
담
론
』﹇
朝
鮮

時
代
の
音
楽
言
説
﹈（
민
속
원
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

198　

李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반
검
열 

연
구｣

一
八
一
―
一
八
二
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
伝
統
音
楽
」
と
は
現
在
の
韓
国
音
楽
学
の
観
点
か
ら

の
分
類
で
あ
る
。

199　
『
東
亜
日
報
』
一
九
三
四
年
四
月
二
三
日
。

200　

筆
者
自
ら
「
吾
人
」
と
書
く
一
人
称
の
社
説
で
、「
吾
人
は
よ
き
歌
謡
を
流
布
す
る
為
に
、
多
少
の
努
力
も
し
、
ま
た
具
体
的
方
案
も
も
っ
て
い
た
」

と
述
べ
る
。

201　
『
孟
子
』「
告
子
章
句
上
」
か
ら
採
っ
た
成
句
で
、
あ
る
事
柄
を
根
気
よ
く
続
け
ず
成
果
の
な
い
こ
と
。「
一
曝
十
寒
」
と
も
書
く
。

202　

林
熒
澤
前
掲
「
二
〇
세
기 

전
후 

한
국
에 
있
어
서 

문
명 

개
념: 

동
아
시
아 

어
문
질
서
의 

근
대
적 

개
편
과 

관
련
해
서
」。
林
の
扱
っ
た
二
〇
世
紀

転
換
期
で
は
ま
だ
「
文
化
」
の
用
語
の
使
用
度
は
少
な
か
っ
た
（
同
論
文
、
三
〇
頁
）。

203　
「
文
」
概
念
の
概
観
は
溝
口
雄
三
・
丸
山
松
幸
・
池
田
知
久
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
の
「
文
」
の
項
目
、

柳
父
章
『
文
化
』（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
）、
特
に
「
文
」
概
念
の
近
代
的
再
編
に
関
し
て
は
、
鈴
木
貞
美
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
文
』
の
概
念

を
め
ぐ
る
覚
え
書
き
」（
河
野
貴
美
子
・W

iebke D
enecke

前
掲
『
ア
ジ
ア
遊
学
一
六
二

―
日
本
に
お
け
る
「
文
」
と
「
ブ
ン
ガ
ク
」』）
の
二
八

―
三
二
頁
参
照
。

204　

例
を
挙
げ
れ
ば
、「
う
た
も
あ
ま
り
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
は
い
や
け
﹇
嫌
気
﹈」（『
東
亜
日
報
』
一
九
三
七
年
六
月
九
日
）、「
エ
ロ
百
パ
ー
セ
ン
ト

の
煽
情
的
流
行
歌
レ
コ
ー
ド
が
一
世
を
風
靡
」（『
朝
光
』
一
九
四
〇
年
四
月
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム

と
皮
相
的
・
身
体
的
な
米
語
の
使
用
に
関
し
て
は
、Sun-Young Yoo,  “E

m
bodim

ent of A
m

erican M
odernity in C

olonial K
orea (trans. by 
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Francis Lee D
ae H

oon, in K
uan-H

sing C
hen ed., T

he Inter-A
sia C

ultural Studies R
eader, R

outledge, 2007, 225-45)

参
照
。

205　

例
え
ば
『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
九
年
二
月
二
四
日
の
見
出
し
に
は
、「
낫
분 

류
행
가
를 

구
축
하
고 

조
흔 

노
래 

펄
치
자
는 

운
동
」﹇
わ
る
い
流
行

歌
を
駆
逐
し
、
よ
い
う
た
を
ひ
ろ
げ
よ
う
と
い
う
運
動
﹈
と
あ
り
、『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
五
年
三
月
三
日
に
は
、「
납
분 

류
행
가
를 

배
척
하
자
」﹇
わ

る
い
流
行
歌
を
排
撃
し
よ
う
﹈
と
あ
る
（
ハ
ン
グ
ル
の
表
記
法
に
は
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
）。

206　
『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
五
年
三
月
三
日
。
夕
刊
三
面
「
家
庭
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
記
事
は
、
見
出
し
で
「
子
供
の
口
統
制
﹇
입
단
속
﹈
よ
り

ま
ず
レ
コ
ー
ド
選
択
」
と
勧
め
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
グ
ル
表
記
の
一
部
を
漢
字
に
し
た
。

207　

岡
田
順
一
前
掲
「
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
取
締
に
就
い
て
」
一
四
二
頁
。

208　

朝
鮮
総
督
府
警
務
局
『
朝
鮮
警
察
概
要
』
一
九
四
〇
年
、
九
四
頁
。

209　
「
社
会
」
は
柳
父
章
前
掲
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
第
一
章
、「
教
化
」
は
溝
口
雄
三
・
丸
山
松
幸
・
池
田
知
久
前
掲
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
の
「
儒

教
」
参
照
。

210　
『
東
亜
日
報
』
一
九
三
七
年
六
月
九
日
。

211　

岡
田
順
一
前
掲
「
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
取
締
に
就
い
て
」
一
四
二
頁
。

212　
『
三
千
里
』
一
九
三
三
年
九
月
。「
春
秋
学
人
」
の
筆
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

213　

同
上
。

214　

い
わ
ゆ
る
儒
教
的
な
修
辞
と
ナ
チ
ズ
ム
的
心
情
の
結
合
は
、
同
時
代
の
中
国
の
主
流
楽
壇
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
音
楽
・
レ
コ
ー
ド
統
制
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
Ｆ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
鋭
利
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
た
だ
し
そ
の
焦
点
は
漢
字
文
化
圏

の
問
題
で
は
な
く
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
論
理
の
解
明
の
方
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。A

ndrew
 F. Jones, Yellow

 M
usic: M

edia C
ulture and C

olonial 

M
odernity in the C

hinese Jazz A
ge, D

urham
: D

uke U
niversity Press, 2001, 48-52.

215　

岡
田
順
一
前
掲
「
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
取
締
に
就
い
て
」
一
四
四
頁
。
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216　

柳
父
章
前
掲
『
近
代
日
本
語
の
思
想

―
翻
訳
文
体
成
立
事
情
』
二
三
九
頁
。

217　

以
上
の
議
論
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
論
じ
た
「
生
権
力
」biopow

er

の
問
題
系
と
関
連
す
る
が
、
そ
こ
に
節
合
ま
た
は
包
括
さ
れ
る
も
の

と
し
て
再
定
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
彼
の
「
規
律
権
力
」
概
念
が
植
民
地
近
代
性
の
議
論
に
広
く
流
用
さ
れ
た
の
に
比
べ
る
と
、
こ
の
新
た
に
登
場

す
る
マ
ク
ロ
な
人
口
管
理
技
術
の
側
面
は
あ
ま
り
前
景
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
争
点
の
一
つ
に
な
り
得
る
と
考
え
る
。「
近
代
」
の
枠
組
み
で

論
じ
ら
れ
て
き
た
「
規
律
権
力
」
が
む
し
ろ
漢
字
文
化
圏
の
文
治
主
義
的
な
道
徳
教
化
の
「
伝
統
」
と
親
和
的
な
性
格
を
帯
び
る
の
に
対
し
て
、
こ

う
し
た
「
生
権
力
」
の
も
う
一
方
の
側
面
が
地
域
的
「
伝
統
」
と
の
非
親
和
性
を
示
唆
す
る
点
は
理
論
的
に
興
味
深
い
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

218　

C
hul-w

oo Lee

前
掲“M

odernity, Legality, and Pow
er in K

orea U
nder Japanese R

ule, ” 38.

219　

E
. Taylor A

tkins, “T
he D

ual C
areer of “A

rirang ”: T
he K

orean R
esistance A

nthem
 T

hat B
ecam

e a Japanese Pop H
it, ” T

he Journal 

of A
sian Studies 66 (3), 2007, 667. 

220　

本
稿
の
注
（
57
）
の
デ
ィ
ス
コ
グ
ラ
フ
ィ
ー
情
報
参
照
。

221　

詳
細
は
、
拙
稿
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
と
ア
リ
ラ
ン
の
位
相

―
複
製
技
術
時
代
の
上
演
的
近
代
と
音
声
統
制
」
の
四
三
―
四
四

頁
参
照
。

222　

当
時
レ
コ
ー
ド
上
に
は
〈
아
르
렁
〉﹇
ア
ル
ロ
ン
﹈
と
表
記
さ
れ
た
。

223　

李
埈
煕
前
掲
「
유
행
가
시
대
」（
第
二
〇
回
）。
前
述
し
た
こ
の
ウ
ェ
ブ
連
載
は
、
簡
潔
な
が
ら
典
拠
や
音
源
を
提
示
し
た
論
考
で
、
韓
国
の
歌
謡

研
究
者
や
愛
好
者
の
間
で
広
く
引
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。

224　

蔡
東
園
の
歌
っ
た
〈
ア
リ
ラ
ン
〉（
コ
ロ
ム
ビ
ア
盤
）
の
歌
詞
の
原
文
は
ハ
ン
グ
ル
表
記
で
次
の
通
り
で
あ
る
。「
아
리
랑 

아
리
랑 

아
라
리
요/ 

아

리
랑 

고
개
로 

넘
어
간
다/ 

풍
년
이 

와
요 

풍
년
이 

와
요/ 

이 

강
산 

삼
천
리 
풍
년
이 

와
요// 

아
리
랑 

아
리
랑 

아
라
리
요/ 

아
리
랑 

고
개
로 

넘
어
간

다/ 

산
천
의 

초
목
은 

젊
어 

가
고/ 

인
간
의 

청
춘
은 

늙
어 

가
네// 

아
리
랑 

아
리
랑 
아
라
리
요/ 

아
리
랑 

고
개
로 

넘
어
간
다/ 

청
천 

하
늘
에 

별
도
나 

많
고/ 

우
리
네 

살
림
살
이 

말
도 

많
다
．」



東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
と
音
声
メ
デ
ィ
ア
の
植
民
地
近
代
的
編
制

― 117 ―

225　
「
우
리
네 

살
림
살
이 

말
도 

많
다
」
の
翻
訳
は
朴
燦
鎬
の
表
現
を
用
い
た
（
前
掲
『
韓
国
歌
謡
史 

一
八
九
五
―
一
九
四
五
』
五
四
頁
、
五
六
頁
）。

226　

レ
コ
ー
ド
の
歌
唱
か
ら
の
山
内
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

227　

李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반
검
열 

연
구｣

一
八
三
―
一
八
四
頁
。

228　
『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
四
年
六
月
一
九
日
。
な
お
、
こ
の
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
前
掲
『
三
千
里
』
一
九
三
六
年
四
月
号
に
記
載
が
な
く
、
前
述

の
と
お
り
当
該
時
期
の
朝
鮮
総
督
府
の
レ
コ
ー
ド
検
閲
文
書
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
た
め
、
検
閲
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

229　

李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반
검
열 

연
구｣

一
八
五
―
一
八
六
頁
。

230　

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
研
究
に
お
い
て
歌
詞
を
メ
イ
ン
と
す
る
分
析
方
法
は
「
内
容
分
析
」content analysis

と
呼
ば
れ
、
特
に
社
会
学
や
文
化
研
究

で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
李
の
研
究
方
法
は
、
約
七
〇
種
の
検
閲
事
例
の
う
ち
関
連
資
料
が
確
保
さ
れ
た
事
例
（
治
安
妨
害
一
八
種
、
風
俗
壊
乱

八
種
）
に
関
し
、
歌
詞
の
側
面
か
ら
ど
の
箇
所
が
検
閲
に
か
か
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반

검
열 

연
구｣

一
六
六
頁
）。

231　
『
三
千
里
』
一
九
三
六
年
四
月
、
二
六
九
頁
。

232　

李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반
검
열 

연
구｣
一
八
七
―
一
八
九
頁
。
さ
ら
に
、
コ
ロ
ム
ビ
ア
盤
が
歌
詞
を
改
変
し
て
再
録
音
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

233　

例
え
ば
、
細
川
周
平
前
掲
「
戦
前
の
レ
コ
ー
ド
検
閲

―
『
出
版
警
察
報
』
か
ら
探
る
」
の
二
六
五
頁
参
照
。

234　

Shi- ŏp K
im

,  “A
rirang, M

odern K
orean Folk Song, ” K

orea Journal 28 (7), 1988, 14

。

235　

例
え
ば
、
増
田
聡
「
作
品
概
念
の
分
析
美
学
」（『
そ
の
音
楽
の
〈
作
者
〉
と
は
誰
か
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
六
―
一
七
七
頁
）
参
照
。

こ
こ
で
増
田
は
、
大
衆
音
楽
の
「
作
品
」
概
念
に
「
フ
ォ
ー
ク
音
楽
的
」（
芸
術
複
製
）
と
「
レ
コ
ー
ド
音
楽
的
」（
複
製
芸
術
）
と
い
う
二
種
類
の

異
な
る
類
型
が
混
在
す
る
こ
と
を
分
析
し
て
い
る
。

236　

韓
国
音
楽
学
に
お
い
て
は
「
郷
土
民
謡
」
と
「
通
俗
民
謡
」
と
い
う
分
類
法
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
、「
労
働
、
娯
楽
、
死
と
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の
関
連
に
お
い
て
歌
わ
れ
る
ロ
ー
カ
ル
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
」、
後
者
は
「
専
門
的
、
半
専
門
的
歌
手
に
よ
っ
て
広
く
歌
い
広
め
ら
れ
た
大
衆
歌
謡
」

と
い
っ
た
意
味
で
あ
る(Inok Paek, “Folk M

usic: Vocal. ” In M
usic of K

orea, ed. by B
yong W

on Lee and Yong-Shik Lee. Seoul: T
he 

N
ational C

enter for K
orean T

raditional Perform
ing A

rts, 2007, 65-91

）。
英
国
の
代
表
的
な
韓
国
音
楽
研
究
者
キ
ー
ス
・
ハ
ワ
ー
ド
は
そ
れ

ぞ
れ
端
的
に
「songs of the people

」
と
「songs for the people

」
と
い
う
具
合
に
翻
訳
し
把
握
す
る
（K

eith H
ow

ard, “M
inyo in K

orea: 

Songs of the People and Songs for the People, ” A
sian M

usic 30 (2), 1999, 1-37

）。

237　

内
務
省
警
保
局
「
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
件
通
牒
」
一
九
三
四
年
三
月
一
四
日
、JA

C
A

R　

R
ef. A

05032324300

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
）、
警
保
局
長
決
裁
書
類
・
昭
和
九
年
、
内
務
省
警
保
局
（
国
立
公
文
書
館
）。
こ
れ
は
、
日
本
に
お
い
て
レ
コ
ー
ド
検
閲
が
い
ま
だ
確
立
せ
ず
、

出
版
法
の
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
他
の
日
本
レ
コ
ー
ド
数
枚
と
共
に
治
安
警
察
法
第
十
六
条
が
適
用
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
が
、
同
時
に

当
時
日
本
の
内
務
省
警
保
局
が
帝
国
各
地
の
処
分
事
例
に
関
し
て
情
報
の
収
集
や
交
換
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

238　

朝
鮮
総
督
府
警
務
局
長
「（
朝
図
秘
）
蓄
音
機
『
レ
コ
ー
ド
』
並
ニ
解
説
書
行
政
処
分
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
三
三
年
九
月
一
五
日
付
（
同
上
文
書

所
収
）。

239　

以
上
二
種
類
以
外
の
禁
止
レ
コ
ー
ド
五
種
に
つ
い
て
は
処
分
理
由
に
関
す
る
同
時
代
の
文
書
が
存
在
し
な
い
。
う
ち
オ
ー
ケ
ー
盤
は
歌
詞
カ
ー
ド

が
、
コ
ロ
ム
ビ
ア
盤
は
レ
コ
ー
ド
が
現
存
し
て
お
り
、
李
埈
煕
は
そ
れ
ら
の
歌
詞
（
後
者
は
録
音
の
聞
き
取
り
）
を
分
析
し
た
上
で
、
大
同
小
異
の

内
容
で
、
特
定
の
性
的
な
表
現
が
問
題
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
結
論
し
て
い
る
。
李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반
검
열 

연
구｣

一
九
三
頁
。
ま
た
、

一
九
三
三
年
後
半
以
降
に
発
売
さ
れ
て
禁
止
さ
れ
な
か
っ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
相
当
数
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
歌
詞
上
の
表
現
が
そ
こ
ま
で
露
骨

で
は
な
か
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
な
お
、
李
は
禁
止
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
三
種
類
と
し
て
い
る
が
、
前
述
の
デ
ィ
ス
コ
グ
ラ
フ
ィ
ー
等
の
デ
ー

タ
を
調
べ
る
と
、
少
な
く
と
も
六
種
類
八
面
分
で
あ
る
。

240　

録
音
内
容
の
こ
う
し
た
二
重
性
は
、
歌
あ
る
い
は
映
画
や
演
劇
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
、
器
楽
演
奏
等
は
こ
の
限
り
で
は
な

い
。
た
だ
し
、
第
一
節
の
〈
補
論
〉
で
述
べ
た
と
お
り
約
七
〇
種
類
の
検
閲
の
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
が
前
者
（
主
に
歌
）
の
範
疇
に
納
ま
る
。
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241　

例
え
ば
、
作
曲
家
の
自
伝
で
あ
る
손
목
인
「
못
다
부
른 

타
향
살
이
」﹇
歌
い
尽
く
せ
ぬ
〈
他
郷
暮
ら
し
〉﹈（H

otW
ind

、
一
九
九
二
年
）
の
五
二

頁
参
照
。
な
お
、
し
ば
し
ば
「
発
売
禁
止
」
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
（
朴
燦
鎬
前
掲
『
韓
国
歌
謡
史 

一
八
九
五
―
一
九
四
五
』
二
〇
七
頁
）、
今
の

と
こ
ろ
検
閲
文
書
に
は
そ
の
記
録
が
な
い
。

242　

現
在
こ
の
レ
コ
ー
ド
（
オ
ー
ケ
ー
一
七
九
五
）
の
歌
詞
カ
ー
ド
は
複
数
が
伝
わ
る
が
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
韓
国
古
音
盤
研
究
会
『
유
성
기
음
반 

가
사
집
二
』﹇
留
声
機
音
盤
歌
詞
集
二
﹈
민
속
원
、
一
九
九
八
年
、
八
五
六
頁
、
八
六
〇
頁
。

243　

こ
れ
に
印
刷
さ
れ
た
「
原
文
」
は
存
在
し
な
い
が
、
筆
者
の
聞
き
取
り
で
も
後
者
（「
삼
백
연 

원
한 

품
은 

노
적
봉 

밑
에
」）
で
あ
る
。

244　

他
に
、「
恨
み
」（
원
한
）
は
「
鴛
鴦
」（
원
앙
）
を
か
け
て
お
り
（
共
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
「
ウ
ォ
ナ
ン
」
の
よ
う
な
発
音
に
な
る
）、
愛
す
る
も

の
達
が
別
れ
を
恨
ん
で
い
る
の
だ
と
言
っ
て
切
り
抜
け
た
と
い
う
話
も
伝
わ
る
。
朴
燦
鎬
前
掲
『
韓
国
歌
謡
史 

一
八
九
五
―
一
九
四
五
』
二
〇
八
頁
。

245　

同
時
期
の
文
学
に
お
け
る
検
閲
迂
回
に
つ
い
て
は
、
韓
萬
洙｢

植
民
地
期
の
韓
国
文
学
に
お
け
る
検
閲
と
印
刷
資
本｣

（『
東
洋
文
化
』（
東
京
大
学

東
洋
文
化
研
究
所
）
第
八
六
号
、
二
〇
〇
六
年
、
九
七
―
一
二
一
頁
）
参
照
。

246　

こ
の
概
念
の
先
駆
的
な
使
用
は
、M

ary Louise Pratt, Im
perial E

yes: T
ravel W

riting and T
ransculturation (London: R

outledge, 1992)

参
照
。

247　
『
音
楽
世
界
』
第
八
巻
第
八
号
、
一
九
三
六
年
、
二
五
頁
。

248　

さ
ら
に
沖
縄
人
向
け
の
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
は
沖
縄
県
に
任
せ
て
い
る
。細
川
周
平
前
掲「
戦
前
の
レ
コ
ー
ド
検
閲

―
『
出
版
警
察
報
』か
ら
探
る
」

二
六
六
―
二
六
七
頁
。

249　

鄭
根
埴｢

日
帝
下
の
検
閲
機
構
と
検
閲
官
の
変
動｣

『
東
洋
文
化
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
）
第
八
六
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
三
―
一
六

三
頁
。

250　

同
上
論
文
、
一
四
六
頁
。

251　

詳
細
は
省
く
が
、
台
湾
も
現
物
で
は
な
く
解
説
書
の
届
出
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
。
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252　

た
だ
し
、
日
本
人
官
僚
の
側
に
朝
鮮
語
学
習
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
点
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
朝
鮮
人
検
閲
官
の
採
用
の
構

造
的
な
裏
返
し
で
も
あ
る
。
日
本
人
の
朝
鮮
語
学
習
に
関
し
て
は
最
近
つ
と
に
研
究
が
進
ん
で
き
て
い
る
（
例
え
ば
、
山
田
寛
人
『
植
民
地
朝
鮮
に

お
け
る
朝
鮮
語
奨
励
政
策

―
朝
鮮
語
を
学
ん
だ
日
本
人
』
不
二
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。
日
本
人
官
吏
と
朝
鮮
語
に
関
す
る
昨
今
の
研
究
動
向
の

ま
と
め
と
し
て
三
ツ
井
崇
前
掲
『
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
言
語
』
五
六
―
六
〇
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
植
民
地
支
配
下
に
お
け
る
通
文
化
的
な

接
触
状
況
の
政
策
的
・
構
造
的
深
化
は
、
そ
も
そ
も
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
が
誰
な
の
か
と
い
う
問
い
を
喚
起
す
る
こ
と
に
も
な
る
。「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
話
者
」

や
「
母
語
」
と
い
っ
た
概
念
に
関
す
る
問
題
提
起
は
、Jing T
su

前
掲Sound and Script in C

hinese D
iaspora

の
序
論
参
照
。
一
枚
岩
的
な
「
ネ

イ
テ
ィ
ブ
性
」の
言
説
編
制
や
社
会
的
構
築
に
つ
い
て
の
議
論
は
本
稿
の
射
程
外
で
あ
る
が
、音
楽
人
類
学
・
民
族
音
楽
学
の
分
野
で「bim

usicality

」

す
な
わ
ち
音
楽
的
な
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
性
と
い
う
概
念
と
実
践
が
長
ら
く
提
唱
さ
れ
て
き
た
点
を
一
言
指
摘
し
て
お
く
。

253　

鄭
根
埴
が
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
京
城
帝
大
法
政
学
部
出
身
の
高
学
歴
エ
リ
ー
ト
で
一
時
期
映
画
の
検
閲
も
担
当
し
た
朝
鮮
人
検
閲
官
・
金

声
均
は
、
姜
萬
吉
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
て
金
本
人
が
〈
木
浦
の
涙
〉
を
検
閲
し
た
と
陳
述
し
て
い
る
（
金
の
検
閲
官
と
し
て
の
活
動
は
、
鄭
根

埴
前
掲｢

日
帝
下
の
検
閲
機
構
と
検
閲
官
の
変
動｣

一
五
〇
―
一
五
一
頁
）。
金
は
解
放
後
に
国
史
編
纂
委
員
長
も
務
め
た
歴
史
学
者
で
あ
る
。
鄭

は
ま
た
朝
鮮
人
の
「
知
識
人
型
検
閲
官
」
の
存
在
に
よ
り
、「
公
的
領
域
で
の
検
閲
官
と
作
家
と
い
う
対
立
的
位
相
が
、
私
的
領
域
の
大
学
同
窓
や

同
僚
集
団
と
い
う
非
公
式
的
関
係
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
時
、
そ
の
緊
張
と
葛
藤
は
直
ち
に
同
調
や
協
調
へ
と
転
換
さ
れ
得
る
」（
同
上
論
文
、
一

五
二
頁
）
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
作
曲
家
自
身
は
鍾
路
警
察
署
高
等
係
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
た
と
回
想
す
る
が
（
손
목
인
前
掲
「
못
다
부
른 

타
향

살
이
」
五
二
頁
）、
出
版
警
察
内
で
ど
う
い
う
文
書
や
連
絡
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
の
か
、
朝
鮮
人
検
閲
官
と
朝
鮮
人
業
者
や
作
家
の
関
係
は
い
か

な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
人
に
関
す
る
問
い
の
考
察
は
別
稿
を
要
す
る
。

254　

例
え
ば
、〈
ソ
ウ
ル
の
歌
〉（
コ
ロ
ム
ビ
ア
社
、
一
九
三
四
年
）
は
、
本
町
署
の
朝
鮮
人
刑
事
・
金
海
一
が
署
長
に
取
締
り
を
建
議
し
た
と
い
う
（
朴

燦
鎬
前
掲
『
韓
国
歌
謡
史 

一
八
九
五
―
一
九
四
五
』
三
三
二
頁
）。
ま
た
、
検
閲
当
局
は
販
売
店
に
対
す
る
警
察
官
の
「
臨
検
」
を
薦
め
て
お
り
、

そ
の
延
長
上
で
「
不
穏
レ
コ
ー
ド
」
の
「
押
収
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
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255　

例
え
ば
、
趙
景
達
前
掲
『
植
民
地
期
朝
鮮
の
知
識
人
と
民
衆

―
植
民
地
近
代
性
論
批
判
』、
板
垣
竜
太
・
戸
邉
秀
明
・
水
谷
智
前
掲
「
日
本
植

民
地
研
究
の
回
顧
と
展
望

―
朝
鮮
史
を
中
心
に
」
参
照
。

256　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
板
垣
竜
太
前
掲
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
識
字
調
査
」
参
照
。

257　
「
武
威
」
の
政
治
支
配
と
正
当
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
浩
前
掲
『
日
本
政
治
思
想
史
』
五
五
頁
、
同
前
掲
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』

一
八
頁
参
照
。

258　

趙
景
達
前
掲
『
植
民
地
期
朝
鮮
の
知
識
人
と
民
衆

―
植
民
地
近
代
性
論
批
判
』
一
一
二
頁
。

259　

た
だ
し
「
下
達
」
の
中
身
は
実
際
に
は
複
雑
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
当
局
の
指
導
や
内
閲
に
お
け
る
業
界
と
の
相
互
作
用
、〈
木
浦
の
涙
〉
の
例
に

み
ら
れ
た
現
場
交
渉
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

260　

こ
う
し
た
論
理
は
、
例
え
ば
陳
培
豊
前
掲
『
日
本
統
治
と
植
民
地
漢
文

―
台
湾
に
お
け
る
漢
文
の
境
界
と
想
像
』
に
散
見
さ
れ
る
。

261　

G
i-w

ook Shin and M
ichael R

obinson
前
掲C

olonial M
odernity in K

orea, 6-9.

262　

今
で
は
逆
に
「
操
作
可
能
性
」m

anipulability

が
画
期
的
に
向
上
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
様
々
な
効
果
や
活
用
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

M
ark K

atz

前
掲C

apturing Sound: H
ow

 Technology H
as C

hanged M
usic

の
第
一
章
（
特
に47-54

）
参
照
。

263　

E
. Taylor A

tkins

前
掲“T

he D
ual C

areer of “A
rirang ”: T

he K
orean R

esistance A
nthem

 T
hat B

ecam
e a Japanese Pop H

it, ” 669. 

ア

ト
キ
ン
ス
の
典
拠
は
朴
燦
鎬
前
掲
『
韓
国
歌
謡
史 

一
八
九
五
―
一
九
四
五
』
五
八
頁
に
掲
載
さ
れ
た
「
闘
っ
て
も
闘
っ
て
も　

闘
い
き
れ
な
き
ゃ
／

こ
の
世
の
天
地
に　

火
を
つ
け
て
し
ま
お
う
」（
原
文
は
朝
鮮
語
）
と
い
う
歌
詞
の
一
部
の
黒
塗
り
を
含
む
画
像
資
料
で
あ
る
。

264　

E
. Taylor A

tkins

同
上
。

265　

伏
字
に
つ
い
て
は
、
牧
義
之
「
近
代
日
本
の
言
説
に
お
け
る
〈
伏
字
〉
の
基
礎
的
考
察

―
そ
の
役
割
、
形
態
に
つ
い
て
」（『
中
京
国
文
学
』
二

九
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
九
―
四
〇
頁
）
参
照
。

266　

K
yeong-hee C

hoi,  “Im
paired B

ody as C
olonial T

rope: K
ang K

y ŏng ’ae ’s “U
nderground V

illage ” (Public C
ulture 13(3), 2001, 431–
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58), 

韓
萬
洙
前
掲｢

植
民
地
期
の
韓
国
文
学
に
お
け
る
検
閲
と
印
刷
資
本｣

。

267　

例
え
ば
、
前
述
し
た
〈
ソ
ウ
ル
の
歌
〉
は
事
後
的
に
処
分
が
下
さ
れ
て
か
ら
歌
詞
を
大
幅
に
変
え
た
も
の
と
、
そ
れ
以
前
に
発
売
さ
れ
た
テ
イ
ク

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
李
埈
煕
前
掲
「
일
제
시
대 

음
반
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Colonial Modernity, Documentary Power, and 
Sound Control in East Asia: 

Sinographic Hegemony and the Censorship of 
Korean Recordings under Japanese Rule

Yamauchi Fumitaka

This paper discusses the shifting relationship between political power and 

sonic media and its essential reconfiguration under the conditions of colonial 

modernity in East Asia. Addressing as broad thematic concerns the ‘hearing’ of a 

political regime and its specific articulations in regional history on the one hand, 

and the mediated performativity of sound recording and its paradoxical dialectics 

of immediacy and mediacy in the age of mechanical reproduction on the other, 

this study examines the censorship of Korean recordings under Japanese rule. 

Its methodological aim lies in exemplifying the significance of sound and hearing 

as methods for interrogating dominant narratives of East Asian history. 

Set against conventional historiographies regarding Japanese colonialism as 

a non-Western anomaly, the colonial modernity theses examine it instead as a 

variation of modern regimes compatible with Western counterparts such as 

Foucauldian disciplinary power. Generally preoccupied with the interaction of the 

global with the national, and less often with the local, however, they often fail to 

recognize the residual workings of region-wide traditional political culture in 

Japanese imperial governance. This paper thus argues for the necessity of 

reframing the concept in regional terms by paying sufficient attention to shared 

historical experiences in the so-called Sinosphere from which colonial modern 

East Asia was born. 

The first half of this two-par t paper is devoted to conceptualizing 

documentary power, taking into account the millennium-old tradition of the 

indispensable relationship between political domination and bureaucratic 
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documentation region-wide. Special attention is paid to the specific relationship 

between sound and script characteristic of the region in which logographic 

Chinese characters̶more simply, sinograms̶had long been considered 

authoritative in the political and literate spheres. The sinographic regime 

legitimizes political domination as sound regulation through its idealization of 

music (Ch: yue, Kr: ak, Jp: gaku) as the key agent of harmonizing different voices 

and thereby realizing cosmic and social order. 

The latter half proceeds to examine how Japanese colonial power manifested 

itself as a modern incarnation of documentary power and authorized sound 

control. It demonstrates the multilayered ways in which two different modes of 

phonocentrism, as articulated in Western evolutionist linguistics and Japanese 

nativist learning (kokugaku), emerged as dominant ideologies in Japanese 

nationalist and colonialist thought but were significantly set back by what the 

author calls sinographic hegemony, which was retained through the efficiency 

and authority of sinograms as indispensable tools for translating modernity. This 

new conception of hegemony provides insight into how the colonial regime could 

work with certain Korean intellectuals who likewise called for record censorship 

in the sinographic terms of sound control shared across the East Asian lexicon. 

Further examination of the actual processes through which the censoring police 

coped with per formative dimensions of Korean recordings addresses the 

mutually related issues of documentary formalism, circumstantial judgment, and 

censorial incoherence, all indicative of the major characteristics of the censoring 

subject. This paper concludes with discussion of how the inspecting gaze 

implanted ‘native ears’ to increase the efficiency of sound control in the context of 

the colonial encounter.


